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【論文要旨】※「性弱説」登録商標 
本論文は「人間は生来、善でも悪でもなく、弱い存在である」という視点に基づき、性善・性

悪説の理論的限界を指摘し新たな人間観として「性弱説」を提唱する。従来、人間の行動は善

悪という固定的な枠組みで捉えていた。しかし、人間は善悪を軸に一貫した意思決定を行わな

い。倫理的判断は意志の力だけでは維持されず、社会的圧力・短期的な報酬等の影響を受ける。

本研究では、人間の判断の揺らぎが生理的・認知的な特性によって生じることを明らかにする。

また、不祥事を分析し、人間の弱さが組織と相互作用することで不正が発生・継続する可能性

を示す。短期的成果、権威主義、沈黙の文化といった企業特性が不正を助長する。本研究では、

人間の弱さを前提とした社会システムの構築に向けた新たな視座を提供する。性弱説に立ちな

がらも、否定ではなく弱さが環境への適応力を生む要因となることを示す。善悪二元論による

厳格なルールや正論が社会浸透すると、不寛容社会となり、生きづらい社会へと変化する。性

弱説は「強さ＝正しさ」とする、強さ至上主義への異議申し立てであり、人間の複雑性をより

現実的に説明し、倫理的課題の本質的な理解を深める為に示唆を与えるのだ。 
【キーワード】 
「性弱説」「不寛容社会」「性善・性悪説」「行為の一貫性」「企業不祥事」 
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第 1章 研究の背景・目的・方法 

1-1 研究の背景 

人間は生まれながらに善でも悪でもなく、「弱い」ものである。これまで、人間の根源的性質

についての議論では、人は生まれながらに善であるという性善説と人は生まれながらに悪であ

る性悪説という二つの主要な立場が長らく対立してきた。古代中国の中国思想では、孟子が性

善説を、荀子が性悪説を唱え、西洋思想においてもルソーは「自然状態」の人間を本来的に善

であるとし、ホッブスは、人間は生存本能に従い自己中心的に振る舞う存在であると主張した。 

しかし、これらの議論はいずれも「人間は本来的に善か悪か」という二者択一の単純化され

た二元論的な枠組みに縛られており、人間の行動の多様性や不安定さを十分に説明できていな

い。なぜならば、人間の行動は、「善」や「悪」の単純な枠組みでは説明できないもので、脳の

構造が持つ特性による複雑なメカニズムによって決定されるからである。 

人間は時に、非合理的であり、非理性的な行動など、己すらコントロールできない衝動をも

つのだ。近年の脳科学や心理学の研究でも、人間の行動は単純な「善」や「悪」のような二元

論では説明しきれないことが明らかになっている。例えば、倫理的判断や意思決定に関与する

前頭前野の働きは、個人の意志や価値観だけでなく、環境や状況に強く影響を受けることが知

られている。また、人間の脳には短期的な快楽を求める特性があり、これが道徳的判断を揺る

がす要因となる。さらに、社会的な影響も重要な要素である。ミルグラムの服従実験では、権

威の指示によって人が倫理的に問題のある行動を取る可能性が示され、スタンフォード監獄実

験では、環境や役割が個人の行動や倫理観に大きな影響を与えることが明らかにされた。これ

らの研究は、人間の行動が生まれ持った本性だけで決まるのではなく、環境によって容易に変

容することを示唆している。 

このように、人間の行動は本質的に一貫性を欠き、状況や環境によって変化する特性を持つ。

つまり、「人は善である」「人は悪である」といった単純な二元論では、人間の行動を適切に説

明することができない。 

本研究では、この「弱さ」を、人間の脳が持つ多面的な特性によって、一貫した合理的判断

を維持することが難しく、環境の影響を受けやすい性質として定義する。性善説・性悪説では

説明しきれなかった人間の行動の不安定性に着目し、二元論的な枠組みを超えた新たな視点は、

個人の倫理意識や道徳観のみでは説明しきれない社会的・組織的な問題を理解する上でも重要

である。近年増加している企業不祥事や不正行為も、個人の倫理観の欠如だけで説明されるこ

とが多いが、実際には人間の判断が環境や状況によって大きく揺らぐことが影響している可能

性がある。やはり二元論的な人間観では、このような倫理的問題の発生メカニズムを十分に説

明することが難しいのだ。 

人間の「弱さ」に基づいた行動の特性を捉え直すことで、倫理的課題の捉え方に新たな視座
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を与えることができる。「善・悪」の二元論に依存しない、人間の行動をより現実的に理解する

ための理論的枠組みが求められているのである。 

1-2 研究の目的 

本研究の目的は、性善説・性悪説が持つ理論的限界を明らかにし、「人間は生まれながらに善

でも悪でもなく、弱い存在である」という視点に立ち、人間の行動をより適切に説明する新た

な視座を提示することである。特に、人間の行動が環境や認知の特性によってどのように左右

されるのかを考察し、倫理的課題を、単なる個人の倫理観の問題としてではなく、組織や社会

の構造的・環境的要因と相互に関連するものとして捉え直すことを目指す。 

1-3 研究の方法 

本研究では、文献研究と事例分析の 2 つのアプローチを用いて、「性弱説」の理論的整理と

実証分析を行う。 

（１）理論的整理 

哲学・倫理学の視点から、性善説・性悪説の理論的背景と限界を整理し、性弱説の枠組みを

構築する。 

認知科学・心理学の視点から、人間の「弱さ」の生理的・認知的根拠を明確にする。 

哲学・倫理学の文献から、代表的な性善説・性悪説の議論を検討し、それらの理論的な限界

を整理する。 

認知科学・心理学の文献から、人間の判断の不安定性や環境の影響を考慮した最新の研究を

整理する。 

（２）実証分析 

企業不祥事の事例を分析し、性弱説が現実の事象を説明できるかを検討する。 

主に日本の企業不祥事を対象とし、発生要因や組織環境の影響を分析する。 

分析の視点は、短期的成果主義、沈黙の文化、権威主義がどのように不正を助長するか。 

性善説・性悪説では説明しきれない部分を指摘し、性弱説の視点から分析する。 

 

第 2章 性弱説の理論的枠組 

本章では、「性弱説」の理論的枠組みを構築することを目的とする。そのために、まず従来の

「性善説」と「性悪説」が抱える理論的限界を整理し、人間の本質を善悪の二元論で捉えるこ

との問題点を明らかにする（2-1）。次に、それらの課題を解決する新たな視点として「性弱説」

を提案し、その定義と基本原理を示す（2-2）。本章を通じて、「人間は本来善でも悪でもなく、

脳の構造が持つ多面的で複雑な特性により、状況や環境に大きく左右される弱い存在である」

という視点を提示し、従来の枠組みでは説明しきれなかった人間の行動や心理をより多面的に

捉える可能性を検討する。 
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2-1 性善説・性悪説の理論的限界 

長らく議論されてきた「性善説」と「性悪説」は、それぞれ「人間の本性は善である」「人間

の本性は悪である」と仮定することで人間の行動を説明しようとしてきた。しかし、近年の研

究から、人間の行動は単なる善悪の二元論的枠組みでは説明できず、環境や認知の影響を強く

受けることが示されている。本節では、性善説・性悪説の主要な考え方を整理し、それぞれの

理論的限界を述べ、人間の本質を善悪の二元論で捉えることの問題点を明らかにする。 

2-1-1 性善説（孟子・ルソー）の問題点 

性善説は、「人間は本来的に善であり、適切な環境や教育があれば善を発揮できる」とする立

場である。 

孟子は、人間には「惻隠の心（他者を哀れむ心）」「羞悪の心（不正を恥じる心）」などの善性

が生得的に備わっており、これを伸ばせば道徳的に正しい行動ができると考えた［１］。 

また、ルソーは、「人間は自然状態では本来的に善であり、文明の発展によって堕落する」と主

張した［２］。しかし、この立場にはいくつかの問題点がある。 

①「善」の定義の曖昧さ 

性善説における「善」とは何かが明確でない。例えば、孟子の「四端の心」がすべての人間に

備わっているという前提は、文化や環境によって異なる道徳観を説明しきれない。また、ルソ

ーの「自然状態の善」も、実証されていない理想化された仮説であり、具体的な根拠に乏しい。 

②「悪」の説明が不十分 

性善説では、悪は「環境の影響によって生じるもの」とされる。しかし、歴史的に見ると、戦

争や犯罪、搾取などが人類のあらゆる時代で継続的に発生している。これをすべて「悪しき環

境の結果」とするのは説得力に欠ける。 

③ 楽観的すぎる社会観 

性善説に基づいた社会設計では、「人間の本性は善だから適切な教育を施せば問題が解決する」

と考えがちである。しかし、実際には道徳教育を受けた政治家や企業経営者が汚職や不正に手

を染めることがある。これは、人間の行動が単に教育や環境の問題ではなく、より複雑な要因

に影響されることを示している。 

2-1-2 性悪説（荀子・ホッブス）の問題点 

性悪説は、人間は本来的に利己的であり、規範や教育によって道徳を学ぶことで秩序が維持

されるとする立場である。 

荀子は、「人は生まれながらに欲望に支配されており、それを抑制しなければ社会の秩序は

維持できない」と述べ、規範（礼）による教育の必要性を説いた［３］。また、ホッブズは「自然

状態では万人の万人に対する闘争が生じる」とし、国家の強力な統治が必要であるとした［４］。 

しかし、性悪説にも以下のような問題点がある。 
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を与えることができる。「善・悪」の二元論に依存しない、人間の行動をより現実的に理解する
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2-1 性善説・性悪説の理論的限界 
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境の結果」とするのは説得力に欠ける。 
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性善説に基づいた社会設計では、「人間の本性は善だから適切な教育を施せば問題が解決する」

と考えがちである。しかし、実際には道徳教育を受けた政治家や企業経営者が汚職や不正に手

を染めることがある。これは、人間の行動が単に教育や環境の問題ではなく、より複雑な要因

に影響されることを示している。 

2-1-2 性悪説（荀子・ホッブス）の問題点 

性悪説は、人間は本来的に利己的であり、規範や教育によって道徳を学ぶことで秩序が維持

されるとする立場である。 

荀子は、「人は生まれながらに欲望に支配されており、それを抑制しなければ社会の秩序は

維持できない」と述べ、規範（礼）による教育の必要性を説いた［３］。また、ホッブズは「自然

状態では万人の万人に対する闘争が生じる」とし、国家の強力な統治が必要であるとした［４］。 

しかし、性悪説にも以下のような問題点がある。 
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①「悪」の定義の不明確さ 

性悪説では、利己的な「人間の本性＝悪」とされるが、実際には市場経済の発展など、利己的

な行動が社会の発展を促す場合もある。単に「欲望は悪」とするのではなく、その適応的な側

面を考慮する必要がある。 

② 利他的行動の説明が困難 

無償の助け合いや寄付、動物の協力行動など、性悪説の枠組みでは説明しづらい行動が存在す

る。特定の条件下では、利他的行動が存続し、個人にも利益をもたらすことを示したものがあ

るが［５］、近年の研究では、狩猟採集社会では相互扶助が一般的であり、人間は生存戦略とし

て協力を進化させてきた［６］。 

③ 抑圧的な社会観 

過度な管理が社会の活力を奪うリスクを伴うため、規範の適切なバランスが求められるように、

性悪説に基づいた社会制度は、厳格な規制や監視に依存しがちであり、自由や創造性を制限す

る可能性がある。 

2-1-3 性善説・性悪説の共通する限界と二元論の問題点 

（１）善悪の二元論の限界 

「人間の本質」を善悪の二元論で説明しようとすること自体に限界がある。性善説は「人間は

本来善である」、性悪説は「人間は本来悪である」と仮定するが、実際の人間の行動は、それほ

ど単純なものではない。 

人間の行動は、状況・環境・文化・進化の影響を受けて変化する［７］。例えば、同じ個人が

ある状況では利他的に振る舞い、別の状況では自己中心的な行動を取ることもある。こうした

変動を考慮せず、「人は本来善である」または「人は本来悪である」といった固定的な見方に基

づくと、現実の行動パターンを適切に説明することが難しくなる。 

（２）進化論的観点からの限界 

人間の行動は道徳的な「善・悪」によって決まるのではなく、「生存に有利かどうか」によっ

て決まる。進化論的に見ると、人間の行動は環境への適応の結果であり、「善か悪か」といった

固定的な分類では説明できない［８］。例えば、協力行動という利他的行動は集団の生存に有利

であるため進化したが、欺瞞や攻撃行動も生存戦略の一部として進化してきた。したがって、

ある行動が「善」か「悪」かということは固定的なものではなく、状況によって変わり得る。

こうした視点を無視し、善悪の二元論だけで人間の行動を説明しようとすることには限界があ

る。 

（３）二元論的思考の問題点 

二項対立は明快だが、単純化しすぎると現実を歪める。二元論的な思考は、明快で理解しや

すい反面、現実を単純化しすぎるリスクがある。善か悪か、正か誤かといった単純な枠組みは
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理解しやすいが、実際の人間の行動はそれほど単純に分類できるものではない。例えば、同じ

行動でも文化や状況によって「善」と見なされることも「悪」と見なされることもある。 

このように、善悪の判断は普遍的なものではなく、社会や環境によって異なる要素を持つため、

単純な二元論では捉えきれない。 

そして、単純な理論は傲慢さを生むリスクがあり、社会的対立や誤解を助長する。二元論的

な枠組みは、「どちらが正しいか」という対立を生みやすいという問題もある。例えば、「性善

説 vs.性悪説」のように単純な二項対立にすると、実際にはどちらの理論も一部の事象を説明

できるにもかかわらず、片方が完全に正しく、もう片方が誤りであるかのような議論になりが

ちである。しかし、先程も述べたように、人間の行動は「生存に有利かどうか」によって決ま

ることが多く、必ずしも善悪に帰着しない。人間の行動は本質的に曖昧であり、状況や環境の

影響を受けるため、単純な枠組みでは十分に説明できない。 

2-2 性弱説の定義と基本原理 

本節では、従来の「性善説」や「性悪説」といった二元論的な限界を克服し、人間の行動を

より適切に説明するための新たな視点として「性弱説」を提示する。その定義と基本原理を明

確にし、従来の枠組みでは説明しきれなかった人間の行動の不安定性や環境の影響をより適切

に説明することを目指す。 

2-2-1 性弱説の基本的な考え方 

人間の本性は、「善」でも「悪」でもなく、脳の構造が持つ多面的で複雑な特性により、状況

や環境に大きく左右される「弱い」ものである。ここでいう「弱さ」とは、単に身体的な脆弱

さを指すのではなく、合理的な判断を維持することが難しく、環境や状況に強く影響を受けや

すいといった特性を意味する。人間の脳の意思決定機能は、単純な一つの原理に基づいている

のではなく、複数の要素が相互に作用し合いながら形成される。この多面的なメカニズムこそ

が、人間の判断に柔軟性をもたらす一方で、安定性を欠く要因にもなっている。例えば、前頭

前野は理性的な判断を担うが、扁桃体は感情や本能に基づく迅速な判断を促し、報酬系は短期

的な利益を重視する傾向を持つ［９］。これらのシステムが相互に作用することにより、人間は

状況に応じた適応的な行動を取ることが可能になるが、同時に、環境の影響を受けやすい「弱

さ」も抱えることになる。 

すなわち、人間は意志の力だけで一貫した道徳的な行動を取ることが難しく、環境の影響を

受けながら、善にも悪にもなり得る存在である。 

性善説・性悪説は、人間の行動を道徳観や本能といった単純な枠組みで説明しようとするが、

この枠組みでは、人間の行動の不安定性や、環境の影響による変化を十分に説明できない。人

間の行動は、個人の意志や倫理観だけでは決まらず、置かれた環境や社会的要因によって容易

に変化する。例えば、プレッシャーのかかる状況では、個人の倫理観が揺らぎ、望ましくない
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①「悪」の定義の不明確さ 
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過度な管理が社会の活力を奪うリスクを伴うため、規範の適切なバランスが求められるように、

性悪説に基づいた社会制度は、厳格な規制や監視に依存しがちであり、自由や創造性を制限す

る可能性がある。 

2-1-3 性善説・性悪説の共通する限界と二元論の問題点 

（１）善悪の二元論の限界 

「人間の本質」を善悪の二元論で説明しようとすること自体に限界がある。性善説は「人間は

本来善である」、性悪説は「人間は本来悪である」と仮定するが、実際の人間の行動は、それほ

ど単純なものではない。 

人間の行動は、状況・環境・文化・進化の影響を受けて変化する［７］。例えば、同じ個人が

ある状況では利他的に振る舞い、別の状況では自己中心的な行動を取ることもある。こうした

変動を考慮せず、「人は本来善である」または「人は本来悪である」といった固定的な見方に基

づくと、現実の行動パターンを適切に説明することが難しくなる。 

（２）進化論的観点からの限界 

人間の行動は道徳的な「善・悪」によって決まるのではなく、「生存に有利かどうか」によっ

て決まる。進化論的に見ると、人間の行動は環境への適応の結果であり、「善か悪か」といった

固定的な分類では説明できない［８］。例えば、協力行動という利他的行動は集団の生存に有利

であるため進化したが、欺瞞や攻撃行動も生存戦略の一部として進化してきた。したがって、

ある行動が「善」か「悪」かということは固定的なものではなく、状況によって変わり得る。

こうした視点を無視し、善悪の二元論だけで人間の行動を説明しようとすることには限界があ
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理解しやすいが、実際の人間の行動はそれほど単純に分類できるものではない。例えば、同じ

行動でも文化や状況によって「善」と見なされることも「悪」と見なされることもある。 
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確にし、従来の枠組みでは説明しきれなかった人間の行動の不安定性や環境の影響をより適切

に説明することを目指す。 

2-2-1 性弱説の基本的な考え方 
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や環境に大きく左右される「弱い」ものである。ここでいう「弱さ」とは、単に身体的な脆弱

さを指すのではなく、合理的な判断を維持することが難しく、環境や状況に強く影響を受けや
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行動を取ることがある。日常生活でも、「周囲がやっているから」といった理由で本来の信念と

は異なる選択をしてしまうことは珍しくない。こうした現象は、特に組織や社会の中で顕著に

現れる。 

このように、環境が人間の行動に与える影響を考えると、道徳的な価値観を持つ個人であっ

ても、不適切な状況に置かれると倫理的に問題のある行動を取ってしまうことがある。 

より具体的な一例として、誠実であり、法令遵守を最優先に考えて業務に取り組んでいたあ

る企業の経理担当者が、企業の業績が悪化する中、上司から「このままでは倒産する。君の協

力が必要だ」と強く要請されるとする。当初、経理担当者は「財務データの改ざんは認められ

ない」と明確に拒否したものの、上司や同僚から「誰にも直接的な被害は生じない」「一時的な

措置として必要な対応だ」と繰り返し説得を受けることで認識が変わる。さらに、「会社が倒産

すれば、従業員やその家族の生活に深刻な影響を及ぼす」という認識が徐々に強まり、組織の

存続を優先すべきとの判断に至った結果、財務報告の改ざんを容認するに至る。 

このようなケースは、単なる倫理意識の問題ではなく、人間の脳が持つ多面的な情報処理の

特性が、状況や環境の変化に応じて極めて適応的に働くことを示している。この「弱さ」は、

個人の倫理観や道徳心だけで克服できるものではなく、脳の構造自体が本来的に状況依存的で

あるため、人間の行動は環境や社会的な影響によって大きく変動する。 

したがって、「人は本来善だから教育すれば善をなす」とする性善説や、「人は本来悪だから

規律や罰則で抑えなければならない」とする性悪説のような単純な枠組みでは、人間の行動を

十分に説明することはできない。性善説が前提とする「適切な教育を施せば人は善を発揮する」

という考え方も、性悪説が主張する「厳格な規律と管理がなければ人は悪に流れる」という考

え方も、どちらも人間の行動の可変性や環境依存性を考慮していないため、不十分な説明にと

どまっている。 

このように「性弱説」の視点に立つと、人間の行動が環境の影響を受けやすいことがより明

確になる。つまり、善や悪という固定的な概念ではなく、状況や社会的要因がどのように個人

の意思決定に影響を与えるのかを考慮する必要がある。組織における倫理的問題は、単に個人

の道徳心の欠如ではなく、組織の文化や意思決定の枠組みの影響によっても生じる。善や悪と

いう固定的な概念ではなく、状況や社会的要因がどのように個人の意思決定に影響を与えるの

かを考慮する必要があるのだ。この考え方は、構造主義的な発想であり、近年では社会構成主

義として主張されているものと同一である。すなわち、人間の行動は個人の本質に還元される

ものではなく、社会的な状況や構造によって規定されることを前提［10］とする。性弱説は「人

間の行動をどのように理解するか」に関する新たな視点を提供し、従来の枠組みでは見落とさ

れがちだった環境の影響を考慮する必要性を示している。具体的にどのような社会制度や組織

設計が求められるかは、さらなる考察を要するが、性弱説を通じて、人間の行動をより多面的
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に理解することが可能になるのである。 

2-2-2 性善説・性悪説との比較 

性善説は、「人間は本来善である」とするが、この立場にはいくつかの限界がある。第一に、 

「善」の定義が曖昧であり、道徳的価値が文化や時代によって異なる点を十分に説明できない。

孟子が挙げた「四端の心」がすべての人間に備わっているとする立場［11］は、異文化間の道

徳観の違いをどのように説明するのかという問題を抱えている。 

第二に、性善説では「悪」は環境の影響によって生じるものとされるが、それでは「悪を生

み出す環境」自体がどのようにして形成されるのかを説明しきれない。道徳的な人々が社会を

作ったはずなのに、なぜ歴史的に戦争や差別、不正が繰り返されてきたのか、性善説の枠組み

では明確に説明できない。 

一方の性悪説は、「人間は本来悪である」とするが、この考え方の限界として、第一に、無償

の助け合いや利他的行動の存在を十分に説明することが難しいことがあげられる。性悪説では、

「利他的行動も長期的な自己利益のために行われる」と解釈されるが［12］、例えば緊急時に他

者を助ける行動や、報酬を期待せずに行われる慈善活動などは、単なる自己利益の枠組みでは

説明しにくい。 

第二に、性悪説に基づく社会観では、強い規律と監視が必要とされるため、過度な管理社会

を生みやすいリスクがある。規範の強化は社会秩序の維持には有効だが、厳格な管理が強化さ

れすぎると、個人の自由や創造性が抑制される可能性がある。 

これに対して、性弱説は、「人間は本来弱い」ものと捉える。ここでいう「弱さ」は、単なる

道徳的な意志の問題ではなく、脳の構造的な特性に起因することは先に述べたとおりである。

人間の意思決定は、理性的な判断を司る前頭前野、感情や本能に基づく判断を促す扁桃体、短

期的な報酬を重視する報酬系など、多様な神経ネットワークによって決定されるため、単純な

本性論では説明しきれない判断の揺らぎが生じる［13］。 

この立場では、人間の行動は善悪という固定的な本性によって決まるのではなく、脳の多面

的な情報処理システムが、個人が持つ倫理観が強固であったとしても、強い社会的圧力や組織

の文化によって不正行為を容認するようになるケースがあるように、社会的要因や環境によっ

て方向づけられることによって決定される［14］。 

つまり、性弱説は、性善説や性悪説のように「人間の本性が一方に偏っている」とするので

はなく、人間の行動が環境や状況の影響を強く受けるという視点に基づいている。これにより、

人間の行動の変動性をより適切に説明し、従来の二元論では見落とされがちだった要素を考慮

することが可能になる。 

2-2-3 弱さの価値と適応力 

弱さは否定すべきものではなく、むしろ人間の本質に深く根ざした適応力の源泉である。 
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現実の人間の行動は、意志の強さだけで善を貫くことも、抑圧によって悪を完全に防ぐような

単純なものではないが、実際に、「強さ」こそが、人間の価値であり、弱さは克服すべきものと

する二元論的な考え方（仮に性強説とする）が広く受け入れられている。これは、「強い意志が

あれば道を誤らない」「正しい価値観を持てば人は善を貫ける」といった単純化された理想と

結びつきやすく、人間の行動の曖昧さや不安定性を軽視する。ところが、現実はそのように単

純ではない。「強さ」だけを基準にすると、弱さを持つ人が「道徳的に劣る」「努力不足」など

とされ、社会の寛容性が失われていく。厳格なルールや正論が優先されることで、生きにくい

社会が形成されてしまう。 

人間の「弱さ」は、単に脆弱さを意味するのではなく、多様な状況に適応する力を内包して

いる。例えば、人類の進化の過程では、身体的に強くないことが、むしろ協力を促し、社会を

形成する要因となった。言語、文化、制度といった社会の発展は、個々の人間が単独で生き延

びることができなかったがゆえに、互いに支え合うことで環境の変化に適応してきた結果なの

である。 

このように、弱さこそが適応の鍵であり、それを否定することは、人間の本質的な柔軟性を

もって進化してきた歴史を否定することにつながる。二元論的な「強さこそが正しい」という

思考は、変化の激しい社会や多様な価値観の中では逆に適応力を失わせるリスクを伴う。企業

経営や政策決定においても、固定的な価値観や単純なルールでは社会の変動に対応しきれず、

結局柔軟な判断が求められる場面が多い。 

善悪の二元論は、人間の行動に対して厳格な判断基準を押し付けることで、社会の許容度を

低下させる。「強さ＝正しさ」とする社会では、倫理的な判断を誤った人に対して過剰な非難が

向けられ、過ちを犯した個人に対する再生の機会が奪われるのだ。人間の行動は単純な善悪で

は測れないものであるにもかかわらず、「道徳的に強くあるべき」という価値観が社会の寛容

性を損ない、正論による抑圧を生み出してしまうのである。 

2−3 小括、性善説が示す人間の本質 

性弱説は、「人間は弱い」という前提に立ちながらも、単なる否定的な見解ではなく、「弱さ」

が環境への適応力を生む要因となることを示している。これは、「強さを求めるべきではない」

という単純な主張ではなく、「人間の本質を適切に理解し、それに基づいた社会のあり方を考

える」ことを促す視点である。 

善悪の二元論に基づく考え方は、あたかも「人間の本質を完全に理解できる」とする傲慢な

姿勢を生み出しやすく、社会の寛容性を損なう要因となる。特に、性善説・性悪説が持つ単純

な枠組みは、人間の行動の複雑性や状況依存性を十分に考慮していない。そのため、「性強説」

に基づく厳格なルールや正論が社会に浸透すると、適応力を失い、生きにくい社会へと変化し

ていく。 
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とはいえ、人間の行動は、本来単純な善悪に収まるものではなく、環境や状況の影響を強く受

ける。そのため、「強さ＝正しさ」とする社会では、倫理的に間違った行動を取った人に対して

過剰な非難が向けられ、社会が許容度を失っていく。これが社会の抑圧的な雰囲気を生み出し、

人々の生きづらさにつながる要因となる。 

性弱説は、こうした「強さ至上主義」に対する異議申し立てとして、人間の本性を「弱さ」

として主張する。人間はそもそも強くない。意志だけで常に善を貫けるわけでもなく、環境の

影響を受けながら変化する存在である。したがって、単純な道徳的強さや倫理的純粋性を求め

るのではなく、「人間は本質的に弱い」という前提のもとに、社会の在り方やルールを考えるこ

とが必要になる。 

倫理的な判断を行う際にも、「人は弱い存在である」という視点を持つことで、個人の責任だ

けを過度に追及するのではなく、その人が置かれた環境や組織のあり方を考慮することができ

る。この視点が広がれば、「なぜ不正が起きたのか」「なぜ人は善から逸脱するのか」といった

問題に対する理解が深まり、社会全体としての適応力や寛容性を高めることにつながる。 

性弱説は、「人間は本来、脳の構造が多面的で複雑であるがゆえに、善でも悪でもなく、状況

や環境に大きく左右される弱い存在である」という視点を提示することで、単純な善悪の二元

論を乗り越え、結論として人間の行動や社会のあり方をより多面的に理解するための枠組みを

提供する。これは、単なる理論的な提案ではなく、現代社会における倫理のあり方や組織運営、

政策形成においても有効な示唆を与えるものである。 

 

第 3章 性弱説の脳科学的・進化的根拠 

本章では「人間の本性は環境に左右される」という性弱説の主張を、脳の構造と進化の視点

から検証する。 

ストレスや社会的圧力、報酬系の働きが脳の構造による判断の揺らぎをまねき、倫理的判断

を揺るがす要因となることを示す（3−1）。人間は進化の過程で環境に適応するため、正常性バ

イアスや損失回避バイアスなどの認知バイアスを発達させた。これらが倫理的判断にどのよう

な影響を与えるのかを説明する（3−2）。脳の構造と進化が意思決定に及ぼす影響を整理し、性

善説・性悪説との違いを明確にすることで「弱さ」を単なる脆弱性ではなく、適応力の一形態

として捉える視点を示す（3−3）。 

本章を通じて、性弱説の理論的な正当性を補強するために、脳科学と進化の観点から「人間

の弱さ」の根拠を示し、「人間の弱さ」が脳科学と進化の観点から必然的なものであることを明

らかにする。 

3-1 脳の構造による判断のゆらぎ（脳科学的根拠） 

人間の「弱さ」がどのように脳の構造に起因するのかを探るため、性弱説が示す「人間の本
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現実の人間の行動は、意志の強さだけで善を貫くことも、抑圧によって悪を完全に防ぐような

単純なものではないが、実際に、「強さ」こそが、人間の価値であり、弱さは克服すべきものと
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とされ、社会の寛容性が失われていく。厳格なルールや正論が優先されることで、生きにくい

社会が形成されてしまう。 

人間の「弱さ」は、単に脆弱さを意味するのではなく、多様な状況に適応する力を内包して
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びることができなかったがゆえに、互いに支え合うことで環境の変化に適応してきた結果なの

である。 

このように、弱さこそが適応の鍵であり、それを否定することは、人間の本質的な柔軟性を

もって進化してきた歴史を否定することにつながる。二元論的な「強さこそが正しい」という

思考は、変化の激しい社会や多様な価値観の中では逆に適応力を失わせるリスクを伴う。企業

経営や政策決定においても、固定的な価値観や単純なルールでは社会の変動に対応しきれず、

結局柔軟な判断が求められる場面が多い。 

善悪の二元論は、人間の行動に対して厳格な判断基準を押し付けることで、社会の許容度を

低下させる。「強さ＝正しさ」とする社会では、倫理的な判断を誤った人に対して過剰な非難が

向けられ、過ちを犯した個人に対する再生の機会が奪われるのだ。人間の行動は単純な善悪で

は測れないものであるにもかかわらず、「道徳的に強くあるべき」という価値観が社会の寛容

性を損ない、正論による抑圧を生み出してしまうのである。 

2−3 小括、性善説が示す人間の本質 

性弱説は、「人間は弱い」という前提に立ちながらも、単なる否定的な見解ではなく、「弱さ」

が環境への適応力を生む要因となることを示している。これは、「強さを求めるべきではない」

という単純な主張ではなく、「人間の本質を適切に理解し、それに基づいた社会のあり方を考

える」ことを促す視点である。 

善悪の二元論に基づく考え方は、あたかも「人間の本質を完全に理解できる」とする傲慢な
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に基づく厳格なルールや正論が社会に浸透すると、適応力を失い、生きにくい社会へと変化し

ていく。 
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とはいえ、人間の行動は、本来単純な善悪に収まるものではなく、環境や状況の影響を強く受
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性が環境に左右されやすい」ことを、脳科学的な視点から説明する。人間の脳は、意志の力だ

けで安定した倫理的判断を下すことができるわけではなく、環境の影響を強く受ける。特に、

ストレスや社会的圧力、報酬系の働きによって判断が揺らぐことが知られている［15］。例え

ば、前頭前野は倫理的判断を担うが、強いストレス下では機能が低下し、長期的な合理性より

も目先の選択を優先しやすくなる。また、社会的同調圧力や権威の影響を受けると、個人の倫

理観よりも集団の意向が優先されることがある。人間の脳は進化の過程で環境適応性を高める

構造を持つようになったが、個人の意志や倫理観だけで「善や悪の行動を決定する」のではな

く、脳の多面的で複雑な性質が環境との相互作用を通じて行動を形成すると考える。人間の前

頭前野は進化的に高度に発達したものの、判断力や理性は依然として環境の影響を受けやすい。

前頭前野は意思決定や計画、自己制御を担う脳の領域であり、成人期に入るにつれて成熟する

が、成熟した後であっても環境の影響を完全に排除できるわけではない。むしろ、ストレスや

誘惑、社会的要因によってその機能は容易に揺らぎ、判断力や倫理観が一貫しないことが多い。

成人になった後も、人間は環境の影響を強く受け続け、合理的で倫理的な意思決定を維持する

ことが困難であることが、性弱説の根拠の一つとなる。さらに、ストレスや疲労、誘惑といっ

た要因によってもその機能は揺らぎやすく、人間は常に理性的な判断ができるわけではない。 

また、人間は社会的動物であり、他者との関係性の中で行動が決定されることが多い。その

要因の一つとして、同調圧力や権威の影響が挙げられる。人間の脳は集団内での一貫性を維持

しようとする傾向があり、周囲の行動や価値観に大きな影響を受ける。倫理的な判断も環境に

依存しやすく、同調圧力が強い状況では、自分の道徳観よりも集団の意向に従う傾向が強まり、

場合によっては不正や不道徳な行為を受け入れてしまうこともある［16］。 

さらに、脳のドーパミン報酬系が人間の意思決定に与える影響も大きい。ドーパミンは快楽

や報酬を司る神経伝達物質であり、特に短期的な報酬を得る行動を強化する働きを持つ。この

ため、人間は長期的な利益よりも、目先の快楽や満足感を優先する傾向がある。合理的な判断

を下そうとしても、目の前の誘惑や報酬によって意志が揺らぎ、衝動的な選択をしてしまうこ

とがある。このように、人間の行動は理性や意志の力だけで決まるのではなく、脳の生理的な

仕組みや環境との相互作用によって大きく左右される。 

本節では、脳科学的根拠を「認知の限界」「報酬システムの影響」「社会的適応のメカニズム」

「進化的意思決定バイアス」の 4つの要素に分類し、それぞれの特性がどのように性弱説の「環

境依存性」と関連するかを明らかにして根拠を述べていく。 

3-1-1 認知機能の限界（倫理的判断のゆらぎと前頭前野の限界） 

人間の脳は高度な意思決定能力を備えているものの、認知機能には限界が存在する。特に、

長期的な倫理的判断を維持するには前頭前野の適切な機能が不可欠である。しかし、ストレス

環境下や過度な情報負荷のもとでは、前頭前野の認知資源が枯渇し、その結果、合理的かつ倫
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理的な判断が困難となり、短期的な利益を優先する傾向が強まる［17］。 

（１）前頭前野の未成熟性と判断力の不安定性 

性弱説の立場から見ると、人間は本質的に倫理的判断を安定して維持することが難しく、特

に脳の認知機能の限界がその要因となる。前頭前野は、意思決定、計画、自己制御を担い、倫

理的判断にも深く関与するが、この領域には以下のような制約があり、状況によって適切な判

断を維持することが困難になる。 

前頭前野は進化的に最も新しい脳領域であり、成人に達するまで完全には成熟しない。その

ため、自己制御能力が発達するには時間を要し、特に若年層では衝動的な行動をとりやすい傾

向がある。また、成熟した後も、前頭前野の機能は決して安定的ではなく、状況に応じて判断

力にばらつきが生じることがある。 

（２）環境要因による倫理的判断の低下 

前頭前野は、ストレスや疲労の影響を受けやすく、過度な情報処理を強いられる状況ではそ

の働きが低下しやすい［18］。その結果、長期的な視点に基づく合理的な意思決定が難しくな

り、短期的な利益、いわば目先の利益を優先しやすくなる。このような特性は、論理的な判断

を持続する力を弱める要因となる。 

特に、周囲からの強いプレッシャーという社会的圧力や誘惑に直面した際には、倫理的判断

が揺らぎ、通常なら避けるような選択をしてしまうことがある。 

このように、人間の脳には、もともと判断の偏りという認知機能に根本的な制約があり、倫

理的判断は安定的に維持されるものではない。 

3-1-2 脳の報酬システムの影響（ドーパミン報酬系の影響） 

人間の脳には、行動の学習と強化を担う報酬システムが存在する。このシステムは、快楽や

達成感を伴う行動を繰り返し促し、特に短期的な報酬が得られる場合にその効果を増大させる。

その結果、人間は瞬間的な満足を優先するようになり、長期的で合理的、かつ理性的な判断を

行うことが困難になる。倫理的な意思決定もこの影響を受け、短期的な報酬を優先する傾向が

強まることで、道徳的な判断が揺らぎやすくなる［19］。 

（１）ドーパミン報酬系の仕組み 

ドーパミン報酬系は、報酬を得たときに脳内でドーパミンが分泌されることで、快楽や達成

感を伴う行動を強く記憶し、再びその行動を繰り返すように学習・強化する仕組みである。た

とえば、目の前の利益を得た際にドーパミンが放出されると、その快楽が強く刻まれ、同じ行

動を取ることが促進される。この作用により、人間は長期的な視点を考慮することなく、短期

的な報酬に基づいた行動を優先しやすくなる。 

（２）報酬の強化学習と長期的判断の抑制 

短期的な報酬を得る行動は強化されやすく、それが繰り返されることで、倫理的判断や合理
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理的な判断が困難となり、短期的な利益を優先する傾向が強まる［17］。 
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的な意思決定が抑制される。ドーパミンの作用により、人間は目の前の快楽や報酬を優先する

ように学習し、長期的な視点を持つことが難しくなる。この結果、短絡的な行動が強化され、

倫理的に問題がある行為でも、短期的な報酬が得られるならば合理化されやすくなる。しかし、

その合理化はあくまで短期的な視点に基づいたものであり、長期的な視点に立てば決して合理

的とは言えない。むしろ、長期的なリスクを軽視することで、結果的に個人や組織にとって深

刻な問題を引き起こす可能性が高くなる。 

上記のように、人間の脳は、本質的に短期的な報酬を優先するように設計されており、倫理

的判断を維持するには前頭前野の抑制が必要となる。しかし、報酬系の影響が強くなると、前

頭前野による制御が弱まり、長期的な視点に基づく意思決定が困難になる。 

このように、倫理的判断を維持することが個人の意志の強さだけでは克服しづらい神経的制

約のもとにあることは、人間の本質的な「弱さ」の表れの一つである。 

3-1-2 社会的適応のメカニズム 

性弱説の立場から見ると、人間の倫理的判断は安定したものではなく、社会的環境の影響を

強く受ける。人間の脳は、生き延びるために進化の過程で社会的適応能力を発達させ、集団の

ルールに従うことを学んできた。この能力は、協調性や集団の統合を促進する一方で、環境に

よって倫理観が変化しやすいという側面も持つ。その結果、個人の意志にかかわらず、状況次

第で不適切な行動を取ってしまうことがある［20］。この性質は、次の 3 つのメカニズムによ

って説明できる。 

（１）他者の行動を真似るメカニズム 

人間の脳は、他者の行動や価値観を学習し、それに適応する性質を持つ。この特性により、

無意識のうちに周囲の行動や倫理観を受け入れ、個人の意思決定が左右される。 

＜社会的環境を受けやすい倫理観＞ 

人間は周囲の行動を自然と真似するため、倫理的な価値観も社会の影響を受けやすい。 

たとえば、周囲の人が不正行為をしていると、それが「普通のこと」として受け入れられやす

くなる。 

＜道徳観の変化＞（道徳的転移） 

集団内の道徳規範が変化すると、個人の倫理基準もそれに適応する現象が観察される。つまり、

ある行動が、社会的に許容されると、個人の倫理観も変化する。特定の行動が社会的に容認さ

れると、それまで倫理的に問題とされていた行為も「許容範囲」として認識されるようになる。 

（２）周囲に流される「社会的同調メカニズム」 

社会的同調とは、多数派の行動に合わせる心理的傾向のことであり、脳の不安を感じる部分

である扁桃体と、理性的な判断をする前頭前野が関与する。人間の脳は多数派の行動に合わせ

ようとするメカニズムが強く作用すると、個人の倫理的判断よりも、集団内の一貫性を維持す

  15 

ることが優先される［21］。 

＜同調圧力が倫理的判断を変容＞ 

扁桃体が「集団から外れると危険だ」という集団内の調和を優先するシグナルを発すると、前

頭前野による個別の倫理的判断が抑制され、結果として、多数派の意見や行動に従うことが合

理的だと考えるようになる。 

＜スタンフォード監獄実験からの示唆＞ 

この実験では、人が与えられた環境や役割によって行動を変化させることが示された。これは、

社会的な環境が倫理的判断の形成に大きな影響を与えることを示唆している。 

（３）権威の指示に従ってしまう「服従メカニズム」 

人間の脳は、権威の指示に従いやをすく、それによって倫理的判断を抑制する性質、服従の

メカニズムを持っている［22］。これは、ミルグラムの服従実験によって、強い権威の存在下で

は倫理的判断が揺らぎやすいことが明かされている。 

＜ミルグラム服従実験からの示唆＞ 

ミルグラムの服従実験は、強い権威のもとでは個人の倫理的判断が揺らぎやすくなることを示

した。この実験結果は、人間の意思決定が環境要因に大きく左右されることを示唆している。

人間の脳は、権威の指示に従うことで集団の秩序を維持しようとする傾向があり、これが倫理

的判断を抑制する要因となる。 

扁桃体が活性化し、不安や恐怖を処理することで、前頭前野の倫理的抑制機能が低下する。そ

の結果、倫理的に疑問のある行動でも、「命令に従うこと」が優先されやすくなる。 

また、人間の脳は進化的に集団の統制を維持するため、権威の指示に従う傾向を持つ。この傾

向は、秩序の維持には有効であるものの、倫理的判断を歪める要因ともなり得る。特に、組織

的な不正や集団的意思決定の場面では、個々人が自らの倫理観よりも権威の指示を優先するこ

とで、道徳的責任が希薄化することがある。 

3-2 進化による認知バイアスの影響・進化の影響を受けた判断の偏り（進化的根拠） 

人間の意思決定は本質的に合理的ではなく、進化の過程で形成された認知バイアスによって

強く影響を受ける［23］。脳は、生存や危機回避を優先するよう適応してきた結果、短期的な安

定性を重視し、長期的なリスクを軽視する傾向を持つ。 

本来、こうした認知バイアスは、生存競争の中で迅速な意思決定を下すために発達し、適応

的な役割を果たしてきた。しかし、現代社会では、これらのバイアスが倫理的判断を歪める要

因となることがある。 

この傾向は、2つの主要なバイアスによって説明できる。 

3-2-1 正常性バイアス（リスクを軽く見て問題を先送りにする） 

人間の脳は、これまでの経験をもとに状況を判断する傾向がある。過去に特に問題がなかっ
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た場合、「今回も大丈夫だろう」と考えやすくなる［24］。これは、脳が「今まで安全だったの

だから、今回も同じだろう」と判断するためである。正常性バイアスの影響で、新しいリスク

が発生しても警戒心が働きにくくなり、問題を深刻に受け止めることができない。その結果、

危険の兆候があっても「大したことはない」と考え、対応を後回しにしてしまう。 

このバイアスは、生存競争の中では有利に働いた。例えば、危険が常に差し迫る状況では、

新しい出来事を過度に警戒することはエネルギーの浪費となるため、過去の経験をもとに「問

題ない」と判断することが適応的であった。しかし、現代社会では、この特性がリスク管理を

誤らせる要因となる。 

（１）リスクの軽視 

人は、自分が経験したことのある範囲内でしか、危険を認識しにくい傾向があり、これまで

にないリスクに直面すると、それを十分に分析する前に「過去と同じように問題ない」と思い

込んでしまう。 

（２）これまでのやり方を続ける傾向 

過去に問題が起きなかった方法を続けることは、一見すると合理的に思えるが、そのやり方

が今後も必ず安全とは限らない。それでも、「今までうまくいっていたのだから、変える必要は

ない」と考え、新しい状況への対応を遅らせてしまうことがある。 

3-2-2 損失回避バイアス（目先の損失を恐れて長期的なリスクを軽視する） 

人間の脳は、「何かを失うこと」に強く反応する傾向がある。そのため、「将来的な利益」よ

りも「今の損失を避けること」を優先しがちとなる。そして、目の前の損失を避けることで安

心すると、その行動を繰り返しやすくなる。また、人は「何かを得る喜び」よりも「何かを失

う恐怖」のほうを強く感じるため、長期的に考えれば合理的な決断であっても、短期的な損失

が伴うと、その決断を避けようとする心理が働く［25］。このバイアスも、進化の過程では適応

的な役割を果たしていた。危機的な状況では、長期的な利益を追求するよりも、目前の損失を

回避することが生存に直結した。しかし、現代社会では、長期的な視点を持つことが求められ

る場面が増えており、損失回避バイアスが逆に倫理的な判断を歪める要因となる。 

（１）目先の損失を避ける行動 

業績の低下や評価の悪化など、短期的な不利益を避けるために、問題を隠したり、不正を行

ったりする。将来的により大きなリスクを招く可能性があるにもかかわらず、「今、損をしたく

ない」という気持ちが優先される。 

（２）過去の成功に頼る傾向 

未来の不確実なリスクを考えるよりも、「この方法でうまくいったから、今回も大丈夫だろ

う」と、過去の成功体験に頼ってしまう。これにより、新しいリスクに対する適応が遅れ、変

化に対応しにくくなる。 
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これらのバイアスは、人間が進化の過程で「目の前の危機をすぐに回避する」ことに適応し

てきた結果とも言える。しかし、現代社会では、環境がより複雑化し、長期的な意思決定が求

められる場面が増えている。そのため、進化的適応として有効であった認知バイアスが、倫理

的判断の歪みを生む要因ともなりうる。 

人間の意思決定は、必ずしも長期的な合理性を優先するわけではなく、状況によっては「今

の安心」を優先し、不適切な選択を正当化してしまうことがある。これは、個人の意志の強さ

だけでは克服しにくいものであり、性弱説の根拠の一つとして考えられる。 

3-3 小括、脳の多面的構造がもたらす「弱さ」の本質 

性善説と性悪説はいずれも「人間の本性は善か悪か」という単純な二元論に基づいている。 

しかし、人間の脳は複雑な仕組みを持ち、倫理的な判断も状況によって変わりやすく、一貫し

た主張や行動を維持することが難しい。これは、性弱説が提唱する「人間の本質的な弱さ」の

重要な要素である。 

（１）脳の構造と倫理的判断の揺らぎ 

人間の脳には、異なる役割を持つ領域があり、それぞれが異なる影響を及ぼす。 

前頭前野（理性）は、倫理的判断や長期的な計画を司る。 

扁桃体（感情）は、恐怖やストレスに強く反応し、直感的な行動を促す。 

報酬系（快楽）は、短期的な利益を優先しやすい。 

例えば、前頭前野が理性的に判断しようとしても、扁桃体が強いストレスを感じれば防衛的

な行動を取ってしまう。また、報酬系が「目先の快楽」を求めると、長期的な視点を持つこと

が難しくなる。このように、脳の仕組みそのものが、人間の倫理観を揺らぎやすくしている。

さらに、この「弱さ」は単なる脆弱性ではなく、生存戦略としての適応力とも考えられる。進

化の過程で、人間は変化する環境に対応するため、状況ごとに柔軟な意思決定を行う能力を発

達させてきた。その結果、倫理的判断や価値観は一貫性を持たず、環境の影響を受けて変動す

るようになった。つまり、「脳の仕組みが判断の揺らぎを生む」＝「人間は弱い存在である」と

いうことを示すだけではなく、その「弱さ」は、むしろ変化の激しい環境に適応するために進

化した特性でもある。 

（２）進化的適応としての柔軟性 

進化の観点から見ると、人間の意思決定が揺らぐのは、単なる欠陥ではなく、環境に応じて

適応する柔軟性の表れである。 

短期的な判断（報酬系の影響）は、生存に必要な即応性を高める。 

長期的な判断（前頭前野の働き）は、安定した社会の構築に寄与する。 

状況に応じて適切な判断を選択する能力こそが、人間の適応力の鍵である。 

しかし、この適応力は環境次第で正にも負にも働く。倫理的な判断を求められる状況では、
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た場合、「今回も大丈夫だろう」と考えやすくなる［24］。これは、脳が「今まで安全だったの

だから、今回も同じだろう」と判断するためである。正常性バイアスの影響で、新しいリスク

が発生しても警戒心が働きにくくなり、問題を深刻に受け止めることができない。その結果、

危険の兆候があっても「大したことはない」と考え、対応を後回しにしてしまう。 

このバイアスは、生存競争の中では有利に働いた。例えば、危険が常に差し迫る状況では、

新しい出来事を過度に警戒することはエネルギーの浪費となるため、過去の経験をもとに「問

題ない」と判断することが適応的であった。しかし、現代社会では、この特性がリスク管理を

誤らせる要因となる。 

（１）リスクの軽視 

人は、自分が経験したことのある範囲内でしか、危険を認識しにくい傾向があり、これまで

にないリスクに直面すると、それを十分に分析する前に「過去と同じように問題ない」と思い

込んでしまう。 

（２）これまでのやり方を続ける傾向 

過去に問題が起きなかった方法を続けることは、一見すると合理的に思えるが、そのやり方

が今後も必ず安全とは限らない。それでも、「今までうまくいっていたのだから、変える必要は

ない」と考え、新しい状況への対応を遅らせてしまうことがある。 

3-2-2 損失回避バイアス（目先の損失を恐れて長期的なリスクを軽視する） 

人間の脳は、「何かを失うこと」に強く反応する傾向がある。そのため、「将来的な利益」よ

りも「今の損失を避けること」を優先しがちとなる。そして、目の前の損失を避けることで安

心すると、その行動を繰り返しやすくなる。また、人は「何かを得る喜び」よりも「何かを失

う恐怖」のほうを強く感じるため、長期的に考えれば合理的な決断であっても、短期的な損失

が伴うと、その決断を避けようとする心理が働く［25］。このバイアスも、進化の過程では適応

的な役割を果たしていた。危機的な状況では、長期的な利益を追求するよりも、目前の損失を

回避することが生存に直結した。しかし、現代社会では、長期的な視点を持つことが求められ

る場面が増えており、損失回避バイアスが逆に倫理的な判断を歪める要因となる。 

（１）目先の損失を避ける行動 

業績の低下や評価の悪化など、短期的な不利益を避けるために、問題を隠したり、不正を行

ったりする。将来的により大きなリスクを招く可能性があるにもかかわらず、「今、損をしたく

ない」という気持ちが優先される。 

（２）過去の成功に頼る傾向 

未来の不確実なリスクを考えるよりも、「この方法でうまくいったから、今回も大丈夫だろ

う」と、過去の成功体験に頼ってしまう。これにより、新しいリスクに対する適応が遅れ、変

化に対応しにくくなる。 

  17 

これらのバイアスは、人間が進化の過程で「目の前の危機をすぐに回避する」ことに適応し

てきた結果とも言える。しかし、現代社会では、環境がより複雑化し、長期的な意思決定が求

められる場面が増えている。そのため、進化的適応として有効であった認知バイアスが、倫理

的判断の歪みを生む要因ともなりうる。 

人間の意思決定は、必ずしも長期的な合理性を優先するわけではなく、状況によっては「今

の安心」を優先し、不適切な選択を正当化してしまうことがある。これは、個人の意志の強さ

だけでは克服しにくいものであり、性弱説の根拠の一つとして考えられる。 

3-3 小括、脳の多面的構造がもたらす「弱さ」の本質 

性善説と性悪説はいずれも「人間の本性は善か悪か」という単純な二元論に基づいている。 

しかし、人間の脳は複雑な仕組みを持ち、倫理的な判断も状況によって変わりやすく、一貫し

た主張や行動を維持することが難しい。これは、性弱説が提唱する「人間の本質的な弱さ」の

重要な要素である。 

（１）脳の構造と倫理的判断の揺らぎ 

人間の脳には、異なる役割を持つ領域があり、それぞれが異なる影響を及ぼす。 

前頭前野（理性）は、倫理的判断や長期的な計画を司る。 

扁桃体（感情）は、恐怖やストレスに強く反応し、直感的な行動を促す。 

報酬系（快楽）は、短期的な利益を優先しやすい。 

例えば、前頭前野が理性的に判断しようとしても、扁桃体が強いストレスを感じれば防衛的

な行動を取ってしまう。また、報酬系が「目先の快楽」を求めると、長期的な視点を持つこと

が難しくなる。このように、脳の仕組みそのものが、人間の倫理観を揺らぎやすくしている。

さらに、この「弱さ」は単なる脆弱性ではなく、生存戦略としての適応力とも考えられる。進

化の過程で、人間は変化する環境に対応するため、状況ごとに柔軟な意思決定を行う能力を発

達させてきた。その結果、倫理的判断や価値観は一貫性を持たず、環境の影響を受けて変動す

るようになった。つまり、「脳の仕組みが判断の揺らぎを生む」＝「人間は弱い存在である」と

いうことを示すだけではなく、その「弱さ」は、むしろ変化の激しい環境に適応するために進

化した特性でもある。 

（２）進化的適応としての柔軟性 

進化の観点から見ると、人間の意思決定が揺らぐのは、単なる欠陥ではなく、環境に応じて

適応する柔軟性の表れである。 

短期的な判断（報酬系の影響）は、生存に必要な即応性を高める。 

長期的な判断（前頭前野の働き）は、安定した社会の構築に寄与する。 

状況に応じて適切な判断を選択する能力こそが、人間の適応力の鍵である。 

しかし、この適応力は環境次第で正にも負にも働く。倫理的な判断を求められる状況では、

― 17 ―



  18 

環境が適切でなければ、人間は簡単に不正や欺瞞に流されることになる。性弱説は、この「脳

の柔軟性」を倫理的判断の不安定性と関連づけ、環境の重要性を指摘する点で、従来の性善説・

性悪説とは異なる視点を持つ。 

（３）「弱さ」の本質としての脳の制約 

脳の構造と認知バイアスが組み合わさることで、人間は一貫した倫理観を持ち続けることが

難しくなっている。これは、単に意志が弱いのではなく、脳の仕組みそのものが判断の揺らぎ

を生みやすいからである。 

本章では、性善説・性悪説が人間の行動の不安定さを説明しきれないことを明らかにし、性

弱説が「脳の構造そのものが倫理的判断を揺るがす」と考える点を示した。 

脳の構造が、倫理的判断を不安定にし、環境の影響を受けやすくする。 

認知バイアスが、倫理的判断を歪め、環境適応の結果として不適切な判断を下しやすくする。 

これらの特性は「弱さ」であると同時に、環境に適応する柔軟性としての役割も果たしている。 

このように、人間は意志の強さだけでは倫理的判断を安定させることができず、環境や状況

の影響を受けやすい構造を持つ。「一貫した主張を維持することが難しい」という性弱説の主

張は、単なる悲観的な見解ではなく、進化的な適応の結果であることが示された。 

次章では、この「弱さ」が具体的にどのように企業不祥事につながるのかを、企業不祥事の事

例を通じて分析していく。 

 

第 4章 企業不祥事の根本原因としての人間の本質的弱さ「性弱説」 

本章では、企業不祥事の根本原因が、人間の本質的な弱さ（性弱説）にあることを示す。企

業不祥事は、個々の悪意や倫理観の欠如によるものではなく、脳の構造的制約や認知バイアス

による判断の揺らぎが、組織や環境の影響を受けて拡大・継続する現象であると捉える。 

まず企業不祥事の一般的なメカニズムを性弱説の視点から説明し（4−1）、その後、メーカー

と金融業における日本の具体的な事例を分析することで、「人間の本質的な弱さ」がどのよう

に不正を引き起こし、継続させるのかを明らかにする（4−2）。メーカーと金融業は、企業不祥

事の発生件数が特に多く、またビジネスモデルが大きく異なるため、対照的な視点から性弱説

の有効性を検証するのに適している。 

4-1 性弱説からみる企業不祥事メカニズム 

企業不祥事の説明は、これまで主に性善説・性悪説の二元論に基づいてきた。しかし、倫理

教育が徹底されていても不正は発生し、監視や罰則があっても、企業ぐるみでの不正が行われ

る。このことは、従来の説明が企業不祥事の根本的な原因を捉えられていないことを示してい

る。企業不祥事は、倫理観の欠如や個々の悪意によるものではなく、脳の構造的制約や認知バ

イアスによる判断の揺らぎが、組織的な圧力や環境の影響を受け、拡大・継続しやすい現象で
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ある。 

4-1-1 従来の理論の限界と性弱説的視点の必要性 

企業不祥事は、人間の倫理観の欠如ではなく、「判断の脆弱性」が環境要因によって増幅され

ることで発生する。従来の性善説・性悪説の枠組みでは、以下の理由から、企業不祥事の本質

を十分に説明できなかった。 

（１）倫理教育の強化だけでは不正は防げないという性善説の限界 

性善説の視点では、人間は本来善であり、適切な倫理教育が施されれば不正行為を防ぐこと

ができると考えられてきた。そのため、多くの企業がコンプライアンス研修や倫理規範の強化

を行ってきたが、倫理教育を受けた従業員や経営者であっても、不正行為に手を染めるケース

は後を絶たない。 

これは、個人の倫理意識だけでは、企業の組織構造や環境要因による圧力を克服できないこ

とを示している。たとえば、過度な業績目標や短期的利益の追求は、不正を促す要因となるこ

とが多い。コンプライアンス研修を受けたとしても、「目標達成のためには仕方がない」「この

程度の改ざんなら許容範囲だ」といった認識が広がることで、不正が組織的に容認されること

がある。 

（２）監視や罰則の強化だけでは不正は抑制できないという性悪説の限界 

性悪説では、「人間は本来利己的であり、利益を最大化するためには不正を行う傾向がある

ため、監視や罰則を強化することで不正を抑制できる」とされてきた。そのため、多くの企業

では監査制度や内部通報制度、厳しい罰則などを導入してきた。しかし、監視や規制が強化さ

れても、不正が隠蔽されるだけでなく、むしろより巧妙化するケースが多い。 

たとえば、エンロンやフォルクスワーゲンの排ガス不正では、監査機関や規制当局の目を欺

くために複雑な隠蔽工作が行われた［26］［27］。このように、監視を回避するための技術が発

展し、組織内で不正を行うリスクよりも、それによって得られる利益が上回ると認識されると、

不正はむしろエスカレートしてしまう。つまり、罰則が厳しくなればなるほど、不正の発覚を

避けるための組織的な隠蔽が進み、監査機関のチェックをすり抜けるような新たな手法が生ま

れる可能性が高まるのである。 

（３）人間の脳の特性を考慮していない 

性善説も性悪説も、人間の本性を「善」か「悪」かの単一の要素で説明しようとする二元論

的アプローチであり、人間の脳が持つ多面的かつ相互作用的な特性を考慮していない。しかし、

実際の意思決定は前頭前野（理性）、扁桃体（感情）、ドーパミン報酬系（快楽）などの異なる

脳の領域の相互作用によって決まる。 

前頭前野が倫理的な判断を下そうとしても、ストレスや社会的圧力が扁桃体を刺激し、不正

行為を選択させることがある。ドーパミン報酬系が短期的な快楽を優先するよう促すことで、

― 18 ―



  18 

環境が適切でなければ、人間は簡単に不正や欺瞞に流されることになる。性弱説は、この「脳

の柔軟性」を倫理的判断の不安定性と関連づけ、環境の重要性を指摘する点で、従来の性善説・

性悪説とは異なる視点を持つ。 

（３）「弱さ」の本質としての脳の制約 

脳の構造と認知バイアスが組み合わさることで、人間は一貫した倫理観を持ち続けることが

難しくなっている。これは、単に意志が弱いのではなく、脳の仕組みそのものが判断の揺らぎ

を生みやすいからである。 

本章では、性善説・性悪説が人間の行動の不安定さを説明しきれないことを明らかにし、性

弱説が「脳の構造そのものが倫理的判断を揺るがす」と考える点を示した。 

脳の構造が、倫理的判断を不安定にし、環境の影響を受けやすくする。 

認知バイアスが、倫理的判断を歪め、環境適応の結果として不適切な判断を下しやすくする。 

これらの特性は「弱さ」であると同時に、環境に適応する柔軟性としての役割も果たしている。 

このように、人間は意志の強さだけでは倫理的判断を安定させることができず、環境や状況

の影響を受けやすい構造を持つ。「一貫した主張を維持することが難しい」という性弱説の主

張は、単なる悲観的な見解ではなく、進化的な適応の結果であることが示された。 

次章では、この「弱さ」が具体的にどのように企業不祥事につながるのかを、企業不祥事の事

例を通じて分析していく。 

 

第 4章 企業不祥事の根本原因としての人間の本質的弱さ「性弱説」 

本章では、企業不祥事の根本原因が、人間の本質的な弱さ（性弱説）にあることを示す。企

業不祥事は、個々の悪意や倫理観の欠如によるものではなく、脳の構造的制約や認知バイアス

による判断の揺らぎが、組織や環境の影響を受けて拡大・継続する現象であると捉える。 

まず企業不祥事の一般的なメカニズムを性弱説の視点から説明し（4−1）、その後、メーカー

と金融業における日本の具体的な事例を分析することで、「人間の本質的な弱さ」がどのよう

に不正を引き起こし、継続させるのかを明らかにする（4−2）。メーカーと金融業は、企業不祥

事の発生件数が特に多く、またビジネスモデルが大きく異なるため、対照的な視点から性弱説

の有効性を検証するのに適している。 

4-1 性弱説からみる企業不祥事メカニズム 

企業不祥事の説明は、これまで主に性善説・性悪説の二元論に基づいてきた。しかし、倫理

教育が徹底されていても不正は発生し、監視や罰則があっても、企業ぐるみでの不正が行われ

る。このことは、従来の説明が企業不祥事の根本的な原因を捉えられていないことを示してい

る。企業不祥事は、倫理観の欠如や個々の悪意によるものではなく、脳の構造的制約や認知バ

イアスによる判断の揺らぎが、組織的な圧力や環境の影響を受け、拡大・継続しやすい現象で
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ある。 

4-1-1 従来の理論の限界と性弱説的視点の必要性 
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長期的な倫理的行動が阻害される。集団の同調圧力や上司の命令が倫理的判断を歪めることで、

不正が広がりやすくなる。 

つまり、個人の倫理意識や組織の監視体制だけでは、人間の認知バイアスや意思決定の不安

定性を克服できない。従来の性善説・性悪説では、「個人の倫理意識や教育の限界」「監視や罰

則の回避可能性」「人間の脳が持つ多面的な特性を無視」といった側面からみても企業不祥事

の発生メカニズムを十分に説明できなかったといえる。 

これに対し、性弱説は「人間の脳は多面的であり、構造的な制約や環境の影響を受けるため、

不正行為が発生しやすい」と捉えることで、企業不祥事の発生メカニズムをより的確に説明で

きる。企業不祥事は「判断の脆弱性」が環境要因によって増幅されることで発生する。 

人間の行動は一貫していないため、「倫理教育」や「監視の強化」だけでは不正を防げない。 

環境が倫理的判断を揺らがせるため、個人の意志の強さに依存した対策は根本的な解決になら

ない。このように、企業不祥事の本質は、個人の道徳意識の欠如や企業の監視体制の甘さでは

なく、「人間の本質的な弱さ」が組織の影響を受け、増幅されることで生じる。したがって、企

業不祥事の発生メカニズムを説明し、適切な対策を講じるためには、性弱説の視点が不可欠で

ある。 

4-1-2 判断のゆらぎと環境の影響 

人間の倫理的判断は脳の構造的な制約と認知バイアスによって揺らぎやすく、環境が変わる

ことで容易に歪む。 

（１）脳の構造的制約 

人間の倫理的判断は、脳の基本的なメカニズムによって大きく左右される。前頭前野は理性

的な判断を担うが、ストレスや疲労で機能が低下しやすい。扁桃体は恐怖やストレスに即時的

に反応し、短絡的な行動を促す。一方、報酬系は快楽を優先し、合理的判断を歪めることがあ

る。このように、脳の構造自体が倫理的判断の不安定性をもたらし、それが組織の影響を受け

やすい要因となっている。 

（２）認知バイアス 

認知バイアスは、人間が状況を判断する際に生じる無意識の思考の偏りであり、企業不祥事

を助長する要因となる。 

正常性バイアス：「今までも問題にならなかったから大丈夫」 

損失回避バイアス：「今、不正を認めると大きな損害を被るため、問題を隠そう」 

社会的適応バイアス：「周囲もやっているから問題ない」 

このようなバイアスが、不正を組織内で合理化させ、倫理的判断を歪める要因となる。 

4-1-3 不正を助長するメカニズム 

人間の判断の揺らぎは、企業の雰囲気や職場環境と結びつくことで、不正を発生・拡大させ
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る。組織の明確な方針として不正を推奨していなくとも、職場の空気や暗黙のルールによって、

倫理的判断が揺らぐ要因が生じる。 

（１）短期的成果を優先する雰囲気 

短期的な業績目標のプレッシャーが、不正行為を正当化させる。 

「結果がすべて」「売上が最優先」という空気が、不正を黙認させる要因となる。 

報酬系が刺激され、倫理よりも成果を優先する傾向が強まる。 

このような雰囲気の中では、「多少の改ざんなら問題ない」「競合他社もやっている」といっ

た認識が広まりやすい。不正をしないことが評価されるのではなく、成果を出すことだけが評

価される状況では、倫理的判断が後回しにされる。 

（２）同調圧力と権威への服従 

「上司の命令には逆らえない」という雰囲気が、不正行為の抑圧的な環境につながる。 

組織内で暗黙の了解が形成され、「不正はやむを得ないもの」と認識される。 

社会的適応バイアスが働き、不正行為を疑問視しにくくなる。 

組織内の雰囲気として、「異論を唱える人が排除される」「ノルマを達成することが最優先」と

いった状況があると、たとえ個人が倫理的な問題を認識していたとしても、「波風を立てたく

ない」「自分だけが異を唱えても意味がない」と考え、不正を容認してしまうケースが多くな

る。 

（３）不正の常態化 

正常性バイアスが働き、「今までも問題にならなかったから大丈夫」と思い込む。 

組織内で不正を指摘することがタブー視される雰囲気が生まれる。 

「不正は悪いことだが、仕方がない」という認識が広がる。 

組織の雰囲気が、「不正を正しいとは思わないが、実際には許容されている」という状態になる

と、倫理的な判断基準が徐々に緩み、結果的に不正が恒常化してしまう。 

このように、性弱説の観点から見れば、企業不祥事は人間の本質的な特性が組織内で増幅さ

れることで起こる必然的な現象である。 

不正は、個人の倫理観の欠如だけでなく、企業内の雰囲気や環境によって倫理的判断が揺ら

ぎ、正当化されることで組織全体に広がっていく。つまり、企業不祥事は人間の本質的な弱さ

と、組織環境との相互作用によって生じる不可避な現象であり、特定の個人の責任や意志の強

さだけでは解決できないのだ。 

4-2 企業不祥事事例（メーカーと金融業の比較） 

本節では、日本企業の不祥事の中から、メーカーと金融業の代表的な事例を取り上げ、異な

る業種であっても共通して人間の本質的な弱さが不正を引き起こし、継続させることを明らか

にする。 
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4-2-1 メーカーにおける品質不正（神戸製鋼のデータ改ざん問題） 

＜概要＞ 

神戸製鋼は、長年にわたりアルミや銅製品の強度データを改ざんし、不適合品を出荷してい

た。問題は組織的に隠蔽され、長期間にわたって発覚しなかった［28］。 

＜人間の本質的な弱さの影響＞ 

短期的成果の優先：「納期や取引先の要求を満たすため、一時的な不正を容認」 

社会的適応バイアス：「部署全体が行っていたため、不正が常態化」 

権威への服従：「上司の指示に逆らえず、データ改ざんを続けた」 

正常性バイアス：「過去に問題が発覚しなかったため、今回も問題ないと判断」 

4-2-2 金融業における不正融資（スルガ銀行の不正融資問題） 

＜概要＞ 

スルガ銀行は、投資用不動産向けの融資において、顧客の収入や資産の書類を改ざんし、

本来貸し付けられないローンを実行していた［29］。 

これにより、多くの投資家が不良債権を抱える結果となった。 

＜人間の本質的な弱さの影響＞ 

短期的な利益の優先「融資目標を達成するために、不正を黙認」 

社会的適応バイアス「他の行員も同じ手法を使っており、倫理的問題が意識されなかった」 

権威への服従「経営陣が高収益を求めるプレッシャーをかけ、不正が常態化」 

損失回避バイアス「今、不正を認めると大きな損害を被るため、発覚を避けようとした」 

4-3 考察 

メーカーと金融業の事例から明らかなように、人間の本質的な弱さが、短期的成果・権威主

義・沈黙の文化といった組織の雰囲気と結びつくことで、不祥事を誘発する構造が形成される。 

第一に、短期的成果主義の影響である。企業の業績が短期的な目標達成に強く依存すると、

倫理的な判断よりも成果が優先され、不正行為が正当化されやすくなる。特に、成果主義に強

く傾くと、不正が「手段」として認識されるようになり、不正の合理化が進む。 

第二に、権威主義が倫理的判断を歪める。厳格な上下関係がある組織では、上司や経営層の

指示が絶対視され、異論を唱えにくくなる。これにより、「上からの指示ならば従うしかない」

という意識が生まれ、不正行為の指示であっても受け入れやすくなる。また、企業の意思決定

がトップダウン型であるほど、組織内の権力バランスが固定化し、経営層の意向に反する意見

が排除されやすくなる。その結果、不正が組織内で黙認されるだけでなく、積極的に隠蔽され

るケースも生まれる。 

第三に、沈黙の文化が不正の継続を助長する。組織内で不正を指摘することが困難になると、

不正の発覚リスクが低下し、組織的に不正が許容されやすくなる。また、「過去にも同様のこと
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があったが問題にならなかった」という認識が形成されることで、正常性バイアスが働き、問

題意識が希薄化する。その結果、不正は個人の選択ではなく、「組織の習慣」として内在化し、

不祥事が繰り返される。 

このように、短期的成果・権威主義・沈黙の文化が組織の雰囲気として機能すると、人間の

本質的な弱さと相互作用し、不正が発生・拡大・常態化する構造が形成される。企業不祥事は、

特定の個人の倫理観の欠如によるものではなく、組織の雰囲気が倫理的判断を歪めることで誘

発される必然的な現象と捉えられる。 

 

総括 性弱説による人間理解の再構築 

本論文では、人間は生まれながらに善でも悪でもなく、「弱い」存在であるという視点に立

ち、性善説や性悪説の限界を指摘し、人間の本質的な弱さ「性弱説」が個人の意思決定や社会・

組織のあり方にどのような影響を与えるのかを考察した。特に、企業不祥事を事例として、人

間の脳の構造的制約や認知バイアスが、環境との相互作用を通じて不正行為を誘発・拡大させ

るメカニズムを明らかにした。 

（１）人間の本質的な弱さとは何か 

本研究における「弱さ」とは、単なる倫理観の欠如や意志の弱さを意味するのではなく、人

間の脳が持つ多面的で複雑な特性が、合理的な判断の持続を困難にし、環境の影響を強く受け

やすい性質を指す。脳科学・心理学の知見を踏まえると、前頭前野の理性的な判断機能はスト

レスや疲労の影響を受けやすく、扁桃体の感情的反応やドーパミン報酬系の影響により、短期

的な快楽や社会的同調圧力に流されやすいことが明らかとなる。このため、たとえ個人が倫理

意識を持っていたとしても、状況によっては非倫理的な行動を選択してしまう可能性が高い。 

性善説は「人間は本来善である」とし、適切な教育や環境があれば倫理的な行動が促進される

と考える。しかし、教育を受けた人々でも不正を行う事例は後を絶たない。また、性悪説は「人

間は本来利己的であり、監視や罰則がなければ不正を行う」とするが、厳格な規制があっても

組織ぐるみの不正が発生することは珍しくない。このように、従来の二元論的な枠組みでは、

人間の行動の揺らぎや環境依存性を適切に説明することが難しい。 

性弱説は、こうした従来の枠組みを超え、人間の行動の不安定性を、単なる欠点ではなく、

構造的な特性として捉えることで、より現実的な人間理解を提供する視点である。人間の意思

決定は一貫性を欠きやすく、環境や社会的要因によって容易に変化する。この「弱さ」を認識

することが、倫理的課題の本質を理解する上で不可欠である。 

（２）企業不祥事と人間の弱さ 

本論文では、性弱説の妥当性を検証するため、企業不祥事の発生メカニズムを分析し、不正

行為が特定の個人の倫理観の欠如ではなく、人間の本質的な弱さが組織内で増幅されることに
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4-2-1 メーカーにおける品質不正（神戸製鋼のデータ改ざん問題） 

＜概要＞ 

神戸製鋼は、長年にわたりアルミや銅製品の強度データを改ざんし、不適合品を出荷してい
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社会的適応バイアス：「部署全体が行っていたため、不正が常態化」 

権威への服従：「上司の指示に逆らえず、データ改ざんを続けた」 

正常性バイアス：「過去に問題が発覚しなかったため、今回も問題ないと判断」 
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＜概要＞ 
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権威への服従「経営陣が高収益を求めるプレッシャーをかけ、不正が常態化」 

損失回避バイアス「今、不正を認めると大きな損害を被るため、発覚を避けようとした」 

4-3 考察 

メーカーと金融業の事例から明らかなように、人間の本質的な弱さが、短期的成果・権威主

義・沈黙の文化といった組織の雰囲気と結びつくことで、不祥事を誘発する構造が形成される。 

第一に、短期的成果主義の影響である。企業の業績が短期的な目標達成に強く依存すると、

倫理的な判断よりも成果が優先され、不正行為が正当化されやすくなる。特に、成果主義に強

く傾くと、不正が「手段」として認識されるようになり、不正の合理化が進む。 

第二に、権威主義が倫理的判断を歪める。厳格な上下関係がある組織では、上司や経営層の
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という意識が生まれ、不正行為の指示であっても受け入れやすくなる。また、企業の意思決定
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が排除されやすくなる。その結果、不正が組織内で黙認されるだけでなく、積極的に隠蔽され

るケースも生まれる。 

第三に、沈黙の文化が不正の継続を助長する。組織内で不正を指摘することが困難になると、

不正の発覚リスクが低下し、組織的に不正が許容されやすくなる。また、「過去にも同様のこと
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があったが問題にならなかった」という認識が形成されることで、正常性バイアスが働き、問

題意識が希薄化する。その結果、不正は個人の選択ではなく、「組織の習慣」として内在化し、
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間の脳の構造的制約や認知バイアスが、環境との相互作用を通じて不正行為を誘発・拡大させ

るメカニズムを明らかにした。 
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やすい性質を指す。脳科学・心理学の知見を踏まえると、前頭前野の理性的な判断機能はスト

レスや疲労の影響を受けやすく、扁桃体の感情的反応やドーパミン報酬系の影響により、短期

的な快楽や社会的同調圧力に流されやすいことが明らかとなる。このため、たとえ個人が倫理

意識を持っていたとしても、状況によっては非倫理的な行動を選択してしまう可能性が高い。 

性善説は「人間は本来善である」とし、適切な教育や環境があれば倫理的な行動が促進される

と考える。しかし、教育を受けた人々でも不正を行う事例は後を絶たない。また、性悪説は「人

間は本来利己的であり、監視や罰則がなければ不正を行う」とするが、厳格な規制があっても

組織ぐるみの不正が発生することは珍しくない。このように、従来の二元論的な枠組みでは、

人間の行動の揺らぎや環境依存性を適切に説明することが難しい。 

性弱説は、こうした従来の枠組みを超え、人間の行動の不安定性を、単なる欠点ではなく、

構造的な特性として捉えることで、より現実的な人間理解を提供する視点である。人間の意思

決定は一貫性を欠きやすく、環境や社会的要因によって容易に変化する。この「弱さ」を認識

することが、倫理的課題の本質を理解する上で不可欠である。 

（２）企業不祥事と人間の弱さ 

本論文では、性弱説の妥当性を検証するため、企業不祥事の発生メカニズムを分析し、不正

行為が特定の個人の倫理観の欠如ではなく、人間の本質的な弱さが組織内で増幅されることに
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よって発生することを示した。具体的には、メーカーと金融業の事例を比較し、異なる業種で

あっても共通して「短期的成果主義」「権威主義」「沈黙の文化」といった組織の雰囲気が、不

正を誘発・拡大・常態化させることを明らかにした。 

第一に、短期的成果主義の影響である。企業が短期的な業績目標を重視しすぎると、倫理的

な判断よりも成果の達成が優先されやすくなる。このような環境では、不正が「一時的な手段」

として正当化される傾向が強まる。 

第二に、権威主義が倫理的判断を歪める。上司や経営層の意向が絶対視される組織では、「上

の指示には逆らえない」という心理が働き、不正の指示であっても従わざるを得ない状況が生

まれる。また、強固なトップダウン型の組織では、経営層の意向に反する意見が排除されやす

くなり、不正が隠蔽される可能性が高まる。 

第三に、沈黙の文化が不正の継続を助長する。組織内で異議を唱えることが困難になると、

不正の発覚リスクが低下し、組織的に不正が容認されやすくなる。また、正常性バイアスが働

くことで、「過去にも同じことがあったが問題にならなかった」という認識が形成され、不正が

常態化する。 

これらの要因が組織の雰囲気として機能すると、個人の倫理観だけでは不正を防ぐことがで

きず、結果的に不祥事が不可避なものとなる。企業不祥事は、単なる個人のモラルの問題では

なく、組織環境と人間の本質的な弱さが相互作用することで生じる「構造的な現象」と捉える

べきである。 

（３）性弱説が提示する新たな視点 

本論文の考察を通じて、性善説や性悪説に代わる新たな視点として性弱説を提示し、人間の

行動がいかに環境の影響を受けやすいかを明らかにした。企業不祥事の発生メカニズムに関す

る分析は、単なる倫理教育や監視強化だけでは不正を防げないことを示唆している。つまり、

倫理的な行動を促進するためには、個人の倫理意識を高めるだけでは不十分であり、環境要因

を適切に設計することが必要不可欠である。 

性弱説の視点からすれば、人間の倫理的行動を維持するためには、弱さを補完する仕組みの

構築が求められる。例えば、倫理的な判断を支援する組織文化の醸成、認知バイアスを補正す

る制度設計、不正の発生を抑制する環境整備などが考えられる。ただし、本論文の目的は、具

体的な解決策を提示することではなく、人間の行動に関するより現実的な理解を促し、倫理的

課題を捉える新たな視点を提供することにある。 

（４）今後の課題 

本論文では、企業不祥事を主な事例として人間の本質的な弱さを論じたが、性弱説の視点は、

倫理的課題全般に適用可能である。今後の研究では、政治・教育・医療・司法など、より広範

な領域において、人間の判断の脆弱性がどのように現れるのかを検討することが求められる。
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また、性弱説を前提とした組織設計や社会制度のあり方についても、さらなる理論的・実証的

研究が必要である。 

（５）結論 

本論文の考察を通じて、「人間は善でも悪でもなく、弱い存在である」という視点が、人間の

行動をより現実的に説明する有効な枠組みであることを示した。人間の行動は、個人の倫理観

や意志の強さだけで決まるのではなく、脳の構造的制約や認知バイアスが影響を及ぼし、環境

との相互作用の中で形作られる。性弱説は、こうした現実を直視し、人間の行動の不安定性や

環境依存性を前提とした新たな倫理観の構築を促す視点として機能する。 

今後、人間の「弱さ」を前提とした社会システムのあり方を考察することで、倫理的課題の

本質を捉え直し、より持続可能な社会の実現に向けた議論を深めることが期待される。 

確かに、二元論的な単純化は理解しやすいが、その単純さがしばしば現実の複雑性を見落と

し、誤った判断につながる。白か黒か、善か悪かといった単純な枠組みは、思考の明快さをも

たらすが、それゆえに傲慢さを生むこともある。単純な理論は、人間や社会を一括りにし、自

分の理解する枠組みこそが正しいという錯覚を助長しやすい。歴史を振り返れば、単純化され

た善悪の対立が戦争や社会的対立を生んできたことは明らかである。 

一方で、「弱さ」は決して否定すべきものではない。それどころか、むしろ人間にとって自然

であり、適応の源泉でもある。弱いからこそ、人間は互いに支え合い、学び、環境に適応しな

がら発展してきたのである。もし人間が完全に合理的で一貫した強さを持っていたならば、変

化する環境に柔軟に対応することはできなかっただろう。社会においても、強さだけが正義な

のではなく、むしろ弱さを前提とした仕組みこそが、持続可能な社会を生み出すのである。こ

の「弱さ」を理解することが、人間の本質を捉えるうえで不可欠である。 

以上 
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よって発生することを示した。具体的には、メーカーと金融業の事例を比較し、異なる業種で

あっても共通して「短期的成果主義」「権威主義」「沈黙の文化」といった組織の雰囲気が、不

正を誘発・拡大・常態化させることを明らかにした。 

第一に、短期的成果主義の影響である。企業が短期的な業績目標を重視しすぎると、倫理的

な判断よりも成果の達成が優先されやすくなる。このような環境では、不正が「一時的な手段」

として正当化される傾向が強まる。 

第二に、権威主義が倫理的判断を歪める。上司や経営層の意向が絶対視される組織では、「上

の指示には逆らえない」という心理が働き、不正の指示であっても従わざるを得ない状況が生

まれる。また、強固なトップダウン型の組織では、経営層の意向に反する意見が排除されやす

くなり、不正が隠蔽される可能性が高まる。 

第三に、沈黙の文化が不正の継続を助長する。組織内で異議を唱えることが困難になると、

不正の発覚リスクが低下し、組織的に不正が容認されやすくなる。また、正常性バイアスが働

くことで、「過去にも同じことがあったが問題にならなかった」という認識が形成され、不正が

常態化する。 

これらの要因が組織の雰囲気として機能すると、個人の倫理観だけでは不正を防ぐことがで

きず、結果的に不祥事が不可避なものとなる。企業不祥事は、単なる個人のモラルの問題では

なく、組織環境と人間の本質的な弱さが相互作用することで生じる「構造的な現象」と捉える

べきである。 

（３）性弱説が提示する新たな視点 

本論文の考察を通じて、性善説や性悪説に代わる新たな視点として性弱説を提示し、人間の

行動がいかに環境の影響を受けやすいかを明らかにした。企業不祥事の発生メカニズムに関す

る分析は、単なる倫理教育や監視強化だけでは不正を防げないことを示唆している。つまり、

倫理的な行動を促進するためには、個人の倫理意識を高めるだけでは不十分であり、環境要因

を適切に設計することが必要不可欠である。 

性弱説の視点からすれば、人間の倫理的行動を維持するためには、弱さを補完する仕組みの

構築が求められる。例えば、倫理的な判断を支援する組織文化の醸成、認知バイアスを補正す

る制度設計、不正の発生を抑制する環境整備などが考えられる。ただし、本論文の目的は、具

体的な解決策を提示することではなく、人間の行動に関するより現実的な理解を促し、倫理的

課題を捉える新たな視点を提供することにある。 

（４）今後の課題 

本論文では、企業不祥事を主な事例として人間の本質的な弱さを論じたが、性弱説の視点は、

倫理的課題全般に適用可能である。今後の研究では、政治・教育・医療・司法など、より広範

な領域において、人間の判断の脆弱性がどのように現れるのかを検討することが求められる。
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また、性弱説を前提とした組織設計や社会制度のあり方についても、さらなる理論的・実証的

研究が必要である。 

（５）結論 

本論文の考察を通じて、「人間は善でも悪でもなく、弱い存在である」という視点が、人間の

行動をより現実的に説明する有効な枠組みであることを示した。人間の行動は、個人の倫理観

や意志の強さだけで決まるのではなく、脳の構造的制約や認知バイアスが影響を及ぼし、環境

との相互作用の中で形作られる。性弱説は、こうした現実を直視し、人間の行動の不安定性や

環境依存性を前提とした新たな倫理観の構築を促す視点として機能する。 

今後、人間の「弱さ」を前提とした社会システムのあり方を考察することで、倫理的課題の

本質を捉え直し、より持続可能な社会の実現に向けた議論を深めることが期待される。 

確かに、二元論的な単純化は理解しやすいが、その単純さがしばしば現実の複雑性を見落と

し、誤った判断につながる。白か黒か、善か悪かといった単純な枠組みは、思考の明快さをも

たらすが、それゆえに傲慢さを生むこともある。単純な理論は、人間や社会を一括りにし、自

分の理解する枠組みこそが正しいという錯覚を助長しやすい。歴史を振り返れば、単純化され

た善悪の対立が戦争や社会的対立を生んできたことは明らかである。 

一方で、「弱さ」は決して否定すべきものではない。それどころか、むしろ人間にとって自然

であり、適応の源泉でもある。弱いからこそ、人間は互いに支え合い、学び、環境に適応しな

がら発展してきたのである。もし人間が完全に合理的で一貫した強さを持っていたならば、変

化する環境に柔軟に対応することはできなかっただろう。社会においても、強さだけが正義な

のではなく、むしろ弱さを前提とした仕組みこそが、持続可能な社会を生み出すのである。こ

の「弱さ」を理解することが、人間の本質を捉えるうえで不可欠である。 

以上 
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【論文要旨】 
本研究の目的は、老舗ファミリービジネスの永続性を探ることである。筆者はプライベート

バンクに勤務するウェルスマネージャーであり、これまで顧客に対しどのような支援をするべ

きかについて探求してきた。その一環として、顧客の最大の関心事である老舗ファミリービジ

ネスの永続性について検討を行った。本稿は、研究対象を異とする学問分野として成立したフ

ァミリービジネス研究と老舗研究双方の成果を前提としている。老舗の大半がファミリービジ

ネスであることを鑑み、老舗をファミリービジネスのベストプラクティスとして捉え直し、フ

ァミリービジネスが老舗ファミリービジネスに至る、即ち、永続する要因を探るのである。そ

の探索にあたり、両研究を広範にレビューする中で、ファミリービジネスは社会情緒資産と暖

簾のバランスをとることで永続・発展し、老舗に至るという仮説設定を行った。そして、その

検証を目的に、老舗、かつ、ファミリービジネスである奥井海生堂の事例研究を行った。結果、

ファミリービジネスは、社会情緒資産と暖簾という複数の参照点を適切に選択し、バランスを

とりながら経営行動を切り替えることで、永続・発展していくと結論付けた。 
 
【キーワード】 
老舗、暖簾、ファミリービジネス、社会情緒資産、複数の参照点 
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第 1 章 はじめに 
 
 本章では、筆者がファミリービジネス⽀援に関⼼を持ち、⽼舗ファミリービジネスの永
続性に着⽬した経緯について説明を⾏う。また、ファミリービジネスの先⾏研究レビュー
を⾏う中で、筆者の関⼼が⽼舗研究に拡⼤していったプロセスや両研究の成果を複合する
意義を確認した上で、「ファミリービジネスは社会情緒資産と暖簾のバランスをとること
で永続・発展し、⽼舗に⾄る」という仮説設定を⾏う。その後、研究の⽅法を整理する。 
 

1−1 研究の背景 
1−1−1 ウェルスマネージャーとファミリービジネス⽀援 

 
 筆者はプライベートバンクサービスを提供するウェルスマネージャーとしてお客様の資
産管理を担当してきた。プライベートバンクサービスは、⾦融機関が提供する「富裕な個
⼈やファミリーへの総合的な⾦融関連サービス」（野村総合研究所, 2013）と定義される。
しかし、対象顧客の保有資産の規模、提供するサービスの範囲は⾦融機関によって異なり、
明確な合意はない。本論においては、富裕な個⼈の⼤層を占める、「ファミリービジネスの
オーナーやその家族⼜はその関与する企業を対象として、資産運⽤を中⼼とする⾦融・⾮
⾦融サービスを法令上可能な範囲で提供すること」をプライベートバンクサービスと定義
する。顧客の⽣涯を幸福なものとするために、⾦融サービスだけに留まらず、⾮⾦融サー
ビスにおいても、その内容を洗練・⾼度化させていくことはウェルスマネージャーの矜持
である。 
 その前向きな努⼒にも拘らず、ウェルスマネージャーが勘違いしてきたことがある。そ
れは、⾦融サービス（主に資産運⽤サービス）における勘違いである。具体的には、情報
開⽰や⾦融教育を通じて顧客の⾦融リテラシー1を向上させることで、顧客が正しい投資判
断を⾏い、ベンチマークを超過する運⽤パフォーマンスを享受し、その結果、顧客満⾜度
を向上することができるという誤認である。⼀⾒すると正しそうに錯覚するこの考えは近
年、⾏動経済学の⾒地から、顧客の実態と異なることが分かってきた。 

投資⾏動を⾏うにあたり、投資家が取得しなければならない情報は莫⼤であり、かつ、
それらを評価するために膨⼤な時間や⼿間が必要である。結果、⼈間の⾏動には⼀定のバ
イアス2がかかってしまう。その為、投資家の⾦融リテラシーを向上させたとしても、合理

 
1 ⽇本証券業協会ホームページによると、⾦融リテラシーとは、⾦融に関する知識や情報
を正しく理解し、⾃らが主体的に判断することのできる能⼒を⽰す。 
2 Kahneman（2013）によると、バイアスとは⼈間が犯すエラーの内、特定の状況で繰り
返し起きる系統的なエラーを⽰す。 
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的な投資判断を⾏うことが難しいのである。これは「限定合理性」（Simon, 1997）と⾔わ
れる。従って、顧客の⾦融リテラシー向上は必ずしも正しい投資判断や⾼い運⽤パフォー
マンスに結び付かないのである。また、ベンチマークを超過することが顧客にとって常に
良いことであるとは限らない。こちらは感覚的にも理解しやすいことである。ベンチマー
クを超過していたとしても、顧客毎に異なる投資⽬的を果たすことが出来なければ、顧客
満⾜度は⾼まらない。その⽬的は、短期的⽀出の確保、⾜元のインカムの取得、ボラティ
リティ3を削減した上での値上がりやリタイヤメントに向けた資⾦準備のための投資元本
の⻑期的成⻑など多岐に渡る。顧客は⾃⾝の望むことを成し遂げたいのである4。 

この勘違いを解消する上で、「ナッジ」（Richard et al, 2009）の概念は参考になる。「ナッ
ジ」とは、ひじでそっと突くという意味を持つ⾔葉であり、「選択を禁じることも、経済的
なインセンティブを⼤きく変えることもなく、⼈びとの⾏動を予想可能なかたちで変える
5」ことを指す。この背景にはリバタリアン・パターナリズム6の考え⽅がある。プライベー
トバンクサービスにおいても、顧客が⾃由に設定した異なる⽬標に向かっていくことを前
提としながら、顧客が陥りがちなバイアスによって⽬標への道を誤らないように、顧客の
選択に影響を与える⼯夫を⾏う必要がある。そして、このバイアスは類型化されており、
主たるものとしてアンカリング7、置換バイアス8、利⽤可能性ヒューリスティック9、フレ

 
3 浅井（2016）によると、ボラティリティとは資産ポートフォリオの収益率の標準偏差を
⽰し、当該ポートフォリオのリスクを測る尺度として使われる。 
4 Chuck et al.（2012）による。 
5 Richard et al.（2009）p31 より引⽤。 
6 Richard et al.（2009）によると、リバタリアンとは「個⼈の⾃由をなによりも重んじ、
それに対する介⼊・⼲渉に反対する考え⽅」を指し、「パターナリズム」とは「強い⽴場
にある者が、弱い⽴場にある者の利益になるという理由で、⾏動に介⼊・交渉すること」
を指す。⼆つの視点を併せ持つリバタリアン・パターナリズムは「⼈々が⾃分の思ったと
おりに⾏動できるように」しながらも、その⾏動を選択した⼈が「⾃分の状況がよくなっ
ている」と感じる結果になるように、⼈びとの選択に影響を与えることを⽬的とする。
（pp28〜30 より引⽤） 
7 アンカリングとは「選択する際に事前に外部から与えられる、本質的に関係のない情報
によって判断が影響を受ける」ことを⽰す（井澤, 2017, p59 より引⽤）。 
8 置換バイアスとは「本当は複雑な事情を勘案しなければならないことを、過度に簡単化
しステレオタイプで判断してしまう」ことを⽰す（井澤, 2017, p59 より引⽤）。 
9 利⽤可能性ヒューリスティックとは「⼊⼿が容易な情報に強く影響された意思決定が⾏
われる」ことを⽰す（井澤, 2017, p59 より引⽤）。 
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第 1 章 はじめに 
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ている」と感じる結果になるように、⼈びとの選択に影響を与えることを⽬的とする。
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7 アンカリングとは「選択する際に事前に外部から与えられる、本質的に関係のない情報
によって判断が影響を受ける」ことを⽰す（井澤, 2017, p59 より引⽤）。 
8 置換バイアスとは「本当は複雑な事情を勘案しなければならないことを、過度に簡単化
しステレオタイプで判断してしまう」ことを⽰す（井澤, 2017, p59 より引⽤）。 
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われる」ことを⽰す（井澤, 2017, p59 より引⽤）。 
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ーミング効果10、サンクコスト効果11などが挙げられる（井澤, 2017）。ウェルスマネージャ
ーは、顧客のバイアスを⼗分に理解し、「ナッジ」を実践していくべきであることはプライ
ベートバンク業界の新常識となっている。 
 このように⾦融サービスにおいて、ウェルスマネージャーは「ナッジ」を⽤いて、顧客
が⾃⾝の願うように⾏動し、そして、顧客⾃⾝の状況が着実に良くなっているように感じ
る結果に向かうべく影響を与える必要があることが分かっている。他⽅で、プライベート
バンクサービスの両輪である⾮⾦融サービスにおいて、どのようにサービスを提供すべき
かについて明確な枠組みは存在しないように思える。そこで、筆者は、「ナッジ」の概念の
適⽤範囲を⾮⾦融サービスにも拡⼤し、顧客が⼈⽣の⽬標に向かって、より良い道を辿る
ことを⽀援できないかという着想を得た。但し、⾮⾦融サービスは、ファミリービジネス
⽀援、事業承継対策、不動産管理や相続対策などの伝統的なサービスに加え、健康増進、
趣味、嗜好品、⼦弟の教育、社会貢献などの幅広いサービスが含まれている。全ての領域
について同時に検討を⾏うことは現実的でないことから、多くの顧客が必要とするファミ
リービジネス⽀援の領域に限定することとする。 

詰まる所、筆者は「ナッジ」の概念を⽤いて、顧客の経営するファミリービジネスがそ
れぞれの経営⽬標に向かって、道を誤らずに発展・永続するために導くという⽬標を持っ
ているのである。しかし、資産運⽤におけるバイアスと異なり、ファミリービジネスの⾏
動特性は未だ明確に整理されていない。⾏動特性への理解なしに不⽤意に顧客に⼲渉する
ことは無責任であろう。それ故、筆者は、広範な学問エリアを探索することで、ファミリ
ービジネスの有する⾏動特性を整理し、ファミリービジネスが発展・永続するための⽅策
を探ることとした。本論は、ウェルスマネージャーが顧客に対してどのような⽀援をすべ
きであるかという、職業上の課題を考察する前段階として、まずはファミリービジネスの
⾏動特性を探ることを⽬的としているのである。 
 

1−1−2 ファミリービジネス研究の探索 
 

筆者はファミリービジネスの⾏動特性を理解するために、まずファミリービジネス研究
をレビューすることとした。ファミリービジネス研究の歴史は、単発的に 1960 年代から
始まり、当初は⾝内贔屓、世代間・兄弟間の対⽴といった典型的な問題をテーマとしてい

 
10 フレーミング効果とは「額縁によって絵画が違って⾒えるように、同じ問題でも提⽰
の仕⽅で異なる反応になる」ことを⽰す（井澤, 2017, p59 より引⽤）。 
11 サンクコスト効果とは「すでに⽀払ったコストは将来へ向けた最適な選択には影響す
べきでないが、過去の費⽤に影響される」ことを⽰す（井澤, 2017, p59 より引⽤）。 
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た12。その後、Ward（1987）がファミリーのニーズとビジネスのニーズを戦略的にプラン
ニングする必要性を指摘したことで、上記の問題を解決することができる実⽤的な経営モ
デルの探求が展開された13。Gersick et al.（1997）のスリー・サークル・モデルはその代表
である。その後、2000 年前後から、Anderson & Reeb（2003a）を代表とする、実証研究
を通じてファミリービジネスの特徴を明らかにする研究が始まる。また、それらの特徴を
理論的に説明する試みも⾏われている。資源ベース理論（Barney, 1991）、エージェンシー
理論（Jensen & Meckling, 1976）やスチュワードシップ理論（Argyris, 1973）はファミリ
ービジネスの特徴や経営⾏動について、⼀定の説明⼒を有することが分かっている。また、
ファミリービジネス研究のオリジナルな理論である社会情緒資産論（Gomez-Mejia et al.
（2007）、Gomez-Mejia et al.（2011）、Berrone et al.（2012））は、⼀⾒ばらばらに⾒える
ファミリービジネスの特徴を統⼀的に説明する挑戦を⾏っている。本論では第 3 章におい
て、ファミリービジネス研究を通史的にレビューすることでファミリービジネスの⾏動特
性を探索する。 

その探索の前提として、ファミリービジネスの社会的位置付けの確認と定義を⾏う。フ
ァミリービジネスは、多数の国で⼀国経済に⼤きな⽐重を占めており、同⽐重は⽇本でも
同様に⼤きい（後藤編, 2012）。しかしながら、⼤半のファミリービジネスは情報開⽰が少
なく、更に全国を網羅したデータが存在しないため、その⽐率は不明確である。この点、
静岡県を対象とした調査結果（後藤, 2006）から⼀定の⽰唆を得ることが出来る。同調査
によれば静岡県下のファミリービジネスは全企業数の 96.9%、常⽤雇⽤者数の 77.4%を占
めている。静岡県の企業分布が全国平均に近いと仮定すると、⽇本経済においてもファミ
リービジネスが⼤きな⽐重を占めていることは容易に想像できるのである。 

このように⽇本経済に⼤きな影響を与える存在であるにも拘らず、ファミリービジネス
の定義は、未だ⼀致した合意を得られていない。次⾴の図表 1−1 は、先⾏研究におけるフ
ァミリービジネスの定義を整理したものである。 
 

 
12 Gersick et al.（1997）による。 
13 Ward（2011）による。 
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10 フレーミング効果とは「額縁によって絵画が違って⾒えるように、同じ問題でも提⽰
の仕⽅で異なる反応になる」ことを⽰す（井澤, 2017, p59 より引⽤）。 
11 サンクコスト効果とは「すでに⽀払ったコストは将来へ向けた最適な選択には影響す
べきでないが、過去の費⽤に影響される」ことを⽰す（井澤, 2017, p59 より引⽤）。 
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た12。その後、Ward（1987）がファミリーのニーズとビジネスのニーズを戦略的にプラン
ニングする必要性を指摘したことで、上記の問題を解決することができる実⽤的な経営モ
デルの探求が展開された13。Gersick et al.（1997）のスリー・サークル・モデルはその代表
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同様に⼤きい（後藤編, 2012）。しかしながら、⼤半のファミリービジネスは情報開⽰が少
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めている。静岡県の企業分布が全国平均に近いと仮定すると、⽇本経済においてもファミ
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ァミリービジネスの定義を整理したものである。 
 

 
12 Gersick et al.（1997）による。 
13 Ward（2011）による。 
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出所 定義

1 Allen & Panian（1982） 創業者の⼦孫や親族が議決権株式を5%以上を保有することで企業を所有⼜は⽀配し、取締役会の代表を務め
る会社。⼜は、最⾼経営責任者が⽀配的なファミリーのメンバーである会社。

2 Danis & Davis（1994） 2名以上のファミリーメンバーが役員⼜は取締役を務める会社、若しくは、創業者が役員である会社。

3 McConaughy et al.（1998） 創業者⼀族が経営する会社、⼜は、創業者若しくはそのファミリーがCEOを務める公開会社。

4 Ang, Cole & Lin（2000） 単⼀のファミリーが50%以上の株式を所有している会社。

5 Claessens et al.（2002） ⾎縁関係⼜は婚姻関係にある特定のグループが⾼い持ち株⽐率を有する会社。

6 Faccio & Lang（2002） ファミリー、個⼈、⼜は未上場の会社が実質的⽀配者（20%以上のキャッシュフロー⼜は⽀配権が帰属する
者）である会社。

7 Anderson & Reeb（2003a） 株式を所有する⼜は取締役を務めるファミリーメンバーが存在する企業、若しくは、取締役会を構成するファ
ミリー出⾝の取締役の⽐率が独⽴取締役の⽐率を上回る企業。

8 Gomez-Mejia et al.（2003） 2⼈以上の取締役が家族関係を有し、かつ、ファミリーメンバーが5%以上の議決権を保有している会社。家族
関係には⽗、⺟、姉妹、兄弟、娘、息⼦、配偶者、養⼦、叔⽗、叔⺟、姪、甥、従兄弟が含まれる。

9 Sirmon & Hitt（2003） 所有と経営がファミリーに集中し、ファミリーメンバーが組織内においてファミリーによる⽀配を達成、⼜は
維持しようとする企業。

10 Barontini & Caprio（2005）

筆頭株主が所有権を10%以上保有し、更に同株主ファミリーが51％以上の直接議決権を有している、若しくは
同株主ファミリーが第⼆順位株主の直接議決権の2倍以上を有している会社。ファミリー出⾝のCOOによって
経営されている会社、⼜はファミリー出⾝でないメンバーによって経営されるが、⼀⼈以上のファミリーメン
バーが取締役会に所属している会社。創業者⼜はその⼦孫が経営する会社。

11 Barth et al.（2005） 33%以上の株式が特定の⼈物⼜はファミリーによって保有されている会社

12 Eddleston & Kellermanns（2007） ファミリーが所有しており、少なくても2⼈のファミリーメンバーが事業に従事している企業。

13 後藤（2012） ファミリーが同⼀時期あるいは異なった時期において役員または株主のうち2名以上を占める企業。

14 ⼊⼭・⼭野井（2014）
創業者・あるいはその⼀族（以下、創業家）が経営に関与する企業。（関与の⽅法として、同族所有（創業家
が企業の株式を⼀定⽐率以上保有して、主要株主として関与すること）と同族経営（創業家のメンバーが当該
企業の社⻑・役員になることで、経営に直接関与すること）の2種類を挙げる。）

15 沈（2014） 創業者を含めた創業家⼀族（⾎、結婚または養⼦）が株式を所有しているか、または最⾼経営者として企業を
コントロールしている企業。

16 ⽵原（2014） 創業家が発⾏済株式総数の10%以上を所有しているか、⼜は創業家出⾝者の⼀⼈以上が代表権を持つ役員に就
任しているかのいずれかを満たす会社。

17 Yupana and Shim（2015） 創業⼀族が⼤株主上位10位のなかにはいっていること、もしくは代表取締役社⻑や代表取締役会⻑などの最⾼
意思決定が可能なポジションにいること。

18 奥村（2015） 創業家の⼀族がその企業の所有あるいは経営に携わる企業。

19 明治⼤学ビジネススクール編
（2019） 創業者およびその⼀族が経営に⼀定の影響を及ぼす企業

（図表1−1）ファミリービジネスの定義

（出典）Miller et al.（2007）pp832-835、⽯井（2018）pp28-31、奥村（2015）p7、沈（2014）p41、⽵原（2014）p53、明治⼤学ビジネススクール
編（2019）p7を参考に筆者作成
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多くの先⾏研究では、ファミリーのビジネスへの関与の仕⽅を変数として定義に取り込
んでいる。例えば、⼊⼭・⼭野井（2014）では、関与の⽅法を、ファミリーメンバーが株
式を保有する「同族所有」とファミリーメンバーが社⻑や役員になり経営に直接関与する
「同族経営」に分類している。同族所有による関与のみをファミリービジネスと定義する
か、それとも、同族経営による関与も定義に含めるかについて議論がある。思うに、家族
という要素が企業の戦略決定に⼀定の影響を与えることがファミリービジネスの特⾊であ
る。それは、明治⼤学ビジネススクール編（2019）の定義（「創業者およびその⼀族が経営
に⼀定の影響を及ぼす企業14」）にも明確に⽰される。従って、「同族経営」であっても「同
族所有」であっても戦略決定に家族が影響を与えるのであれば、それはファミリービジネ
スであると考えるべきであろう。そのため、本稿においては「同族経営」⼜は「同族所有」
によってファミリーが関与している企業をファミリービジネスと考えたい。 

また、「ファミリーが同⼀時期あるいは異なった時期において役員または株主のうち 2 名
以上を占める企業 15」（後藤, 2012）のように定義の中に「2 名以上」という⼈数による制
約や「異なった時期」という時間軸を導⼊する考え⽅もある。創業者 1 名のみが会社経営
に関与しているケースを除外し、更に、先代社⻑から現社⻑が経営を承継し、同⽒のみが
創業ファミリーメンバーであるようなケースを包摂するためにはこのような⼈数制約や時
間軸を定義に含めることは妥当であろう。 

加えて、後藤（2012）は次世代に承継する意思を定義に含めるかという点について、「意
思という主観的要素は定義に含めるべきでない15」とするが、「事業による⼀族の永続」
（Gomez-Mejia et al, 2011）がファミリービジネスの経営⾏動の原理として指摘されるよ
うに「家族に事業を承継したい」という意思が経営⾏動に影響を与え得ることから、次世
代への承継の意思も定義に含めるべきである。 

以上のことから、本稿においてファミリービジネスとは「ファミリーが同⼀時期あるい
は異なった時期において役員または株主のうち 2 名以上を占める、⼜は 2 名未満であって
もファミリーメンバーに当該企業への関与を承継したい意向がある企業である」と定義す
る。以降、同族企業、同族経営、ファミリー企業などの複数の表現が使⽤されるが、本論
においては、全てファミリービジネスと同義であるとする。 
 

1−1−3 ⽼舗研究の探索 
 
 さらに、筆者はファミリービジネス分野の先⾏研究を⾏う中で、隣接分野である⽼舗研
究からも、⽰唆を得られるのではないかと考えた。何故ならば、⽇本の⽼舗企業が存続し

 
14 明治⼤学ビジネススクール編（2019）p7 より引⽤。 
15 後藤（2012）p3 より引⽤。 
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14 明治⼤学ビジネススクール編（2019）p7 より引⽤。 
15 後藤（2012）p3 より引⽤。 
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ている要因の⼀つとして「同族が世襲で世継ぎとなる、いわゆる『ファミリービジネス』
の定着による経営の安定が挙げられる16」からである。また、⽼舗企業の現代表の就任経緯
の 77.3%は同族承継であり、同⽐率は企業全体の 40.4%に⽐して、⾮常に⼤きいからであ
る17。即ち、同族経営という観点から⾒るに⽼舗の約 8 割がファミリービジネスに該当す
る。加えて、その⽐率は明らかではないが、創業者⼀族が株式を保有しているが経営を同
族外に任せているケースやファミリー内での承継を前提としつつも中継ぎ的に同族出⾝者
以外の者が経営を⾏っているケースも想定し得ることから、⽼舗におけるファミリービジ
ネスの⽐率は 8 割以上であると推測される。このように⽼舗の多くはファミリービジネス
なのである（図表 1−2）。 

上記の事実から、⽼舗企業の多くは、ファミリービジネスがファミリーの関与を維持し
ながら、⻑期存続したものと捉え直すことも可能である。そこで、筆者は、⽼舗企業をフ
ァミリービジネスのベストプラクティスとして捉え、その優位性を理解し、⾏動特性を洗
い出すことで、ファミリービジネスを永続的に発展させるための⼿掛かりを得ることとし
たのである。 
 

 
 
 従って、本論ではファミリービジネス研究と並⾏して、第 2 章において⽼舗研究を概括

 
16 帝国データバンク情報統括部（2022）p5 より引⽤。 
17 帝国データバンク情報統括部（2022）による。 
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的にレビューすることとした。⽼舗研究の歴史は、京都府開庁 100 年を記念して編纂され
た京都府（1970）を嚆⽮とする。その後、⾜⽴（1974）は家訓18や店則19を収集・整理しな
がら、体系的に⽼舗企業を研究した。また、松本（1977）、松本・⼭本（1978）、松本（1979）
の⼀連の研究は、家と⽼舗の関係を調査しており、ファミリービジネスの研究とも⾔える。
1990 年代に⼊ると、神⽥・岩崎（1996）に代表されるように、広範なアンケート調査を通
して、⽼舗の⾏動特性を分析する実証研究が始まった。横澤編著（2012）による「⽼舗⼒
の 7 因⼦」や「三軸経営」も実証研究の成果である。また、それらの実証研究によって明
らかになった⽼舗企業の特徴を主に資源ベース理論の⾒地から理論的に説明する試みも⾏
われている。本論では、⽼舗研究を幅広くレビューすることで、ファミリービジネスのベ
ストプラクティスとしての⽼舗の⾏動特性と優位性、即ち、永続性の源泉を探ろうと試み
る。 

その探求の前提として、⽼舗の定義を確認する。⽼舗とは「永年間繼續（けいぞく）し
て經營（けいえい）されて（い）る舊（ふる）い商店20」（⾼瀨, 1930）とされるが、明確な
定義はない。⽼舗という⾔葉は、元々、室町時代の能楽師・謡曲作家である世阿弥が『⾵
姿花伝』の中で使⽤した。様々な⼈物や⻤⼈などの⾵体（姿と⼼）を演じることに触れ、
「かようの万物に品々をよくし似せたらんは」と表現し、「し似せ」をそのまま真似るとい
う意味で使っていた。そこから転じて、商売の世界において、代々の商いを忠実に受け継
ぐことやその店⾃体を⽰すようになり、⽼舗という⽂字を当てるようになった21。 

⽼舗の定義における永続期間については、グロービス経営⼤学院（2014）のように 300
年とする研究もあるが、神⽥・岩崎（1996）、前川・末包編著（2011）、横澤編著（2012）
などの主要な研究は 100 年としていることから、本稿においても⽼舗を「100 年以上継続
して経営されている会社」と定義したい。 

帝国データバンク情報統括部（2022）によると、⽇本には 4 万 409 社（2022 年 8 ⽉時
点）の⽼舗企業が存在している（図表 1−3）。これらの企業は 100 年以上に亘って経営を
継続し、需給の変化のみならず、⼤震災や第⼆次世界⼤戦などの戦禍を乗り越えてきた叡

 
18 ⾜⽴（1974）によると、家訓とは「対象が私的であって、家族や家⾨⼀統に限られた教
訓」である（p98 より引⽤）。 
19 ⾜⽴（1974）によると、⽼舗の中には、全ての規定を「家訓の中に規定せず、家訓とは
別に、店則、教則、掟書、規則書、店締約書、作法記、⼼得書、店規などと称する規則書
を別に設けて、家業販売、仕⼊、⽣産、会計、その他、⾐・⾷・住等々に関して細かく規
定」しているケースもある（p182 より引⽤）。特に使⽤⼈や奉公⼈が多い⽼舗では、家訓
と店則を別々に作成していることが多い。 
20 カッコ内の補記は筆者による。 
21 ⼤阪「NOREN」百年会編（1996）による。 
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18 ⾜⽴（1974）によると、家訓とは「対象が私的であって、家族や家⾨⼀統に限られた教
訓」である（p98 より引⽤）。 
19 ⾜⽴（1974）によると、⽼舗の中には、全ての規定を「家訓の中に規定せず、家訓とは
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と店則を別々に作成していることが多い。 
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智を秘めているはずである。 
 

 
 

本論は、⽼舗研究とファミリービジネス研究という異なる⼆つの学問領域を探索するこ
とで、ファミリービジネスの⾏動特性や向かうべき⽅向性、永続化の源泉を洗い出すとい
う⾮常に野⼼的な⽬標を設定しているのである。 
 

1−2 研究の⽬的 
 
 前節で⽰した通り、本稿はファミリービジネスの⾏動特性を理解すると同時に、ファミ
リービジネスのベストプラクティスと⾔える⽼舗企業の優位性を理解し、ファミリービジ
ネスがファミリーの関与する形態を維持しながら、⽼舗に⾄る要因を探ることを究極的な
⽬的としている。 

その過程において、まずは広範な⽼舗研究を概括的にレビューすることで、⽼舗企業の
経営特性や優位性を特定する。特に資源ベース理論に⽴脚した⽼舗研究（本⾕, 1997）や
経営資源として活⽤される暖簾についての研究（⼩松, 1986）に着⽬する。同時に、ファミ
リービジネス研究をレビューすることで、ファミリービジネスの⾏動特性を明らかにする。
特に Gomez-Mejia et al.（2007）、Gomez-Mejia et al.（2011）、Berrone et al.（2012）の提
唱する社会情緒資産（Socio-Emotional Wealth, SEW）論に注⽬する。 

社会情緒理論は、ファミリービジネスがオーナーファミリーの感情的で⾮経済的な利益
を意味する社会情緒資産を維持・拡⼤することに動機付けられていると考える。そして、
社会情緒資産の利益や損失が、ファミリービジネスの主要な戦略的選択や政策決定を⾏う

12 
 

上での重要な参照点になるとする22。従って、社会情緒資産の維持・拡⼤を追求した結果、
ビジネス上は⼀⾒、⾮経済的な選択をすることもあり得ると考える。そのような意味で、
社会情緒資産は、ファミリービジネスの永続に対し、プラスにもマイナスにも作⽤し得る
危うい存在であると⾔えよう。しかし、先⾏研究では、社会情緒資産をどのように制御す
るべきか⼗分な議論がなされていない。そこで、筆者は、⽼舗研究の成果を参考に「ファ
ミリービジネスは社会情緒資産と暖簾のバランスをとることで永続・発展し、⽼舗に⾄る」
という仮説を設定する。そして、仮説の検証にあたり、ファミリービジネスの⾏動特性の
理解や暖簾の役割、及びその形成プロセスの再検証、社会情緒資産の重要性について補⾜
することを試みる。 
 

1−3 研究の⽅法 
 
 本論⽂は 6 章から構成される。第 1 章では、ウェルスマネージャーによるファミリービ
ジネス⽀援という観点から⽼舗研究、及びファミリービジネス研究を広範に探索する必要
性を確認し、更にファミリービジネスと⽼舗の定義を整理した。その後、「ファミリービジ
ネスは社会情緒資産と暖簾のバランスをとることで永続・発展し、⽼舗に⾄る」という仮
説の設定を⾏った。 
 この仮説の検証を⽬的として、第 2 章では⽼舗研究を概括的にレビューする。同研究は
1970 年代より本格化したとされ、まず、京都府（1970）や⾜⽴（1974）などの初期的な研
究のレビューを⾏う。その後、現れた定量的な実態調査を整理し、⽼舗企業の優位性やそ
の形成プロセスを明らかにすることとする。さらに、⽼舗企業の特徴を説明し得る理論と
して資源ベース理論（Barney, 1991）を紹介する。また、⼩松（1986）や本⾕（1998）の
暖簾と競争優位に関する研究をレビューし、⽼舗企業の優位性と⾏動特性を明らかにする。 

その後、第 3 章では、同じようにファミリービジネス研究を通史的にレビューする。同
分野は 1960 年代から初期的な研究がなされていたが、Ward（1987）によって戦略的なプ
ランニングの必要性が提起され、実⽤的な研究が始まった。Gersick et al.（1997）のスリ
ー・サークル・モデル、及び、スリー・ディメンジョン・モデル、Carlock & Ward (2010)
の並⾏的プランニング、Miller & Breton-Miller（2005）の 4 つの C が代表的な研究であ
る。その後、盛んとなった、Anderson & Reeb（2003）や沈（2014）などの実証研究を整
理する。最後に、実証研究により明らかになってきたファミリービジネスの特徴を説明し
得る理論のレビューを⾏う。具体的には、資源ベース理論（Barney, 1991）、エージェンシ
ー理論（Jensen & Meckling, 1976）、スチュワードシップ理論（Argyris, 1973）のファミリ
ービジネスへの適⽤について議論した後、ファミリービジネス研究オリジナルの理論であ

 
22 Berrone et al.（2012）による。 
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22 Berrone et al.（2012）による。 

― 41 ―



13 
 

る Gomez-Mejia et al.（2007）、Gomez-Mejia et al.（2011）、Berrone et al.（2012）らの社
会情緒資産（Socio-Emotional Wealth, SEW）論について議論する。これらのレビューを通
して、ファミリービジネスの⾏動特性を明確化する。 

尚、本来であれば、研究対象の範囲が広いファミリービジネス研究を⽼舗研究よりも先
にレビューすべきである。しかし、本稿は両研究を通時的に概括することで、ファミリー
ビジネスの永続性の源泉を探索することを⽬的としており、⽇本におけるファミリービジ
ネス研究の祖である⽼舗研究を先にレビューすることとしている。 
 第 4 章では、先⾏研究によって導かれた暖簾に基づく⽼舗の競争優位性やファミリービ
ジネスの⾏動特性が具体的にどのように企業経営に影響を及ぼすかについて事例研究を⾏
う。事例に採⽤する株式会社奥井海⽣堂は、ファミリービジネスの特徴を維持しながら、
154 年の歴史を⽣き抜いた⽼舗ファミリービジネスである。⽼舗とファミリービジネスの
両特性を有する同社の歴史や当代による第⼆創業についてインタビュー調査を⾏うことで、
同社の⽼舗企業としての優位性に加えて、ファミリービジネスとしての特徴を明らかにし
ていく。 
 第 5 章においては、第 2 章、第 3 章で整理した先⾏研究と第 4 章で明らかとなった⽼舗
ファミリービジネスの⾏動特性を⽐較し、先⾏研究の妥当性を議論する。そして、「ファミ
リービジネスは社会情緒資産と暖簾のバランスをとることで永続・発展し、⽼舗に⾄る」
という仮説の検証を⾏う。それに際して、ファミリービジネスの⾏動特性の理解や暖簾の
役割、及びその形成プロセスの再検証、社会情緒資産の重要性について補⾜することを試
みる。 

最後に、第 6 章では本稿全体とその成果を振り返ると共に、研究成果の限界と今後の課
題を明確化する。 
 
第 2 章 先⾏研究の整理−⽼舗研究 
 

前章では、ウェルスマネージャーである筆者が「ナッジ」の概念を活⽤してファミリー
ビジネス⽀援を⾏うために、同ビジネスの⾏動特性を理解する必要があること説明した。
そのためにファミリービジネス研究のみならず、⽼舗研究を広範にレビューすることとし
た。そして、レビューにあたり、ファミリービジネスと⽼舗の定義を整理した上で、「ファ
ミリービジネスは社会情緒資産と暖簾のバランスをとることで永続・発展し、⽼舗に⾄る」
という仮説の設定を⾏ったのである。 

本章では、⽼舗研究を広範にレビューし、ファミリービジネスのベストプラクティスと
しての⽼舗企業が有する⾏動特性や優位性の特定を⾏う。特に、資源ベース理論（Barney, 
1991）に基づき、暖簾を経営資源として捉え、持続的競争優位の源泉であると考える本⾕
（1997）や暖簾の形成プロセスを検討した⼩松（1986）は、⽼舗ファミリービジネスの永

14 
 

続性を探求する上での⼿蔓となるはずである。 
 

2−1 ⽼舗研究の端緒 
 
 昨今のマスメディアを⾒ていると、⽼舗に関する報道が途絶えることはない。⼈気漫画
と協業することで新規顧客の開拓を図ろうとする創業 195 年の⽼舗酒造23、AI を活⽤する
ことで職⼈と同等レベルのバームクーヘンを焼き上げる専⽤オーブンを開発した創業 115
年の⽼舗洋菓⼦メーカー24、創業 127 年の刃物メーカーが個⼈消費者向けに⾼級包丁を販
売し好評を博しているニュース25など、これらは全て数⽇以内に⽇本経済新聞社によって
報道されたニュースである。新型コロナウイルスの流⾏、地政学的リスクの拡⼤、AI や技
術⾰新によるビジネス環境の激変など、不透明感が増す現代において、過去にも同様の困
難を乗り越えてきたであろう⽼舗企業に注⽬が集まるのは⾃然な流れである。 

⽼舗研究は、商家の存続・繁栄と家訓・家憲の関係について着⽬した初期の商家研究を
基盤に 1970 年以降に展開されてきた26。そして、かつての商家を⽼舗として捉え直した⽼
舗研究の嚆⽮は、京都府開帳 100 年を記念して編纂された京都府（1970）である。京都府
は、⽼舗企業の経営の秘訣を探り、現代企業経営の参考にすることを⽬的に、京都府下の
1868 年以前に創業した⽼舗企業を公募し、⽼舗選考基準細則を設け、選定・表彰を⾏った。
その際に家訓や店則の収集・整理がなされたのである。本研究は、対象を京都府内に限定
していたものの、膨⼤な資料を博捜・整理することで、後の⽼舗研究に⼤きな影響を与え
たと思料する。 

その後、体系性を持って研究を⾏ったのは、先の事業にも関与した⾜⽴（1974）である。
同研究は、同じく京都の⽼舗企業を研究対象とし、京都商⼈の歴史をまとめ、家訓や店則
を収集・整理し、その店則から京都型の商法を分析した。また、⽼舗経営者の在り⽅や相
続制度、別家制度、奉公⼈制度、株仲ケ間制度を分析し、更に 3 社のケーススタディを⾏
っている。その中で、家訓について、⼈間の当為に基づいた理念であるため、多くの共通
的な規範が取り⼊れられ、「それらの規範はいずれも、家名、家業を無事⻑久に相続せしめ

 
23 ⽇本経済新聞電⼦版 2023 年 10 ⽉ 27 ⽇付「『ゴルゴ１３』コラボ⽇本酒−わしの尾、
予約開始 瓶に特性イラストラベル」による。 
24 ⽇本経済新聞電⼦版 2023 年 10 ⽉ 27 ⽇付「神⼾企業に AI 活⽤の好機 マイクロソフ
トの拠点開発で」による。 
25 ⽇本経済新聞電⼦版 2023 年 10 ⽉ 28 ⽇付「即完売『KISEKI の包丁 超硬合⾦の加⼯
技術を応⽤』」による。 
26 曽根（2019）による。 
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23 ⽇本経済新聞電⼦版 2023 年 10 ⽉ 27 ⽇付「『ゴルゴ１３』コラボ⽇本酒−わしの尾、
予約開始 瓶に特性イラストラベル」による。 
24 ⽇本経済新聞電⼦版 2023 年 10 ⽉ 27 ⽇付「神⼾企業に AI 活⽤の好機 マイクロソフ
トの拠点開発で」による。 
25 ⽇本経済新聞電⼦版 2023 年 10 ⽉ 28 ⽇付「即完売『KISEKI の包丁 超硬合⾦の加⼯
技術を応⽤』」による。 
26 曽根（2019）による。 
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るに重要、かつ、じゅうぶんな規範であると思われる27」とし、⽼舗の永続にあたって家訓
が重要な役割を果たしていることを指摘している。同研究は、京都府（1970）を前提に、
現在の⽼舗研究において議論される広範なトピックを網羅しており、初の体系的な⽼舗研
究であると⾔える。 

それに続き、家との関係で⽼舗を分析した松本（1977）、松本・⼭本（1978）、松本（1979）
の⼀連の研究は、⽼舗を「都市社会において普遍的に存在した商家同族団28に関して、その
歴史的『原型』の構成部分（ないしはその可能性にとどまった『家』）であることを第⼀の
要件とし、その後代々家業を継続し繁盛し顧客の信⽤・愛顧を受けて今⽇にいたっている
家々」と定義している。但し、⽼舗のデータ収集について「現実処理のうえでは明治初年
度以降少なくとも⼀〇〇年を経過した商家であることに限定29」していた。本定義からも
明らかのように⼀連の研究において、⽼舗とは家であり、家と⽼舗の関係が調査されたの
である。松本（1977）は、京都府（1970）にて収集された⽼舗を対象に、家の⼈数構成、
家族形態、家族の役員・従業員としての参加状況、相続の形態、家族の出⾝地、本家と分
家の⽣活の連関（法事や墓地、家紋の共有）の調査を通して、⽼舗の家としての性格を指
摘した。加えて、養⼦による特殊な相続形態、夫婦以外の傍家出⾝者や養⼦も家族に含む
複雑な家族形態、家族労働への強い依存性、配偶者選択における地域的規定性を⽰した。
それに続き、都市部（松本・⼭本, 1978）や地⽅（松本, 1979）の⽼舗に対し、同じアング
ルから研究を⾏ったのである。これらの⼀連の研究は、⽼舗をファミリーの観点から分析
する初期的な研究であり、⽼舗ファミリービジネスの永続性の源泉を探る本稿に⾮常に⽰
唆的であろう。 

このように黎明期の⽼舗研究は、⽼舗企業が数多く存在する京都から始まり、データや
家訓などを収集・整備しながら、その歴史・特徴を整理するものであった。 
 

2−2 実証研究と⽼舗の特徴 
 
 1990 年代になると、⽼舗研究の対象業種や企業の所在地域は拡⼤し、多くの研究者によ
って実証研究がなされるようになった。森（1991）は、経営理念という切り⼝から⼤阪市
内で活動する⽼舗を調査した。その結果、⽼舗の経営理念の特徴として、実践合理主義、

 
27 ⾜⽴（1974）p99 より引⽤。 
28 中野（1964）によると、商家同族団とは「本家を中⼼にその系譜の本末を相互に認め
合うことによって、上下的、⽀配従属的な関係で結合している家々の連合体」を⽰す
（p54 より引⽤）。 
29 松本・⼭本（1978）p128 より引⽤。 
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社会的連帯主義30や⾰新的主体主義31などの四類型が抽出された。特に、実践合理主義は⽼
舗が「変化を健全かつ当然とし、新しいことを⾏うことに価値を⾒出していく『実践合理
主義』の精神32」を有していることを⽰し、「いつの時代においても、能動的なイノベーシ
ョンを通じて、事業あるいは経営を時代や環境に合致させ、柔軟な適応を主体的に創造し」、
「『暖簾』を⼤切にしながらも時代に合った『暖簾』にかけかえていく企業存続のノウハウ
が蓄積33」していることを指摘する。 

また、神⽥・岩崎（1996）は、全国 90 社を対象にアンケート調査を⾏うと共に、その
中の代表的な 7 社のケーススタディを⾏い、⽼舗経営の三種の神器とされる①商売・屋号
の継続性、②家訓、③創業者⼀族⽀配を再考した。結果、「商売の継続性は経済的成果に影
響を及ぼさない 34」。また、「社名・屋号の変更は⼀⼈当たり売上⾼を伸ばすことに良い影
響を与えているが、利益率からするとむしろ悪い影響を及ぼして 34」おり、「市場シェアを
追及せず、利益を第⼀義に考えるときには、社屋・屋号の継続性が効いてくる34」とする。
また、「家訓の存在は、資本⾦に対してプラスの影響を及ぼして 35」おり、「売上⾼や従業
員数といった規模を⽰す変数との間にも似たような傾向がみられることから、家訓・社訓
といった経営理念・基本⽅針は企業規模にプラスの影響を及ぼす35」と指摘する。これに対
して、「創業者の⼀族による経営⽀配は、資本⾦、⼀⼈当たり売上⾼と負の関係36」にある
とする（図表 2−1）。これらの考察から、三種の神器があれば⽼舗は存続するというわけ
ではないとし、更に、アンケートの因⼦分析から「技術と取引の継承と変⾰」、「伝統への
挑戦」、「⼈的な事業承継」という三つの経営⾏動が⽼舗に存続をもたらすと指摘した。加
えて、伝統的な商品と技術などの「強みの強化」や地域社会とのつながりを活かしながら、
柔軟さの⽋如や古めかしいといった「弱みの克服」を⾏うことが競争⼒の強化につながる
とした。そして、これらの経営⾏動を⾏う上で、家訓が基本的な指針・精神的な⽀柱とな
り、従業員の帰属意識や⼀体感を醸成する役割を果たすと考えたのである。 
 

 
30 社会的連帯主義とは、「同業種、異業種を問わず協調性を重んずる仲間意識が底流」に
あり、「困ったときには⼿をさしのべて融通し合うという相互扶助の社会性」、「地域の⽂
化を尊重する気⾵」があることを⽰す（森, 1991, p30 より引⽤）。 
31 ⾰新的主体主義とは、「変化を探し、変化に適応し、変化を機会として利⽤する」気⾵
があることを⽰す（森, 1991, p30 より引⽤）。 
32 森（1991）p29 より引⽤。 
33 森（1991）pp33〜34 より引⽤。 
34 神⽥・岩崎（1996）p207 より引⽤。 
35 神⽥・岩崎（1996）pp207〜208 より引⽤。 
36 神⽥・岩崎（1996）p208 より引⽤。 
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27 ⾜⽴（1974）p99 より引⽤。 
28 中野（1964）によると、商家同族団とは「本家を中⼼にその系譜の本末を相互に認め
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29 松本・⼭本（1978）p128 より引⽤。 
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 その後、横澤編著（2012）は、⽼舗企業約 4,700 社を対象とした定量調査と因⼦分析を
⾏った。その結果、⽼舗企業が⻑期存続する要因として、七つの因⼦が存在するとし、そ
れを「⽼舗⼒」と呼んだ（図表 2−2）。そして、その七つの因⼦を三つのベクトル（イノ
ベーション⼒軸、求⼼⼒軸、継承⼒軸）として整理し、時代の社会的背景、経営環境や市
場の動向に合わせて、三つのバランスをとる必要があることを指摘したのである（図表 2
−3）。 

これらの研究は、対象の⽼舗企業の範囲を量的に拡⼤し、統計的にその永続の要因を探
った点に新規性があるが、その要因がどのように形成されるのかといったプロセスに⽬を
向けていなかった。 

18 
 

 

 
 
 これらに対し、前川（2010）は⽼舗の永続要因ではなく、その⽣成プロセスに注⽬し、
北海道旭川市、松前町、江差町及び関⻄の守⼝市、⾨真市の三地区にある⽼舗企業への調
査・取材から、⽼舗が形成される上での四つの共通点を整理した。まず、外的な環境要因
として⼀企業の⼒では抗うことのできないマクロ要因（政治経済、社会体制、産業構造の
変更、⾃然災害、戦争など）と地域要因（温泉や森林、鉱⼭、⽔などの⾃然資源、鉄道や
道路などの交通インフラや同業の仲間、組合）である。また、内的な組織要因としてマネ
ジメント要因（業態転換、第⼆創業、マーケットの開発、多⾓化、新規投資、経営組織の
改⾰などのその時代の経営者の判断によるもの）とファミリー要因（家系や後継者、養⼦
にめぐまれた、暖簾を維持できた、家業のガバナンスが上⼿くいっているなど）を挙げて
いる。そして、理念、家訓、秘伝、暖簾、ブランド、家系をバックボーンとして、四要因
をマネジメントして⽼舗が成⽴していくのである（図表 2−4）。本研究は、⽼舗企業が現

第⼀因⼦ 顧客志向性因⼦ 経営者・従業員・お客様・取引先のすべてが潤う経営が⼤切と考えている、お客様との⻑い付き合いを
最も重要な経営課題としている、経営で⼀番に⼤切に掲げているのは顧客第⼀主義であるなど

第⼆因⼦ 結束性因⼦ 従業員と経営者との関係がかなり親密である、従業員同⼠の結束⼒と仲間意識がかなり強い、会社と従
業員との⼀体感を重視した経営に重点を置いているなど

第三因⼦ 堅実性因⼦ 外部資⾦の借⼊については慎重なほうである、資産の蓄積を⼼掛けている、適正な規模を守り本業以外
への進出は慎重にしているなど

第四因⼦ 継承性因⼦ 後継者の帝王教育が施されている、早くから後継者が明らかにされている、従業員が後継者の適性を評
価する仕組みが出来ているなど

第五因⼦ 創業性因⼦ 創業者⼀族の意向が経営に反映されている、同族企業であることの利点が経営に⽣かされている

第六因⼦ 変⾰性因⼦ できる限りの経営情報を収集する情報網の構築に努⼒している、常に経営環境の変化に迅速に対応する
ことを社是としている

第七因⼦ 地域志向因⼦ 伝統的な⽂化の継承を通した地域貢献を重要と考えている、当社の創業の地が重要な意味を持っている
と考えている、利益の社会還元や社会貢献を重要と考えている

（図表２−２）横澤編著（2012）による「⽼舗⼒」の7因⼦

出典：横澤編著（2012） p289を参考に筆者作成
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在持っている経営資源や⾏動因⼦を整理するだけではなく、起業・創業から現在に⾄るプ
ロセスに着⽬した点は注⽬に値するものであった。 
 

 
 

2−3 ⽼舗研究の理論的根拠 
 
 これらの実証研究は、「暖簾、家訓、屋号、伝統的商品、創業者⼀族と相続関係など、い
わゆるシンボリックな諸側⾯に分析の焦点を当てて 37」おり、「⽼舗企業の内部資源を中⼼
に」「⻑期存続という実績に対する要因37」として分析されていたと評価される。例えば、
前川（2010）は家訓や家伝を競争⼒の源泉としている。そのような意味で、これまでの主
たる⽼舗研究は、資源ベース理論に⽴脚していたといえるだろう。 
 

2−3−1 資源ベース理論 
 

ここで、⽼舗研究から⼀度離れ、資源ベース理論について議論する。Barney（1991）は、
企業が持続的な競争優位を確⽴する上で、現在の⼜は潜在的な競合他社が同時に実施して
いない価値創造戦略を企業が実施している必要があるとする。そのために企業の有する経
営資源が経済的価値を有しており、希少であり、模倣困難であることに加え、代替できる
ものがない必要があることを指摘した（図表 2−5）。本枠組みは後に VRIO として整理さ
れた。企業が持続的な競争優位を確⽴するためには、保有する経営資源が経済的価値を有
しており（Valuable）、希少であり（Rare）、更に他社が模倣することができない（Inimitable）

 
37 加藤（2009）p35 より引⽤。 
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ことに加え、それらの資源を活⽤する組織上の政策や体制（Organization）を有している
必要があると考えた38。また、VRIO のフレームワークに沿って検討することで企業の競争
優位の程度を推定することができるとしている（図表 2−6）。 
 

 

 
 
 このような資源ベース理論に基づいた⽼舗企業の分析は、本⾕（1997）においても⾏わ
れている。同研究は、福岡市・⾦沢市に本社を構える企業へ聞き取り調査を⾏い、企業の
志向を存続と成⻑に分け、存続を重視する⽼舗企業と成⻑を体現するベンチャー企業の⽐
較を⾏った。その結果、⽼舗企業には、⻑い歴史を通じて蓄積した資源である暖簾、独⾃
の製法技術、独特の販売⽅法などが存在しており、更に⻑期的な視点でその資源の開発・
展開を⾏っているとする。そして、競争優位の源泉となっている暖簾に、「顧客に合わせて
⼀定の幅の中で変化を加えるという⽅法によって、より優位性を獲得しようとしている39」
とし、暖簾を守り続けることだけではなく守りながらも漸進的な変化を加えていくことで、

 
38 Barney（2020）による。 
39 本⾕（1997）p100 より引⽤。 
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持続的競争優位を維持すると結論付ける。 
 

2−3−2 ⽼舗と暖簾 
 

宮本（1980）によると、そもそも暖簾の語源は「『ノウレン』から出ており、僧堂内で⾵
気を防ぐためにさげたもの40」であり、室町末期の洛中洛外図屏⾵においても京都の店屋
には様々な暖簾がかけられている様⼦が描かれている。江⼾時代、特に元禄・宝永頃から
は濃い紺地に⽩く染め抜く⽅式で、商店の家号、記号、取扱商品の図を表⽰するようにな
った。そして、紺⾊は洗濯をすればするほど⾊が冴えることもあり、⾊が冴えた古い暖簾
が尊ばれるようになり、暖簾は営業期間の⻑さや店の信⽤を⽰すものとなった。転じて、
営業権を⽰す⾔葉となり、「暖簾をゆずる」（営業権や企業⾃体を譲渡する）、「暖簾をあげ
る」（開業する）、「暖簾をおろす」（閉店する、倒産する）というように慣⽤的に使われる
ようになった。そして、暖簾は「⻄洋流のグッドウィル（goodwill）にも似た意味内容を持
つに⾄り、特定の営業に対する顧客のもつ、好意全体をも総称するもの41」となったのであ
る。 

⾼瀨（1930）は「暖簾を以て⼀種の財産と解釋（かいしゃく）されるに⾄つたのは、永
年誠實（せいじつ）に經營（けいえい）され、⾮常に信⽤を博してゐる商店の屋標、即ち
屋號（やごう）が、多くの顧客を吸收して營業（えいぎょう）を繁榮（はんえい）せしめ
る爲め（ため）重⼤な効果を有つことが⼀般に認められ、其れが種々なる機、會に譲與（じ
ょうよ）、賣買（ばいばい）の⽬的物となつた結果であることは殆んど疑ひのないところで
ある42」とし、更に「何等かの獨占的條件（どくせんてきじょうけん）によって、特別なる
利益が獲得される場合に暖簾が⽣ずる43」とし、会計学な視点から研究を⾏った。 

他⽅で、⼩松（1986）は、会計資産としての暖簾と経営資源として暖簾を峻別し、後者
についての研究を⾏った。⼩松は、暖簾を「結果的に事業そのものの差別化を招来し、⻑
期にわたって超過収益⼒に貢献する事業上の信⽤44」と定義した上で、暖簾（goodwill）の
定義を歴史的に系統化することを試みる Yang（1927）を引⽤しながら、その構成要素を
分析していく。そして、暖簾とは「⼈や物に対して、進んで好ましい判断や選択をする思
考の⼀側⾯45」である好意であり、その構成要素は、歴史的に変化してきたとする。元来は、

 
40 宮本（1980）p97 より引⽤。 
41 宮本（1980）p104 より引⽤。 
42 ⾼瀨（1930）pp1-2 より引⽤。カッコ内の補記は筆者による。 
43 ⾼瀨（1930）p29 より引⽤。カッコ内の補記は筆者による。 
44 ⼩松（1986）p440 より引⽤。 
45 ⼩松（1986）p449 より引⽤。 
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消費者からの継続的な贔屓（消費者の好意・Consumer goodwill）のみを⽰していたが、次
第にサービスが必要な時に、そのサービスが常時提供されている所に⾏けば、常にそれを
得ることができるという公衆の信頼（場所の利便・Local goodwill）を含むようになった。
その後、産業規模が拡⼤し、労働⼒の獲得や資⾦の調達に注⽬が集まると、従業員の好意
（Industrial goodwill）や⾦融家の好意（financial goodwill）まで暖簾の定義が拡張された
のである（図表 2−7）。また、これらのステークホルダーから単に好意を持たれているだ
けでは、事業そのものを差別化し、⻑期に亘る超過収益⼒を醸成することは難しいだろう。
そこで、暖簾を構成することのできる好意について⼀定の条件を付与した。①希少性；他
に類をみない希少な好意であること、②持続性；偶発的・⼀時的に存在する好意でなく、
持続性を持つこと、③譲渡可能性；企業への同化性とも表現され、好意が企業に同化して
おり、企業が譲渡されば⼀体的に好意も譲渡される関係があること、④計測可能性；貨幣
基準によって計測可能であることの四つである。そして、四条件を満たし得る利害関係者
の好意を集めることで暖簾が成⽴し、その好意を集めるために企業が誘因を有する必要が
あることを指摘している。 
 

 
 

2−3−3 経営資源としての暖簾 
 
 ここで、⼩松（1986）の⽰した暖簾を構成する四つの好意、及び四条件を VRIO フレー
ムワークから再考したい。暖簾は、超過収益⼒を有し、それが譲渡可能性や計測可能性を
有することで経済的価値（V）を満たす。希少性（R）は四条件と VRIO に共通の要素であ
る。また、従業員の好意によって、暖簾の価値が理解され、それを資源として活⽤するこ
とができる組織（O）を形成することが出来る。加えて、⽴地暖簾の形成にはサービスが
継続的に提供されている必要があり、経路依存的に成⽴すると考えられるため、模倣困難
性（I）を包摂すると考える。以上のことから、資源ベース理論の観点から、暖簾は競争優
位の源泉となる条件を揃えていると⾔えるだろう。この点は、本⾕（1997）の指摘と適合
する。⽼舗は、経営資源として暖簾を活⽤し、更に暖簾に穏やかな変化を加えていくこと

（図表2−7）暖簾を形成する4つの好意
消費者の好意

（消費者暖簾 / consumer goodwill） 顧客の親しみと継続的愛顧。

場所の利便
（⽴地暖簾 / local goodwill）

サービスを欲する時に当該サービスが常時提供されている場所へ
⾏けば、常にそれを得られるという公衆の信頼。

従業員の好意
（労務暖簾 / Industrial goodwill）

従業員へのより⼈間的で公正な処遇が、企業の効率や繁栄に貢献
するという企業内部の好意。

⾦融家の好意
（⾦融暖簾 / financial goodwill）

信⽤ないし資本を、銀⾏あるいはその他の⾦融機関から確保する
上で、さまざまな会社が持つ差別的な利益。

（出典）Yang（1927）p27,  p34-35、⼩松（1986）p448を参考に筆者作成
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で、希少性や模倣困難性を維持し、持続的競争優位を確保してきたのである。 
しかし、この持続的競争優位の概念は本論が探求する永続性と必ずしも同義であると

は⾔えないことを理解すべきである。Barney（2020）の考える「持続的優位性」は、⽼
舗が⽣きる 100 年、場合によっては 1000 年という⻑期間を射程に置いていない可能性が
ある。 

神⽥・岩崎（1996）は、実証研究を通して「伝統への挑戦」を⽼舗の存続要因であると
指摘しているし、横澤編著（2012）も⽼舗を永続させる因⼦の⼀つとして「変⾰性因⼦」
を挙げ、暖簾に⼤きな変更を加えることを前提としている。また、森（1991）が⽼舗の特
徴として指摘する「実践合理主義」の精神は、「いつの時代においても、能動的なイノベー
ションを通じて、事業あるいは経営を時代や環境に合致させ、柔軟な適応を主体的に創造
し 46」、「『暖簾』を⼤切にしながらも時代に合った『暖簾』にかけかえていく46」ことを指
しており、同じく暖簾に変更を加えることが前提とされている。 

つまり、暖簾は、資源ベース理論の観点から、持続的競争優位の源泉として捉えること
はできても、本稿の求める⽼舗の永続性の源泉であると特定することはできないのである。
この持続的競争優位と永続性をつなぐ「暖簾のかけかえ47」（森, 1991）は如何にして成し
遂げられるかについて、従来の⽼舗研究では明確な考察がなされていないように思える。
そこで、第 3 章では、ファミリービジネス研究のレビューを通して、能動的なイノベーシ
ョンが成し遂げられるプロセスを明らかにする⼿掛かりを得たい。 
 
第 3 章 先⾏研究の整理−ファミリービジネス研究 

 
前章では、⽼舗研究の概括的なレビューの結果、暖簾が⽼舗の持続的競争優位の源泉と

なっていることを確認した。しかし、本稿が探求する超⻑期間に亘る永続性と持続的競争
優位性は同義ではなく、持続を超えて永続するためには「暖簾のかけかえ」（森, 1991）、即
ち、能動的なイノベーションが必要であることを指摘し、その発⽣プロセスの特定はファ
ミリービジネス研究に譲ることした。 

本章は、ファミリービジネス研究を広範にレビューし、その⾏動特性を明らかにするこ
とを⼀義的な⽬的としている。そして、⾏動特性を明確化する中で、前章からの課題であ
る能動的なイノベーションの⽣成プロセスについても理解を深める。特に、社会情緒資産
論（Gomez-Mejia et al.（2007）、Gomez-Mejia et al.（2011）、Berrone et al.（2012）ら）
に注⽬する。同理論は、ファミリービジネスの経営⾏動を包括的に説明すると共に「暖簾

 
46 森（1991）pp33〜34 より引⽤。 
47 森（1991）は能動的イノベーションの喩えとして「暖簾のかけかえ」という表現を使
⽤している。 
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のかけかえ」（森, 1991）に関する議論についても、⼀定の解を提供するのである。 
 

3−1 ファミリービジネス研究の端緒 
3−1−1 ファミリービジネス研究の社会的意義 

 
第 1 章で述べた通り、ファミリービジネスは多数の国で⼀国経済に⼤きな⽐重を占めて

いる（後藤編, 2012）。⽶国においてもファミリービジネスは、法⼈税の申告社数の 89%、
労働⼈⼝の 62%、GDP 寄与率の 64％（2000 年時点）を占めており、ファミリービジネス
が⽶国経済に⼤きく貢献していることは疑う余地がない48。 

このようにファミリービジネスは、マクロ経済において重要な存在であるにも拘らず、
⽇本では遅れている企業形態であると⻑らく捉えられており、⼀部では不祥事の象徴のよ
うにネガティブに⾒られてきた49。⼗分なガバナンス体制が整備されず、放漫経営の結果、
倒産に追い込まれた林原はその代表例である。この破綻劇の回顧録において、４代⽬社⻑
である林原健⽒は、ファミリービジネスは会社を発展させる強⼒なドライブになる⼀⽅で、
会社を深くむしばむ培地にもなり得ると振り返る50。林原にガバナンス上の⽋缺が存在し
たことは否定できないが、他⽅で、林原健⽒は⼤企業が⼿を出しにくい、時間がかかる独
創的な研究を⼿掛け、「バイオの寵児51」と謳われるバイオメーカーに林原を成⻑させたの
である。 

この点について、後藤（2009）は、同社を⽇本の代表的なファミリービジネスであると
し、⼤株主である社⻑が⻑期間経営することで、⻑期研究を成就させることができたファ
ミリービジネスならではの成功例であると紹介している。そして、ファミリービジネスが
優れた業績をあげる要因として、①創業者の企業家精神を事業の出発点としており、企業
理念が明確であること、②経営上の責任が明確で、企業理念を事業に体現しやすいこと、
③⻑期的な視点での経営がしやすいこと、④社内の意思統⼀を迅速に⾏うことが可能であ
ることを挙げている。後藤（2009）の考察は林原の経営破綻劇によって決して否定される

 
48 Astrachan & Shanker（2003）による。同研究は、ファミリービジネスを以下の３つに
区分しており、本⽂の⽶国経済への影響度は広義のファミリービジネスによる影響度であ
る。①広義のファミリービジネス；ファミリーが事業に参画し、戦略的⽅向性のコントロ
ールを⾏っている企業、②中義のファミリービジネス；創業者、⼜はその⼦孫が事業運営
を⾏っており、今後もファミリーが関与を継続する意思を有する企業、③狭義のファミリ
ービジネス；世代を跨いだファミリーメンバーが２名以上経営に参画している企業。 
49 奥村・加護野編（2016）による。 
50 林原（2014）による。 
51 有森（2012）p209 より引⽤。 
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46 森（1991）pp33〜34 より引⽤。 
47 森（1991）は能動的イノベーションの喩えとして「暖簾のかけかえ」という表現を使
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48 Astrachan & Shanker（2003）による。同研究は、ファミリービジネスを以下の３つに
区分しており、本⽂の⽶国経済への影響度は広義のファミリービジネスによる影響度であ
る。①広義のファミリービジネス；ファミリーが事業に参画し、戦略的⽅向性のコントロ
ールを⾏っている企業、②中義のファミリービジネス；創業者、⼜はその⼦孫が事業運営
を⾏っており、今後もファミリーが関与を継続する意思を有する企業、③狭義のファミリ
ービジネス；世代を跨いだファミリーメンバーが２名以上経営に参画している企業。 
49 奥村・加護野編（2016）による。 
50 林原（2014）による。 
51 有森（2012）p209 より引⽤。 
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ものではないと考える。まさに林原（2014）が指摘する通り、ファミリービジネスは、企
業の永続にとって明暗両⾯を含んだ存在であると⾔えるからである。 

ファミリービジネスにネガティブな印象を持つ⽇本に対して、欧⽶ではむしろ誇らしい
ものとして捉えられてきた52。世界最⼤のファミリー企業であるウォルマートは同社のホ
ームページにおいて創業者であるサム・ウォルトンの偉業を謳っているし、名⾨プライベ
ートバンクである LGT はリヒテンシュタイン侯爵家がオーナーであり続け、その価値観
を体現することを誇りとしてきた。 

それと同時に、ファミリービジネスの暗部も果敢にコントロールしようとしてきた。フ
ァミリービジネスの研究は単発的に 1960 年代から始まり、それは⾝内贔屓、世代間・兄
弟間の対⽴や⾮専⾨的経営者による経営といったファミリービジネスにおいて検討すべき
典型的な問題をテーマとしていた53。その後、Ward（1987）がファミリーのニーズとビジ
ネスのニーズを戦略的にプランニングする必要性を指摘したことで、上記の問題を解決す
ることができる実⽤的な経営モデルの探求に発展していったのである54。 
 

3−1−2 プラクティカルな経営モデルの開発 
 
 実⽤的な経営モデルの中で、最もシンプルで普遍的なモデルはスリー・サークル・モデ
ルである（図表 3−1）。同モデルは、ファミリービジネスを独⽴しつつ重なり合う３つの
サブシステム（ファミリー、オーナーシップ、ビジネス）から構成される 1 つのシステム
であると考える 53。３つの領域（円）が重なり合うことで７つの領域が発⽣し、異なる領
域に属する⼈物は異なる⽴場と関⼼を持つのである。 

例えば、配当政策を議論する際、事業に関与しないファミリー以外の株主（領域 2）は、
当該株式の保有を通常の株式投資と同様に考え、投資リターンを向上させるべく、多くの
配当を求める可能性がある。また、株式を保有するファミリー外の役職員（領域 5）や株
式を保有し事業に関与するファミリーメンバー（領域 7）は、配当⽀払いによって社外に
現⾦を流出させるよりも事業成⻑のために再投資をすることを望むかもしれない。このよ
うにスリー・サークル・モデルは、⼈々がファミリービジネスにおいて担う役割を特定す
ることで、領域間の複雑な相互作⽤によって発⽣する優先順位の相違や⼈的対⽴への理解
を容易にさせる。社内の⼈間関係が適切に調整できない場合、このモデルに沿って、関係
者を類型化することで問題点が整理でき、意思疎通のヒントとなるのである55。 

 
52 奥村・加護野編（2016）による。 
53 Gersick et al.（1997）による。 
54 Ward（2011）による。 
55 後藤（2012）による。 
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 スリー・サークル・モデルは、特定時点におけるファミリービジネスのスナップショッ
トを作成し、分析を⾏うための有⽤なツールであるが、時間の経過によってファミリーの
在り⽅は変化してしまうことが多い。例えば、現経営者の⻑男がファミリービジネスを承
継する場合、幼少の頃は領域 1 に属し、ファミリービジネスに参画することで領域 6 へ移
⾏し、更に株式を承継することで領域 7 に移⾏するのである。また、領域 7 に属する現経
営者は勇退することで領域 2 に移⾏していく。この時間の経過によって発⽣する 3 つのサ
ークルの変化を⽰したモデルがスリー・ディメンジョン・モデルである56（図表 3−2）。 

本モデルは３つの円と同様に３つの軸（ファミリー軸、オーナーシップ軸、ビジネス軸）
から構成される。ファミリー軸では、時の経過により、ファミリービジネスへ後継者が⼊
社し、協業を⾏い、承継を完了させていくプロセスを⽰す。本軸においては、結婚、親⼦
関係、兄弟関係、養⼦縁組や家族における役割の変化がファミリーの構造、及び対⼈関係
の変化に重要な影響を与える。また、オーナーシップ軸は、絶対的な創業社⻑による会社
所有が承継により、兄弟などによる共同経営に移⾏し、更なる事業承継により関係者が増
加し、従兄弟を含めた連合的な事業経営に変化していく過程を表す。最後のビジネス軸は、
事業が創造され、市場から評価され拡⼤し、組織化され、次第に成熟することで、低成⻑
期に移⾏し、事業の再⽣や廃⽌の選択を迫られる事業ライフサイクルを表現する。本モデ
ルを⽤いることで、経時的な変化を含めて関係者を類型化することが可能となり、ファミ
リービジネスにおいて発⽣する問題を分析する⼿掛かりを得ることができる。 
 

 
56 Gersick et al.（1997）による。 
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3−1−2 プラクティカルな経営モデルの開発 
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52 奥村・加護野編（2016）による。 
53 Gersick et al.（1997）による。 
54 Ward（2011）による。 
55 後藤（2012）による。 
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 スリー・サークル・モデルは、特定時点におけるファミリービジネスのスナップショッ
トを作成し、分析を⾏うための有⽤なツールであるが、時間の経過によってファミリーの
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⾏し、更に株式を承継することで領域 7 に移⾏するのである。また、領域 7 に属する現経
営者は勇退することで領域 2 に移⾏していく。この時間の経過によって発⽣する 3 つのサ
ークルの変化を⽰したモデルがスリー・ディメンジョン・モデルである56（図表 3−2）。 

本モデルは３つの円と同様に３つの軸（ファミリー軸、オーナーシップ軸、ビジネス軸）
から構成される。ファミリー軸では、時の経過により、ファミリービジネスへ後継者が⼊
社し、協業を⾏い、承継を完了させていくプロセスを⽰す。本軸においては、結婚、親⼦
関係、兄弟関係、養⼦縁組や家族における役割の変化がファミリーの構造、及び対⼈関係
の変化に重要な影響を与える。また、オーナーシップ軸は、絶対的な創業社⻑による会社
所有が承継により、兄弟などによる共同経営に移⾏し、更なる事業承継により関係者が増
加し、従兄弟を含めた連合的な事業経営に変化していく過程を表す。最後のビジネス軸は、
事業が創造され、市場から評価され拡⼤し、組織化され、次第に成熟することで、低成⻑
期に移⾏し、事業の再⽣や廃⽌の選択を迫られる事業ライフサイクルを表現する。本モデ
ルを⽤いることで、経時的な変化を含めて関係者を類型化することが可能となり、ファミ
リービジネスにおいて発⽣する問題を分析する⼿掛かりを得ることができる。 
 

 
56 Gersick et al.（1997）による。 
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これらの経営モデルによると、ファミリービジネスの分析を有効に⾏うためには、３つ
のサークルにより描かれる７つの領域に加え、３軸上の経時的な変化を勘案した無数の組
み合わせを検討する必要がある。ファミリービジネスのマネジメントは、⾮常に複雑であ
ることが理解できる。このような難題に対処するために、Carlock & Ward（2010）はファ
ミリーの期待とビジネス上のニーズの双⽅を考慮した同時進⾏的なプロセスである並⾏的
プランニング（図表 3−3）を取り⼊れることが必要であると指摘した。ファミリーとビジ
ネスの両視点から、検討すべき事項を重要なものに絞って、ステップとして⽰すことで、
より実践的なフレームワークとなっている。 
 

 
 

先に紹介した３つのモデルは、ファミリービジネスの構造的特徴を考察することで、フ
28 

 

ァミリーとビジネスをどのように分析しプランニングするかという点にフォーカスしてい
ていた。それとは異なり、Miller & Breton-Miller（2005）の四つの C（図表 3−4）は、市
場シェアでリーダーシップを確⽴した歴史あるファミリー企業を調査し、その成功要因を
探った。 
 

 
 
 本研究はリーバイ・ストラウス、カーギル、ウォルマート、ミシュラン、フィデリティ、
ＪＰモルガンといった 24 の偉⼤な同族経営企業57の調査研究から、企業活動の原動⼒とな
る４つのプライオリティ（四つの C）とそれが⽣み出すプラクティスがあることを指摘す
る。第⼀の C は継続性（Continuity）であり、本質的ミッション（夢）の達成に向けて、
継続的かつ情熱的に取り組むことである。それを実現するためのプラクティスとして、ミ
ッション達成に必要なコンピタンスを構築するために⾟抱強い⻑期的な投資を⾏い、創業
家は強⼒なスチュワードシップを発揮する。第⼆の C はコミュニティ（Community）であ
る。成功する同族企業は、ミッション達成のために結束の強い「同族集団」的チームを作
り上げることが多い。強い価値観を中⼼に従業員をまとめ上げ、厚遇することで忠誠⼼、
主体性や協⼒を引き出すのである。第三の C はコネクション（Connection）である。偉⼤
な同族企業はビジネス・パートナー、顧客、そして広く社会⼀般に対して、永続的でオー
プンな互恵関係を築いている。第四の C はコマンド／指揮権（Command）である。ファ
ミリービジネスのリーダー達は環境の変化に会社を適応させ、刷新するために独⽴的に⾏
動する⾃由を望んでいるのである。 

 
57 Miller & Breton-Miller（2005）は、市場シェアでリーダーシップを確⽴した歴史あ
る⼤きな同族企業を「偉⼤な同族経営企業」（p55 より引⽤）と表現し、調査の対象と
した。 
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更に、四つの C を追求する上では留意しなければならない点が存在すると⾔う。それ
は、企業によって必要となる戦略や能⼒が異なるため、特定のプライオリティやプラクテ
ィスの重要性も企業によって異なることである。そして、特定のプラクティスを実⾏すれ
ば、必ず成功する訳ではなく、夫々のプライオリティやプラクティスの相互補完的、かつ
拮抗的な要素が調和をしなければならないのである。何故ならば、単体としての四つの C
は⾏き過ぎによる負の効果を⽣む。コミュニティだけを突き詰めると外部との断絶を⽣み
出すし、緊密なコネクションは過度な依存関係の裏返しとも⾔える。そこで、これらの四
つの C は繊細なバランスの上に相互的に補い合うことで、競合他社の模倣が困難な絶妙な
戦略をまとめ上げることができるのである。 

本節では、代表的な経営モデルである、スリー・サークル・モデル、及びスリー・ディ
メンジョン・モデル（Gersick et al, 1997）、並⾏的プランニング（Carlock & Ward, 2010)、
及び四つの C（Miller & Breton-Miller, 2005）をとりあげた。いずれも明暗両⾯を含んだ
存在であるファミリービジネスの⻑所を伸ばし、短所をコントロールするための極めて実
務的な理論であった。このようにファミリービジネスにおけるクラシックな研究は、実務
的にファミリービジネスの抱える課題にどう答えるのか、つまり、How の問題に答えを探
していたのである58。換⾔するに、ファミリービジネスに発⽣する諸問題の解決⽅法を探
ってきたが、何故その現象が発⽣するのかという課題に答えてきていなかった。 
 

3−2 実証研究とファミリービジネスの特徴 
 

2000 年前後になると、前節のようなプラクティカルな研究と異なり、ファミリービジネ
スの特徴をデータ分析に基づき、明らかにする研究が盛んになった。Chrisman & Sharma
（2003）は 1996 年から 2003 年に発表されたファミリービジネスに関する 190 本の論⽂
をテーマ別に整理したところ、最も多いテーマは事業承継（22.1%）であり、次に経済パ
フォーマンス（15.3%）となり、コーポレート・ガバナンス（9.5%）の順番となっていた。
⾮常に実⽤的な事業承継やコーポレート・ガバナンスの研究に並び、経済パフォーマンス
の研究も重視され始めたことが理解できる。 

代表的な先⾏研究として、Anderson & Reeb（2003a）が挙げられる。同研究は 1992 年
から 1999 年の間に S&P500 を構成する銘柄の内、銀⾏と公益企業を除く 403 社に対して
なされ、ファミリービジネスに該当する 141 社と⾮ファミリービジネスの 262 社の財務パ
フォーマンス⽐較を⾏った。結果、⾮ファミリービジネスに⽐べて、ファミリービジネス
の⽅が、ROA とトービンの q が有意に⾼いことが分かった。特に ROA はファミリーメン
バーが CEO となっている場合に⾼い。但し、ファミリービジネスであれば同じように両

 
58 奥村（2015）による。 
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指標が⾼くなるわけではなく、ファミリーの株式保有⽐率が⾼まるにつれて、逆に指標の
優位性が落ちることを指摘している。 

このような業績優位性に関する研究は世界各国でなされた（図表 3−5）が、その結果は
まちまちである。ファミリービジネスの業績の優位性を⽰す研究が多く存在する⼀⽅で、
業績優位性を否定する研究も存在する。Miller et al.（2007）は⽶国 Fortune1000 の内、
1996 年から 2000 年までのデータが存在する 896 社を対象にトービンのｑを調査した。そ
の際にファミリービジネスを、創業者のみが経営に関与し、他のファミリーメンバーが関
与していない「単独創業者企業」と複数の親族が主要な株主や経営者としてビジネスに関
与する「真のファミリービジネス」に分別して分析している。結果、単独創業者企業は優
れた業績を⽰すが、真のファミリービジネスは優れた業績を⽰さなかった。そして、先⾏
研究が⽰すファミリービジネスの業績優位性は、ファミリービジネスの定義に依存してお
り、具体的には単独創業者企業の好業績に起因していることを指摘したのである。 

Miller et al.（2007）はファミリービジネスをスリー・サークル・モデルにおける初期段
階（オーナー⽀配・若年ビジネスファミリー）とそれ以外に分解し、夫々の業績優位性を
調査した点に新規性があり、以降様々な区分を以て、ファミリービジネスの優位性の源泉
を⽐較する研究が広がった。 
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58 奥村（2015）による。 
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の際にファミリービジネスを、創業者のみが経営に関与し、他のファミリーメンバーが関
与していない「単独創業者企業」と複数の親族が主要な株主や経営者としてビジネスに関
与する「真のファミリービジネス」に分別して分析している。結果、単独創業者企業は優
れた業績を⽰すが、真のファミリービジネスは優れた業績を⽰さなかった。そして、先⾏
研究が⽰すファミリービジネスの業績優位性は、ファミリービジネスの定義に依存してお
り、具体的には単独創業者企業の好業績に起因していることを指摘したのである。 

Miller et al.（2007）はファミリービジネスをスリー・サークル・モデルにおける初期段
階（オーナー⽀配・若年ビジネスファミリー）とそれ以外に分解し、夫々の業績優位性を
調査した点に新規性があり、以降様々な区分を以て、ファミリービジネスの優位性の源泉
を⽐較する研究が広がった。 
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⽵原（2014）は⽇本の上場企業を対象に 2007 年から 2009 年の 3 年間について ROS、
ROE、ROA、及び売上⾼成⻑率、総資産成⻑率やそれらの標準偏差などの広範な指標を調
査した。この際にファミリービジネスを 3 種類のタイプの同族企業に区分し、分析してい
る（図表 3−6）。その結果、創業家出⾝の株式保有⽐率の低い経営者（タイプ 3）は収益性
を⾼める傾向があるが、逆に創業家による株式所有（タイプ 2）は収益性に負の影響を与
えるため、ファミリービジネス全般の収益性が⾮ファミリービジネスに⽐較して⾼いとい
う状況は観察されなかったのである。 

また、沈（2014）は⽇本政策投資銀⾏の⽇系企業データバンクの内、1970 年までに上場
した企業の中で、IPO 時点で同族企業の条件を満たす企業で、かつ、1955 年から 2000 年
までの間に経営者交代が⽣じなかった企業を除く 539 社を対象に経営承継前後３年間の
ROA 分析を⾏った。この際にファミリービジネスを 5 つのタイプ（図表 3−7）に分類し、
類型ごとの業績パフォーマンス⽐較をしている。結果、婿・婿養⼦経営に⽐べて、⾮エリ

参参考考⽂⽂献献 ササンンププルル 対対象象項項⽬⽬

1 Gálve Górriz & Salas (1996) スペインの上場会社81社
（1990年〜1991年） ⽣産効率、ROE △ ファミリービジネスは⾮ファミリービジネスに⽐べて⽣産効率

は⾼いが、ROEは変わらない。

2 McConaughy et al. (1998) ⽶国S&P500
（1986年〜1988年） 利益率（ROA/ROE）、効率性 〇 創業者が⽀配する会社は業績が良い。第⼆世代以降が⽀配する

会社は更に業績優位である。

3 Lauterbach & Vaninsky (1999) イスラエルの上場会社280社 純利益 × ファミリービジネスは⾮ファミリービジネスよりも業績が悪
い。

4 McConaughy & Phillips (1999) ⽶国S&P500構成の内175社
（1986年〜1988年） PBR、効率性 〇 創業者が⽀配する会社は成⻑が早く、設備投資が多い。第⼆世

代以降が⽀配する会社の収益性はより⾼い。

5 Anderson & Reeb (2003a) ⽶国S&P500
（1992年〜1999年）

ROA、純利益、ROE、
トービンのq 〇 ファミリービジネスの⽅がパフォーマンスが良い。特にファミ

リー出⾝のCEOがいるときは顕著。

6 Filatochev et al. (2005) 台湾の上場会社228社 総資産回転率、EPS、PBR × ファミリーによる株式保有は業績に影響はない。

7 Barontini & Caprio (2006) 欧州11か国の上場会社675社
（1999年〜2001年） ROA、トービンのｑ 〇 創業者が経営に関与している場合、業績が良い。第⼆世代以降

が経営を⾏っている場合も業績は悪くない。

8 Favero et al. (2006) イタリアの上場会社
（1998年〜2003年） ROA、時価総額 〇 ファミリービジネスのROAは良い。時価総額には影響はない。

9 Lee (2006) ⽶国S&P500
（1992年〜2002年）

従業員増加率、売上⾼成⻑率、利
益成⻑率、売上⾼純利益率 〇 ファミリービジネスが経営に関与するときに業績は改善され

る。

10 Maury (2006) ⻄欧13か国の上場会社1,672社
（2003年） ROA、ROE、トービンのｑ △ ⾼い株主保護制度の下でファミリービジネスは⾼い業績を発揮

する。

11 Sraer & Thesmar (2006) フランスの上場会社1,000社
（1994年〜2000年） ROA、ROE、配当性向、PBR 〇 ファミリービジネスは⾮ファミリービジネスよりも業績が良

い。創業者が経営する場合、より収益率が⾼い。

12 Villalonga & Amit (2006) ⽶国Fortune500
(1994年〜2000年) ROA、トービンのｑ △ 創業者がCEOであるか、会⻑を務め専⾨経営者を採⽤している

場合に業績優位となる。

13 Bennedsen et al. (2007) デンマーク5,334社の
事業承継事例（1994年〜2002年） ROA、ROCE × ファミリー出⾝のCEOは業績に負のインパクトを与える。ファ

ミリー出⾝でない専⾨経営者の業績が良い。

14 Martínez et al. (2007) チリの上場会社280社
（1995年〜2004年） ROA、ROE、トービンのｑ 〇 ファミリービジネスは⾮ファミリービジネスよりも業績が良

い。

15 Miller et al. (2007) ⽶国Fortune1000
（1996年〜2000年） トービンのｑ △ 創業者がCEOの場合のみ、業績が良い。ファミリーの親戚が所

有者⼜は経営に関与すると業績は優位でない。

16 Allouche et al. (2008) ⽇本東証⼀部上場1,271社
（1998年、2003年） ROA、ROE、ROIC 〇 ファミリービジネスは⾮ファミリービジネスに⽐べてパフォー

マンスが良い。

17 Andres (2008) ドイツの上場会社275社
（1998年〜2004年） ROA、トービンのｑ 〇 ファミリービジネスの⽅が業績が良い。特に創業ファミリーが

経営幹部にいる場合はより業績が良い。

18 Pindado et al. (2008) 欧州9か国の上場会社
（2000年〜2006年） トービンのq 〇 ファミリービジネスは良い影響を与えるが、ファミリーの株式

保有⽐率が⾼い過ぎるとその影響は減少する。

19 Adams et al. (2009) ⽶国Fortune500
(1992年〜1999年) ROA、トービンのｑ △ 創業社⻑の場合、業績が良い。

20 Kowalewski et al. (2010) ポーランドの上場会社217社
（1997年〜2005年） ROE、ROA、oROA △ ファミリーの株式所有と会社業績は逆U字カーブを描く関係にあ

る。ファミリー出⾝CEOがいる場合、業績が良い。

21 ⽵原 (2014) ⽇本国内の上場会社
（2007年〜2009年）

ROS、ROE、ROAや売上⾼成⻑
率、総資産成⻑率、及びそれらの
標準偏差など

△
創業家の株式保有は収益性に正の効果を及ぼさないが、ファミ
リーの所有⽐率上昇と共にリスクは低下する。ファミリー出⾝
の経営関与もリスクを低下させる。

（出典）Sacristán-Navarro et al.（2011）pp74-77、後藤俊夫編著（2012）pp22-23、⽵原（2014）を参考に筆者作成

結結果果

（図表3−5）ファミリービジネスの業績優位性に関する研究

（注）結果欄の「〇」はファミリービジネスの⽅が⾮ファミリービジネスよりも業績が良いことを⽰す。「△」は⼀定条件の下でファミリービジネスの⽅が業績が良いことを⽰
す。「×」はファミリービジネスの業績が良いことを確認できないことを⽰す。
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ート親族経営は、有意に ROA の悪化を⽰すことが分かり、沈（2014）はそれを⾎縁主義
の弊害であると指摘した。 
 

 

 

（図表3−7）沈（2014）の分類
企業のタイプ 経営者の分類 説明

創業経営者 創業者が経営をしている同族企業

エリート親族経営者
創業者を除き⾎のつながったエリートの
同族メンバーが経営している同族企業

⾮エリート親族経営
創業者を除き⾎のつながった⾮エリート
の同族メンバーが経営している同族企業

婿・婿養⼦経営
外からの新しい⾎である婿・婿養⼦が経
営している同族企業

同族専⾨経営者経営
専⾨経営者が経営、同族メンバーは株式
所有

⾮同族企業 元同族企業
専⾨経営者が経営、同族メンバーは株式
所有しない

同族企業

（注）エリートの基準について、⼈間の能⼒を測ることは容易でなく、⼊学が
難しいとされる東京帝国⼤学を始めとする11⼤学の出⾝であることを代理変数
として利⽤している。

（出典）沈（2014）を参考に筆者作成
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⽵原（2014）は⽇本の上場企業を対象に 2007 年から 2009 年の 3 年間について ROS、
ROE、ROA、及び売上⾼成⻑率、総資産成⻑率やそれらの標準偏差などの広範な指標を調
査した。この際にファミリービジネスを 3 種類のタイプの同族企業に区分し、分析してい
る（図表 3−6）。その結果、創業家出⾝の株式保有⽐率の低い経営者（タイプ 3）は収益性
を⾼める傾向があるが、逆に創業家による株式所有（タイプ 2）は収益性に負の影響を与
えるため、ファミリービジネス全般の収益性が⾮ファミリービジネスに⽐較して⾼いとい
う状況は観察されなかったのである。 

また、沈（2014）は⽇本政策投資銀⾏の⽇系企業データバンクの内、1970 年までに上場
した企業の中で、IPO 時点で同族企業の条件を満たす企業で、かつ、1955 年から 2000 年
までの間に経営者交代が⽣じなかった企業を除く 539 社を対象に経営承継前後３年間の
ROA 分析を⾏った。この際にファミリービジネスを 5 つのタイプ（図表 3−7）に分類し、
類型ごとの業績パフォーマンス⽐較をしている。結果、婿・婿養⼦経営に⽐べて、⾮エリ

参参考考⽂⽂献献 ササンンププルル 対対象象項項⽬⽬

1 Gálve Górriz & Salas (1996) スペインの上場会社81社
（1990年〜1991年） ⽣産効率、ROE △ ファミリービジネスは⾮ファミリービジネスに⽐べて⽣産効率

は⾼いが、ROEは変わらない。

2 McConaughy et al. (1998) ⽶国S&P500
（1986年〜1988年） 利益率（ROA/ROE）、効率性 〇 創業者が⽀配する会社は業績が良い。第⼆世代以降が⽀配する

会社は更に業績優位である。

3 Lauterbach & Vaninsky (1999) イスラエルの上場会社280社 純利益 × ファミリービジネスは⾮ファミリービジネスよりも業績が悪
い。

4 McConaughy & Phillips (1999) ⽶国S&P500構成の内175社
（1986年〜1988年） PBR、効率性 〇 創業者が⽀配する会社は成⻑が早く、設備投資が多い。第⼆世

代以降が⽀配する会社の収益性はより⾼い。

5 Anderson & Reeb (2003a) ⽶国S&P500
（1992年〜1999年）

ROA、純利益、ROE、
トービンのq 〇 ファミリービジネスの⽅がパフォーマンスが良い。特にファミ

リー出⾝のCEOがいるときは顕著。

6 Filatochev et al. (2005) 台湾の上場会社228社 総資産回転率、EPS、PBR × ファミリーによる株式保有は業績に影響はない。

7 Barontini & Caprio (2006) 欧州11か国の上場会社675社
（1999年〜2001年） ROA、トービンのｑ 〇 創業者が経営に関与している場合、業績が良い。第⼆世代以降

が経営を⾏っている場合も業績は悪くない。

8 Favero et al. (2006) イタリアの上場会社
（1998年〜2003年） ROA、時価総額 〇 ファミリービジネスのROAは良い。時価総額には影響はない。

9 Lee (2006) ⽶国S&P500
（1992年〜2002年）

従業員増加率、売上⾼成⻑率、利
益成⻑率、売上⾼純利益率 〇 ファミリービジネスが経営に関与するときに業績は改善され

る。

10 Maury (2006) ⻄欧13か国の上場会社1,672社
（2003年） ROA、ROE、トービンのｑ △ ⾼い株主保護制度の下でファミリービジネスは⾼い業績を発揮

する。

11 Sraer & Thesmar (2006) フランスの上場会社1,000社
（1994年〜2000年） ROA、ROE、配当性向、PBR 〇 ファミリービジネスは⾮ファミリービジネスよりも業績が良

い。創業者が経営する場合、より収益率が⾼い。

12 Villalonga & Amit (2006) ⽶国Fortune500
(1994年〜2000年) ROA、トービンのｑ △ 創業者がCEOであるか、会⻑を務め専⾨経営者を採⽤している

場合に業績優位となる。

13 Bennedsen et al. (2007) デンマーク5,334社の
事業承継事例（1994年〜2002年） ROA、ROCE × ファミリー出⾝のCEOは業績に負のインパクトを与える。ファ

ミリー出⾝でない専⾨経営者の業績が良い。

14 Martínez et al. (2007) チリの上場会社280社
（1995年〜2004年） ROA、ROE、トービンのｑ 〇 ファミリービジネスは⾮ファミリービジネスよりも業績が良

い。

15 Miller et al. (2007) ⽶国Fortune1000
（1996年〜2000年） トービンのｑ △ 創業者がCEOの場合のみ、業績が良い。ファミリーの親戚が所

有者⼜は経営に関与すると業績は優位でない。

16 Allouche et al. (2008) ⽇本東証⼀部上場1,271社
（1998年、2003年） ROA、ROE、ROIC 〇 ファミリービジネスは⾮ファミリービジネスに⽐べてパフォー

マンスが良い。

17 Andres (2008) ドイツの上場会社275社
（1998年〜2004年） ROA、トービンのｑ 〇 ファミリービジネスの⽅が業績が良い。特に創業ファミリーが

経営幹部にいる場合はより業績が良い。

18 Pindado et al. (2008) 欧州9か国の上場会社
（2000年〜2006年） トービンのq 〇 ファミリービジネスは良い影響を与えるが、ファミリーの株式

保有⽐率が⾼い過ぎるとその影響は減少する。

19 Adams et al. (2009) ⽶国Fortune500
(1992年〜1999年) ROA、トービンのｑ △ 創業社⻑の場合、業績が良い。

20 Kowalewski et al. (2010) ポーランドの上場会社217社
（1997年〜2005年） ROE、ROA、oROA △ ファミリーの株式所有と会社業績は逆U字カーブを描く関係にあ

る。ファミリー出⾝CEOがいる場合、業績が良い。

21 ⽵原 (2014) ⽇本国内の上場会社
（2007年〜2009年）

ROS、ROE、ROAや売上⾼成⻑
率、総資産成⻑率、及びそれらの
標準偏差など

△
創業家の株式保有は収益性に正の効果を及ぼさないが、ファミ
リーの所有⽐率上昇と共にリスクは低下する。ファミリー出⾝
の経営関与もリスクを低下させる。

（出典）Sacristán-Navarro et al.（2011）pp74-77、後藤俊夫編著（2012）pp22-23、⽵原（2014）を参考に筆者作成

結結果果

（図表3−5）ファミリービジネスの業績優位性に関する研究

（注）結果欄の「〇」はファミリービジネスの⽅が⾮ファミリービジネスよりも業績が良いことを⽰す。「△」は⼀定条件の下でファミリービジネスの⽅が業績が良いことを⽰
す。「×」はファミリービジネスの業績が良いことを確認できないことを⽰す。
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ート親族経営は、有意に ROA の悪化を⽰すことが分かり、沈（2014）はそれを⾎縁主義
の弊害であると指摘した。 
 

 

 

（図表3−7）沈（2014）の分類
企業のタイプ 経営者の分類 説明

創業経営者 創業者が経営をしている同族企業

エリート親族経営者
創業者を除き⾎のつながったエリートの
同族メンバーが経営している同族企業

⾮エリート親族経営
創業者を除き⾎のつながった⾮エリート
の同族メンバーが経営している同族企業

婿・婿養⼦経営
外からの新しい⾎である婿・婿養⼦が経
営している同族企業

同族専⾨経営者経営
専⾨経営者が経営、同族メンバーは株式
所有

⾮同族企業 元同族企業
専⾨経営者が経営、同族メンバーは株式
所有しない

同族企業

（注）エリートの基準について、⼈間の能⼒を測ることは容易でなく、⼊学が
難しいとされる東京帝国⼤学を始めとする11⼤学の出⾝であることを代理変数
として利⽤している。

（出典）沈（2014）を参考に筆者作成
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以上の先⾏研究レビューから分かるように、ファミリービジネスの業績優位性について
は学問的合意が形成されていない。林原（2014）が振り返るようにファミリービジネスに
は明暗の両⾯があるのであるから、それは当然の結論であるとも⾔える。そこで、ファミ
リービジネス研究は、ファミリービジネスの特性を包括的に説明できる理論の構築に関⼼
を移していったのである。 

 
3−3 ファミリービジネス研究の理論的根拠 

 
 前述したようにファミリービジネスには明暗両⽅の側⾯があり、財務パフォーマンス研
究の結果は、どちらの要素が強く表れるかによって結論が変わり得る。そこで、パフォー
マンス⽐較ではなく、ファミリービジネスと⾮ファミリービジネスとの間で何らかの⾏動
特性に違いがあるかどうかを明らかにしようとする理論研究（図表 3−8）が⾏われ始めた
59。本稿では、主要な理論である資源ベース理論（Barney, 1991）、エージェンシー理論
（Jensen & Meckling, 1976）、スチュワードシップ理論（Argyris, 1973）、及び社会情緒資
産論（Gomez-Mejia et al.（2007）、Gomez-Mejia et al.（2011）、Berrone et al.（2012））を
取り扱うこととする。 
 

 
 

3−3−1 資源ベース理論 
 
 第２章においても紹介した資源ベース理論はファミリービジネスの業績優位性を説明す
る理論にもなり得る。資源ベース理論の観点からファミリービジネスを分析した研究とし
て、Sirmon & Hitt（2003）がある。その中で、ファミリービジネスには⾮ファミリービジ

 
59 淺⽻（2014）による。 
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ネスに対して、潜在的な優位性をもたらす５つの経営資源があると指摘する。具体的には、
⼈的資本（Human Capital）、社会資本（Social Capital）、忍耐強い資本（Patient Financial 
Capital）、⽣存可能性資本（Survivability Capital）、そして特徴的なガバナンス構造
（Governance Structure & Cost）である。これらの資源はプラスにもマイナスにも作⽤す
るユニークな特性（図表 3−9）があることから、適切な資源管理をしなければならないこ
とを指摘する。このプロセスには、経営資源の棚卸（評価、追加、売却）から資源の取捨
選択を含む集約、そして、活⽤が含まれる。そして、この資源管理を適切に⾏うことで、
ファミリービジネスに特有の経営資源を活⽤することが可能となり、持続的な競争優位の
源泉とすることができるのである。 
 

 
 
 また、⼭⼝（2019）は三井越後屋呉服店のケーススタディの中で、ファミリービジネス
の強みとして「資⾦、ネットワーク、⽂化・伝統、そしてそれらをつなぐ結束⼒60」の 4 つ
を挙げている。この指摘の背景には資源ベース理論の考え⽅があると推測され、4 つの強
みは、Sirmon & Hitt（2003）の⾔う忍耐強い資本（資⾦）、社会資本（ネットワーク及び
⽂化・伝統）、⼈的資本（結束⼒）と適合的であろう。 
 加えて、⼊⼭・⼭野井（2014）は、ファミリービジネスを同族所有と同族経営に区別し
た上で、資源ベース理論は、同族所有よりも同族経営を説明することに適していると指摘
する。その根拠として、ファミリービジネスが特徴的な⼈的資本・社会資本を有すること
を挙げている。しかし、Sirmon & Hitt（2003）が整理するようにファミリービジネスは忍
耐強い資本や特徴的なガバナンス構造も有しており、これは同族所有に起因する特徴であ
ることから、資源ベース理論を必ずしも同族経営を説明する理論であるとする必要はない。
このように資源ベース理論に依拠したファミリービジネスの研究は進展を⾒せているが、
このタイプの研究はまだ緒についたばかりである61。 

 
60 ⼭⼝（2019）p231 より引⽤。 
61 淺⽻（2015）による。 

（図表３−９）Sirmon & Hitt（2003）によるファミリービジネスの経営資源

積積極極的的なな効効果果 消消極極的的なな効効果果

⼈的資本
Human Capital 個⼈が取得した知識、技術や経験 並外れた献⾝、温かく友好的で親密な⼈間関

係、企業固有の暗黙知の創造の可能性
優秀な外部⼈材を採⽤・維持することが難し
い、⾎縁主義による排他的な後継者選定 特徴はない

社会資本
Social Capital

ネットワークに埋め込まれ、関係性を通じて
アクセスすることができる経営資源

ファミリーがネットワークに組み込まれ、マ
ネジメントの正統性を強化すると共に⼈的資
本の開発に役⽴つ

アクセスできるネットワークの数が限られて
おり、特にエリートネットワークから除外さ
れていることが多い

ネットワークはより多様である可能性が⾼い
が、マネージャーの利益に使われる可能性も
ある（エージェンシーコスト）

忍耐強い資本
Patient Financial Capital 途中清算される恐れのない資本

世代を超えた視野によって短期的な結果責任
を求められない、創造的で⾰新的な戦略の追
及も可能

ファミリー以外の投資家は株主から除外さ
れ、同族の⾦融資本が利⽤できる場合に限定
される

多くの場合、利点も制限もない

⽣存可能性資本
Survivability Capital

ファミリーメンバー個⼈に蓄積された資本か
らの借⼊、株式取得や寄付

景気低迷時や事業再⽣を⾏う際に事業を維持
するためのセーフティーネット

全てのファミリービジネスが所有している訳
ではない

従業員や利害関係者のコミットメント不⾜の
ため、享受できない

特徴的なガバナンス構造
Governance Structure & Cost

会社をコントロールする上で発⽣する、イン
センティブやモニタリングを含むコスト

ファミリービジネスの特徴的な構造、信頼や
家族の絆がガバナンスコストを削減

⼀部のファミリービジネスは、信頼関係や家
族の絆、有効な組織構造を所有せず、逆にガ
バナンスコストが⾼くなる可能性

専⾨経営者や多様な資本構成はしばしばガバ
ナンスコストを上昇させる

フファァミミリリーービビジジネネスス
⾮⾮フファァミミリリーービビジジネネスス経経営営資資源源 定定義義

（出典） Sirmon & Hitt（2003）p345を参考に筆者作成
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以上の先⾏研究レビューから分かるように、ファミリービジネスの業績優位性について
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60 ⼭⼝（2019）p231 より引⽤。 
61 淺⽻（2015）による。 
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3−3−2 エージェンシー理論 
 
 エージェンシー理論は、株式会社という制度の成り⽴ちへの考察から始った。Barle & 
Means（1932）によると、19 世紀において典型的な事業体は、個⼈⼜は少数の集団によっ
て所有・運営され、その事業規模は彼らの掌握する個⼈的な資産の⼤きさによって制限さ
れていた。しかし、株式会社の仕組みを通じて、無数の投資家から資⾦を調達することに
よって、巨⼤企業に成⻑する事業体が現れた。そのような企業においては、所有と経営が
分離し、投資家でない者が経営を⾏い、経営を⾏う者をいかに動機づけするかという問題
が発⽣したのである。 

Chandler（1977）も、アメリカ経営史の研究を通じて同様の現象を指摘する。20 世紀初
頭において創業者ファミリーは⽀配的な株式を持ちつつも、ミドルマネジメントの決定に
関与しなくなり、更にトップマネジメントの決定にも消極的な関与しかしなくなっていた。
何故ならば、当該業務について積極的な代替案を提⽰するために⼗分な情報や経験を持ち
合わせていなかったからである。つまり、事業規模の拡⼤や業務の専⾨分化により、巨⼤
企業の経営は株主と異なる専⾨経営者が担う時代が到来したのである。 

このように企業の成⻑と共に分離された株主と経営者の関係を、エージェンシー契約と
いう概念を軸に説明しようとする試みがエージェンシー理論である。エージェンシー契約
とは、⼀⼈または複数の⼈（プリンシパル）が特定の意思決定権限をエージェントに委任
することで、⾃分たちに代わって何らかの業務を遂⾏するように依頼する契約62である。
本概念を理解する上で、企業は法的なフィクションであり、契約上の結節点として機能す
ることを認識する必要がある。つまり、企業を個⼈と同等に捉えるのはなく、多数の複雑
な契約の束が存在する場であると捉え直した上で、契約の当事者同⼠であるプリンシパル
とエージェンシーは異なる利害関係を持っていることを明確化するのである。従って、エ
ージェントは必ずしもプリンシパルの厚⽣を最⼤化する⾏動を取らないことがある。その
⾏動をモニタリングし、⽬的遂⾏を⾏うインセンティブを与えるためにエージェンシーコ
ストが発⽣するのである。 
 この点、ファミリービジネスは⼀般的に所有と経営が⼀致しているため、モラルハザー
ド（株主と経営者の利害の不⼀致）は起こらないとされる63。従って、エージェンシーコス
トは最⼩化され、⼀部の研究で現れるファミリービジネスの優位性を⽰す根拠になると考
えるのである。 
 
 

 
62 Jensen & Meckling（1976）による。 
63 奥村（2015）による。 
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3−3−3 スチュワードシップ理論 
 
 前節で紹介したエージェンシー理論は、契約に従って意思決定する経済合理的な⼈間の
⾏動に対し⼀定の説明⼒を有する。しかし、⼈間は必ずしも合理的ではないし、経済的な
インセンティブのみを追及する訳でもない。エージェンシー理論の根底にある合理的な経
済⼈の仮定はあまりにも⼈間を単純化しすぎている。そこで、同理論と対照的なスチュワ
ードシップ理論について議論を⾏い、ファミリービジネスの⾏動を解明する⽷⼝とする。 

スチュワードシップ理論は、⼈間を、個⼈の利益ではなく、所属する集団に貢献するこ
とでより⾼い満⾜感を得る複雑で「⾃⼰実現的」（Argyris, 1973）な存在として描く。エー
ジェンシー理論が採⽤する性悪説に基づいた⼈間観と異なり、スチュワードシップ理論は
性善説に基づく⼈間観を有しているのである。その⼈間観の違いによって両理論は対照的
な⼈間の⾏動を説明している（図表 3−10）。 
 

 
 
 スチュワードシップ理論の視点からファミリービジネスの⾏動を分析した研究として
Eddleston & Kellermanns（2007）がある。同研究は⽶国のファミリービジネス 180 社を対
象にアンケート⽤紙を 5 枚ずつ送付し、企業内の複数のメンバーに回答を求めた。結果、
スチュワードシップ理論で特徴的に⽰されるファミリー内の利他主義の度合いが⾼い程、
ファミリーの関係性による葛藤は弱く、ファミリーメンバー参加型の戦略決定プロセスを
採⽤している傾向が⾼いことが分かった。また、戦略決定プロセスへの参加度合いが強ま
るとファミリービジネスの業績は向上する。そして、ファミリーの関係性による葛藤が強
いとファミリービジネスの業績が低下することが分かったのである。 
 エージェンシー理論は、ファミリービジネスの株主と経営者が⼀致することを前提に分
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このように企業の成⻑と共に分離された株主と経営者の関係を、エージェンシー契約と
いう概念を軸に説明しようとする試みがエージェンシー理論である。エージェンシー契約
とは、⼀⼈または複数の⼈（プリンシパル）が特定の意思決定権限をエージェントに委任
することで、⾃分たちに代わって何らかの業務を遂⾏するように依頼する契約62である。
本概念を理解する上で、企業は法的なフィクションであり、契約上の結節点として機能す
ることを認識する必要がある。つまり、企業を個⼈と同等に捉えるのはなく、多数の複雑
な契約の束が存在する場であると捉え直した上で、契約の当事者同⼠であるプリンシパル
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トは最⼩化され、⼀部の研究で現れるファミリービジネスの優位性を⽰す根拠になると考
えるのである。 
 
 

 
62 Jensen & Meckling（1976）による。 
63 奥村（2015）による。 
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3−3−3 スチュワードシップ理論 
 
 前節で紹介したエージェンシー理論は、契約に従って意思決定する経済合理的な⼈間の
⾏動に対し⼀定の説明⼒を有する。しかし、⼈間は必ずしも合理的ではないし、経済的な
インセンティブのみを追及する訳でもない。エージェンシー理論の根底にある合理的な経
済⼈の仮定はあまりにも⼈間を単純化しすぎている。そこで、同理論と対照的なスチュワ
ードシップ理論について議論を⾏い、ファミリービジネスの⾏動を解明する⽷⼝とする。 

スチュワードシップ理論は、⼈間を、個⼈の利益ではなく、所属する集団に貢献するこ
とでより⾼い満⾜感を得る複雑で「⾃⼰実現的」（Argyris, 1973）な存在として描く。エー
ジェンシー理論が採⽤する性悪説に基づいた⼈間観と異なり、スチュワードシップ理論は
性善説に基づく⼈間観を有しているのである。その⼈間観の違いによって両理論は対照的
な⼈間の⾏動を説明している（図表 3−10）。 
 

 
 
 スチュワードシップ理論の視点からファミリービジネスの⾏動を分析した研究として
Eddleston & Kellermanns（2007）がある。同研究は⽶国のファミリービジネス 180 社を対
象にアンケート⽤紙を 5 枚ずつ送付し、企業内の複数のメンバーに回答を求めた。結果、
スチュワードシップ理論で特徴的に⽰されるファミリー内の利他主義の度合いが⾼い程、
ファミリーの関係性による葛藤は弱く、ファミリーメンバー参加型の戦略決定プロセスを
採⽤している傾向が⾼いことが分かった。また、戦略決定プロセスへの参加度合いが強ま
るとファミリービジネスの業績は向上する。そして、ファミリーの関係性による葛藤が強
いとファミリービジネスの業績が低下することが分かったのである。 
 エージェンシー理論は、ファミリービジネスの株主と経営者が⼀致することを前提に分
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析を⾏うため、同族所有かつ同族経営のファミリービジネスの優位性以外を説明すること
はできない。しかし、スチュワードシップ理論は、ファミリーメンバーの株式保有を前提
としておらず、同族経営を説明する理論となり得るのである。 
 

3−3−4 社会情緒資産論 
 
 これらの理論は⼀定の説明⼒を有するものの、前提となる⼈間観が極めてシンプルであ
る。エージェンシー理論は⾃⼰に奉仕する経済合理的な⼈間を前提としている⼀⽅で、ス
チュワードシップ理論は集団に奉仕する⾃⼰実現的な⼈間を前提としている。しかし、⼈
間は相反する両側⾯を有しているし、時の経過によって⾒せる側⾯を変化させる複雑な存
在である。また、両理論は既に存在する理論をファミリービジネスに当てはめることで、
その⾏動を分析しているが、ファミリービジネス⾃体の観察から⽣まれたものではなく、
従って、ファミリービジネスのみに特徴的な要素を⽰す理論ではない。 

この点、社会情緒資産（Socio-Emotional Wealth, SEW）論は、ファミリービジネス研究
の成果を基礎とした理論であり、ファミリービジネスの⾏動を包括的に説明できる可能性
がある。同理論は、ファミリービジネスがファミリーオーナーの感情的で⾮経済的な利益
を意味する社会情緒資産を維持・拡⼤することに動機付けられると考える。そして、社会
情緒資産の増加や減少が、ファミリービジネスの主要な戦略的選択や政策決定を⾏う上で
の重要な参照点となるのである64。本理論は、四つの C における「ミッション達成へ向け
た強い結束や社会との互恵関係65」といったエージェンシー理論では説明できないファミ
リービジネスの特徴を説明できる。また、⾃⼰利益を追求しないというスチュワードシッ
プ理論の⾮現実的な想定を否定し、社会情緒資産の維持・拡⼤というファミリーの利益を
追求する結果、ビジネス上は⼀⾒、⾮経済的な選択を⾏うファミリービジネスの現実的な
姿を説明するのである。 
 社会情緒資産論は⾏動エージェンシー理論（Wiseman & Gomez-Mejia et al, 2007）に⽴
脚している。同理論は、エージェンシー理論とプロスペクト理論の要素を統合した理論で
あり、エージェンシー理論と同様に企業はその⽀配的なプリンシパルの意思決定を遂⾏す
るために経営⾏動を選択すると考える。しかし、このプリンシパルは、単に経済的な利益
のみを追究するのでなく、特定の参照点を基準に意思決定を⾏う。この参照点という考え
⽅がプロスペクト理論の影響を受けている。プロスペクト理論は、Kahneman & Amos

 
64 Berrone et al.（2012）による。 
65 Miller & Breton-Miller（2005）による。 
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（1979）によって、「リスクがある中での意思決定」のモデルとして、期待効⽤理論66を批
判する形で提唱された。プロスペクト理論によると、⼈間は⼆重過程論67におけるシステ
ム１を⽤いて直感的な参照点に基づいて事象の評価を⾏うのである。この特徴は以下の簡
単な実験で実感できるとする68。 
 

三つのボウルを⽤意し、左のボウルには氷⽔を、右のボウルには湯を、真ん中のボ
ウルには室温の⽔を⼊れる。⼀分間、左⼿を氷⽔、右⼿を湯にひたしてから、両⽅の
⼿を真ん中のボウルに⼊れてほしい。すると、同じ⽔を左⼿はあたたかく、右⼿が冷
たく感じるだろう。⾦銭的結果の場合には、通常の参照点は現状すなわち⼿持ちの財
産だが、期待する結果でもありうるし、⾃分に権利があると感じる結果でもありうる
だろう。たとえば、同僚が受け取ったボーナスの額が参照点になることは、⼤いにあ
りうるだろう。参照点を上回る結果は利得、下回る結果は損失となる。（Kahneman, 
2013 下巻 p97 より引⽤） 
 

このようにプロスペクト理論における意思決定は、期待効⽤理論のように期待効⽤の多
寡を基準になされるのではなく、参照点からの差異（損得）を基準に⾏われるのである。
また、⼈間の認知的な特徴には、この参照点依存性の他に損失回避性69があるとする。ファ
ミリービジネスという⽂脈において、⾏動エージェンシー理論では、プリンシパルである
家族が保有する社会情緒資産の多寡を参照点として、意思決定がなされると考えられるの
である。 
 社会情緒資産に関する代表的な研究は Gomez-Mejia et al.（2007）である。同研究は 1944
年から 1998 年における南スペインのオリーブオイル搾油会社の内、ファミリービジネス
であった 1,237 社を対象として搾油協働組合への加⼊状況を調査した。協同組合は法令に
より税制優遇措置を受けることができる条件として、組合加⼊は任意であるものの、搾油
会社から加⼊の申し出があった場合、それを拒否することができない旨を規定する必要が

 
66 杉本（2011）によると、期待効⽤理論とは「ある⾏動の結果に対する効⽤の期待値を基
準にし、それを最⼤化するような⾏動を選択するという考え⽅」であり、経済学において
最も標準的な理論である。 
67 Stanovich & West（2000）によると、⼈間が意思決定する際に 2 つのシステム（システ
ム１とシステム２）がある。システム１において⼈間は迅速で直感的な意思決定を⾏う。
システム 2 のもとでは、理性によって制御された意思決定を⾏う。 
68 Kahneman（2013）による。 
69 Kahneman（2013）によると、損失回避性とは損失と利得を直接⽐較した場合でも、
確率で重みをつけた場合でも、損失は利得より強く感じられることを⽰す。 
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析を⾏うため、同族所有かつ同族経営のファミリービジネスの優位性以外を説明すること
はできない。しかし、スチュワードシップ理論は、ファミリーメンバーの株式保有を前提
としておらず、同族経営を説明する理論となり得るのである。 
 

3−3−4 社会情緒資産論 
 
 これらの理論は⼀定の説明⼒を有するものの、前提となる⼈間観が極めてシンプルであ
る。エージェンシー理論は⾃⼰に奉仕する経済合理的な⼈間を前提としている⼀⽅で、ス
チュワードシップ理論は集団に奉仕する⾃⼰実現的な⼈間を前提としている。しかし、⼈
間は相反する両側⾯を有しているし、時の経過によって⾒せる側⾯を変化させる複雑な存
在である。また、両理論は既に存在する理論をファミリービジネスに当てはめることで、
その⾏動を分析しているが、ファミリービジネス⾃体の観察から⽣まれたものではなく、
従って、ファミリービジネスのみに特徴的な要素を⽰す理論ではない。 

この点、社会情緒資産（Socio-Emotional Wealth, SEW）論は、ファミリービジネス研究
の成果を基礎とした理論であり、ファミリービジネスの⾏動を包括的に説明できる可能性
がある。同理論は、ファミリービジネスがファミリーオーナーの感情的で⾮経済的な利益
を意味する社会情緒資産を維持・拡⼤することに動機付けられると考える。そして、社会
情緒資産の増加や減少が、ファミリービジネスの主要な戦略的選択や政策決定を⾏う上で
の重要な参照点となるのである64。本理論は、四つの C における「ミッション達成へ向け
た強い結束や社会との互恵関係65」といったエージェンシー理論では説明できないファミ
リービジネスの特徴を説明できる。また、⾃⼰利益を追求しないというスチュワードシッ
プ理論の⾮現実的な想定を否定し、社会情緒資産の維持・拡⼤というファミリーの利益を
追求する結果、ビジネス上は⼀⾒、⾮経済的な選択を⾏うファミリービジネスの現実的な
姿を説明するのである。 
 社会情緒資産論は⾏動エージェンシー理論（Wiseman & Gomez-Mejia et al, 2007）に⽴
脚している。同理論は、エージェンシー理論とプロスペクト理論の要素を統合した理論で
あり、エージェンシー理論と同様に企業はその⽀配的なプリンシパルの意思決定を遂⾏す
るために経営⾏動を選択すると考える。しかし、このプリンシパルは、単に経済的な利益
のみを追究するのでなく、特定の参照点を基準に意思決定を⾏う。この参照点という考え
⽅がプロスペクト理論の影響を受けている。プロスペクト理論は、Kahneman & Amos

 
64 Berrone et al.（2012）による。 
65 Miller & Breton-Miller（2005）による。 
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（1979）によって、「リスクがある中での意思決定」のモデルとして、期待効⽤理論66を批
判する形で提唱された。プロスペクト理論によると、⼈間は⼆重過程論67におけるシステ
ム１を⽤いて直感的な参照点に基づいて事象の評価を⾏うのである。この特徴は以下の簡
単な実験で実感できるとする68。 
 

三つのボウルを⽤意し、左のボウルには氷⽔を、右のボウルには湯を、真ん中のボ
ウルには室温の⽔を⼊れる。⼀分間、左⼿を氷⽔、右⼿を湯にひたしてから、両⽅の
⼿を真ん中のボウルに⼊れてほしい。すると、同じ⽔を左⼿はあたたかく、右⼿が冷
たく感じるだろう。⾦銭的結果の場合には、通常の参照点は現状すなわち⼿持ちの財
産だが、期待する結果でもありうるし、⾃分に権利があると感じる結果でもありうる
だろう。たとえば、同僚が受け取ったボーナスの額が参照点になることは、⼤いにあ
りうるだろう。参照点を上回る結果は利得、下回る結果は損失となる。（Kahneman, 
2013 下巻 p97 より引⽤） 
 

このようにプロスペクト理論における意思決定は、期待効⽤理論のように期待効⽤の多
寡を基準になされるのではなく、参照点からの差異（損得）を基準に⾏われるのである。
また、⼈間の認知的な特徴には、この参照点依存性の他に損失回避性69があるとする。ファ
ミリービジネスという⽂脈において、⾏動エージェンシー理論では、プリンシパルである
家族が保有する社会情緒資産の多寡を参照点として、意思決定がなされると考えられるの
である。 
 社会情緒資産に関する代表的な研究は Gomez-Mejia et al.（2007）である。同研究は 1944
年から 1998 年における南スペインのオリーブオイル搾油会社の内、ファミリービジネス
であった 1,237 社を対象として搾油協働組合への加⼊状況を調査した。協同組合は法令に
より税制優遇措置を受けることができる条件として、組合加⼊は任意であるものの、搾油
会社から加⼊の申し出があった場合、それを拒否することができない旨を規定する必要が

 
66 杉本（2011）によると、期待効⽤理論とは「ある⾏動の結果に対する効⽤の期待値を基
準にし、それを最⼤化するような⾏動を選択するという考え⽅」であり、経済学において
最も標準的な理論である。 
67 Stanovich & West（2000）によると、⼈間が意思決定する際に 2 つのシステム（システ
ム１とシステム２）がある。システム１において⼈間は迅速で直感的な意思決定を⾏う。
システム 2 のもとでは、理性によって制御された意思決定を⾏う。 
68 Kahneman（2013）による。 
69 Kahneman（2013）によると、損失回避性とは損失と利得を直接⽐較した場合でも、
確率で重みをつけた場合でも、損失は利得より強く感じられることを⽰す。 
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ある。従って、協同組合への加⼊は搾油会社の⾃由な選択によって⾏うことができる。搾
油会社は、協同組合への加⼊によって、税制上の優遇に加え、地域政府からの補助⾦を享
受できる他、流通の効率化、マーケティングの⽀援、組合員向けのファイナンスや販売価
格の補償などを享受することができ、経営上のリスクを低減することができる。他⽅で、
組合員は協同組合と独占的な加盟契約を結ぶ必要があり、全ての⽣産物を組合に引き渡さ
ねばならず、他の販売先を⾒つけることはできない。そして、この契約は取消ができない。
結果、組合員は⾃前で⼯場を有する意義を失い、⼯場設備を協同組合に売却することが多
い。組合員である搾油会社の経営は事実上、協同組合の⽅針に依存することになる。つま
り、協同組合へ加⼊することで業績悪化のリスクを低減できる反⾯、ファミリービジネス
は会社の独⽴的なコントロールを失うのである。 

エージェンシー理論に基づけば、ファミリービジネスの経営者はファミリーの資産の⼤
半を⼀つの会社に投資しており、リスクの分散が出来ない。従って、そのリスクを回避す
るために保守的な⾏動、即ち搾油協同組合への加⼊を⾏うはずである。しかし、本研究で
は、ファミリービジネスである搾油会社は⾮ファミリービジネスの搾油会社よりもオーナ
ーによる組織⽀配を維持し、協同組合への加⼊を⾏わない選択をする傾向があることが分
かった。また、創業者⼀族が所有・経営する企業においてその傾向が最も⼤きく現れ、⾮
創業者の家族が所有・経営する企業、創業ファミリーが経営に携わらず所有のみを⾏う企
業の順にその傾向は⼩さくなることが分かったのである。このことから、ファミリービジ
ネスは、ファミリーが会社のコントロール権を失うという社会情緒資産への脅威を緩和す
る為に⼀⾒⾮経済的・⾮合理的なリスクを受け⼊れることがあると分かるのである。 
 この社会情緒資産の具体的な中⾝について、Gomez-Mejia et al.（2011）は次の 3 つ（図
表 3−11）を挙げている。第⼀に、企業への強い感情的な結びつきである。「家族は⻑い歴
史と永続的な記憶を持つ社会集団70」であり、「ファミリービジネスの経営者のプライドや
⾃⼰概念はビジネスと密接に結びついている傾向がある 70」。その結果、ファミリービジネ
スの成功は⾃⼰の成功と同義であり、更に、「家族がビジネスに対してコントロール権を⾏
使できること⾃体が、感情的な充⾜の源泉となる71」とする。第⼆に、事業承継を通じた⼀
族の繫栄である。そして、第三にファミリー内の利他主義である。具体的には、「ファミリ
ービジネスの経営者は、組織への相対的な貢献度や能⼒とは無関係に、家族である従業員
に恩恵を与えることで満⾜感を得る72」ことを⽰す、「能⼒や実績よりも⾎縁に基づく家族
の義務の履⾏を重視する73」のである。 

 
70 Gomez-Mejia et al.（2011）p654 から引⽤。 
71 Gomez-Mejia et al.（2011）p655 から引⽤。 
72 Gomez-Mejia et al.（2011）p656 から引⽤。 
73 Gomez-Mejia et al.（2011）p656 から引⽤。 
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 さらに、Gomez-Mejia et al.（2011）は、この概念を下に、⼀⽬ではバラバラに⾒えるフ
ァミリービジネス研究の成果を統⼀的に再説明する試みを⾏っている。例えば、従来の通
説では、ファミリービジネスは多⾓化に取り組むインセンティブを持っていると考えられ
ていた。エージェンシー理論の⾒地から考えると、ファミリーオーナーの資産は、単⼀の
企業に集中しているから、リスク回避を⽬的として、多⾓化を模索するはずである。しか
し、定量研究からは、異なる結果が導き出されている。Anderson & Reeb（2003b）は 1993
年から 1999 年の S&P500 構成企業を対象に分析を⾏い、同族所有の企業は多⾓化を⾏わ
ない傾向があることを指摘したのである。Gomez-Mejia et al.（2011）は、社会情緒資産を
⼿掛りに、このパズルを解き明かすことを試みる。多⾓化には、通常は外部からの資⾦調
達が必要であり、それは新株の発⾏や負債による調達を要し、「オーナー経営者が制約のな
い権限や影響⼒を⾏使する能⼒を低下させる可能性がある74」のである。また、多⾓化に
は、ファミリー内では得られないような⼈材や専⾨知識が必要となり、「組織の在り⽅に変
化をもたらす可能性や⾃分たちの影響⼒が脅かされると感じるファミリーメンバーの抵抗
を⽣む可能性がある 74」のである。その結果、ファミリービジネスは多⾓化に慎重な傾向
を⾒せると説明する。そして、多⾓化に積極的であるケースは、その道を不本意ながら歩
むことを誘導する強い恐怖因⼦がある場合のみである75と結論付けた。 

更に、Berrone et al.（2012）は、Gomez-Mejia et al.（2011）を前提としながら、社会情
緒資産の構成要素として、5 つの主要な次元が存在することを指摘し、それを FIBER（図

 
74 Gomez-Mejia et al.（2011）p678 から引⽤。 
75 Gomez-Mejia et al.（2010）による。 
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族の繫栄である。そして、第三にファミリー内の利他主義である。具体的には、「ファミリ
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表 3−12）として整理した。その後、多くの定量的な先⾏研究について、「社会情緒資産の
構成概念を⼼理的に計測する⼿法によって把握しようとする試みがなされていない76」こ
とを指摘し、FIBER をどの程度重視しているかによって、社会情緒資産がファミリービジ
ネスの経営⾏動にどのような影響を与えているかを近似的に把握すべきことを提唱してい
る。そのために、FIBER の次元を計測するための 30 の質問項⽬を考案した。 

 

 
 

Gomez-Mejia et al.（2007）の提⽰した社会情緒資産というフレームワークは、30 年以
上に亘ってファミリービジネス研究が積み上げてきた成果を統⼀的に説明できる理論とし
て、⾮常に説得⼒がある。特に、平時のファミリービジネスは、家族の影響⼒が弱まる（＝
社会情緒資産が減少する）ことを嫌気し、多⾓化戦略に後ろ向きの姿勢をとることが多い。
しかし、社会的情緒資産を⼤きく毀損する可能性がある恐怖因⼦がある場合においてはや
むを得ず多⾓化を選択するという指摘は、第 2 章で議論した暖簾のかけかえ（＝能動的イ
ノベーション）のプロセスにも⼀定の⽰唆を与えるだろう。平時において、暖簾を維持す
ることは、「事業による⼀族の永続」（＝社会情緒資産の増進）に資する。しかし、事業環
境が⼤きく変化する中で暖簾を妄信することは、事業の競争⼒を減少させ、「事業による⼀
族の永続」を脅かすのである。他⽅で、社会情緒資産は、未だその構成要素の整理が途上
である。社会情緒資産がファミリービジネスにどの程度の影響を与えているのかを捕捉し
ようとする Berrone et al.（2012）の FIBER と 30 の質問項⽬はその整理に⼀役を買うであ

 
76 Berrone et al.（2012）p271 より引⽤。 
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ろう。 
本章では、ファミリービジネス研究の通史的なレビューの中で、社会情緒資産論に着⽬

し、ファミリービジネスがその特有の資産である社会情緒資産の増減を基準点として経営
判断を⾏っているという⾏動特性を明らかにした。そして、その⾏動特性が前章からの課
題であった⽼舗の能動的なイノベーションの⽣成プロセスと関連性を有しているのではな
いかという気付きを得たのである。次章では、事例研究を通じて、先⾏研究が具体的な企
業経営においてどのように現われるのかについて検証を⾏う。 
 
第 4 章 事例研究：奥井海⽣堂の経営⾏動 
 

本章では、⽼舗とファミリービジネスの先⾏研究の成果を前提に、⽼舗であり、かつフ
ァミリービジネスでもある⽼舗ファミリービジネスの経営⾏動を分析することで、その特
徴と⾏動原理を明らかにする。分析の対象は、福井県敦賀市に本社を構え、154 年の歴史
を有する⽼舗⾼級昆布商の奥井海⽣堂である。 

研究⼿法は、四代⽬店主であり、現代表取締役の奥井隆⽒へのインタビュー調査である。
インタビュー⼿法は、半構造化インタビュー（Half-structured interview）を採⽤する。同
⼿法は仮説を前提に、事前に質問すべき内容を整理した上で、インタビュイーの回答に応
じて質問内容を変更し、より掘り下げた質問を⾏う形態である77。 

事前に質問項⽬を整理する上で、横澤編著（2012）が 1999 年 9 ⽉に⾏った⻑寿企業に
関するアンケート調査、及び Berrone et al.（2012）が提⽰する FIBER の度合いを導き出
す 30 項⽬の質問を参考にした。⼆つの先⾏研究を参照した理由は、奥井海⽣堂の⽼舗と
しての側⾯とファミリービジネスとしての側⾯の双⽅を明らかにする⽬的のインタビュー
だからである。また、隆⽒の著作である奥井（2012）に記載された同社の歴史や隆⽒の来
歴、港まちから編集委員会（2009）における隆⽒へのインタビュー、及び奥井海⽣堂の公
式ホームページを事前に精査し、次のような質問項⽬を設定した。 

第⼀に、家族の事業への参画状況や経営に関する意思決定への関与の度合い、取締役会
の構成と運営状況などの経営体制に関する質問である。第⼆に、154 年に亘って経営を続
けてこられた要因は何か、経営判断をする上でどのようなことを重視してきたか、企業を
⻑期的に存続させるためのキーワードは何か、家訓や理念の浸透状況などの⽼舗企業とし
ての側⾯を分析するための質問を準備した。第三に、ファミリーの⽀配や独⽴の維持をど
の程度重視するか、顧客はファミリービジネスの製品とファミリーネームを結びつけてい
るか、地域レベルの社会活動の推進の度合い、顧客やサプライヤーとはどのような関係を
⽬指しているか、経済的な利益よりも追及するべきものはあるかといったファミリービジ

 
77 ⼩池（2000）による。 
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⽬指しているか、経済的な利益よりも追及するべきものはあるかといったファミリービジ

 
77 ⼩池（2000）による。 
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ネスとしての側⾯を分析する質問を準備した。 
インタビューは 2023 年 9 ⽉ 24 ⽇に奥井海⽣堂が昆布を納⼊する敦賀市の⽼舗料亭で

ある懐⽯かどので⾏い、インタビュー後に会⾷し、奥井海⽣堂が納⼊した昆布がどのよう
に調理され提供されるかについて説明を受けた。インタビュー時間は約 100 分程度であり、
その内容は、録⾳を⾏っている。その後、2025 年 2 ⽉ 14 ⽇に奥井海⽣堂本社の社⻑室に
おいて、約 90 分の追加インタビューを⾏った。録⾳や収集したデータは本研究の⽬的に
おいてのみ活⽤され、外部への流出がないように管理を⾏う。 
 

4−1 奥井海⽣堂の概要 
 

会 社 名 ：株式会社奥井海⽣堂 
創  業 ：明治 4 年（1871 年） 
資 本 ⾦ ：4,000 万円 
代 表 者 ：奥井隆 
事業内容 ：昆布製造卸業・⼩売業 
従業員数 ：56 名 
家族の参画：代表取締役の配偶者（専務取締役）、甥（製造部⻑）を含む 3 名 
      取締役会は⾮ファミリーメンバーの取締役 1 名を含む 3 名にて運営 
本社住所 ：福井県敦賀市⾦ヶ崎町 9-10 
主な販売先：⼤本⼭永平寺、⼤本⼭總持寺、株式会社⾼島屋、株式会三越伊勢丹、株式会

社そごう・⻄武、株式会社岩⽥屋、株式会社⼤和、株式会社菊乃井、株式
会社美濃吉、パークハイアット東京、株式会社成城⽯井、株式会社明治
屋、株式会社三浦屋、曹洞宗各御寺院、全国有名料亭 

主な仕⼊先：⾹深漁業協同組合、船舶漁業協同組合、尾札部漁業協同組合、⼤船漁業協同
組合、浦河漁業協同組合、羅⾅漁業協同組合、その他各漁業協同組合 

 
（沿⾰） 
1871 年  奥井半吾（初代）、氣⽐神宮の⾨前に奥井海⽣堂を開業 
明治中頃  奥井⾠之助（⼆代⽬）、曹洞宗⼤本⼭永平寺の御昆布司を拝命 
昭和初期 奥井重雄（三代⽬）、曹洞宗⼤本⼭總持寺の御昆布司を拝命 
1945 年  敦賀空襲により家屋・昆布蔵が全焼 
1948 年  奥井隆（四代⽬）、誕⽣ 
1971 年  奥井隆（四代⽬）、奥井海⽣堂へ⼊社 
1974 年  東京での昆布販売を開始 
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1995 年  株式会社へ組織変更 
2006 年  フランスでの昆布販売を開始 
2023 年  奥井隆（四代⽬）、⽂化庁⻑官表彰を受賞 
 

 
 
 奥井海⽣堂は福井県敦賀市に本社を構える⽼舗の昆布商（昆布製造卸業・⼩売業者）で
ある。曹洞宗の中⼼寺院である⼤本⼭永平寺、⼤本⼭總持寺を始め、菊乃井等の名⽴たる
⾼級料亭を主要顧客とし、⾼級昆布市場のリーディングカンパニーとして知られる。 

同社の販売する昆布の特徴は、敦賀伝統の「蔵囲い（くらがこい）昆布」によって表さ
れる。奥井海⽣堂では、仕⼊れた昆布を少なくとも 1 年、昆布によっては 2 年から 3 年の
間、蔵で寝かせてから出荷する。温度と湿度を適切に調整した倉庫で熟成させることで毎
年、昆布の重量が凡そ 3%〜5%軽くなり、うま味が増すようになる78。特に礼⽂島の⾹深
浜で採れる最⾼級の利尻昆布を天⽇乾燥すると、昆布の磯臭さが消え、コクが出て⾵味豊
かなだしが取れるようになる。奥井海⽣堂では、⽣育環境によって毎年微妙に味が異なる
昆布を熟成させることに加え、1989 年から⾹深浜産利尻昆布のヴィンテージを揃えること
で、卸先の料理⼈に期待通りの昆布を提供できるように⼼を砕いている。 

また、⼀般消費者に対し、贈答⽤昆布や加⼯⾷品の販売を⾏っている。敦賀、伊勢、東
京の 6 店舗、⾃社 EC サイトや⽇本橋⾼島屋、銀座三越、⼤丸東京などの百貨店の⾷品売
り場にて販売された奥井海⽣堂の昆布は、⽇々の⾷卓で消費されている。インタビューに

 
78 柴⽥書店編（2006）による。 
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ネスとしての側⾯を分析する質問を準備した。 
インタビューは 2023 年 9 ⽉ 24 ⽇に奥井海⽣堂が昆布を納⼊する敦賀市の⽼舗料亭で
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その内容は、録⾳を⾏っている。その後、2025 年 2 ⽉ 14 ⽇に奥井海⽣堂本社の社⻑室に
おいて、約 90 分の追加インタビューを⾏った。録⾳や収集したデータは本研究の⽬的に
おいてのみ活⽤され、外部への流出がないように管理を⾏う。 
 

4−1 奥井海⽣堂の概要 
 

会 社 名 ：株式会社奥井海⽣堂 
創  業 ：明治 4 年（1871 年） 
資 本 ⾦ ：4,000 万円 
代 表 者 ：奥井隆 
事業内容 ：昆布製造卸業・⼩売業 
従業員数 ：56 名 
家族の参画：代表取締役の配偶者（専務取締役）、甥（製造部⻑）を含む 3 名 
      取締役会は⾮ファミリーメンバーの取締役 1 名を含む 3 名にて運営 
本社住所 ：福井県敦賀市⾦ヶ崎町 9-10 
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屋、株式会社三浦屋、曹洞宗各御寺院、全国有名料亭 

主な仕⼊先：⾹深漁業協同組合、船舶漁業協同組合、尾札部漁業協同組合、⼤船漁業協同
組合、浦河漁業協同組合、羅⾅漁業協同組合、その他各漁業協同組合 

 
（沿⾰） 
1871 年  奥井半吾（初代）、氣⽐神宮の⾨前に奥井海⽣堂を開業 
明治中頃  奥井⾠之助（⼆代⽬）、曹洞宗⼤本⼭永平寺の御昆布司を拝命 
昭和初期 奥井重雄（三代⽬）、曹洞宗⼤本⼭總持寺の御昆布司を拝命 
1945 年  敦賀空襲により家屋・昆布蔵が全焼 
1948 年  奥井隆（四代⽬）、誕⽣ 
1971 年  奥井隆（四代⽬）、奥井海⽣堂へ⼊社 
1974 年  東京での昆布販売を開始 
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1995 年  株式会社へ組織変更 
2006 年  フランスでの昆布販売を開始 
2023 年  奥井隆（四代⽬）、⽂化庁⻑官表彰を受賞 
 

 
 
 奥井海⽣堂は福井県敦賀市に本社を構える⽼舗の昆布商（昆布製造卸業・⼩売業者）で
ある。曹洞宗の中⼼寺院である⼤本⼭永平寺、⼤本⼭總持寺を始め、菊乃井等の名⽴たる
⾼級料亭を主要顧客とし、⾼級昆布市場のリーディングカンパニーとして知られる。 

同社の販売する昆布の特徴は、敦賀伝統の「蔵囲い（くらがこい）昆布」によって表さ
れる。奥井海⽣堂では、仕⼊れた昆布を少なくとも 1 年、昆布によっては 2 年から 3 年の
間、蔵で寝かせてから出荷する。温度と湿度を適切に調整した倉庫で熟成させることで毎
年、昆布の重量が凡そ 3%〜5%軽くなり、うま味が増すようになる78。特に礼⽂島の⾹深
浜で採れる最⾼級の利尻昆布を天⽇乾燥すると、昆布の磯臭さが消え、コクが出て⾵味豊
かなだしが取れるようになる。奥井海⽣堂では、⽣育環境によって毎年微妙に味が異なる
昆布を熟成させることに加え、1989 年から⾹深浜産利尻昆布のヴィンテージを揃えること
で、卸先の料理⼈に期待通りの昆布を提供できるように⼼を砕いている。 

また、⼀般消費者に対し、贈答⽤昆布や加⼯⾷品の販売を⾏っている。敦賀、伊勢、東
京の 6 店舗、⾃社 EC サイトや⽇本橋⾼島屋、銀座三越、⼤丸東京などの百貨店の⾷品売
り場にて販売された奥井海⽣堂の昆布は、⽇々の⾷卓で消費されている。インタビューに

 
78 柴⽥書店編（2006）による。 
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おいて、同社の昆布の品質や蔵囲い昆布について隆⽒は以下のように語る79。 
 
   昆布商という商いは、料理の根幹に関わるものです。「今⽇、良い昆布が⼊りました

から如何ですか？」というものでもなく、常に⼀定の品質を担保できる信⽤が⼤切で
す。その為に、毎年、毎年、⼤量の昆布を仕⼊れ、蔵で寝かせ、⼀定の品質を保つ苦
労があります。勿論、どんな浜で収穫された昆布でも良いというのではなく、昔から
京都を中⼼とした料亭が求める種類の昆布を集める事になります。当然、品質、価格
も⽇本でトップの昆布になりますが、仕⼊の費⽤も莫⼤になります。毎年、その種類
の昆布を、ほぼ全量買い続けております。また、保存する昆布蔵の整備にも費⽤が掛
かります。数年、ものによっては数⼗年と蔵で寝かせます。その為に、温度、湿度を
⼀定に保つ管理された倉庫が必要で、その設備投資にも莫⼤な費⽤が掛かります。昆
布の流通は⽣産者である地元の漁⺠の組合、漁業協同組合が北海道漁連を通じて、全
国に販売しております。⼊札権を持った業者やその業者に委託する業者が、競争⼊札
で昆布を買い付けますが、⼀次販売である⼊札での決済は、ほぼ現⾦払いになります。
すぐに振り込みをしなければなりません。そうして買い付けした昆布が、販売され、
利益を⽣むまでに、数年、ものによっては数⼗年かかります。つまり、資本が動かな
いということで、今では弊社以外、「蔵囲い昆布」の伝統を守る業者はいなくなりまし
た。経営効率が悪すぎる事が原因ですが、昔から昆布を寝かせ、うま味を増す「蔵囲
い昆布」の需要が続く限り、弊社としても守り続けていこうと考えております。もう
⼀つ、料亭を始め、料理屋さんとのお取引は全て、直取引です。⾃然の昆布には時々、
事故も起こります。⾒た⽬は⽴派でも全く味の出ない昆布もたまにあります。その場
合、弊社へ着払いで送り返していただき、代替え品はすぐにお送りします。そのシス
テムがお客様には⼤変好評を頂いております。 

 
4−2 敦賀の歴史と奥井海⽣堂の起源 

 
本節では、特⾊ある奥井海⽣堂がどのような環境の中で創業され、発展していったかに

ついて振り返りたい。その前提として、まず、同社が本社を構える敦賀地域について記述
を⾏う。 

敦賀は福井県南⻄部に位置し、⽇本海に⾯した都市である。リアス式海岸である若狭湾
の東端に位置し、天然の良港として古代より渤海国（698 年〜926 年）との貿易の⽞関⼝
として栄えてきた。また、中世後期から近世初期の敦賀は、東北地⽅からの物資を畿内に

 
79 隆⽒へのインタビューは斜体にて表記する。また、補記（カッコ書き）は筆者による
もの。以下同様とする。 
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運ぶために中継する湊として重要な役割を果たしていた。北国から京都への物資の輸送
は、敦賀で荷揚げを⾏い、⼭越えし、琵琶湖の海運を利⽤するルートが主流であったので
ある80。 

1672 年に河村瑞賢が⻄廻り航路を開拓し、⽇本海沿岸を⻄に廻り、瀬⼾内海から⼤阪に
⾄るルートが確⽴されると、敦賀の重要性は低下したものの、北前船の寄港により敦賀は
交易の中継地点として繁栄した。北前船とは、⻄廻り航路の整備を受けて「江⼾中期に発
⽣し、明治 30 年代まで⼤阪と蝦夷地を結ぶ⽇本海航路に就航した廻船81」であり、近江商
⼈は北前船を組織し、⼤きな利益を得ていた。近江商⼈の商業活動の特徴は、近江本国か
ら全国各地に出向く往路で⽣活必需品を中⼼とする下り荷を販売し、復路で地⽅特産物を
中⼼とする上り荷を仕⼊れるという⽅法（持ち下り商い）や乗合い商い82による多店舗展
開などが挙げられ、合理的な会計帳簿を作成する商家もあった83。この上り荷の中に蝦夷
地から運ばれた海産物（⾝⽋き鰊、シメ粕、⼲鮭、塩鱒、⿂油、昆布、海⿏、鮑など）が
含まれており、敦賀はこの海産物の中継地として、また、陸路運搬を容易にするために昆
布の重量を減らす加⼯地として発展を続けることとなる84。 

 

 
80 ⽇本福祉⼤学知多半島総合研究所編（1997）による。 
81 有⾺（2010）p140 より引⽤。 
82 末永（2017）によると、持ち下り商いを通じて、特産品の流通をはかるためには多⼤な
資本が必要になり、乗合い商いはその資⾦調達の⽅法として考案された。本⼿法は、合資
形態による共同出資であり、出資者は無限責任を負う⼀⽅で、出資⾦に対しては利潤の分
配がなされた。 
83 滋賀⼤学経済学部・⼤学院経済学研究科附属資料館ホームページによる。 
84 奥井（2012）による。 
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おいて、同社の昆布の品質や蔵囲い昆布について隆⽒は以下のように語る79。 
 
   昆布商という商いは、料理の根幹に関わるものです。「今⽇、良い昆布が⼊りました
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いということで、今では弊社以外、「蔵囲い昆布」の伝統を守る業者はいなくなりまし
た。経営効率が悪すぎる事が原因ですが、昔から昆布を寝かせ、うま味を増す「蔵囲
い昆布」の需要が続く限り、弊社としても守り続けていこうと考えております。もう
⼀つ、料亭を始め、料理屋さんとのお取引は全て、直取引です。⾃然の昆布には時々、
事故も起こります。⾒た⽬は⽴派でも全く味の出ない昆布もたまにあります。その場
合、弊社へ着払いで送り返していただき、代替え品はすぐにお送りします。そのシス
テムがお客様には⼤変好評を頂いております。 

 
4−2 敦賀の歴史と奥井海⽣堂の起源 

 
本節では、特⾊ある奥井海⽣堂がどのような環境の中で創業され、発展していったかに

ついて振り返りたい。その前提として、まず、同社が本社を構える敦賀地域について記述
を⾏う。 

敦賀は福井県南⻄部に位置し、⽇本海に⾯した都市である。リアス式海岸である若狭湾
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79 隆⽒へのインタビューは斜体にて表記する。また、補記（カッコ書き）は筆者による
もの。以下同様とする。 
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運ぶために中継する湊として重要な役割を果たしていた。北国から京都への物資の輸送
は、敦賀で荷揚げを⾏い、⼭越えし、琵琶湖の海運を利⽤するルートが主流であったので
ある80。 
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80 ⽇本福祉⼤学知多半島総合研究所編（1997）による。 
81 有⾺（2010）p140 より引⽤。 
82 末永（2017）によると、持ち下り商いを通じて、特産品の流通をはかるためには多⼤な
資本が必要になり、乗合い商いはその資⾦調達の⽅法として考案された。本⼿法は、合資
形態による共同出資であり、出資者は無限責任を負う⼀⽅で、出資⾦に対しては利潤の分
配がなされた。 
83 滋賀⼤学経済学部・⼤学院経済学研究科附属資料館ホームページによる。 
84 奥井（2012）による。 
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本事例研究の対象となる奥井海⽣堂は、北前船の最盛期である 1871 年（明治 4 年）に

創業された。初代の奥井半吾⽒は⼠族であったが、同年の廃藩置県によって禄を失い、当
時、敦賀に⼤量に荷揚げされていた昆布に着⽬し、その加⼯販売を⼿掛けるようになる。
奥井海⽣堂はそれ以来、152 年に亘って敦賀の昆布産業と共に発展してきた。隆⽒は敦賀
と奥井海⽣堂の関係について以下のように語る。 
 
   北前船交易で、敦賀がその中継港としての歴史がなければ、当然弊社も昆布商とし

て創業してなかったと思います。たまたま、弊社がある敦賀が、若狭湾に⾯し、背後
に琵琶湖があり、太平洋側の伊勢湾と結ぶ、⽇本列島のくびれに位置する⼟地柄であ
ったお陰です。当時、太平洋側は波も荒く、潮の流れも強く、北前船の航⾏には無理
がありました。海の静かな⽇本海側ルートが⼀⼤交易ルートとなり、関⾨海峡を越え、
瀬⼾内から⼤阪、京都へというルートが開拓されるまでは、敦賀がそのルートの⼤き
な結節点として栄えてきました。琵琶湖の⽔運を利⽤して⼀気に京都へとつなぐルー
トです。その為に北海道で作られる、ニシン粕や昆布が⼤量に荷揚げされたと聞いて
おります。また、秋⽥、⼭形で収穫される、幕府の天領⽶が、多い時で 1 万俵も敦賀
で荷揚げされ、琵琶湖、伊勢湾と運ばれ、江⼾へと運んだ記録も残っております。敦
賀は当時の物流の拠点だったと思います。その歴史の中で、弊社も昆布商として⼀歩
を歩き出します。当然、敦賀港や往時の歴史や伝統、⽂化を今に伝える努⼒、発信も
求められます。弊社も昆布の販売だけではなく、昆布の歴史や⽂化を今に伝えるため
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に、積極的に講演会を海外や全国でさせて頂く理由もここにあります。地域の⼒で育
てられてきた弊社です。（敦賀の）特殊な地域性が弊社の暖簾を 150 年（以上）担保し
てくれた訳です。この年になるとなるべくご恩返しという事からも地域の役職は受け
るようにしております。県や市の公職も多く、地元商⼯会議所では会頭職についてお
ります。 

 
4−3 ⾷⽂化と奥井海⽣堂の成⻑ 

 
 品質の良い昆布を扱うと評判であった奥井海⽣堂は、⼆代⽬の奥井⾠之助⽒の代になる
と、曹洞宗⼤本⼭永平寺御⽤達の「御昆布司（おこぶし）」に任命され、取引を開始するこ
とになる。永平寺での修⾏にとって⾷事は重要な役割を担っており、その中でも昆布は特
別な地位を占めてきた。曹洞宗の開祖・道元禅師によって書かれた『典座教訓』には、僧
の修⾏の⼀つである炊事と典座85は、仏に仕える⼼に通じると記されている86。また、この
⾷事は精進料理と呼ばれ、⼀⼼に仏道に「精進」努⼒する修⾏僧は美⾷をせず、戒律を守
って⾁⾷することなく菜⾷を常とすべきと説かれている 86。精進料理は、穀類、芋、⾖類、
野菜、果物、茸、海藻が⾷材の中⼼となっているため、薄味の⾷材を楽しむには昆布だし
による旨味が⽋かせなかったのである。また、客膳料理として⽤いられる「あじろ昆布」
や特別な法要で⽤いられる「菊花昆布」などの膳を彩る楽しみとして⽤いられてきたこと
からも昆布の重要性が理解できる（図表 4−3）。 
 

 
 

85 典座とは、料理を分担することを⽰す。 
86 三橋・⼩林（2000）による。 

― 76 ―



47 
 

 
本事例研究の対象となる奥井海⽣堂は、北前船の最盛期である 1871 年（明治 4 年）に

創業された。初代の奥井半吾⽒は⼠族であったが、同年の廃藩置県によって禄を失い、当
時、敦賀に⼤量に荷揚げされていた昆布に着⽬し、その加⼯販売を⼿掛けるようになる。
奥井海⽣堂はそれ以来、152 年に亘って敦賀の昆布産業と共に発展してきた。隆⽒は敦賀
と奥井海⽣堂の関係について以下のように語る。 
 
   北前船交易で、敦賀がその中継港としての歴史がなければ、当然弊社も昆布商とし

て創業してなかったと思います。たまたま、弊社がある敦賀が、若狭湾に⾯し、背後
に琵琶湖があり、太平洋側の伊勢湾と結ぶ、⽇本列島のくびれに位置する⼟地柄であ
ったお陰です。当時、太平洋側は波も荒く、潮の流れも強く、北前船の航⾏には無理
がありました。海の静かな⽇本海側ルートが⼀⼤交易ルートとなり、関⾨海峡を越え、
瀬⼾内から⼤阪、京都へというルートが開拓されるまでは、敦賀がそのルートの⼤き
な結節点として栄えてきました。琵琶湖の⽔運を利⽤して⼀気に京都へとつなぐルー
トです。その為に北海道で作られる、ニシン粕や昆布が⼤量に荷揚げされたと聞いて
おります。また、秋⽥、⼭形で収穫される、幕府の天領⽶が、多い時で 1 万俵も敦賀
で荷揚げされ、琵琶湖、伊勢湾と運ばれ、江⼾へと運んだ記録も残っております。敦
賀は当時の物流の拠点だったと思います。その歴史の中で、弊社も昆布商として⼀歩
を歩き出します。当然、敦賀港や往時の歴史や伝統、⽂化を今に伝える努⼒、発信も
求められます。弊社も昆布の販売だけではなく、昆布の歴史や⽂化を今に伝えるため

48 
 

に、積極的に講演会を海外や全国でさせて頂く理由もここにあります。地域の⼒で育
てられてきた弊社です。（敦賀の）特殊な地域性が弊社の暖簾を 150 年（以上）担保し
てくれた訳です。この年になるとなるべくご恩返しという事からも地域の役職は受け
るようにしております。県や市の公職も多く、地元商⼯会議所では会頭職についてお
ります。 

 
4−3 ⾷⽂化と奥井海⽣堂の成⻑ 

 
 品質の良い昆布を扱うと評判であった奥井海⽣堂は、⼆代⽬の奥井⾠之助⽒の代になる
と、曹洞宗⼤本⼭永平寺御⽤達の「御昆布司（おこぶし）」に任命され、取引を開始するこ
とになる。永平寺での修⾏にとって⾷事は重要な役割を担っており、その中でも昆布は特
別な地位を占めてきた。曹洞宗の開祖・道元禅師によって書かれた『典座教訓』には、僧
の修⾏の⼀つである炊事と典座85は、仏に仕える⼼に通じると記されている86。また、この
⾷事は精進料理と呼ばれ、⼀⼼に仏道に「精進」努⼒する修⾏僧は美⾷をせず、戒律を守
って⾁⾷することなく菜⾷を常とすべきと説かれている 86。精進料理は、穀類、芋、⾖類、
野菜、果物、茸、海藻が⾷材の中⼼となっているため、薄味の⾷材を楽しむには昆布だし
による旨味が⽋かせなかったのである。また、客膳料理として⽤いられる「あじろ昆布」
や特別な法要で⽤いられる「菊花昆布」などの膳を彩る楽しみとして⽤いられてきたこと
からも昆布の重要性が理解できる（図表 4−3）。 
 

 
 

85 典座とは、料理を分担することを⽰す。 
86 三橋・⼩林（2000）による。 

― 77 ―



49 
 

 
永平寺に納めている細⼯昆布はすべて⼿作業で⾏われており、その技術は伝統として

代々承継され、⼀般への販売も控えているそうである87。また、菊花昆布は特別な席の献上
品として隆⽒が⾃ら制作している。制作⽅法は⾮常に難しく、納得いく出来になるまでに
5,6 年かかったそうである。そして、この試⾏錯誤によって、昆布の加⼯技術も⾼まってい
った。 

奥井海⽣堂は永平寺から指定された唯⼀の御昆布司として、永平寺に感謝の念を持ち
ながら、その重責を全うすることを通じて、昆布商としての技術や暖簾を形成してきた
のである。永平寺と奥井海⽣堂の関係についてインタビューにおいて以下のように語ら
れる。 

 
   弊社の特徴を⽰すものに、⼤本⼭永平寺御⽤達、⼤本⼭総持寺御⽤達という歴史が

あります。和⾷の基本形は中国から伝わったと聞いておりますが、真っ先に仏教を通
じて、中国の仏教寺院の⽂化として、⾷事作法も伝わって来たようです。つまり、修
⾏僧の暮らす僧堂の⽂化のようです。当時、中国では昆布という海藻は育たず、収穫
もされないのですが、⽇本独特の海藻が精進という⽂化に当てはまり、僧堂の⾷事に
使われ始めたのが、和⾷⽂化の基本、昆布だしの始まりのようです。貴重な海藻、昆
布は、だしにとどまらず、胡⿇油で揚げた、てんぷらのルーツともいわれる料理も残
っています。当然、各家庭で今も楽しまれている煮物椀に昆布が煮上げられ、⼜おで
ん鍋で楽しまれる煮昆布のルーツも僧堂の料理が始まりです。そのように、昆布の我
が国での始まりの歴史と⾔っても過⾔ではない御本⼭の僧堂で活躍してきた昆布を、
現代のこの時代でもお納めさせていただいている事、百数⼗年にわたり続けさせて頂
いている事に、弊社の感謝の歴史がすべて詰まっていると思います。先祖が残してく
れたお取引ですが、その名誉なお仕事に弊社は命を懸けているといっても過⾔ではあ
りません。 

 
 更に⼆代⽬の⾠之助⽒は、北⼤路魯⼭⼈の美⾷倶楽部をはじめとした京都の有名料亭と
の取引を開始し、次第に⾼級昆布商として奥井海⽣堂の名前は知られるようになっていっ
た。1920 年代になると、三代⽬の重雄⽒が事業を承継する。重雄⽒は神奈川県にある曹洞
宗⼤本⼭總持寺の御⽤証を授かり、曹洞宗における⼆⼤⼤本⼭（中⼼寺院）双⽅の御⽤商
となった。こうして奥井海⽣堂は、格式ある⾼級昆布商としてその地位を確⽴したのであ
る。 

ところが、第⼆次世界⼤戦によって事業環境は⼀変する。1945 年 7 ⽉に敦賀空襲と呼ば
 

87 奥井（2012）による。 
50 

 

れる⽶軍による攻撃がなされ、奥井家は昆布蔵を含めた全財産を失う。失意の中、廃業を
検討する重雄⽒のもとへ永平寺の⼆⼈の雲⽔88が訪ねてきて、昆布の注⽂を出してくれた
ことが励みとなり、再興を誓ったそうである。 
 

4−4 時代の変容と四代⽬奥井隆⽒の第⼆創業 
 
 四代⽬店主となる奥井隆⽒は 1948 年に三男として⽣を受け、幼い頃の記憶は戦争によ
って焼き出された苦しい時代の記憶ばかりだそうである。戦禍による被害に加えて、戦後
の⽇本はライフスタイルが⼤きく変容し和⾷離れが進んだことや化学調味料の隆盛が追い
打ちをかけ、奥井海⽣堂の売上⾼は激減した。 

1908 年に東京帝国⼤学教授の池⽥菊苗博⼠は、湯⾖腐の昆布だしを味わう中に四基本原
味89とは異なる、もう⼀つの味があることを確信し、第五番⽬の味である「うま味」を発⾒
した。そして、うま味の本体がグルタミン酸であることを特定し、うま味調味料の製造⽅
法を発明した90。「佳良にして廉価なる調味料を造り出し滋養に富める粗⾷を美味ならしめ
ること」という池⽥博⼠の想いに共感した鈴⽊三郎助が 1909 年にうま味調味料である味
の素を製品化し、販売する91。このうま味調味料は、⼿軽にうま味を効かせることが可能で
あり、急速に⾷卓に広がっていった。 

こうした⾷⽣活の変化を⽬の当たりにした重雄⽒は、昆布の売上⾼が先細りになるかも
しれないという⼤変な危機感を抱いており、息⼦達には家業を継ぐことを強いることなく、
廃業も検討していたようである92。結果、⼆⼈の兄は家業を継ぐことなく他の道を選んだ。
その⼀⽅で、1971 年に⽴教⼤学を卒業した隆⽒は家業を継ぐべく、敦賀に戻ることになる。
その当時について隆⽒は次のように振り返る。 
 
   私が⼤学を卒業して敦賀へ戻ってきた頃は、時代も今と全く違っていました。⾼度

経済成⻑へ向かう時代、料理や⾷事の⽂化も簡便さを求められ、本物志向の⽂化とは
真逆であったかと思います。当然、昆布だしもインスタントだしにとってかわられ、
昆布を購⼊して⾃宅でコトコト炊き上げるよりも、お惣菜の⼀種類として購⼊して⾷

 
88 広辞苑第六版によると、⾏雲流⽔のように⾏⽅を定めずに遍歴する修⾏僧の様⼦から、
雲⽔は修⾏僧を指す⾔葉となった。 
89 四基本原味とは、⽢味・塩味・酸味・苦味を⽰す。 
90 味の素株式会社ホームページの社史・沿⾰による 
91 鈴⽊三郎助⽒は 1917 年に株式会社鈴⽊商店を設⽴し、現在の味の素グループの基盤と
なっている。 
92 奥井（2012）による。 
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っています。当然、各家庭で今も楽しまれている煮物椀に昆布が煮上げられ、⼜おで
ん鍋で楽しまれる煮昆布のルーツも僧堂の料理が始まりです。そのように、昆布の我
が国での始まりの歴史と⾔っても過⾔ではない御本⼭の僧堂で活躍してきた昆布を、
現代のこの時代でもお納めさせていただいている事、百数⼗年にわたり続けさせて頂
いている事に、弊社の感謝の歴史がすべて詰まっていると思います。先祖が残してく
れたお取引ですが、その名誉なお仕事に弊社は命を懸けているといっても過⾔ではあ
りません。 

 
 更に⼆代⽬の⾠之助⽒は、北⼤路魯⼭⼈の美⾷倶楽部をはじめとした京都の有名料亭と
の取引を開始し、次第に⾼級昆布商として奥井海⽣堂の名前は知られるようになっていっ
た。1920 年代になると、三代⽬の重雄⽒が事業を承継する。重雄⽒は神奈川県にある曹洞
宗⼤本⼭總持寺の御⽤証を授かり、曹洞宗における⼆⼤⼤本⼭（中⼼寺院）双⽅の御⽤商
となった。こうして奥井海⽣堂は、格式ある⾼級昆布商としてその地位を確⽴したのであ
る。 

ところが、第⼆次世界⼤戦によって事業環境は⼀変する。1945 年 7 ⽉に敦賀空襲と呼ば
 

87 奥井（2012）による。 
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れる⽶軍による攻撃がなされ、奥井家は昆布蔵を含めた全財産を失う。失意の中、廃業を
検討する重雄⽒のもとへ永平寺の⼆⼈の雲⽔88が訪ねてきて、昆布の注⽂を出してくれた
ことが励みとなり、再興を誓ったそうである。 
 

4−4 時代の変容と四代⽬奥井隆⽒の第⼆創業 
 
 四代⽬店主となる奥井隆⽒は 1948 年に三男として⽣を受け、幼い頃の記憶は戦争によ
って焼き出された苦しい時代の記憶ばかりだそうである。戦禍による被害に加えて、戦後
の⽇本はライフスタイルが⼤きく変容し和⾷離れが進んだことや化学調味料の隆盛が追い
打ちをかけ、奥井海⽣堂の売上⾼は激減した。 

1908 年に東京帝国⼤学教授の池⽥菊苗博⼠は、湯⾖腐の昆布だしを味わう中に四基本原
味89とは異なる、もう⼀つの味があることを確信し、第五番⽬の味である「うま味」を発⾒
した。そして、うま味の本体がグルタミン酸であることを特定し、うま味調味料の製造⽅
法を発明した90。「佳良にして廉価なる調味料を造り出し滋養に富める粗⾷を美味ならしめ
ること」という池⽥博⼠の想いに共感した鈴⽊三郎助が 1909 年にうま味調味料である味
の素を製品化し、販売する91。このうま味調味料は、⼿軽にうま味を効かせることが可能で
あり、急速に⾷卓に広がっていった。 

こうした⾷⽣活の変化を⽬の当たりにした重雄⽒は、昆布の売上⾼が先細りになるかも
しれないという⼤変な危機感を抱いており、息⼦達には家業を継ぐことを強いることなく、
廃業も検討していたようである92。結果、⼆⼈の兄は家業を継ぐことなく他の道を選んだ。
その⼀⽅で、1971 年に⽴教⼤学を卒業した隆⽒は家業を継ぐべく、敦賀に戻ることになる。
その当時について隆⽒は次のように振り返る。 
 
   私が⼤学を卒業して敦賀へ戻ってきた頃は、時代も今と全く違っていました。⾼度

経済成⻑へ向かう時代、料理や⾷事の⽂化も簡便さを求められ、本物志向の⽂化とは
真逆であったかと思います。当然、昆布だしもインスタントだしにとってかわられ、
昆布を購⼊して⾃宅でコトコト炊き上げるよりも、お惣菜の⼀種類として購⼊して⾷

 
88 広辞苑第六版によると、⾏雲流⽔のように⾏⽅を定めずに遍歴する修⾏僧の様⼦から、
雲⽔は修⾏僧を指す⾔葉となった。 
89 四基本原味とは、⽢味・塩味・酸味・苦味を⽰す。 
90 味の素株式会社ホームページの社史・沿⾰による 
91 鈴⽊三郎助⽒は 1917 年に株式会社鈴⽊商店を設⽴し、現在の味の素グループの基盤と
なっている。 
92 奥井（2012）による。 
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べる時代でした。昆布商としては冬の時代です。従来の取引先も減り、売り上げもか
なり⼩さくなっていく、いつ暖簾をおろしてもよいというような気持ちの時代でした。
年⽼いていく両親のこともあり、思い切って敦賀へ戻っては来ましたが、将来の⾒通
しが⽴たない時代でした。そんな折、京都の料亭も、従来の地元での⼀番⼤きなお取
引先、着物関係の会社が、いわゆる着物離れという和装離れからくる景気後退で、厳
しい時代であったそうです。次の時代を継ぐ若⼿後継者は、従来のお取引先に頼らな
いお客様開拓に⼼⾎を注ぐ時代です。料亭という⼤きな歴史や⽂化伝統を繋ぐために、
彼らはもう⼀度、本物志向という伝統に⽴ち返ります。少しずつですが、従来お取引
がなかった新たな料亭や料理屋さんが弊社へお越しいただくようになりました。弊社
の昆布蔵をご案内していると、昔使っていた昆布のようだとか、⼤きな料亭さんは、
昔うちの蔵で昆布を⼤量に寝かせていて、⼦どもの頃、その中でかくれんぼをして遊
んだとか、思いもかけない展開になっていきました。昔使っていた⼀番昆布を求めて、
礼⽂島まで出向いた料理⼈さんは、浜には⼀切昆布は残っていないが、すべては敦賀
の奥井海⽣堂に出荷しているから紹介しようといわれ、お越しいただいた⽅もおられ
ました。敦賀でお会いした時、⼀番遠い礼⽂島に⾏って、お隣の敦賀の昆布屋さんを
紹介していただいたと笑っていたのを思い出します。 

 
 隆⽒が家業を承継しようと決意した背景には、「⽗の昆布商である誇りとその流儀を尊
敬していた93」ことや「戦後、奥井家はゼロからスタートを切らなければいけない、かなり
おいつめられた状況だったのにもかかわらず、永平寺の御⽤商としての誇りを失わずに、
量販店に売り込むことなど⼀切せず、商売の『格』を保ってきた、その潔さを尊敬 93」し
ていたことがある。 

更に修⾏をする隆⽒に指導する重雄⽒の⼝癖は「べらべら喋るんじゃない。営業に⾏く
必要はない。営業で⾏った商売は必ず営業でひっくりかえされるのだから。良質の昆布を
お客様にきちんと送っていれば、必ず報われる94」であった。そのような中で、先代の流儀
に深い敬意を持ちながらも、隆⽒に第⼆創業を決意させる事件が起きるのである。 

 
   ⼤学から戻ってきて、1〜2 年の頃、印象的な出来事が起こりました。ある記録映像

の取材申し込みで、⽗に撮影クルーをご案内するようにと⾔われ、ご案内していた時
です。何気なく、若いスタッフに何の記録映像かとお聞きしたところ、「消えゆく業界」
という事です。彼も悪気があって⾔ったのではないにしろ、聞いた私はびっくり。つ
いでにこの仕事のスポンサーは？とお聞きしたところ、ある有名な調味料メーカーで

 
93 奥井（2012） p67 より引⽤。 
94 奥井（2012） p67 より引⽤。 
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した。 
 

その事件を経て、隆⽒は昆布商を「消えゆく業界」にさせてなるものかと発奮し、東京
へ進出しようと決意したのである。当時の昆布業界において、東京では利尻昆布は売れ
ず、⽇⾼昆布しか売れない95ということが常識であった。その背景には、昆布は「北前船
で蝦夷地から上⽅へ運ばれ、まず上質の昆布から売れていき、量が多かった⽇⾼昆布を
上⽅から江⼾に送った96」という歴史的経緯があり、東京では関⻄のような昆布⽂化がな
かった。隆⽒は東京進出の⾜掛かりとしてスーパーマーケットのバイヤーと知⼰を得て
「東京は核家族が多いので、⼤きな昆布は必要ありません。奥井さんの昆布は質がいい
ので、サイズをちいさくしたらどうでしょうか。1 袋がせいぜい 30 グラムでいいのでは
ないでしょうか97」というアドバイスを受ける。そこで、隆⽒は、⼤きく⽴派な昆布を⼤袋
に⼊れて販売する関⻄の慣⾏に反して、昆布を⼩さくカットして販売することを始める。
重雄⽒からは強い反対と叱責を受けながらも、東京で昆布を売るために必要なことである
と割り切って実⾏に移したのである。暖簾の墨守と⾰新の関係性について隆⽒は次のよう
に語る。 

 
伝統産業というものは、百年⼀⽇のごとく、同じことの繰り返しではなくなってい

きます。百年、⼆百年と続く産業にこそ⾰新的なイノベーションが必要だと思います。
お茶事の世界に守破離という⾔葉があります。いつの時代にも変えてはいけない⼤切
な根本と、常に時代の変化に即応する柔軟性とでもいうのでしょうか。守るべきとこ
ろは蔵囲い、つまり、クオリティです。先代の⽗は伝統も守ってきた矜持というもの
があって、昆布商とはこうあらねば、という強い信念がありました。しかし、若い私
にはなかなか理解できず、もっと今様の新しい売り場へも挑戦したい気持ちや、東京
の⼤学へ⾏っていた関係で、友⼈も多い東京進出が夢でした。東京は鰹節主流の、昆
布は重視されないマーケットが⻑く続いていました。当時の築地市場を歩いてみても、
弊社のように特上の利尻昆布は⼀切なく、代わりに昆布は⽇⾼昆布のみでした。それ
にも事情があるのですが、江⼾時代、北海道で収穫される昆布は北前船を通じて全て

 
95 柴⽥書店編（2006）によると、昆布は産地によって真昆布、利尻昆布、羅⾅昆布、⽇⾼
昆布に分類される。利尻昆布は北海道の最北端である利尻・礼⽂島等で収穫され、透き通
った上品なだしがとれ、懐⽯料理に⽋かせない吸い物に最適であるとされる。⼀⽅、⽇⾼
昆布は三⽯町のある⽇⾼地区や道南地区を中⼼に収穫され、濃緑で⿊褐⾊を帯び、繊維質
が柔らかく、昆布巻きや佃煮、おでんの種として⽤いられる。 
96 奥井（2012）p71 より引⽤。 
97 奥井（2012）p73 より引⽤。 
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べる時代でした。昆布商としては冬の時代です。従来の取引先も減り、売り上げもか
なり⼩さくなっていく、いつ暖簾をおろしてもよいというような気持ちの時代でした。
年⽼いていく両親のこともあり、思い切って敦賀へ戻っては来ましたが、将来の⾒通
しが⽴たない時代でした。そんな折、京都の料亭も、従来の地元での⼀番⼤きなお取
引先、着物関係の会社が、いわゆる着物離れという和装離れからくる景気後退で、厳
しい時代であったそうです。次の時代を継ぐ若⼿後継者は、従来のお取引先に頼らな
いお客様開拓に⼼⾎を注ぐ時代です。料亭という⼤きな歴史や⽂化伝統を繋ぐために、
彼らはもう⼀度、本物志向という伝統に⽴ち返ります。少しずつですが、従来お取引
がなかった新たな料亭や料理屋さんが弊社へお越しいただくようになりました。弊社
の昆布蔵をご案内していると、昔使っていた昆布のようだとか、⼤きな料亭さんは、
昔うちの蔵で昆布を⼤量に寝かせていて、⼦どもの頃、その中でかくれんぼをして遊
んだとか、思いもかけない展開になっていきました。昔使っていた⼀番昆布を求めて、
礼⽂島まで出向いた料理⼈さんは、浜には⼀切昆布は残っていないが、すべては敦賀
の奥井海⽣堂に出荷しているから紹介しようといわれ、お越しいただいた⽅もおられ
ました。敦賀でお会いした時、⼀番遠い礼⽂島に⾏って、お隣の敦賀の昆布屋さんを
紹介していただいたと笑っていたのを思い出します。 

 
 隆⽒が家業を承継しようと決意した背景には、「⽗の昆布商である誇りとその流儀を尊
敬していた93」ことや「戦後、奥井家はゼロからスタートを切らなければいけない、かなり
おいつめられた状況だったのにもかかわらず、永平寺の御⽤商としての誇りを失わずに、
量販店に売り込むことなど⼀切せず、商売の『格』を保ってきた、その潔さを尊敬 93」し
ていたことがある。 

更に修⾏をする隆⽒に指導する重雄⽒の⼝癖は「べらべら喋るんじゃない。営業に⾏く
必要はない。営業で⾏った商売は必ず営業でひっくりかえされるのだから。良質の昆布を
お客様にきちんと送っていれば、必ず報われる94」であった。そのような中で、先代の流儀
に深い敬意を持ちながらも、隆⽒に第⼆創業を決意させる事件が起きるのである。 

 
   ⼤学から戻ってきて、1〜2 年の頃、印象的な出来事が起こりました。ある記録映像

の取材申し込みで、⽗に撮影クルーをご案内するようにと⾔われ、ご案内していた時
です。何気なく、若いスタッフに何の記録映像かとお聞きしたところ、「消えゆく業界」
という事です。彼も悪気があって⾔ったのではないにしろ、聞いた私はびっくり。つ
いでにこの仕事のスポンサーは？とお聞きしたところ、ある有名な調味料メーカーで

 
93 奥井（2012） p67 より引⽤。 
94 奥井（2012） p67 より引⽤。 
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した。 
 

その事件を経て、隆⽒は昆布商を「消えゆく業界」にさせてなるものかと発奮し、東京
へ進出しようと決意したのである。当時の昆布業界において、東京では利尻昆布は売れ
ず、⽇⾼昆布しか売れない95ということが常識であった。その背景には、昆布は「北前船
で蝦夷地から上⽅へ運ばれ、まず上質の昆布から売れていき、量が多かった⽇⾼昆布を
上⽅から江⼾に送った96」という歴史的経緯があり、東京では関⻄のような昆布⽂化がな
かった。隆⽒は東京進出の⾜掛かりとしてスーパーマーケットのバイヤーと知⼰を得て
「東京は核家族が多いので、⼤きな昆布は必要ありません。奥井さんの昆布は質がいい
ので、サイズをちいさくしたらどうでしょうか。1 袋がせいぜい 30 グラムでいいのでは
ないでしょうか97」というアドバイスを受ける。そこで、隆⽒は、⼤きく⽴派な昆布を⼤袋
に⼊れて販売する関⻄の慣⾏に反して、昆布を⼩さくカットして販売することを始める。
重雄⽒からは強い反対と叱責を受けながらも、東京で昆布を売るために必要なことである
と割り切って実⾏に移したのである。暖簾の墨守と⾰新の関係性について隆⽒は次のよう
に語る。 

 
伝統産業というものは、百年⼀⽇のごとく、同じことの繰り返しではなくなってい

きます。百年、⼆百年と続く産業にこそ⾰新的なイノベーションが必要だと思います。
お茶事の世界に守破離という⾔葉があります。いつの時代にも変えてはいけない⼤切
な根本と、常に時代の変化に即応する柔軟性とでもいうのでしょうか。守るべきとこ
ろは蔵囲い、つまり、クオリティです。先代の⽗は伝統も守ってきた矜持というもの
があって、昆布商とはこうあらねば、という強い信念がありました。しかし、若い私
にはなかなか理解できず、もっと今様の新しい売り場へも挑戦したい気持ちや、東京
の⼤学へ⾏っていた関係で、友⼈も多い東京進出が夢でした。東京は鰹節主流の、昆
布は重視されないマーケットが⻑く続いていました。当時の築地市場を歩いてみても、
弊社のように特上の利尻昆布は⼀切なく、代わりに昆布は⽇⾼昆布のみでした。それ
にも事情があるのですが、江⼾時代、北海道で収穫される昆布は北前船を通じて全て

 
95 柴⽥書店編（2006）によると、昆布は産地によって真昆布、利尻昆布、羅⾅昆布、⽇⾼
昆布に分類される。利尻昆布は北海道の最北端である利尻・礼⽂島等で収穫され、透き通
った上品なだしがとれ、懐⽯料理に⽋かせない吸い物に最適であるとされる。⼀⽅、⽇⾼
昆布は三⽯町のある⽇⾼地区や道南地区を中⼼に収穫され、濃緑で⿊褐⾊を帯び、繊維質
が柔らかく、昆布巻きや佃煮、おでんの種として⽤いられる。 
96 奥井（2012）p71 より引⽤。 
97 奥井（2012）p73 より引⽤。 
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関⻄に集められていました。⼀番⼤きな市場ですから。昔から⼤量に収穫される⽇⾼
昆布は毎年関⻄でさばききれずに残ります。それを下り荷として江⼾に送っていたの
が、昆布は⽇⾼に限るという江⼾っ⼦の嗜好にまでなったそうです。弊社は、昔から
京都や永平寺を中⼼とした関⻄に取引先の多い会社です。しかし、若い私には、昆布
⽂化のないといわれた東京で、海⽣堂の昆布を販売したいという夢が膨らんできまし
た。 

 
隆⽒の東京進出と時を同じくして、⾷品業界には⼆つの変化があった。⼀つは京都料亭

の若主⼈達の本物志向に回帰する動きである。もう⼀つはデパートの⾷品売り場の変化（デ
パ地下の開発）であった。前者の動きについて隆⽒は次のように語る。 

 
⼀つ⽬の変化は京都です。料亭を取り巻く世界の変⾰期でした。お座敷でゆったり

と⾷事を楽しむより、⾼度経済成⻑期の忙しい⽣活スタイルに合う世界を、若き後継
者の皆さんは考えておられました。いわゆる、カウンター割烹です。寿司カウンター
のような椅⼦席に腰を掛け、料理⼈との会話を楽しむ料理屋さんです。そのお店の料
理素材の説明やその素材の⾛りや旬の時期の説明、調理⽅法、どこで収穫されるもの
が最⾼品質と云われているかという、お客様が今まで全く知らなかった料理の話に盛
り上がります。お客様の⼀⽇の回転数も上がり、お座敷のように接待する⼈数も抑え
られ、⼈件費も少なく済みます。利益の上がる世界です。お店もお客様にも喜ばれる
カウンターのお店は⼤⼈気になります。本業のお座敷の多い料亭⽂化を守り続ける⼒
を⼿に⼊れることになります。当然、料理⼈さんは昆布ひとつにもこだわるようにな
り、弊社にお越しになる⽅も増えてまいりました。 

 
 後者の百貨店の動きについて、1983 年に⻄武百貨店がキャッチコピーとして採⽤した⽷
井重⾥⽒の「おいしい⽣活」が話題となり、デパートの⾷品売り場が「デパ地下」という
集客⼒のある売り場に変貌しようとしていた98。また、地⽅の伝統ある名産品や素晴らし
い⾷材が全国催事として東京で販売されるようにもなった。この全国催事を切⽋に各デパ
ートのバイヤーが全国に出向き、地⽅の伝統ある⾷品にスポットライトが当たり始めた。
奥井海⽣堂にも多くのバイヤーが訪ねてきたそうである。 

その中でも、⻄武池袋本店のバイヤーは北前船をテーマとした「越前・若狭の物産と観
光展」を企画し、奥井海⽣堂にも出店を要請してきた。重雄⽒の⽅針からは絶対に反対を
受けるのは明らかである。しかし、「ちょうど世の中が⼀段落し、時代も豊かになり、これ
からは本物志向、健康志向の世の中となり、昆布が改めて⾒直されます。この絶好のタイ

 
98 奥井（2012）による。 
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ミングで昆布の⽼舗の奥井さんにぜひ出店していただき、東京に本物の昆布を紹介して欲
しいのです99」というバイヤーの情熱に根負けし、奥井海⽣堂は出店を決意することとな
る。その当時を隆⽒は以下のように振り返る。 

 
   ちょうど⾼度経済成⻑期も落ち着き始めたころ、⼤分県の当時の平松知事さんのご

提唱で⼀村⼀品運動と呼ばれる地⽅の特産品を東京で紹介する動きが出てきました。
地⽅の特産品と呼ばれる商品は、今では簡単に東京で⼿に⼊る時代ですが、当時はそ
の商品⾃体も知られていない時代でした。百貨店も従来の地下⾷品売り場を、古い⾷
品の贈答品売り場からお客様に喜ばれる華やかな⾷品売り場へと模索していた時期で
す。その先頭に⽴ったのが、⽷井重⾥さんの有名なキャッチコピー「美味しい⽣活」
で変⾰中の池袋⻄武百貨店でした。若きバイヤーが弊社へお越しになり、是⾮とも、
越前・若狭物産展という催事に出店して欲しいというお誘いを頂きました。ちょうど
学⽣時代によく訪れた百貨店、その近くのわが⺟校・⽴教⼤学の⾵景が浮かんできま
した。東京への進出に反対していた⽗を何とか説得して、百貨店との取引が始まりま
す。若きバイヤーは今までの業者に飽き⾜らず、古い伝統を持った業者を探しておら
れました。⼤本⼭永平寺御⽤達という福井を代表する御本⼭の出⼊り業者に⽩⽻の⽮
が⽴ちました。時代性もあったと思いますが、弊社もその波に乗せて頂いたようなも
のでした。 

 
 残念ながら初めて出店した企画展で昆布は全く売れなかったものの、お客様から「昆布
の使い⽅が分かりません」、「昆布は敦賀で採れたんですか？」という質問を多く受けたそ
うである。その時に、「⾃分はこの基本段階から昆布のことを知ってもらうために消費者に
啓蒙活動をしていく必要があると確信100」し、「東京の消費者が昆布に興味を持つように、
正しい知識を情報発信していくことが⾃分の役⽬であり、その地道な積み重ねが将来につ
ながると気がついた 100」そうだ。先代の営業⽅針とは異なるが、それからは物産展の要請
があれば積極的に出店するようになり、最終消費者と直接、接触することで顧客を啓蒙し
ながら少しずつ増やし、知名度の向上を図ってきた。隆⽒は百貨店への進出について以下
のように振り返る。 
 
   百貨店に商品を置いて頂ければ何でも売れるという、私の思いは初めての越前・若

狭物産展で⾒事に打ち破られました。出店⼀⽇⽬から、東京で何の知名度もない弊社
の昆布は全く売れません。⾒事に失敗しました。今思うと、その失敗が後の弊社の東

 
99 奥井（2012 ）p76 より引⽤。 
100 奥井（2012）p81 より引⽤。 
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関⻄に集められていました。⼀番⼤きな市場ですから。昔から⼤量に収穫される⽇⾼
昆布は毎年関⻄でさばききれずに残ります。それを下り荷として江⼾に送っていたの
が、昆布は⽇⾼に限るという江⼾っ⼦の嗜好にまでなったそうです。弊社は、昔から
京都や永平寺を中⼼とした関⻄に取引先の多い会社です。しかし、若い私には、昆布
⽂化のないといわれた東京で、海⽣堂の昆布を販売したいという夢が膨らんできまし
た。 

 
隆⽒の東京進出と時を同じくして、⾷品業界には⼆つの変化があった。⼀つは京都料亭

の若主⼈達の本物志向に回帰する動きである。もう⼀つはデパートの⾷品売り場の変化（デ
パ地下の開発）であった。前者の動きについて隆⽒は次のように語る。 

 
⼀つ⽬の変化は京都です。料亭を取り巻く世界の変⾰期でした。お座敷でゆったり

と⾷事を楽しむより、⾼度経済成⻑期の忙しい⽣活スタイルに合う世界を、若き後継
者の皆さんは考えておられました。いわゆる、カウンター割烹です。寿司カウンター
のような椅⼦席に腰を掛け、料理⼈との会話を楽しむ料理屋さんです。そのお店の料
理素材の説明やその素材の⾛りや旬の時期の説明、調理⽅法、どこで収穫されるもの
が最⾼品質と云われているかという、お客様が今まで全く知らなかった料理の話に盛
り上がります。お客様の⼀⽇の回転数も上がり、お座敷のように接待する⼈数も抑え
られ、⼈件費も少なく済みます。利益の上がる世界です。お店もお客様にも喜ばれる
カウンターのお店は⼤⼈気になります。本業のお座敷の多い料亭⽂化を守り続ける⼒
を⼿に⼊れることになります。当然、料理⼈さんは昆布ひとつにもこだわるようにな
り、弊社にお越しになる⽅も増えてまいりました。 

 
 後者の百貨店の動きについて、1983 年に⻄武百貨店がキャッチコピーとして採⽤した⽷
井重⾥⽒の「おいしい⽣活」が話題となり、デパートの⾷品売り場が「デパ地下」という
集客⼒のある売り場に変貌しようとしていた98。また、地⽅の伝統ある名産品や素晴らし
い⾷材が全国催事として東京で販売されるようにもなった。この全国催事を切⽋に各デパ
ートのバイヤーが全国に出向き、地⽅の伝統ある⾷品にスポットライトが当たり始めた。
奥井海⽣堂にも多くのバイヤーが訪ねてきたそうである。 

その中でも、⻄武池袋本店のバイヤーは北前船をテーマとした「越前・若狭の物産と観
光展」を企画し、奥井海⽣堂にも出店を要請してきた。重雄⽒の⽅針からは絶対に反対を
受けるのは明らかである。しかし、「ちょうど世の中が⼀段落し、時代も豊かになり、これ
からは本物志向、健康志向の世の中となり、昆布が改めて⾒直されます。この絶好のタイ

 
98 奥井（2012）による。 
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ミングで昆布の⽼舗の奥井さんにぜひ出店していただき、東京に本物の昆布を紹介して欲
しいのです99」というバイヤーの情熱に根負けし、奥井海⽣堂は出店を決意することとな
る。その当時を隆⽒は以下のように振り返る。 

 
   ちょうど⾼度経済成⻑期も落ち着き始めたころ、⼤分県の当時の平松知事さんのご

提唱で⼀村⼀品運動と呼ばれる地⽅の特産品を東京で紹介する動きが出てきました。
地⽅の特産品と呼ばれる商品は、今では簡単に東京で⼿に⼊る時代ですが、当時はそ
の商品⾃体も知られていない時代でした。百貨店も従来の地下⾷品売り場を、古い⾷
品の贈答品売り場からお客様に喜ばれる華やかな⾷品売り場へと模索していた時期で
す。その先頭に⽴ったのが、⽷井重⾥さんの有名なキャッチコピー「美味しい⽣活」
で変⾰中の池袋⻄武百貨店でした。若きバイヤーが弊社へお越しになり、是⾮とも、
越前・若狭物産展という催事に出店して欲しいというお誘いを頂きました。ちょうど
学⽣時代によく訪れた百貨店、その近くのわが⺟校・⽴教⼤学の⾵景が浮かんできま
した。東京への進出に反対していた⽗を何とか説得して、百貨店との取引が始まりま
す。若きバイヤーは今までの業者に飽き⾜らず、古い伝統を持った業者を探しておら
れました。⼤本⼭永平寺御⽤達という福井を代表する御本⼭の出⼊り業者に⽩⽻の⽮
が⽴ちました。時代性もあったと思いますが、弊社もその波に乗せて頂いたようなも
のでした。 

 
 残念ながら初めて出店した企画展で昆布は全く売れなかったものの、お客様から「昆布
の使い⽅が分かりません」、「昆布は敦賀で採れたんですか？」という質問を多く受けたそ
うである。その時に、「⾃分はこの基本段階から昆布のことを知ってもらうために消費者に
啓蒙活動をしていく必要があると確信100」し、「東京の消費者が昆布に興味を持つように、
正しい知識を情報発信していくことが⾃分の役⽬であり、その地道な積み重ねが将来につ
ながると気がついた 100」そうだ。先代の営業⽅針とは異なるが、それからは物産展の要請
があれば積極的に出店するようになり、最終消費者と直接、接触することで顧客を啓蒙し
ながら少しずつ増やし、知名度の向上を図ってきた。隆⽒は百貨店への進出について以下
のように振り返る。 
 
   百貨店に商品を置いて頂ければ何でも売れるという、私の思いは初めての越前・若

狭物産展で⾒事に打ち破られました。出店⼀⽇⽬から、東京で何の知名度もない弊社
の昆布は全く売れません。⾒事に失敗しました。今思うと、その失敗が後の弊社の東

 
99 奥井（2012 ）p76 より引⽤。 
100 奥井（2012）p81 より引⽤。 
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京での展開に繋がっていたと思います。失敗事例は何度も何度も敦賀へ戻ってから思
い出し、商品の作り⽅を⼀から⾒直すきっかけになりました。百貨店のお客様に弊社
の商品を作って頂いたといっても過⾔ではありません。それと同時に、⼩さく暖簾を
守っていることが⼀番お客様を喜ばすことも体感しました。東京で多くのお客様に巡
り合えた事に感謝する初の東京進出でした。⼀流品を知っている厳しい⽬を持ったお
客様でした。 

 
4−5 奥井海⽣堂の未来と持続可能性 

 
 隆⽒の奮闘に加え、健康⾷ブームも後押しとなり、奥井海⽣堂は知る⼈ぞ知る関⻄の⽼
舗昆布商から⽇本全国区の⽼舗昆布商へ業容を拡⼤することが出来た。そして、近年は世
界へとその商圏を拡⼤しつつある。特にフランスでは、懐⽯料理への理解が進み、昆布だ
しを活⽤する料理⼈が増えている。隆⽒もフランスへ招聘され、2006 年と 2008 年の 2 回
にわたり、現地三ツ星レストランのシェフ達を前に講演・実演し、昆布だしや⽇本料理の
素晴らしさを啓蒙し、フランスでの昆布販売を⾏っている。その地道な活動が評価され、
隆⽒は 2023 年 12 ⽉に⽂化庁⻑官表彰を受賞した。隆⽒はこの海外展開について以下のよ
うに語る。 
 
   地場産業はそもそも外で売るしかないです。敦賀は⼈⼝ 6 万くらいのところで昆布

屋さんが最も多いから、地元には商圏はありません。昔から外に出ることを考えてい
たと思います。弊社は海外に出ることに違和感がないと思います。東京でも新しい商
圏を作ったのと同じです。 

 
 加えて、東京での事業が安定した頃から昆布の収穫量が減少し、仕⼊れたい品質の昆布
を仕⼊れたいときに仕⼊れることが出来なくなってきたそうである。これは、海⽔温の上
昇や海洋環境の変化から、昆布の⽣産量が最盛期の 33,455 トン（1989 年）から 12,442 ト
ン（2021 年）に減少している101ことからも分かる。新しい事業環境について隆⽒は以下の
ように語る。 
 

⽗の代には、北海道に渡ることは⼀切なく、問屋から必要な昆布は全て揃う時代で
した。豊富に、潤沢に昆布が収穫されていた時代でした。それが少しずつ変化してき
た時代に私が家業を⼿伝い始めました。問屋からは必要な種類の昆布が必要なだけ⼿
に⼊らないようになりました。（…略…）北海道も⼤きく観光⾏政に舵を切り始める時

 
101 北海道⽔産現勢 累年（2023 年 4 ⽉ 19 ⽇更新）による。 
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期です。有名な昆布収穫地に観光道路も増えていきます。河川が重要な昆布の栄養源
になる環境も変わっていきます。廃棄物基本法という法律で漁場も縛られ、いったん
海から陸に揚げられた⿂介類の廃棄物は焼却処分です。昆布や⿂介類の栄養素と呼ば
れたものは、全て廃棄物。昔からの⾃然の循環が出来なくなりました。後は、寒冷地
で育つ海藻、昆布は温暖化の影響をもろに受けます。これが直接原因と⾔い切れない
数々の問題が、複合的に絡み合って昆布の育つ環境は厳しくなってきています。昨年
は私が初めて北海道に渡った頃に⽐べて、4 分の 1 を下回る収穫量でした。我々は⾃
然産品を扱うのだから、環境を抜きにして未来を語れません。 

 
第 5 章 考察：⽼舗ファミリービジネスの永続性はいかにしてもたらされるか 
 
 前章では、奥井海⽣堂の創業から当代に⾄るまでの歴史を振り返り、当代の隆⽒が第⼆
創業を成し遂げる経緯を明らかにした。本章では、この奥井海⽣堂の経営⾏動と第２章・
第３章で整理した先⾏研究の符合点を議論した後、新しい視点の提⽰を⾏う。 
 具体的な検討に⼊る前に、奥井海⽣堂が⽼舗ファミリービジネスに該当するかどうかに
ついて確認を⾏いたい。本稿では⽼舗を「100 年以上継続して経営されている会社」、ファ
ミリービジネスを「ファミリーが同⼀時期あるいは異なった時期において役員または株主
のうち 2 名以上を占める、⼜は 2 名未満であるがファミリーメンバーに当該企業への関与
を承継したい意向がある企業」と定義している。154 年継続する奥井海⽣堂が⽼舗に該当
することは明らかである。また、同社の取締役会は隆⽒と専務取締役である配偶者に加え、
ファミリー外の常務取締役の 3 名で構成されており、取締役の内、2 名以上をファミリー
メンバーが占めている。株主構成については、明確な開⽰はないものの、隆⽒と配偶者で
同社株式の⼤層を保有している模様である。従って、「同族経営」と「同族所有」の要件を
満たしており、同社はファミリービジネスであると⾔える。つまり、奥井海⽣堂は⽼舗と
ファミリービジネスの両定義に該当する⽼舗ファミリービジネスなのである。 
 

5−1 ⽼舗研究との符合点 
 

本事例において、⽼舗研究、特に第 2 章 3 節で検討した「経営資源としての暖簾」がい
かに捉えられているかについて検討する。インタビューの中で、隆⽒からは直接、「暖簾」
という⾔葉が⽤いられた回数は 3 回のみである。1 度⽬は「（敦賀の）特殊な地域性が弊社
の暖簾を 150 年（以上）担保してくれた」という敦賀エリアと奥井海⽣堂の関係性を語る
⽂脈で使われ、2 度⽬は「いつ暖簾をおろしてもよいというような気持ち」という廃業を
⽰す慣⽤的な表現で⽤いられている。そして、3 度⽬は隆⽒による第⼆創業（⼩売業への
進出）を振り返る際に、「⼩さく暖簾を守っていることが⼀番お客様を喜ばす」という発⾔
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京での展開に繋がっていたと思います。失敗事例は何度も何度も敦賀へ戻ってから思
い出し、商品の作り⽅を⼀から⾒直すきっかけになりました。百貨店のお客様に弊社
の商品を作って頂いたといっても過⾔ではありません。それと同時に、⼩さく暖簾を
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4−5 奥井海⽣堂の未来と持続可能性 
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に⼊らないようになりました。（…略…）北海道も⼤きく観光⾏政に舵を切り始める時

 
101 北海道⽔産現勢 累年（2023 年 4 ⽉ 19 ⽇更新）による。 
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期です。有名な昆布収穫地に観光道路も増えていきます。河川が重要な昆布の栄養源
になる環境も変わっていきます。廃棄物基本法という法律で漁場も縛られ、いったん
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れたものは、全て廃棄物。昔からの⾃然の循環が出来なくなりました。後は、寒冷地
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第 5 章 考察：⽼舗ファミリービジネスの永続性はいかにしてもたらされるか 
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ミリービジネスを「ファミリーが同⼀時期あるいは異なった時期において役員または株主
のうち 2 名以上を占める、⼜は 2 名未満であるがファミリーメンバーに当該企業への関与
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ファミリー外の常務取締役の 3 名で構成されており、取締役の内、2 名以上をファミリー
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同社株式の⼤層を保有している模様である。従って、「同族経営」と「同族所有」の要件を
満たしており、同社はファミリービジネスであると⾔える。つまり、奥井海⽣堂は⽼舗と
ファミリービジネスの両定義に該当する⽼舗ファミリービジネスなのである。 
 

5−1 ⽼舗研究との符合点 
 

本事例において、⽼舗研究、特に第 2 章 3 節で検討した「経営資源としての暖簾」がい
かに捉えられているかについて検討する。インタビューの中で、隆⽒からは直接、「暖簾」
という⾔葉が⽤いられた回数は 3 回のみである。1 度⽬は「（敦賀の）特殊な地域性が弊社
の暖簾を 150 年（以上）担保してくれた」という敦賀エリアと奥井海⽣堂の関係性を語る
⽂脈で使われ、2 度⽬は「いつ暖簾をおろしてもよいというような気持ち」という廃業を
⽰す慣⽤的な表現で⽤いられている。そして、3 度⽬は隆⽒による第⼆創業（⼩売業への
進出）を振り返る際に、「⼩さく暖簾を守っていることが⼀番お客様を喜ばす」という発⾔
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があり、成功要因の⼀つとして暖簾の存在を⽰唆している。従って、奥井海⽣堂に⼀定の
暖簾が存在し、それを競争⼒の源泉であると隆⽒が捉えていることは明確であろう。この
ことは先⾏研究、特に暖簾が持続的競争優位の源泉となるという本⾕（1997）の指摘に適
合する。 

次に、⼩松（1986）の 4 つの好意（図表 2−7）に沿って奥井海⽣堂の暖簾の性質を再考
したい。インタビューの中で、隆⽒が暖簾について直接⾔及する回数は少ないが、奥井海
⽣堂が取引先からの信⽤維持に重きを置いていることは明確である。特に昆布を料理のベ
ースとして捉え、常に料理⼈がイメージした味を出すために、商品の品質を調整する蔵囲
の伝統⼿法を継続していることや、それでも尚想定した味が出なかった場合に、直ぐに昆
布の交換を⾏うことのできる直販型のビジネスモデルは、取引先からの信⽤を⾼める⼯夫
である。このような⼯夫を通じて、顧客の親しみと継続的愛顧である消費者暖簾を成⽴さ
せてきた。 

また、敦賀の歴史と⼀体となって発展してきた奥井海⽣堂は、敦賀伝統の蔵囲の⼿法を
⽤いることで、⼤本⼭永平寺や京都の料亭が必要とするクオリティの昆布を必要な時に提
供し続けてきた。そして、京都料亭の若主⼈達が本物志向を強め、⾷材について学び直し
を⾏った際も奥井海⽣堂の⾨を叩いたのである。結果、サービスを欲する時に当該サービ
スが提供されている場所に⾏けば、常にそれを得られるという信頼である⽴地暖簾が形成
されたのである。 

従業員との関係性について、隆⽒から特段の⾔及はなく、労務暖簾の成⽴については本
論で検討を⾏うことが出来ない。また、現在、奥井海⽣堂は実質無借⾦経営となっており、
⾦融機関から調達を⾏う必要はないが、取引⾦融機関には定期的に決算報告を続けており、
必要があれば資⾦調達を⾏うことのできる信⽤、即ち、⾦融暖簾を維持している。 

更にこれらの暖簾は、奥井海⽣堂の 154 年の歴史の中で経路依存的に形成されたもので
あり、希少であり、持続性を持つものである。そして、奥井海⽣堂は⾼級昆布の代名詞と
なっており、同社と信⽤は⼀体化している。また、これらの暖簾は、奥井海⽣堂に競争優
位を確⽴せしめ、超過収益⼒の源泉となっているのである。これらのことから、奥井海⽣
堂の有する暖簾は、概ね⼩松（1986）の暖簾を形成する 4 つの好意の枠組みに合致するこ
とが分かる。 
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最後に、暖簾は競争優位性をもたらす⼀⽅で、経営⾰新の契機とはなっていないことが
読み取れる。奥井海⽣堂が東京における⼩売業に進出する際に、隆⽒は東京の家庭のライ
フスタイルに適合するために昆布をカットし⼩分けすることを検討するが、先代から猛烈
な反対を受けた。隆⽒はこの反対を押し切る形で、従前からの暖簾を維持しながら、⼩売
業に進出し、⼀般消費者に対する新しい暖簾を成⽴させ、暖簾のかけかえを成し遂げたの
である（図表 5−1）。 

また、この暖簾のかけかえに際して、隆⽒は従前の暖簾を放棄することはせず、新しい
暖簾を成⽴させたことも注⽬に値するだろう。従前の暖簾を維持するということは、⾔い
換えると、従来からのステークホルダーからの愛顧を毀損しない範囲で、ビジネスモデル
の変更を⾏ったということを意味する。これは、本⾕（1997）の指摘する通り、暖簾にイ
ンクリメンタルな変化を加えることで競争⼒を維持することに他ならない。 
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 以上のことから、事例における奥井海⽣堂の経営⾏動は先⾏研究と合致しており、暖簾
を持続的競争優位の源泉とすると共にそれに漸進的な変更を⾏うことで競争⼒を維持して
いることが理解できる。 
 

5−2 ファミリービジネス研究との符合点 
 
 次に、本事例において、ファミリービジネス研究、特に第 3 章 3 節で検討した社会情緒
資産がいかに経営⾏動に影響しているのかについて議論を⾏う。事例の中で、隆⽒が最も
強調する奥井海⽣堂の特徴は蔵囲い昆布である。同⼿法について、隆⽒は「経営効率が悪
すぎる」と表現しており、経済合理性という観点からすると必ずしも最善とは⾔えない⼿
法であろう。そして、インタビューの随所に敦賀地域の伝統⽂化や和⾷⽂化への敬意と感
謝、そして、それらの担い⼿として⽂化を保全していく意思を感じる。つまり、奥井海⽣
堂には経済的な利益と異なる⾮経済的な利益を追求する傾向が存在し、それはファミリー
ビジネスが社会情緒資産の増減を基準に⾏動するという Gomez-Mejia et al.（2007）の指
摘と合致するのである。 
 ここで Berrone et al.（2012）の FIBER の枠組み（図表 3−12）を⽤いて奥井海⽣堂の
経営⾏動を振り返りたい。会社への家族の統制⼒と影響⼒（F）について、隆⽒は先代より
事業を引き継ぐ際に、蔵囲い昆布に代表される⻑期⽬線の経営は、家族経営の強みによっ
て維持することが出来るため、家族が経営を引き継ぐことが妥当であるという考えを持っ
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たそうである。家族による会社の統制⼒・影響⼒を維持したいという意思を確認出来る。
会社への帰属意識（I）については、隆⽒から特段の⾔及はないものの、⼀貫して⾃分の⼈
⽣を語るかのように奥井海⽣堂の経営について表現しており、⾃⼰とファミリービジネス
を同⼀視しているような⼼証を受けた。社会的な結びつき（B）は、敦賀地域の歴史のお陰
で奥井海⽣堂が成り⽴っていると断⾔し、地域に貢献しようとする隆⽒の姿勢に明確に現
われている。感情的な愛着（E）についても、直接的な⾔及はないものの、親に溺愛されて
いたから家業を継いだ、昆布で時代を変えたいという気持ちがあり、他社に就職する道は
なかったと語る隆⽒は、家業への強い愛着を有していると推測される。最後に、王朝的な
承継を通じた家族の絆の更新（R）について、本事例では該当しなかった事項であると考え
る。隆⽒はあくまでも、蔵囲昆布に代表される奥井海⽣堂の特徴を後世に残すためにファ
ミリーによる経営承継を意図しており、家族の絆を更新することを⽬的として代々、奥井
家から承継者を出したいと考えている訳ではないようだ。以上のことから、R の該当はな
いものの隆⽒の有する社会情緒資産は概ね、FIBER の枠組みで説明することが可能であろ
う。 
 

 
 
 加えて、「消えゆく業界を記録する」と語る映画撮影クルーが奥井海⽣堂に訪ねてきて、
第⼆創業を決意するドラマティックなシーンは印象的であり、愛着ある家業を失い、敦賀
地域と共に歩んだ昆布商の歴史に幕を閉じるという危機感が第⼆創業の契機となっている
ことが伺える。これは、Gomez-Mejia et al.（2007）のファミリーが社会的情緒資産への脅
威を感じた際、その脅威を緩和するためにリスクテイクを⾏うという指摘に適合する。戦
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 ここで Berrone et al.（2012）の FIBER の枠組み（図表 3−12）を⽤いて奥井海⽣堂の
経営⾏動を振り返りたい。会社への家族の統制⼒と影響⼒（F）について、隆⽒は先代より
事業を引き継ぐ際に、蔵囲い昆布に代表される⻑期⽬線の経営は、家族経営の強みによっ
て維持することが出来るため、家族が経営を引き継ぐことが妥当であるという考えを持っ
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たそうである。家族による会社の統制⼒・影響⼒を維持したいという意思を確認出来る。
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⽣を語るかのように奥井海⽣堂の経営について表現しており、⾃⼰とファミリービジネス
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で奥井海⽣堂が成り⽴っていると断⾔し、地域に貢献しようとする隆⽒の姿勢に明確に現
われている。感情的な愛着（E）についても、直接的な⾔及はないものの、親に溺愛されて
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る。隆⽒はあくまでも、蔵囲昆布に代表される奥井海⽣堂の特徴を後世に残すためにファ
ミリーによる経営承継を意図しており、家族の絆を更新することを⽬的として代々、奥井
家から承継者を出したいと考えている訳ではないようだ。以上のことから、R の該当はな
いものの隆⽒の有する社会情緒資産は概ね、FIBER の枠組みで説明することが可能であろ
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 加えて、「消えゆく業界を記録する」と語る映画撮影クルーが奥井海⽣堂に訪ねてきて、
第⼆創業を決意するドラマティックなシーンは印象的であり、愛着ある家業を失い、敦賀
地域と共に歩んだ昆布商の歴史に幕を閉じるという危機感が第⼆創業の契機となっている
ことが伺える。これは、Gomez-Mejia et al.（2007）のファミリーが社会的情緒資産への脅
威を感じた際、その脅威を緩和するためにリスクテイクを⾏うという指摘に適合する。戦
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後のライフスタイルの変化の中で奥井ファミリーの社会情緒資産を毀損させる脅威を感じ
た隆⽒は、東京進出というリスクテイクを⾏い、第⼆創業を成し遂げたのである。 
 以上のことから、事例における奥井海⽣堂の経営⾏動は先⾏研究と概ね⼀致しており、
奥井海⽣堂は、奥井ファミリーの有する社会情緒資産を重視し、それが経営⾏動を選択す
る参照点となっていることが分かる。また、その毀損を防ぐために果敢にリスクテイクを
⾏い、第⼆創業を成し遂げたことも理解できる。 
 

5−3 新しい視点の提⽰について 
 

 これまでは、事例における⽼舗研究とファミリービジネス研究の符合点を整理してきた。
本節において、本稿の新規性として 4 つの成果の提⽰を⾏いたい。 
 第⼀に、⽼舗ファミリービジネスの経営⾏動は、⽼舗研究の成果とファミリービジネス
研究の成果の組み合わせで説明が出来ることを指摘する。第 1 章にて整理した通り、ファ
ミリービジネス研究と⽼舗研究は、研究対象の異なる分野として先⾏研究が積み重ねられ
てきた。しかし、帝国データバンク情報統括部（2022）の実態調査を勘案するに⽼舗企業
の約 8 割はファミリービジネスであり、同じ性質の企業を異なる視⾓から検討していると
捉えることも可能である。 

事例における奥井海⽣堂の経営⾏動は、暖簾の維持によって説明できる部分と社会情緒
資産の増減によって説明できる部分が混在している。奥井海⽣堂の持続的競争優位性は、
⼤本⼭永平寺や⽼舗料亭からのご愛顧から始まる暖簾の成⽴によって担保されていた。し
かし、ライフスタイルの変化によって経営環境が激変した際、暖簾はその処⽅箋を提⽰し
ていない。奥井ファミリーの社会情緒資産が毀損する危機に直⾯した隆⽒が暖簾⾃体を変
更する選択を⾏うのである。従って、夫々の研究のみでは、⽼舗ファミリービジネスの経
営実態を正しく描写することはできず、両研究の成果を活⽤することで、初めて⽼舗ファ
ミリービジネスの実態に迫ることが出来るのである。 
 第⼆に、社会情緒資産のみならず、暖簾も⾏動エージェンシー理論上の参照点として機
能していることを指摘したい。前節で述べた通り、奥井海⽣堂の経営⾏動は社会情緒資産
の増減を基準に⾏動するという Gomez-Mejia et al.（2007）に合致するが、同時に暖簾の
増減も⾏動基準としているのである。それは、「守るべきところは蔵囲い、つまり、クオリ
ティ」と隆⽒が明⾔している点に顕著である。蔵囲い昆布は⾮経済的な側⾯を持っている
が、勿論、⾮経済的であること⾃体を理由に同製法を⽤いている訳ではない。商品の品質
を向上し、お得意先からの信⽤を向上させる、⾔い換えれば、暖簾を拡⼤させるために本
⼿法を堅持しているのである。従って、⽼舗ファミリービジネスは、経営⾏動を選択する
判断基準として、社会情緒資産に加えて、暖簾も活⽤していると考える（図 5−2）。従来
の⽼舗研究の主流において暖簾は経営資源として扱われていた。本稿では、⽼舗ファミリ
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ービジネスは暖簾を経営資源として活⽤するだけではなく、暖簾⾃体を拡⼤すること、⼜
はその毀損を防ぐために経営⾏動を選択するという意味で、暖簾を経営⾏動の基準点とし
て参照していることを強調したい。これは、創業したばかりのファミリービジネスと時代
の荒波を乗り越えた⽼舗の⾏動特性の違いとして、永続性の源泉を⾒つける⼿掛かりとな
る。 
 

 
 
 ここで、⾏動基準である社会情緒資産と暖簾の関係を明確にしたい。初代の奥井半吾⽒
が奥井海⽣堂を創業した時、当然であるが、暖簾は存在せず、ファミリービジネスとして
社会情緒資産を基準点とした経営⾏動の選択がなされていたであろう。Berrone et al.
（2012）の整理した通り、⾮経済的利益である FIBER の追求を⾏っていたと考えられ
る。企業の経済合理性や顧客や従業員などのステークホルダーの視点から⾒ると、社会
情緒資産の包摂する諸要素は、明暗の両⾯を含む。これは林原（2014）の回顧録と⼀致
する。例えば、会社への家族の強い統制⼒と影響⼒（F）は、ファミリービジネスが安定
的・継続的にサービス提供を⾏うことを可能ならしめる反⾯、利⼰的で独善的な経営判
断がなされる可能性もある。また、ファミリーオーナーの会社への帰属意識（I）が強く、
⾃⼰と会社を⼀体化している程、熱⼼にビジネスに取り組む可能性が⾼いが、会社を私
物化してしまうリスクもある。加えて、王朝的な承継を通じて家族の絆を更新する⾏為
（R）も、同⼀の価値観に基づいて⻑期的に経営判断を⾏う上で有⽤である⼀⽅で、経営
能⼒の低い後継者が事業を引き継ぐことで、ステークホルダーからの信頼を失うかもし
れない。 

仮にこの暗部を適切にコントロールし、⾃⼰と会社を⼀体化した献⾝的な家族経営者が
強い統制⼒と影響⼒を持って、安定的・継続的にサービスを提供し、更に世代を超えてそ
れを継続することが出来れば、取引先だけではなく従業員や⾦融機関などのステークホル
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れを継続することが出来れば、取引先だけではなく従業員や⾦融機関などのステークホル
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ダーから好意や信頼を集めることが可能であろう。そして、世代を超えて継続していくた
めには、⼀定のビジネス上の採算や経済合理性も必要である。換⾔するに、⾮経済的なフ
ァミリーの⽬標である社会情緒資産を適切にコントロールすることで、ステークホルダー
からの信頼を獲得し、⼀定の経済合理性を帯びた結果、暖簾が成⽴していくと考えられる
のである（図表 5−3）。 

 

 
 
奥井海⽣堂も、蔵囲い昆布に代表される必ずしも経済合理的とは⾔えないクオリティへ

のこだわり（社会情緒資産）が取引先からの信⽤を集め、結果として暖簾の成⽴に⾄って
いる。以上のことから、第三の指摘として暖簾は社会的情緒資産のコントロールによって、
同資産から派⽣的に成⽴することを挙げたい。暖簾も元々は社会情緒資産の⼀部であるか
ら、社会情緒資産と同じように経営⾏動の参照点として機能したとしても違和感は覚えな
い。これは筆者の第⼆の指摘とも辻褄が合う。 
 第四に、⽼舗ファミリービジネスにおける社会情緒資産の果たす役割を再考する。暖簾
が成⽴した後、明暗両⾯を含む社会情緒資産は、最早、経営判断に影響を及ぼす必要のな
い基準点のように思える。しかし、暖簾は⽼舗ファミリービジネスに持続的競争優位をも
たらすが、暖簾⾃体に⼤きな変更を加えるような変⾰に対し、制約をかける傾向がある。
ステークホルダーからの信⽤の蓄積である暖簾のみを⾏動基準としている場合、その信⽤、
特に消費者暖簾、⽴地暖簾を重視し、ビジネスモデルに⼤きな変更を加えることが難しい
ことは容易に想像できる。そこで、社会情緒資産を起点とした経営⾏動によって暖簾に変
更を加えるのである。 

事例の奥井海⽣堂において、ビジネスモデルの変更は暖簾を担う先代からの反対を受け
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ていた。しかし、社会情緒資産を毀損させる脅威を感じた隆⽒は、果敢なリスクテイクを
⾏い、第⼆創業を成し遂げたのである。従って、既存事業において安定的に業務を継続す
る平時においては暖簾が重要な参照点になる⼀⽅で、暖簾に変更を迫るような⾰新的な経
営⾏動を⾏う場合には社会情緒資産が重要な役割を果たすのである。以上のことから、⽼
舗ファミリービジネスは、社会情緒資産と暖簾という複数の参照点を適切に選択し、バラ
ンスをとりながら経営⾏動を切り替えることで、永続・発展していくと考える（図表 5−
4）。 
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分かった。同時に、ファミリービジネス研究の⽴場からは、奥井ファミリーが保有する社
会情緒資産が奥井海⽣堂の経営⾏動の参照点となっている点や第⼆創業が成し遂げられる
過程で、社会情緒資産がいかなる役割を果たしたかについて確認することが出来た。 
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 本論は、上記のような先⾏研究との符合点を確認すると共に、4 つの貢献を残すことが
出来たと思料する。第⼀に、これまで⽼舗研究とファミリービジネス研究は、研究対象を
異とする分野として先⾏研究がなされてきたが、⽼舗の多くはファミリービジネスであり、
両研究の成果を組み合わせることで⽼舗ファミリービジネスの実態に迫ることが出来るこ
とを指摘した。第⼆に、⽼舗ファミリービジネスの経営⾏動は、社会情緒資産に加えて、
暖簾が参照点として機能をしているという指摘である。従来の⽼舗研究の主流において暖
簾は経営資源として扱われていたが、経営資源であると共に、暖簾⾃体を拡⼤すること、
⼜はその毀損を防ぐために経営⾏動を選択するという意味で暖簾も社会情緒資産と同様に
⾏動エージェンシー理論上の参照点となっているのである。第三に、社会情緒資産と暖簾
の関係性を整理した。ファミリービジネスのステークホルダーの⽴場からすると、家族が
欲する社会情緒資産は善悪両⾯を有している。社会情緒資産の適切な制御を通じて、善な
る部分を積み上げていくことで、ステークホルダーからの信頼・好意が蓄積され、経済性
を帯びることで、暖簾が派⽣的に成⽴するのである。第四の貢献は、暖簾成⽴後の社会情
緒資産の役割に関する指摘である。暖簾はステークホルダーからの信頼を蓄積することで
成⽴するため、容易に変更が出来ず、硬直的である。そこで、ファミリーが原初的に有す
る社会情緒資産の働きが重要となる。社会情緒資産の毀損は、⽼舗ファミリービジネスに
変⾰をもたらす機会を与えるのである。 

以上のことから、⽼舗ファミリービジネスは社会情緒資産と暖簾という⼆つの参照点を
⾏き来し、バランスをとりながら経営⾏動を切り替えることで、永続・発展していくと結
論付ける。 
 

6−2 限界と今後の課題 
 
 本研究の限界として、以下の 5 点を記載したい。第⼀に、本論は奥井海⽣堂⼀社のみを
対象とした事例研究であり、他の⽼舗ファミリービジネスに対しても同様の結論を出すこ
とができるのかについて検証する必要がある。第⼆に、奥井海⽣堂は、既に⽼舗としての
暖簾が形成された企業である。社会情緒資産から暖簾が派⽣するプロセスへの理解を深め
るためには、同プロセスを共にした古参従業員や⻑く取引を継続する⼤本⼭永平寺、京都
料亭などのステークホルダーへ追加的な調査を⾏うことが必要となる。また、未だ暖簾が
成⽴していないと考えられる同業のファミリービジネスの経営⾏動と⽐較をすることも有
⽤である。 

第三に、本稿では第 1 章において⾏動経済学におけるバイアスとファミリービジネスの
⾏動特性、社会情緒資産を同⼀視し、検討を進めた。しかし、バイアスとは⼈間が犯すエ
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ラーの内、特定の状況で繰り返し起きる系統的なエラー102を⽰す。Gomez-Mejia et al.（2011）
が社会情緒資産の構成要素として挙げた「ファミリー内の利他主義」は、系統的なエラー
であるとは思えない。むしろ、単なる欲求階層説103（Maslow, 1970）における愛情の欲求
が経営⾏動に顕現しているだけであるように感じられる。⼼理学における動機付け理論の
先⾏研究は、本問題意識に⼀定の⼿掛かりを与えるであろう。 

第四に、本研究は、⽼舗について、ファミリービジネスが家族経営の形態を維持しなが
ら永続した姿であるという⼤胆な単純化を⾏っている。過去に⻑期存続してきた⽼舗だか
らといって今後も永続できるとは限らないし、永続することがファミリービジネスの主た
る⽬標であるかどうかについても検証の余地がある。この点、本⾕（2005）は「独⾃の強
みをもとに経営を⾏って利益を⽣み出し成⻑とともに存続してきた⽼舗企業もある⼀⽅
で、単に存続しているだけの⽼舗企業もある。つまり、⽼舗企業とひとくくりにして議論
することには危険が伴うと考えられる104」とし、企業規模の経時的な変化と企業活動への
経営者の志向105によって⽼舗を四分類し、分類毎の経営上の特徴を考察している。⽼舗企
業を細分化し、企業タイプ毎の永続性の源泉を特定することは、多様な価値観をもとに異
なる⽬標設定を⾏うファミリービジネスの⽀援に資すると考える。 

第五に、暖簾の形成過程における暗部のコントロールや暖簾形成後において暖簾と社会
情緒資産の参照点切り換えを⾏うルールについては本論で何ら議論が⾏われていない。こ
のルールについて検討するあたり、岩﨑（1908）や北原（1929）などの家訓の研究、⼤澤
（2015）や⼭⼝（2019）などの家族憲章やファミリーオフィスの研究の知⾒を活かす必要
があるだろう。 
 筆者はウェルスマネージャーとして、顧客のファミリービジネスの永続を⽀援すること
を⽬的としていることは研究の背景において述べた通りである。本論において、⽼舗ファ
ミリービジネスの永続性の源泉が何かについて⼀定の理解を得た。そして、その源泉であ

 
102 Kahneman（2013）による。 
103 無藤ら（2023）によると、⼈間の欲求には、⽣理的な⼀次的欲求とそれが満たされるこ
とによって⽣じる社会的な⼆次的欲求がある。Maslow（1970）はこれらの欲求をより基底
的なものから上層のものまで分類し、⼈間は最も⾼次な欲求である⾃⼰実現に向かって絶
えず成⻑していくという考え⽅を⽰した。この⼀次的な欲求の中に愛情の欲求が含まれて
おり、⼈はお互いに愛したり愛されたりすることによって⼼理的な安定を得ることが出来
るとされる。 
104 本⾕（2005）p66 より引⽤。 
105 本⾕（2005）は、経営者の志向について、⽬指す活動が展開できていると経営者が捉え
ている場合（積極的）と⽬指す活動が何らかの制約でもって困難になっていると捉えてい
る場合（消極的）に分類し、分析を⾏っている。 
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105 本⾕（2005）は、経営者の志向について、⽬指す活動が展開できていると経営者が捉え
ている場合（積極的）と⽬指す活動が何らかの制約でもって困難になっていると捉えてい
る場合（消極的）に分類し、分析を⾏っている。 
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平成 30 年建築士法改正に関する政策形成過程の実証的分析

―アクター・イシュー・プロセスの視点から―

ガバナンス研究科 ガバナンス専攻

2025年3月修了

笠木 直人

KASAGI Naoto

【論文要旨】

本研究は、平成 30 年建築士法改正に至る政策形成過程を分析する。本改正により、一級建

築士試験の受験資格が緩和されたが、教育や実務との接続に関わる影響や課題が指摘されてい

る。本論は、一級建築士試験を取り巻く現状と改正に至る過程を俯瞰し、政策形成の課題を整

理の上、アクター・イシュー・プロセスの分析枠組みを応用して、平成30年6月5日から12

月8日を対象に、改正に関与した主要アクターへインタビュー調査を実施し、段階的分析を行

った。個別的分析ではアクターの課題認識を整理し、横断的分析では政策形成過程における認

識の共通点と相違点を時期別に検討した。更に、統合的分析ではアクターとイシューの相互作

用による構造的要因を特定し、改正に影響をもたらした構造的作用を示した。本研究により、

教育や実務との接続に関わる影響や課題が、改正にいかに内包されていったかが明らかになり、

今後の政策形成に向けた基礎的視座を見出すことができた。本成果は、政策形成過程の複雑性

を示すと共に、建築士資格制度が、教育・実務・資格取得の各段階を連携させつつ社会的信頼

を維持する柔軟な制度運用のあり方を再検討する上で有用な知見を提供するものである。

【キーワード】

建築士、平成30年建築士法改正、政策形成過程、アクター・イシュー・プロセス、資格制度
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1 

第 1 章 研究概要

本章は、研究背景と課題設定を提⽰し、それらに基づき、研究⽬的と研究設問を明確化

し、研究⽅法を説明した上で、本研究の全体像を⽰す。さらに、論⽂全体の構成を提⽰

し、以降の章における議論の枠組みを概説する。

1.1 研究背景と課題設定

「建築⼠法（昭和 25 年法律第 202 号）」は、昭和 25 年（1950 年）5 ⽉ 24 ⽇に公布さ

れた。同法第⼀条では、「建築物の設計、⼯事監理等を⾏う技術者の資格を定めて、その

業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させること」を⽬的とし、同法第⼆

条にて、建築⼠を「⼀級建築⼠1、⼆級建築⼠および⽊造建築⼠」と定義している。⼀級

建築⼠は国⼟交通⼤⾂、⼆級建築⼠及び⽊造建築⼠は都道府県知事の免許を受け、それぞ

れの名称を⽤いて、建築物に関する設計、⼯事監理その他の業務を⾏う者とされる。

令和 5 年（2023 年）時点で、国⼟交通省が公表した「建築⼠登録状況（令和 5 年 4 ⽉

1 ⽇時点）2」によれば、⼀級建築⼠の登録者数は 378,337 ⼈、⼆級建築⼠は 790,388 ⼈、

⽊造建築⼠は 18,793 ⼈に上る。 

⼀⽅、平成 17 年（2005 年）に、構造計算書偽装問題3が発覚し、建築⼠の倫理性や専

⾨性が⼤きく問われ、建築⼠資格制度の信頼が⼤きく揺らいだ。この問題を契機に、平成

18 年（2006 年） 12 ⽉ 13 ⽇ 第 165 回国会にて、「建築⼠法等の⼀部を改正する法律案」

が成⽴し、同年 12 ⽉ 20 ⽇「建築⼠法等の⼀部を改正する法律（平成 18 年 12 ⽉ 20 ⽇法

律第 114 号）」（以下、「平成 18 年（2006 年）建築⼠法改正」）が公布され、平成 20

年（2008 年）11 ⽉ 28 ⽇に、⼀部規定を除き施⾏されることとなった。 

それにより、建築⼠試験の受験資格4や試験内容5が⼤幅に⾒直され、厳格化されるに⾄

った。その結果、同改正施⾏の直前にあたる平成 20 年（2008 年）⼀級建築⼠学科試験の

1⼀級建築⼠には、構造設計・設備設計に係る専⾨資格が存在する。構造設計⼀級建築⼠は、⼀級建築⼠として 5 年以上構造設計業務
に従事した後、所定の講習を修了し、構造設計⼀級建築⼠証の交付を受けた者である。また、設備設計⼀級建築⼠は、⼀級建築⼠と
して 5 年以上設備設計業務に従事した後、所定の講習を修了し、設備設計⼀級建築⼠証の交付を受けた者である。

2出典：国⼟交通省「建築⼠登録状況（令和 5 年 4 ⽉ 1 ⽇時点）」2023 年 4 ⽉ 1 ⽇ 

3構造計算書偽装問題とは、平成 17 年（2005 年）に発覚した建築物の耐震強度不⾜を隠蔽するために構造計算書が意図的に改竄され
ていた事件を指す。⼀部の建築⼠が設計段階で建築基準法の耐震基準を満たさない建築物について虚偽の構造計算書を作成し、分譲
マンションやホテル等が安全基準を⼤きく下回る状態で建設されていたことが判明した。

4⼀級建築⼠試験の受験資格は、建築⼠法第 14 条において、建築に関する学歴要件や実務経験要件、専⾨資格等が定められている。
平成 18 年（2006 年）建築⼠法改正により、学歴要件は「所定の学科卒業」から「国⼟交通⼤⾂が指定する建築に関する科⽬を修め
て卒業」に変更され、実務経験要件も「建築に関する実務経験」から「設計・⼯事監理、建築確認、⼀定の施⼯管理」等に限定さ
れ、現在に⾄る。

5⼀級建築⼠試験の試験内容は、「学科試験」と「設計製図試験」に分かれ、「学科試験」合格者のみが「設計製図試験」を受験可能
である。平成 18 年（2006 年）建築⼠法改正を経て現在の形式に⾄り、「学科試験」は計画（学科 I）が「計画」と「環境・設備」に
分化し、計画（学科 I）、環境・設備（学科 II）、法規（学科 III）、構造（学科 IV）、施⼯（学科 V）の 5 科⽬に再編された。ま
た、五枝択⼀から四枝択⼀に変更され、試験時間が延⻑した。「設計製図試験」では、事前に公表された設計課題に基づく設計製図
が課されるが、構造設計や設備設計の基本能⼒を問う内容が導⼊された。 
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第 1 章 研究概要

本章は、研究背景と課題設定を提⽰し、それらに基づき、研究⽬的と研究設問を明確化

し、研究⽅法を説明した上で、本研究の全体像を⽰す。さらに、論⽂全体の構成を提⽰

し、以降の章における議論の枠組みを概説する。

1.1 研究背景と課題設定

「建築⼠法（昭和 25 年法律第 202 号）」は、昭和 25 年（1950 年）5 ⽉ 24 ⽇に公布さ

れた。同法第⼀条では、「建築物の設計、⼯事監理等を⾏う技術者の資格を定めて、その

業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させること」を⽬的とし、同法第⼆

条にて、建築⼠を「⼀級建築⼠1、⼆級建築⼠および⽊造建築⼠」と定義している。⼀級

建築⼠は国⼟交通⼤⾂、⼆級建築⼠及び⽊造建築⼠は都道府県知事の免許を受け、それぞ

れの名称を⽤いて、建築物に関する設計、⼯事監理その他の業務を⾏う者とされる。

令和 5 年（2023 年）時点で、国⼟交通省が公表した「建築⼠登録状況（令和 5 年 4 ⽉

1 ⽇時点）2」によれば、⼀級建築⼠の登録者数は 378,337 ⼈、⼆級建築⼠は 790,388 ⼈、

⽊造建築⼠は 18,793 ⼈に上る。 

⼀⽅、平成 17 年（2005 年）に、構造計算書偽装問題3が発覚し、建築⼠の倫理性や専

⾨性が⼤きく問われ、建築⼠資格制度の信頼が⼤きく揺らいだ。この問題を契機に、平成

18 年（2006 年） 12 ⽉ 13 ⽇ 第 165 回国会にて、「建築⼠法等の⼀部を改正する法律案」

が成⽴し、同年 12 ⽉ 20 ⽇「建築⼠法等の⼀部を改正する法律（平成 18 年 12 ⽉ 20 ⽇法

律第 114 号）」（以下、「平成 18 年（2006 年）建築⼠法改正」）が公布され、平成 20

年（2008 年）11 ⽉ 28 ⽇に、⼀部規定を除き施⾏されることとなった。 

それにより、建築⼠試験の受験資格4や試験内容5が⼤幅に⾒直され、厳格化されるに⾄

った。その結果、同改正施⾏の直前にあたる平成 20 年（2008 年）⼀級建築⼠学科試験の

1⼀級建築⼠には、構造設計・設備設計に係る専⾨資格が存在する。構造設計⼀級建築⼠は、⼀級建築⼠として 5 年以上構造設計業務
に従事した後、所定の講習を修了し、構造設計⼀級建築⼠証の交付を受けた者である。また、設備設計⼀級建築⼠は、⼀級建築⼠と
して 5 年以上設備設計業務に従事した後、所定の講習を修了し、設備設計⼀級建築⼠証の交付を受けた者である。

2出典：国⼟交通省「建築⼠登録状況（令和 5 年 4 ⽉ 1 ⽇時点）」2023 年 4 ⽉ 1 ⽇ 

3構造計算書偽装問題とは、平成 17 年（2005 年）に発覚した建築物の耐震強度不⾜を隠蔽するために構造計算書が意図的に改竄され
ていた事件を指す。⼀部の建築⼠が設計段階で建築基準法の耐震基準を満たさない建築物について虚偽の構造計算書を作成し、分譲
マンションやホテル等が安全基準を⼤きく下回る状態で建設されていたことが判明した。

4⼀級建築⼠試験の受験資格は、建築⼠法第 14 条において、建築に関する学歴要件や実務経験要件、専⾨資格等が定められている。
平成 18 年（2006 年）建築⼠法改正により、学歴要件は「所定の学科卒業」から「国⼟交通⼤⾂が指定する建築に関する科⽬を修め
て卒業」に変更され、実務経験要件も「建築に関する実務経験」から「設計・⼯事監理、建築確認、⼀定の施⼯管理」等に限定さ
れ、現在に⾄る。

5⼀級建築⼠試験の試験内容は、「学科試験」と「設計製図試験」に分かれ、「学科試験」合格者のみが「設計製図試験」を受験可能
である。平成 18 年（2006 年）建築⼠法改正を経て現在の形式に⾄り、「学科試験」は計画（学科 I）が「計画」と「環境・設備」に
分化し、計画（学科 I）、環境・設備（学科 II）、法規（学科 III）、構造（学科 IV）、施⼯（学科 V）の 5 科⽬に再編された。ま
た、五枝択⼀から四枝択⼀に変更され、試験時間が延⻑した。「設計製図試験」では、事前に公表された設計課題に基づく設計製図
が課されるが、構造設計や設備設計の基本能⼒を問う内容が導⼊された。 
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� 

受験者数�は 48,651 ⼈であったが、同改正施⾏mの平成 21 年（2009 年）には 42,569 ⼈と

l�した。以降もl�_向は¡き、平成 29 年（2017 年）には 26,923 ⼈と⼤幅にl�し

ていた。 

そのm、平成 30 年（2018 年）12 ⽉ 14 ⽇に、建築⼠試験の受験者数l�等1の課題に

¤Aす2く、建築⼠試験における受験資格や�務b験の¤��務�、学科試験免除のz組

みの⾒直し	などをM�、「建築⼠法の⼀部を改正する法律（平成 30 年法律第 93 号）
」

（以下、「平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正」）が公布され、令和 2 年（2020 年）3 ⽉

�⽇に施⾏された。この改正では、� 1�1 に⽰すように、�Ù、建築⼠試験を受験するt
の要bであった�務b験が、免許登録要bに改められ、試験の前mに関わら�、免許登録

のt�でに��でいればよいこととなった。これは、資格取得'/��を�¿化し、5定

的かつa¡的に「��⼈vの育成と確Ò」がkじられることを期¦した、受験資格の緩和

による「受験の早期化」という⽅xであった。

�出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課「⼀級建築⼠試験「学科の試験」Ë¸発表資Ø」�国⼟交通省ホーム5ー+�（オン8イン）
2024 年 12 ⽉ 1 ⽇アク-ス�
�����������	�����������
���

�近年、建築⼠には「建築物の総合的な専⾨D」として、設計・⼯事監理に加え、建築物の±x・ÆB業務をO�Énい役割が求めら
れている環境変化をºまえ、実務経験の対�実務に「建築物を±x・ÆBする」業務が³加されるなど、実務経験の対�Ã;がK⼤
した。

	学科試験に合格した建築⼠試験に>き¢いて⾏われる 4 回の建築⼠試験のう� 2 回（学科試験に合格した建築⼠試験の設計製図試験
をc�する�合は 3 回）について学科試験をÑ�するよう⾒直された（学科試験合格の有l期間 5 年間）（改正前は 2 回の建築⼠試
験のう� 2 回（学科試験合格の有l期間 3 年間））。


その他、建築⼠事務所の図書Ê存の⾒直しもされた。

出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課「�しい建築⼠制度のJ要について」2019年 11 ⽉ 1 ⽇ 

� 1�1 建築⼠試験の受験資格の⾒直し

� 

しかし、⼀般社団法⼈⽇本建築学会1�及び全国建築系⼤学教育連絡協議会11（以下、

「⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）」）は、受験資格の緩和による影響に

ついて、改正以前から、就職活動の早期化・⻑期化12と建築⼠試験における「受験の早期
化」の複合による⼤学院教育の空洞化及びそれらによって⽣じる諸問題を指摘していた。

令和元年（2019 年）8 ⽉に、⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）が�施

したアンケート調査13では、46 の⼤学から 47 の回答があり、平成 30 年（2018 年）建築

⼠法改正による受験資格の緩和の影響について「影響がある」と回答した割合は、学部教
育で 79％、⼤学院教育で 89％にのぼった。このうち「悪影響」との回答は、学部教育で

70％（「どちらかというと悪影響」49％、「悪影響」21％）、⼤学院教育で 68％（「ど
ちらかというと悪影響」46％、「悪影響」22％）を占めた。具体的な悪影響として、学

部教育では「資格試験¤A型の授業1の変化」や「企業による内定学⽣1の資格取得勉強
課題付加による卒業研究1の影響」が挙げられた。⼤学院教育では、「資格試験1の¤A

に注⼒した教育が広く深い建築学の基盤を損なう懸念」や「資格取得のための勉強が研究

時間を圧迫する可能性」が指摘されていた。この調査結果から、平成 30 年（2018 年）建

築⼠法改正における受験資格の緩和による諸問題は、関係者間で広く認識されるものであ

った。

近年では、産学連携建築教育懇談会14が、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正につい

て、問題提起をしている15。それは、前述の⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議

会）による指摘と同様に、受験資格の緩和によって、学⽣が試験準備に多くの時間を割く

1�⽇本建築学会は、明治 19年（1886 年）に創⽴した建築に関する学術・技術・芸術の進歩発展を⽬的とする学術団体である。会員数
は 3万 6千名以上であり、研究教育機関、総合建設業、設計事務所、官公庁、公社公団、建築材Ø・機器メーカー、コンサルタン
ト、学⽣など多岐にわたる。

11平成 18 年（2006 年）12 ⽉、⽇本建築学会は、建築⼠法改正に伴う教育機関への影響を懸念し、建築系⼤学間の連携と課題解決を
⽬的とした「全国建築系⼤学教育連絡協議会」を設⽴した。同協議会は、教育機関の意⾒集約や対応策の検討を進めるために設置さ
れ、建築教育の質向上と改正への適応を図る役割を担う。加盟校は、東⽇本建築教育研究会、⻄⽇本⼯⾼建築連盟、中国地区⾼等学
校建築教育研究会に所属する学校、ならびにそれ以外の建築系学科を有する学校で構成され、令和 4 年（2022 年）7 ⽉時点で 219校
が加盟する。なお、会⻑は⽇本建築学会会⻑が兼務する。

12⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）は、就職活動の早期化・⻑期化が学業や研究活動に与える影響を懸念し、⼀般社団
法⼈⽇本経済団体連合会や建築設計事務所、建設業、ハウスメーカーの代表宛に平成 26 年（2014 年）3 ⽉ 14 ⽇から、合計 13 回の要
望を提出している。直近では、令和 6 年（2024 年）7 ⽉ 30 ⽇に「就職活動時期・選考時期に関する要望」が発出され、企業説明会の
開始時期を⼤学 3 年⽣（修⼠ 1 年⽣）の 3 ⽉ 1 ⽇以降とすることや、学業に⽀障のない時間帯での選考実施、留学帰国者への配慮を
求めている。

13出典：⼀般社団法⼈⽇本建築学会「(2019⼤会資Ø)建築⼠資格と建築教育─改正建築⼠法施⾏後の次代の建築教育を展望する」
2019年 9⽉ 

14産学連携建築教育懇談会は、平成 21 年（2009年）に、建築⼠法改正に伴う⼤学院の実務認定⾒直しに対応するため設⽴された。産
学連携を基盤とし、インターンシップ制度の実施における課題解決や、建築教育の質向上を⽬指している。構成団体には、⽇本建築
学会や建築設計業界団体の他、オブザーバーとして国⼟交通省も参画している。

15令和 6 年（2024 年）4 ⽉ 2 ⽇時点において、産学連携建築教育懇談会は、令和 4 年（2022 年）8 ⽉に、⽇本建築学会からË告を受
け、⽇本のアーキテクト資格システムの国際的信⽤性や建築教育の国際通⽤性向上、学修期間中の就職活動や資格取得準備活動の改
善を検討テーマとして議論を進め、次世代⼈材が国内外で活躍できる環境整備のための課題として「国際的で魅⼒ある次世代の建築
職能⼈材の育成に向けた提⾔(案)(中間取りまとめ)」を取りまとめている。
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� 

受験者数�は 48,651 ⼈であったが、同改正施⾏mの平成 21 年（2009 年）には 42,569 ⼈と

l�した。以降もl�_向は¡き、平成 29 年（2017 年）には 26,923 ⼈と⼤幅にl�し

ていた。 

そのm、平成 30 年（2018 年）12 ⽉ 14 ⽇に、建築⼠試験の受験者数l�等1の課題に

¤Aす2く、建築⼠試験における受験資格や�務b験の¤��務�、学科試験免除のz組

みの⾒直し	などをM�、「建築⼠法の⼀部を改正する法律（平成 30 年法律第 93 号）
」

（以下、「平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正」）が公布され、令和 2 年（2020 年）3 ⽉

�⽇に施⾏された。この改正では、� 1�1 に⽰すように、�Ù、建築⼠試験を受験するt
の要bであった�務b験が、免許登録要bに改められ、試験の前mに関わら�、免許登録

のt�でに��でいればよいこととなった。これは、資格取得'/��を�¿化し、5定

的かつa¡的に「��⼈vの育成と確Ò」がkじられることを期¦した、受験資格の緩和

による「受験の早期化」という⽅xであった。

�出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課「⼀級建築⼠試験「学科の試験」Ë¸発表資Ø」�国⼟交通省ホーム5ー+�（オン8イン）
2024 年 12 ⽉ 1 ⽇アク-ス�
�����������	�����������
���

�近年、建築⼠には「建築物の総合的な専⾨D」として、設計・⼯事監理に加え、建築物の±x・ÆB業務をO�Énい役割が求めら
れている環境変化をºまえ、実務経験の対�実務に「建築物を±x・ÆBする」業務が³加されるなど、実務経験の対�Ã;がK⼤
した。

	学科試験に合格した建築⼠試験に>き¢いて⾏われる 4 回の建築⼠試験のう� 2 回（学科試験に合格した建築⼠試験の設計製図試験
をc�する�合は 3 回）について学科試験をÑ�するよう⾒直された（学科試験合格の有l期間 5 年間）（改正前は 2 回の建築⼠試
験のう� 2 回（学科試験合格の有l期間 3 年間））。


その他、建築⼠事務所の図書Ê存の⾒直しもされた。

出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課「�しい建築⼠制度のJ要について」2019年 11 ⽉ 1 ⽇ 

� 1�1 建築⼠試験の受験資格の⾒直し

� 

しかし、⼀般社団法⼈⽇本建築学会1�及び全国建築系⼤学教育連絡協議会11（以下、

「⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）」）は、受験資格の緩和による影響に

ついて、改正以前から、就職活動の早期化・⻑期化12と建築⼠試験における「受験の早期
化」の複合による⼤学院教育の空洞化及びそれらによって⽣じる諸問題を指摘していた。

令和元年（2019 年）8 ⽉に、⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）が�施

したアンケート調査13では、46 の⼤学から 47 の回答があり、平成 30 年（2018 年）建築

⼠法改正による受験資格の緩和の影響について「影響がある」と回答した割合は、学部教
育で 79％、⼤学院教育で 89％にのぼった。このうち「悪影響」との回答は、学部教育で

70％（「どちらかというと悪影響」49％、「悪影響」21％）、⼤学院教育で 68％（「ど
ちらかというと悪影響」46％、「悪影響」22％）を占めた。具体的な悪影響として、学

部教育では「資格試験¤A型の授業1の変化」や「企業による内定学⽣1の資格取得勉強
課題付加による卒業研究1の影響」が挙げられた。⼤学院教育では、「資格試験1の¤A

に注⼒した教育が広く深い建築学の基盤を損なう懸念」や「資格取得のための勉強が研究

時間を圧迫する可能性」が指摘されていた。この調査結果から、平成 30 年（2018 年）建

築⼠法改正における受験資格の緩和による諸問題は、関係者間で広く認識されるものであ

った。

近年では、産学連携建築教育懇談会14が、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正につい

て、問題提起をしている15。それは、前述の⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議

会）による指摘と同様に、受験資格の緩和によって、学⽣が試験準備に多くの時間を割く

1�⽇本建築学会は、明治 19年（1886 年）に創⽴した建築に関する学術・技術・芸術の進歩発展を⽬的とする学術団体である。会員数
は 3万 6千名以上であり、研究教育機関、総合建設業、設計事務所、官公庁、公社公団、建築材Ø・機器メーカー、コンサルタン
ト、学⽣など多岐にわたる。

11平成 18 年（2006 年）12 ⽉、⽇本建築学会は、建築⼠法改正に伴う教育機関への影響を懸念し、建築系⼤学間の連携と課題解決を
⽬的とした「全国建築系⼤学教育連絡協議会」を設⽴した。同協議会は、教育機関の意⾒集約や対応策の検討を進めるために設置さ
れ、建築教育の質向上と改正への適応を図る役割を担う。加盟校は、東⽇本建築教育研究会、⻄⽇本⼯⾼建築連盟、中国地区⾼等学
校建築教育研究会に所属する学校、ならびにそれ以外の建築系学科を有する学校で構成され、令和 4 年（2022 年）7 ⽉時点で 219校
が加盟する。なお、会⻑は⽇本建築学会会⻑が兼務する。

12⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）は、就職活動の早期化・⻑期化が学業や研究活動に与える影響を懸念し、⼀般社団
法⼈⽇本経済団体連合会や建築設計事務所、建設業、ハウスメーカーの代表宛に平成 26 年（2014 年）3 ⽉ 14 ⽇から、合計 13 回の要
望を提出している。直近では、令和 6 年（2024 年）7 ⽉ 30 ⽇に「就職活動時期・選考時期に関する要望」が発出され、企業説明会の
開始時期を⼤学 3 年⽣（修⼠ 1 年⽣）の 3 ⽉ 1 ⽇以降とすることや、学業に⽀障のない時間帯での選考実施、留学帰国者への配慮を
求めている。

13出典：⼀般社団法⼈⽇本建築学会「(2019⼤会資Ø)建築⼠資格と建築教育─改正建築⼠法施⾏後の次代の建築教育を展望する」
2019年 9⽉ 

14産学連携建築教育懇談会は、平成 21 年（2009年）に、建築⼠法改正に伴う⼤学院の実務認定⾒直しに対応するため設⽴された。産
学連携を基盤とし、インターンシップ制度の実施における課題解決や、建築教育の質向上を⽬指している。構成団体には、⽇本建築
学会や建築設計業界団体の他、オブザーバーとして国⼟交通省も参画している。

15令和 6 年（2024 年）4 ⽉ 2 ⽇時点において、産学連携建築教育懇談会は、令和 4 年（2022 年）8 ⽉に、⽇本建築学会からË告を受
け、⽇本のアーキテクト資格システムの国際的信⽤性や建築教育の国際通⽤性向上、学修期間中の就職活動や資格取得準備活動の改
善を検討テーマとして議論を進め、次世代⼈材が国内外で活躍できる環境整備のための課題として「国際的で魅⼒ある次世代の建築
職能⼈材の育成に向けた提⾔(案)(中間取りまとめ)」を取りまとめている。
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ことで、学�や研究が圧迫され、⼤学教育に与�る影響を指摘するものである。�た、建

築⼠試験の内容と建築設計業?の�務がÊ�しも⼀していない点にも®⽬し、建築⼠試

験合格をqÕ�とする学�が、学⽣の教育内容をÏらせ、�務にÊ要な��-や知識が�
Íに�得されない状況を⽣�でいると指摘し、建築設計業?の$ー�に した教育'/�
+(の»Àや、⼤学教育と�務b験が�iにÓHし合うz組みの構築を提hしている。

そのような状況において、令和 5 年（2023 年）に�施された⼀級建築⼠学科試験の受

験者数は 28,118 ⼈と、平成 29 年（2017 年）とÈCしても⼤きな変化は⾒られない。だ

が、⼀級建築⼠設計��試験の合格者数1�が 3,401 ⼈であった内、平X年Ýは 29.5sであ

り、年ÝÎ構成では 20¨が全体のÔ 64.9�、30¨をMめる 90.4�を占めている。本改正

施⾏の直前にあたる令和元年（2019 年）では、合格者 3,571 ⼈の内、平X年Ýは 32.0s
であり、年ÝÎ構成では、20¨が全体の 47�、30¨をMめるとÔ 85.1�であった。これ

らから、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正によって、�年�の合格者数の�加を⾒てと

ることができる。

平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正は、建築⼠試験制度における受験資格を緩和し、

「受験の早期化」を�ることによって、資格取得'/��を�¿化し、5定的かつa¡的

に「��⼈vの育成と確Ò」を期¦するものであった。本改正により、�年�の合格者数

は�加する⼀⽅で、改正前mから、教育や�務との連動や専⾨性の©Òに関する課題が指
摘されている。¾に、改正前からそうした懸念が£uし、�x^成の>³でどのように取
り4われていたのかは、d¸の×¬が⼤きい。

このような点に¤して、本改正が期¦した「��⼈vの育成と確Ò」をめ�り、建築設

計業?団体や教育機関が、改正前mから⽰していた6⾒や懸念が、�tの議論でどのよう

に4われ、q�的な改正にÅ;されたのかをÍ�することがQめられる。そのためには、

¶時の議論がいかにµ@され、guの課題をÖ⾒し得たのか、�たはI>してし�ったの

かを改正に⾄る�x^成の>³を構造的にÍ�し、明らかにすることがÊ要である。 

1.2 研究⽬的

以上の研究背景と課題設定を¹��、本研究は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に

おける�x^成の>³を構造的に¡�、「��⼈vの育成と確Ò」に関わる建築設計業?
団体及び教育機関の6⾒や懸念が、いかなるd¸をbて、改正1�ßしたのかを明らかに

することを⽬的とする。

1�出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課「⼀級建築⼠試験「設計製図の試験」Ë¸発表資Ø」�国⼟交通省ホーム5ー+�（オン8イ
ン）2024 年 12 ⽉ 1 ⽇アク-ス�
�����������	�����������
���

� 

1.3 研究設問

以上の研究⽬的に基づき、本研究の研究設問は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に

おける�x^成の>³に内uする構造的要8が、いかなる�iw⽤を通じて、本改正に影
響を及ぼしたのかを問うものである。

1.4 研究⽅法

以上の研究設問に基づき、本研究の研究⽅法として、�ン�%*ー調査による質的�法

をr⽤し、第 3 章にて�述する「ア��ー・��*ー・'/��」のÍ�枠組みをA⽤す

る。「ア��ー・��*ー・'/��」は、制度改Dにおいて⽣じる問題（��*ー）を

¯�に、複数のÛA関係者（ア��ー）がどのように関わり、�iw⽤を通じて問題が^
成・�µするのかを動§的にÍ�する&.ー(0ー�である（V本, 2014）。このÍ�枠

組みを通じて、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成の>³を構造的にÍ
�する。

なお、本研究では、⼀級建築⼠を¤�とし、⼀級建築⼠に関わる事mを¯�に4う。

1.5 論⽂構成

本研究の論⽂構成を、以下に⽰し、B章における研究の�⾏とÍ�のµ@を提⽰する。

「第 1 章 研究概要」では、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正を¤�に、本研究の背

景と課題設定を提⽰する。その上で、研究⽬的と研究設問を明確化し、研究⽅法及び論⽂

全体の構成を説明することで、本研究の全体像を⽰す。

「第 2 章 ⼀級建築⼠試験を取りGくg状と平成 30 年建築⼠法改正の課題」では、⼀級

建築⼠試験を取りGくg状として、⼀級建築⼠試験の受験状況をm⽬Îに確認し、平成

30 年（2018 年）から令和 2 年（2020 年）に⾄る改正>³を 3つの時期にÍけて概Kす

る。そのm、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成の課題を提⽰する。

「第 3 章 �⾏⽂e.%*ーと研究の枠組み」では、建築⼠資格制度と資格制度全般及

び資格制度の�x>³に関する�⾏研究をd¸する。そのm、V本l{による「ア��
ー・��*ー・'/��」の理論的背景を�理し、,�ー ・�)!'を提⽰する。それ

らを通じて、本研究における「ア��ー」、「��*ー」、「�x^成>³」の定義を明

確化し、研究の枠組みを構築する。

「第 4 章 研究⽅法」では、具体的な調査⽅法とÍ��法を提⽰する。��、,�ー
 ・"ザ�ンを⽰し、そのm、�ン�%*ー調査の概要と調査¤�者の�細及び"ー�Í
�⽅法を説明する。

「第 5 章 �ン�%*ー調査のÍ�・考察」では、�ン�%*ー調査結果から、調査¤

�者の視点を�理し、それらを基に「個Î的Í�と考察」「横断的Í�と考察」「統合的

Í�と考察」と段階的なÍ�を⾏う。��、「個Î的Í�と考察」では、�x^成>³に
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ことで、学�や研究が圧迫され、⼤学教育に与�る影響を指摘するものである。�た、建

築⼠試験の内容と建築設計業?の�務がÊ�しも⼀していない点にも®⽬し、建築⼠試

験合格をqÕ�とする学�が、学⽣の教育内容をÏらせ、�務にÊ要な��-や知識が�
Íに�得されない状況を⽣�でいると指摘し、建築設計業?の$ー�に した教育'/�
+(の»Àや、⼤学教育と�務b験が�iにÓHし合うz組みの構築を提hしている。

そのような状況において、令和 5 年（2023 年）に�施された⼀級建築⼠学科試験の受

験者数は 28,118 ⼈と、平成 29 年（2017 年）とÈCしても⼤きな変化は⾒られない。だ

が、⼀級建築⼠設計��試験の合格者数1�が 3,401 ⼈であった内、平X年Ýは 29.5sであ

り、年ÝÎ構成では 20¨が全体のÔ 64.9�、30¨をMめる 90.4�を占めている。本改正

施⾏の直前にあたる令和元年（2019 年）では、合格者 3,571 ⼈の内、平X年Ýは 32.0s
であり、年ÝÎ構成では、20¨が全体の 47�、30¨をMめるとÔ 85.1�であった。これ

らから、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正によって、�年�の合格者数の�加を⾒てと

ることができる。

平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正は、建築⼠試験制度における受験資格を緩和し、

「受験の早期化」を�ることによって、資格取得'/��を�¿化し、5定的かつa¡的

に「��⼈vの育成と確Ò」を期¦するものであった。本改正により、�年�の合格者数

は�加する⼀⽅で、改正前mから、教育や�務との連動や専⾨性の©Òに関する課題が指
摘されている。¾に、改正前からそうした懸念が£uし、�x^成の>³でどのように取
り4われていたのかは、d¸の×¬が⼤きい。

このような点に¤して、本改正が期¦した「��⼈vの育成と確Ò」をめ�り、建築設

計業?団体や教育機関が、改正前mから⽰していた6⾒や懸念が、�tの議論でどのよう

に4われ、q�的な改正にÅ;されたのかをÍ�することがQめられる。そのためには、

¶時の議論がいかにµ@され、guの課題をÖ⾒し得たのか、�たはI>してし�ったの

かを改正に⾄る�x^成の>³を構造的にÍ�し、明らかにすることがÊ要である。 

1.2 研究⽬的

以上の研究背景と課題設定を¹��、本研究は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に

おける�x^成の>³を構造的に¡�、「��⼈vの育成と確Ò」に関わる建築設計業?
団体及び教育機関の6⾒や懸念が、いかなるd¸をbて、改正1�ßしたのかを明らかに

することを⽬的とする。

1�出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課「⼀級建築⼠試験「設計製図の試験」Ë¸発表資Ø」�国⼟交通省ホーム5ー+�（オン8イ
ン）2024 年 12 ⽉ 1 ⽇アク-ス�
�����������	�����������
���
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1.3 研究設問

以上の研究⽬的に基づき、本研究の研究設問は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に

おける�x^成の>³に内uする構造的要8が、いかなる�iw⽤を通じて、本改正に影
響を及ぼしたのかを問うものである。

1.4 研究⽅法

以上の研究設問に基づき、本研究の研究⽅法として、�ン�%*ー調査による質的�法

をr⽤し、第 3 章にて�述する「ア��ー・��*ー・'/��」のÍ�枠組みをA⽤す

る。「ア��ー・��*ー・'/��」は、制度改Dにおいて⽣じる問題（��*ー）を

¯�に、複数のÛA関係者（ア��ー）がどのように関わり、�iw⽤を通じて問題が^
成・�µするのかを動§的にÍ�する&.ー(0ー�である（V本, 2014）。このÍ�枠

組みを通じて、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成の>³を構造的にÍ
�する。

なお、本研究では、⼀級建築⼠を¤�とし、⼀級建築⼠に関わる事mを¯�に4う。

1.5 論⽂構成

本研究の論⽂構成を、以下に⽰し、B章における研究の�⾏とÍ�のµ@を提⽰する。

「第 1 章 研究概要」では、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正を¤�に、本研究の背

景と課題設定を提⽰する。その上で、研究⽬的と研究設問を明確化し、研究⽅法及び論⽂

全体の構成を説明することで、本研究の全体像を⽰す。

「第 2 章 ⼀級建築⼠試験を取りGくg状と平成 30 年建築⼠法改正の課題」では、⼀級

建築⼠試験を取りGくg状として、⼀級建築⼠試験の受験状況をm⽬Îに確認し、平成

30 年（2018 年）から令和 2 年（2020 年）に⾄る改正>³を 3つの時期にÍけて概Kす

る。そのm、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成の課題を提⽰する。

「第 3 章 �⾏⽂e.%*ーと研究の枠組み」では、建築⼠資格制度と資格制度全般及

び資格制度の�x>³に関する�⾏研究をd¸する。そのm、V本l{による「ア��
ー・��*ー・'/��」の理論的背景を�理し、,�ー ・�)!'を提⽰する。それ

らを通じて、本研究における「ア��ー」、「��*ー」、「�x^成>³」の定義を明

確化し、研究の枠組みを構築する。

「第 4 章 研究⽅法」では、具体的な調査⽅法とÍ��法を提⽰する。��、,�ー
 ・"ザ�ンを⽰し、そのm、�ン�%*ー調査の概要と調査¤�者の�細及び"ー�Í
�⽅法を説明する。

「第 5 章 �ン�%*ー調査のÍ�・考察」では、�ン�%*ー調査結果から、調査¤

�者の視点を�理し、それらを基に「個Î的Í�と考察」「横断的Í�と考察」「統合的

Í�と考察」と段階的なÍ�を⾏う。��、「個Î的Í�と考察」では、�x^成>³に
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関わるBア��ーを個Îに4い、提⽰された課題や提案、�x^成>³1の⾒+を、ア�
�ーの視点として�理する。oに、「横断的Í�と考察」では、個Î的Í�の成果を基盤
に、Í�¤�のFÍÎに、それぞれで⽰されたA通点と��点を¡xし、��*ーの認識
や変容による議論のµ@を、��*ーの視点として�理する。qmに、「統合的Í�と考
察」では、個Î的Í�と横断的Í�で得られた視点を統合し、�x^成におけるア��ー
の構造的要8と��*ーの構造的要8を¾定する。それを¹��、�x^成>³という'
/��を、ア��ーと��*ーの�iw⽤というK点からÍ�し、制度改正に影響をもた

らした構造的w⽤を»xする。

「第 6 章 結論と⽰Z」では、前章のÍ�を基盤に、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改

正の�x^成>³における構造的w⽤が、本改正に与�た影響を結論として»きxし、W
mの建築⼠資格制度#⽤のあり⽅に¤する⽰Zを提⽰する。qmに、本研究のK?を⽰

し、Wmの研究の課題をd¸する。

	 

第 2 章 ⼀級建築⼠試験を取りGくg状と平成 30 年建築⼠法改正の課題

本章は、前章を¹��、⼀級建築⼠試験を取りGくg状と平成 30 年（2018 年）建築⼠

法改正の課題について論じる。⼀級建築⼠試験を取りGくg状として、⼀級建築⼠試験の

受験状況をm⽬Îに確認し、平成 30 年（2018 年）から令和 2 年（2020 年）に⾄る改正

>³を 3つの時期にÍけて概Kする。そのm、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正におけ

る�x^成の課題を提⽰する。

2.1 ⼀級建築⼠試験の受験状況

ここでは、⼀級建築⼠試験の受験状況について、国⼟交通省及び同省の指定試験機関で

ある公%^団法⼈建築技術教育½及�ン�ー1�（以下、「建築技術教育½及�ン�ー」）

によって、Æ年�施される⼀級建築⼠試験（学科試験及び設計��試験）のÃ道発表資×
を基にw成した"ー�を⽤いて、m⽬Îに確認する。Bm⽬は「受験動向の時期Î��」

「学Ú・資格Î及び年ÝÎの合格者��」「平成 30 年建築⼠法改正に²う受験資格Îの

合格者��」によって構成する。なお、平成 17 年（2005 年）に発覚した構造計算書偽造

問題や平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正など、建築⼠試験制度に影響を与�た社会的要

8や建築⼠法改正との関係を¯�に論じる。

2.1.1 受験動向の時期Î��
��、表 2�1 より、平成 14 年（2002 年）から令和 5 年（2023 年）にかけて、⼀級建

築⼠学科試験における受験者数の��を確認する。

平成 14 年（2002 年）における受験者数は 53,908 ⼈とU�準を9録していた。Î年の

平成 15 年（2003 年）には 51,283 ⼈にl�し、平成 14 年（2002 年）とÈCして 2,625 ⼈

（Ô 4.9�）のl�が確認されるが、⻑期的な��の¯で⾒られる·lにÔ�った。その

m、平成 16 年（2004 年）には 47,305 ⼈となり、平成 14 年（2002 年）とÈCして 6,603

⼈（Ô 12.2�）、平成 15 年（2003 年）とÈCして 3,978 ⼈（Ô 7.8�）のl�が9録さ

れたが、い�れも⻑期的な��としては、U�準であった。 

だが、平成 17 年（2005 年）に構造計算書偽造問題が発覚すると、平成 18 年（2006

年）には 40,950 ⼈にl�し、平成 14 年（2002 年）とÈCして 12,958 ⼈（Ô 23.9�）、

平成 16 年（2004 年）とÈCして 6,355 ⼈（Ô 13.4�）のl�が確認された。平成 19 年

（2007 年）では 43,566 ⼈と回¿_向が⾒られたが、平成 14 年（2002 年）の�準には�
�として�していなかった。

1�⼀級建築⼠試験の実施事務については国⼟交通⼤⾂からの指定（建築⼠法第 15 条の 2）、¾級建築⼠試験XびÒ造建築⼠試験の実
施事務については·¸Çi¬事からの指定（建築⼠法第 15 条の 6）を受けるÅ要がある。現在、これらの試験事務は建築技術教育È
X-ンターが指定試験機関として実施している。
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関わるBア��ーを個Îに4い、提⽰された課題や提案、�x^成>³1の⾒+を、ア�
�ーの視点として�理する。oに、「横断的Í�と考察」では、個Î的Í�の成果を基盤
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>³を 3つの時期にÍけて概Kする。そのm、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正におけ

る�x^成の課題を提⽰する。
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によって、Æ年�施される⼀級建築⼠試験（学科試験及び設計��試験）のÃ道発表資×
を基にw成した"ー�を⽤いて、m⽬Îに確認する。Bm⽬は「受験動向の時期Î��」

「学Ú・資格Î及び年ÝÎの合格者��」「平成 30 年建築⼠法改正に²う受験資格Îの
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��、表 2�1 より、平成 14 年（2002 年）から令和 5 年（2023 年）にかけて、⼀級建

築⼠学科試験における受験者数の��を確認する。

平成 14 年（2002 年）における受験者数は 53,908 ⼈とU�準を9録していた。Î年の

平成 15 年（2003 年）には 51,283 ⼈にl�し、平成 14 年（2002 年）とÈCして 2,625 ⼈

（Ô 4.9�）のl�が確認されるが、⻑期的な��の¯で⾒られる·lにÔ�った。その

m、平成 16 年（2004 年）には 47,305 ⼈となり、平成 14 年（2002 年）とÈCして 6,603

⼈（Ô 12.2�）、平成 15 年（2003 年）とÈCして 3,978 ⼈（Ô 7.8�）のl�が9録さ

れたが、い�れも⻑期的な��としては、U�準であった。 

だが、平成 17 年（2005 年）に構造計算書偽造問題が発覚すると、平成 18 年（2006

年）には 40,950 ⼈にl�し、平成 14 年（2002 年）とÈCして 12,958 ⼈（Ô 23.9�）、

平成 16 年（2004 年）とÈCして 6,355 ⼈（Ô 13.4�）のl�が確認された。平成 19 年

（2007 年）では 43,566 ⼈と回¿_向が⾒られたが、平成 14 年（2002 年）の�準には�
�として�していなかった。

1�⼀級建築⼠試験の実施事務については国⼟交通⼤⾂からの指定（建築⼠法第 15 条の 2）、¾級建築⼠試験XびÒ造建築⼠試験の実
施事務については·¸Çi¬事からの指定（建築⼠法第 15 条の 6）を受けるÅ要がある。現在、これらの試験事務は建築技術教育È
X-ンターが指定試験機関として実施している。
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平成 18 年（2006 年）建築⼠法改正の施⾏直前にあたる、平成 20 年（2008 年）では

48,651 ⼈と、平成 18 年（2006 年）から 7,701 ⼈（Ô 18.8�）�加し、⼀定の回¿が⾒ら

れた。ただし、平成 14 年（2002 年）とÈCすると 5,257 ⼈（Ô 9.8�）l�しており、

建築⼠資格制度1の信頼の揺ら�が、受験者数に影響を与�ていた。

平成 21 年（2009 年）には、平成 18 年（2006 年）建築⼠法改正が施⾏され、42,569 ⼈

にl�し、平成 20 年（2008 年）とÈCして 6,082 ⼈（Ô 12.5�）のl�が9録された。

そのm、平成 22 年（2010 年）に 38,476 ⼈、平成 23 年（2011 年）に 32,843 ⼈とl�_

向が¡き、平成 20 年（2008 年）とÈCして、それぞれ 10,175 ⼈（Ô 20.9�）、15,808

⼈（Ô 32.5�）のl�であった。この時期、同改正による建築⼠試験制度の厳格化が、受

験者数に影響を及ぼしていた。 

以降もl�_向は¡き、平成 30 年（2018 年）には 25,878 ⼈となり、平成 20 年（2008

年）とÈCして、22,773 ⼈（Ô 46.8�）の⼤幅なl�が9録され、Î年の令和元年

（2019 年）には 25,132 ⼈とさらにl�していた。 

そのm、令和 2 年（2020 年）に、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正が施⾏され、受

験資格の緩和が»Àされた。これにより 30,409 ⼈に�加し、平成 30 年（2018 年）とÈ
Cすると 4,531 ⼈（Ô 17.5�）の�加が確認された。令和 3 年（2021 年）には 31,696 ⼈

と�加したが、令和 5 年（2023 年）には 28,118 ⼈にl�しており、改正による�加幅は

K定的であったことが確認できる。 

以上の��から、⼀級建築⼠学科試験の受験者数は、平成 14 年（2002 年）から平成

16 年（2004 年）にかけての5定期をbて、平成 17 年（2005 年）の構造計算書偽造問題

を契機に、受験者数が⼤幅にl�し、そのmも回¿とl�をGりÂす動向が⾒られた。平

成 14 年（2002 年）の 53,908 ⼈から令和 5 年（2023 年）の 28,118 ⼈1のl�は、社会的

要8や建築⼠法改正が受験者数に与�る⻑期的な影響を⽰している。¾に、平成 30 年

（2018 年）建築⼠法改正が施⾏された令和 2 年（2020 年）以降は受験者数が�加に¨じ
たものの、⻑期的な��の¯では、その�加幅はK定的であり、平成 20 年（2008 年）以

前の�準を回¿するには⾄っていない。これらから、社会的要8や建築⼠法改正が、受験

動向に強い影響を与�¡けていることが確認される。 

� 

2.1.2 学Ú・資格Î及び年ÝÎの合格者��
oに、表 2�2 より、平成 14 年（2002 年）から令和�年（2023 年）にかけて、⼀級建

築⼠設計��試験における合格者の学Ú1	・資格1
Î及び年ÝÎの��について確認す

る。

1	  学歴については、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正後を基準に集計している。建築⼠法第 14 条第 1s第 1uから、学歴要件につ
いては、「平成 21 年度以降の⼊学者」「平成 20 年度以前の⼊学者」も同等に扱っている。そのため、⼤学は、「⼤学、⾼等専⾨学
校（「本科＋専攻科」の卒業者に限る。）、職業能⼒開発総合⼤学校（総合課程、⻑期課程⼜は応⽤課程の卒業者に限る。）、職業
能⼒開発⼤学校（応⽤課程の卒業者に限る。）」を原則とし、その他は、「短期⼤学（修業 3 年以上）（専⾨職⼤学の 3 年の前期課
程をO�）、短期⼤学（修業 2 年以上）（専⾨職⼤学の 3 年の前期課程をO�））、⾼等専⾨学校（本科のみの卒業者）、職業能⼒
開発総合⼤学校（専⾨課程のみの卒業者）、職業能⼒開発⼤学校（専⾨課程のみの卒業者）、職業能⼒開発短期⼤学校Xびそれ以
外」とする。

1
  資格については、建築⼠法第 14 条第 1s第 2uXび第 3uから、¾級建築⼠、建築設備士を含む。なお、建築設備⼠とは、建築
設備全般に関する¬識Xび技能を有し、建築⼠に対して、⾼度化・複雑化した建築設備の設計・⼯事監理に関する適切なアドバイス
を⾏える資格である。

表 2�1 ⼀級建築⼠学科試験・設計��試験 受験者数、合格者数、合格Ñ、�合
合格Ñ��

出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課
「⼀級建築⼠試験「学科の試験」Ë¸発表資Ø」「⼀級建築⼠試験「設計製図の試験」Ë¸発表資Ø」より、筆者作成
令和元年（2019年）の設計製図試験は、台⾵ 19uの影響により、本試験と再試験を実施しているため、合算値となる

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
令和5年 28,118 4,562 16.20% 10,238 3,401 33.20% 9.90%
令和4年 30,007 6,289 21.00% 10,509 3,473 33.00% 9.90%
令和3年 31,696 4,832 15.20% 10,499 3,765 35.90% 9.90%
令和2年 30,409 6,295 20.70% 11,035 3,796 34.40% 10.60%
令和1年 25,132 5,729 22.80% 10,151 3,571 35.20% 12.00%
平成30年 25,878 4,742 18.30% 9,251 3,827 41.40% 12.50%
平成29年 26,923 4,946 18.40% 8,931 3,365 37.70% 10.80%
平成28年 26,096 4,213 16.10% 8,653 3,673 42.40% 12.00%
平成27年 25,804 4,806 18.60% 9,308 3,774 40.50% 12.40%
平成26年 25,395 4,653 18.30% 9,460 3,825 40.40% 12.60%
平成25年 26,801 5,103 19.00% 9,830 4,014 40.80% 12.70%
平成24年 29,484 5,361 18.20% 10,242 4,276 41.70% 12.40%
平成23年 32,843 5,171 15.70% 11,202 4,560 40.70% 11.70%
平成22年 38,476 5,814 15.10% 10,705 4,476 41.80% 10.30%
平成21年 42,569 8,323 19.60% 12,545 5,164 41.20% 11.00%
平成20年 48,651 7,364 15.10% 9,935 4,144 41.70% 8.10%
平成19年 43,566 4,936 11.30% 7,501 3,705 49.40% 8.00%
平成18年 40,950 4,099 10.00% 11,386 3,579 31.40% 7.40%
平成17年 41,907 10,464 25.00% 18,322 5,548 30.30% 11.10%
平成16年 47,305 11,904 25.20% 16,313 5,470 33.50% 10.50%
平成15年 51,283 7,430 14.50% 11,100 4,477 40.30% 8.10%
平成14年 53,908 5,716 10.60% 10,203 3,733 36.60% 6.40%

総合
合格率

学科試験 設計製図試験年
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平成 18 年（2006 年）建築⼠法改正の施⾏直前にあたる、平成 20 年（2008 年）では
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向が¡き、平成 20 年（2008 年）とÈCして、それぞれ 10,175 ⼈（Ô 20.9�）、15,808

⼈（Ô 32.5�）のl�であった。この時期、同改正による建築⼠試験制度の厳格化が、受

験者数に影響を及ぼしていた。 

以降もl�_向は¡き、平成 30 年（2018 年）には 25,878 ⼈となり、平成 20 年（2008

年）とÈCして、22,773 ⼈（Ô 46.8�）の⼤幅なl�が9録され、Î年の令和元年

（2019 年）には 25,132 ⼈とさらにl�していた。 

そのm、令和 2 年（2020 年）に、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正が施⾏され、受

験資格の緩和が»Àされた。これにより 30,409 ⼈に�加し、平成 30 年（2018 年）とÈ
Cすると 4,531 ⼈（Ô 17.5�）の�加が確認された。令和 3 年（2021 年）には 31,696 ⼈

と�加したが、令和 5 年（2023 年）には 28,118 ⼈にl�しており、改正による�加幅は

K定的であったことが確認できる。 

以上の��から、⼀級建築⼠学科試験の受験者数は、平成 14 年（2002 年）から平成

16 年（2004 年）にかけての5定期をbて、平成 17 年（2005 年）の構造計算書偽造問題

を契機に、受験者数が⼤幅にl�し、そのmも回¿とl�をGりÂす動向が⾒られた。平

成 14 年（2002 年）の 53,908 ⼈から令和 5 年（2023 年）の 28,118 ⼈1のl�は、社会的

要8や建築⼠法改正が受験者数に与�る⻑期的な影響を⽰している。¾に、平成 30 年

（2018 年）建築⼠法改正が施⾏された令和 2 年（2020 年）以降は受験者数が�加に¨じ
たものの、⻑期的な��の¯では、その�加幅はK定的であり、平成 20 年（2008 年）以

前の�準を回¿するには⾄っていない。これらから、社会的要8や建築⼠法改正が、受験

動向に強い影響を与�¡けていることが確認される。 

� 

2.1.2 学Ú・資格Î及び年ÝÎの合格者��
oに、表 2�2 より、平成 14 年（2002 年）から令和�年（2023 年）にかけて、⼀級建

築⼠設計��試験における合格者の学Ú1	・資格1
Î及び年ÝÎの��について確認す

る。

1	  学歴については、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正後を基準に集計している。建築⼠法第 14 条第 1s第 1uから、学歴要件につ
いては、「平成 21 年度以降の⼊学者」「平成 20 年度以前の⼊学者」も同等に扱っている。そのため、⼤学は、「⼤学、⾼等専⾨学
校（「本科＋専攻科」の卒業者に限る。）、職業能⼒開発総合⼤学校（総合課程、⻑期課程⼜は応⽤課程の卒業者に限る。）、職業
能⼒開発⼤学校（応⽤課程の卒業者に限る。）」を原則とし、その他は、「短期⼤学（修業 3 年以上）（専⾨職⼤学の 3 年の前期課
程をO�）、短期⼤学（修業 2 年以上）（専⾨職⼤学の 3 年の前期課程をO�））、⾼等専⾨学校（本科のみの卒業者）、職業能⼒
開発総合⼤学校（専⾨課程のみの卒業者）、職業能⼒開発⼤学校（専⾨課程のみの卒業者）、職業能⼒開発短期⼤学校Xびそれ以
外」とする。

1
  資格については、建築⼠法第 14 条第 1s第 2uXび第 3uから、¾級建築⼠、建築設備士を含む。なお、建築設備⼠とは、建築
設備全般に関する¬識Xび技能を有し、建築⼠に対して、⾼度化・複雑化した建築設備の設計・⼯事監理に関する適切なアドバイス
を⾏える資格である。

表 2�1 ⼀級建築⼠学科試験・設計��試験 受験者数、合格者数、合格Ñ、�合
合格Ñ��

出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課
「⼀級建築⼠試験「学科の試験」Ë¸発表資Ø」「⼀級建築⼠試験「設計製図の試験」Ë¸発表資Ø」より、筆者作成
令和元年（2019年）の設計製図試験は、台⾵ 19uの影響により、本試験と再試験を実施しているため、合算値となる

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
令和5年 28,118 4,562 16.20% 10,238 3,401 33.20% 9.90%
令和4年 30,007 6,289 21.00% 10,509 3,473 33.00% 9.90%
令和3年 31,696 4,832 15.20% 10,499 3,765 35.90% 9.90%
令和2年 30,409 6,295 20.70% 11,035 3,796 34.40% 10.60%
令和1年 25,132 5,729 22.80% 10,151 3,571 35.20% 12.00%
平成30年 25,878 4,742 18.30% 9,251 3,827 41.40% 12.50%
平成29年 26,923 4,946 18.40% 8,931 3,365 37.70% 10.80%
平成28年 26,096 4,213 16.10% 8,653 3,673 42.40% 12.00%
平成27年 25,804 4,806 18.60% 9,308 3,774 40.50% 12.40%
平成26年 25,395 4,653 18.30% 9,460 3,825 40.40% 12.60%
平成25年 26,801 5,103 19.00% 9,830 4,014 40.80% 12.70%
平成24年 29,484 5,361 18.20% 10,242 4,276 41.70% 12.40%
平成23年 32,843 5,171 15.70% 11,202 4,560 40.70% 11.70%
平成22年 38,476 5,814 15.10% 10,705 4,476 41.80% 10.30%
平成21年 42,569 8,323 19.60% 12,545 5,164 41.20% 11.00%
平成20年 48,651 7,364 15.10% 9,935 4,144 41.70% 8.10%
平成19年 43,566 4,936 11.30% 7,501 3,705 49.40% 8.00%
平成18年 40,950 4,099 10.00% 11,386 3,579 31.40% 7.40%
平成17年 41,907 10,464 25.00% 18,322 5,548 30.30% 11.10%
平成16年 47,305 11,904 25.20% 16,313 5,470 33.50% 10.50%
平成15年 51,283 7,430 14.50% 11,100 4,477 40.30% 8.10%
平成14年 53,908 5,716 10.60% 10,203 3,733 36.60% 6.40%

総合
合格率

学科試験 設計製図試験年
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��、平成 14 年（2002 年）から令和 5 年（2023 年）�での、学Ú・資格Î構成か

ら、⼤学卒業者の割合が⼀6してUい�準を�nしながらも、⼆級建築⼠ÒÍ者や専�学

R卒業者の割合が時期によって変動していることが確認される。

平成 14 年（2002 年）は、合格者 3,733 ⼈の内、⼤学卒業者の割合が 68.4�、⼆級建築

⼠ÒÍ者が 18.0�、専�学R卒業者が 9.2�を占め、合格者の⼤部Íが⼤学卒業者であっ

た。平成 16 年（2004 年）には、合格者が 5,470 ⼈に�加し、⼤学卒業者の割合が 68.2�
と�1のl�が⾒られる⼀⽅で、⼆級建築⼠ÒÍ者の割合が 19.0�、専�学R卒業者が

9.1�に�加した。この時期は、専�学R卒業者のÈÑが-⼤し、合格者の多様化が��
でいた。

しかし、平成 18 年（2006 年）には、構造計算書偽造問題の影響を受け、合格者数が

3,579 ⼈にl�した。⼤学卒業者の割合は 66.3�にl�する⼀⽅で、⼆級建築⼠ÒÍ者の

割合は 21.1�、専�学R卒業者の割合は 8.9�となり、⼆級建築⼠ÒÍ者の占める割合が

�加した。この_向は、平成 20 年（2008 年）�で¡き、同年の⼤学卒業者の割合は

74.2�に�加したが、専�学R卒業者は 6.1�にl�していた。 

さらに、平成 30 年（2018 年）には、合格者が 3,827 ⼈、⼤学卒業者の割合は 74.1�、

⼆級建築⼠ÒÍ者の割合は 15.8�、専�学R卒業者が 5.0�であった。Î年の令和元年

（2019 年）においても、合格者が 3,571 ⼈、⼤学卒業者の割合は 75.5�、⼆級建築⼠Ò
Í者の割合は 15.8�、専�学R卒業者が 4.9�であった。この時期は、⼤学卒業者の割合
がU�準を�nする⼀⽅で、⼆級建築⼠ÒÍ者の割合と専�学R卒業者の割合がl�に¨
じていた。

令和 2 年（2020 年）には、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正が施⾏され、合格者が

3,796 ⼈、⼤学卒業者の割合が 76.2�と上}した。⼆級建築⼠ÒÍ者の割合は 14.3�、専

�学R卒業者の割合は 4.9�とl�し、合格者の構成が、\び⼤学卒業者にÏる_向が⾒

られた。令和 5 年（2023 年）の合格者は 3,401 ⼈で、⼤学卒業者の割合が 72.3�、⼆級

建築⼠ÒÍ者が 17.6�、専�学R卒業者が 5.1�と、それぞれ�1の�lが確認される。

以上の��から、⼤学卒業者の割合が全期間を通じてj¯的である⼀⽅、⼆級建築⼠Ò
Í者と専�学R卒業者の割合は、時期によって変動していることがÍかる。¾に、構造計

算書偽造問題の影響が⾒られた平成 18 年（2006 年）から平成 20 年（2008 年）にかけて

は、⼆級建築⼠ÒÍ者の割合が⼀時的に�加し、⼤学卒業者の割合がl�している。令和

2 年（2020 年）以降の平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正施⾏mは、⼤学卒業者の割合が

\び�加_向にあり、⼆級建築⼠ÒÍ者や専�学R卒業者の割合はl�_向を⽰してい

る。これらから、社会的要8や建築⼠法改正が、合格者の学Ú・資格Î構成に⼀定の影響
を及ぼしていることが確認される。

さらに、年ÝÎ構成からは、平成 14 年（2002 年）から令和 5 年（2023 年）にかけ

て、平X年Ýの��にJ¢な変化が⾒られる。平成 14 年（2002 年）には、平X年Ýは

11

30.2sであった。この時期、29s以下の割合は 54.9�に�し、40s以上は 6.0�と、È
C的�年�にu¯していた状況であった。平成 16 年（2004 年）には、平X年Ýは 30.8

sに上}し、29s以下の割合は 48.3�とl�した。40s以上の割合は 6.1�と、�年�の

ÈÑがUい⼀⽅で、30¨以上の割合が�加_向にあった。

そのm、平成 18 年（2006 年）には、構造計算書偽造問題が影響を及ぼし、平X年Ýは

31.0sに上}し、29s以下の割合は 46.0�、40s以上の割合は 6.2�と、�年�の占め

る割合はl�した。さらに、平成 20 年（2008 年）には、平X年Ýは 31.1sに上}し、

29s以下の割合は 45.5�と、平成 14 年（2002 年）から�年�のl�_向は¡き、資格

取得の年Ý�が広がりつつあった。 

そのm、平成 30 年（2018 年）には、平X年Ýは 32.0sに上}していた。29s以下の

割合は 46.3�、40s以上の割合は 14.1�に�しており、�年�の割合がさらにl�する

⼀⽅で、40s以上の割合が=Iに�加していた。この_向は、令和元年（2019 年）にも

"きaがれ、合格者数 3,571 ⼈、平X年Ý 32.0s、40s以上の割合が 14.9�とU�準で

あった。 

しかし、令和 2 年（2020 年）には、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正が施⾏され、

平X年Ýは 30.3sに¦下した。これは、本改正によって、23s以下も受験資格を得たこ

とが影響している。29s以下の割合は 59.0�と平成 30 年（2018 年）から⼤幅に�加
し、40s以上の割合は 10.7�とl�した。令和 5 年（2023 年）では、合格者数は 3,401

⼈、平X年Ýは 29.5sと�年�の�加_向が��でいる。29s以下の割合は 64.9�に�
し、40s以上の割合は 9.6�にÔ�っている。¾に、23s以下の割合は、11.3％であり、

令和 2 年の 6.0�とÈCすると、5.3�上}した。

以上の��から、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正が、合格者の年Ý構成に影響を及

ぼしており、本改正が�年�を¯�に機能していることが確認される。 
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��、平成 14 年（2002 年）から令和 5 年（2023 年）�での、学Ú・資格Î構成か

ら、⼤学卒業者の割合が⼀6してUい�準を�nしながらも、⼆級建築⼠ÒÍ者や専�学

R卒業者の割合が時期によって変動していることが確認される。

平成 14 年（2002 年）は、合格者 3,733 ⼈の内、⼤学卒業者の割合が 68.4�、⼆級建築

⼠ÒÍ者が 18.0�、専�学R卒業者が 9.2�を占め、合格者の⼤部Íが⼤学卒業者であっ

た。平成 16 年（2004 年）には、合格者が 5,470 ⼈に�加し、⼤学卒業者の割合が 68.2�
と�1のl�が⾒られる⼀⽅で、⼆級建築⼠ÒÍ者の割合が 19.0�、専�学R卒業者が

9.1�に�加した。この時期は、専�学R卒業者のÈÑが-⼤し、合格者の多様化が��
でいた。

しかし、平成 18 年（2006 年）には、構造計算書偽造問題の影響を受け、合格者数が

3,579 ⼈にl�した。⼤学卒業者の割合は 66.3�にl�する⼀⽅で、⼆級建築⼠ÒÍ者の

割合は 21.1�、専�学R卒業者の割合は 8.9�となり、⼆級建築⼠ÒÍ者の占める割合が

�加した。この_向は、平成 20 年（2008 年）�で¡き、同年の⼤学卒業者の割合は

74.2�に�加したが、専�学R卒業者は 6.1�にl�していた。 

さらに、平成 30 年（2018 年）には、合格者が 3,827 ⼈、⼤学卒業者の割合は 74.1�、

⼆級建築⼠ÒÍ者の割合は 15.8�、専�学R卒業者が 5.0�であった。Î年の令和元年

（2019 年）においても、合格者が 3,571 ⼈、⼤学卒業者の割合は 75.5�、⼆級建築⼠Ò
Í者の割合は 15.8�、専�学R卒業者が 4.9�であった。この時期は、⼤学卒業者の割合
がU�準を�nする⼀⽅で、⼆級建築⼠ÒÍ者の割合と専�学R卒業者の割合がl�に¨
じていた。

令和 2 年（2020 年）には、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正が施⾏され、合格者が

3,796 ⼈、⼤学卒業者の割合が 76.2�と上}した。⼆級建築⼠ÒÍ者の割合は 14.3�、専

�学R卒業者の割合は 4.9�とl�し、合格者の構成が、\び⼤学卒業者にÏる_向が⾒

られた。令和 5 年（2023 年）の合格者は 3,401 ⼈で、⼤学卒業者の割合が 72.3�、⼆級

建築⼠ÒÍ者が 17.6�、専�学R卒業者が 5.1�と、それぞれ�1の�lが確認される。

以上の��から、⼤学卒業者の割合が全期間を通じてj¯的である⼀⽅、⼆級建築⼠Ò
Í者と専�学R卒業者の割合は、時期によって変動していることがÍかる。¾に、構造計

算書偽造問題の影響が⾒られた平成 18 年（2006 年）から平成 20 年（2008 年）にかけて

は、⼆級建築⼠ÒÍ者の割合が⼀時的に�加し、⼤学卒業者の割合がl�している。令和

2 年（2020 年）以降の平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正施⾏mは、⼤学卒業者の割合が

\び�加_向にあり、⼆級建築⼠ÒÍ者や専�学R卒業者の割合はl�_向を⽰してい

る。これらから、社会的要8や建築⼠法改正が、合格者の学Ú・資格Î構成に⼀定の影響
を及ぼしていることが確認される。

さらに、年ÝÎ構成からは、平成 14 年（2002 年）から令和 5 年（2023 年）にかけ

て、平X年Ýの��にJ¢な変化が⾒られる。平成 14 年（2002 年）には、平X年Ýは

11

30.2sであった。この時期、29s以下の割合は 54.9�に�し、40s以上は 6.0�と、È
C的�年�にu¯していた状況であった。平成 16 年（2004 年）には、平X年Ýは 30.8

sに上}し、29s以下の割合は 48.3�とl�した。40s以上の割合は 6.1�と、�年�の

ÈÑがUい⼀⽅で、30¨以上の割合が�加_向にあった。

そのm、平成 18 年（2006 年）には、構造計算書偽造問題が影響を及ぼし、平X年Ýは

31.0sに上}し、29s以下の割合は 46.0�、40s以上の割合は 6.2�と、�年�の占め

る割合はl�した。さらに、平成 20 年（2008 年）には、平X年Ýは 31.1sに上}し、

29s以下の割合は 45.5�と、平成 14 年（2002 年）から�年�のl�_向は¡き、資格

取得の年Ý�が広がりつつあった。 

そのm、平成 30 年（2018 年）には、平X年Ýは 32.0sに上}していた。29s以下の

割合は 46.3�、40s以上の割合は 14.1�に�しており、�年�の割合がさらにl�する

⼀⽅で、40s以上の割合が=Iに�加していた。この_向は、令和元年（2019 年）にも

"きaがれ、合格者数 3,571 ⼈、平X年Ý 32.0s、40s以上の割合が 14.9�とU�準で

あった。 

しかし、令和 2 年（2020 年）には、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正が施⾏され、

平X年Ýは 30.3sに¦下した。これは、本改正によって、23s以下も受験資格を得たこ

とが影響している。29s以下の割合は 59.0�と平成 30 年（2018 年）から⼤幅に�加
し、40s以上の割合は 10.7�とl�した。令和 5 年（2023 年）では、合格者数は 3,401

⼈、平X年Ýは 29.5sと�年�の�加_向が��でいる。29s以下の割合は 64.9�に�
し、40s以上の割合は 9.6�にÔ�っている。¾に、23s以下の割合は、11.3％であり、

令和 2 年の 6.0�とÈCすると、5.3�上}した。

以上の��から、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正が、合格者の年Ý構成に影響を及

ぼしており、本改正が�年�を¯�に機能していることが確認される。 
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2.1.3 平成 30 年建築⼠法改正に²う受験資格Îの合格者��
qmに、表 2�3 より、令和 2 年（2020 年）から令和�年（2023 年）�での、⼀級建築

⼠設計��試験の合格者における「�Ù制度で受験可能であった者と�制度で受験可能と

なった者2�」の⼈数、割合、平X年Ýの��を確認する。  

��、�Ù制度で受験可能であった者は、令和 2 年（2020 年）で 3,124 ⼈、令和 3 年

（2021 年）で 2,835 ⼈、令和 4 年（2022 年）で 2,470 ⼈、令和 5 年（2023 年）で 2,276

⼈と年�l�しており、全体に占める割合も 82.3�から 66.9�1と¦下している。⼀⽅

で、�制度で受験可能となった者は、令和 2 年（2020 年）で 672 ⼈、令和 3 年（2021

年）で 930 ⼈、令和 4 年（2022 年）で 1,003 ⼈、令和 5 年（2023 年）で 1,125 ⼈と�加
し、全体に占める割合も 17.7�から 33.1�1と-⼤しており、�制度で受験可能となった

者の割合は�加_向にある。 

�た、平X年Ýに®⽬すると、�Ù制度で受験可能であった者の平X年Ýは令和 2 年

（2020 年）で 31.4s、令和 3 年（2021 年）で 32.0s、令和 4 年（2022 年）で 31.7s、

令和 5 年（2023 年）で 31.4sと概 31s�で��している。⼀⽅、�制度で受験可能
となった者の平X年Ýは、令和 2 年（2020 年）で 25.0s、令和 3 年（2021 年）で 25.9

s、令和 4 年（2022 年）で 25.9s、令和 5 年（2023 年）で 25.6sと�年�にu¯して

いることが¾¥的である。

2� 従Ò制度で受験可能であった者とは、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正前の建築⼠法に基づく受験資格の要件で定める実務経験年
数を満たしている者である。�制度で受験可能となった者とは、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正後の建築⼠法に基づき受験可能
となった者をuす（前�の者を�く）。 

表 2�2 ⼀級建築⼠設計��試験合格者 学Ú・資格Î、年ÝÎ推移

出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課「⼀級建築⼠試験「設計製図の試験」Ë¸発表資Ø」より、筆者作成

⼤学 ⼆級建築⼠ 専修学校 建築設備⼠ その他 23才以下 24〜26才 27〜29才 30〜34才 35〜39才 40才以上 平均年齢
令和5年 3,401 72.3% 17.6% 5.1% 1.1% 3.9% 11.3% 31.7% 21.9% 16.1% 9.4% 9.6% 29.5
令和4年 3,473 71.4% 17.9% 5.0% 1.2% 4.4% 9.3% 31.2% 20.7% 17.3% 10.1% 11.4% 30.1
令和3年 3,765 73.1% 16.9% 4.7% 1.4% 3.9% 7.6% 28.5% 22.0% 18.1% 11.7% 12.1% 30.5
令和2年 3,796 76.2% 14.3% 4.9% 0.8% 3.8% 6.0% 29.2% 23.8% 19.7% 10.6% 10.7% 30.3
令和1年 3,571 75.5% 15.8% 4.9% 0.7% 3.1% - 23.2% 23.8% 24.3% 13.8% 14.9% 32.0
平成30年 3,827 74.1% 15.8% 5.0% 0.6% 4.4% - 20.9% 25.4% 25.2% 14.4% 14.1% 32.0
平成29年 3,365 76.9% 14.8% 4.8% 0.5% 3.0% - 21.0% 27.9% 25.7% 13.2% 12.2% 31.6
平成28年 3,673 69.9% 20.9% 4.9% 0.6% 3.7% - 15.5% 27.0% 27.0% 15.3% 15.2% 32.5
平成27年 3,774 71.9% 18.7% 5.8% 0.6% 3.0% - 17.0% 26.0% 27.1% 15.4% 14.5% 32.4
平成26年 3,825 70.6% 19.7% 5.6% 0.5% 3.6% - 15.9% 24.4% 28.2% 17.2% 14.3% 32.5
平成25年 4,014 68.3% 21.1% 6.6% 0.8% 3.2% - 15.3% 25.2% 28.0% 16.3% 15.2% 32.6
平成24年 4,276 68.7% 20.9% 6.7% 0.7% 3.0% - 15.6% 26.3% 27.5% 17.6% 13.0% 32.3
平成23年 4,560 67.6% 20.9% 6.7% 1.4% 3.4% - 14.8% 22.9% 30.7% 19.1% 12.5% 32.2
平成22年 4,476 67.9% 21.7% 6.3% 0.9% 3.2% - 16.7% 23.4% 30.1% 18.2% 11.6% 32.2
平成21年 5,164 70.3% 19.2% 6.4% 1.2% 2.9% - 14.8% 23.7% 32.8% 18.1% 10.6% 32.2
平成20年 4,144 74.2% 16.7% 6.1% 0.3% 2.7% - 18.0% 27.5% 33.4% 14.2% 6.9% 31.1
平成19年 3,705 70.0% 18.6% 8.3% - 3.1% - 16.0% 28.3% 35.6% 13.7% 6.4% 31.1
平成18年 3,579 66.3% 21.1% 8.9% - 3.7% - 16.7% 29.3% 33.7% 14.1% 6.2% 31.0
平成17年 5,548 64.7% 22.0% 9.3% - 4.0% - 13.0% 26.7% 35.9% 16.1% 8.3% 31.7
平成16年 5,470 68.2% 19.0% 9.1% - 3.7% - 17.9% 30.4% 32.2% 13.4% 6.1% 30.8
平成15年 4,477 70.4% 17.6% 8.3% - 3.7% - 20.6% 33.3% 30.4% 11.1% 4.6% 30.2
平成14年 3,733 68.4% 18.0% 9.2% - 4.4% - 22.0% 32.9% 29.2% 9.9% 6.0% 30.2

学歴・資格別年 合格者 年齢別

1�

これらの��から、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正による受験資格の緩和が、⼀級

建築⼠試験の受験者�に変化をもたらしていることが確認される。 

表 2�3 ⼀級建築⼠設計��試験合格者 「�Ù制度で受験可能であった者と�制度で受
験可能となった者」 ⼈数、割合、平X年Ý��

出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課「⼀級建築⼠試験「設計製図の試験」Ë¸発表資Ø」より、筆者作成

⼈数 割合 平均年齢 ⼈数 割合 平均年齢
令和5年 2,276 66.9% 31.4 1,125 33.1% 25.6
令和4年 2,470 71.1% 31.7 1,003 28.9% 25.9
令和3年 2,835 75.3% 32.0 930 24.7% 25.9
令和2年 3,124 82.3% 31.4 672 17.7% 25.0

年 新制度で受験可能となった者従来制度で受験可能であった者
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2.1.3 平成 30 年建築⼠法改正に²う受験資格Îの合格者��
qmに、表 2�3 より、令和 2 年（2020 年）から令和�年（2023 年）�での、⼀級建築

⼠設計��試験の合格者における「�Ù制度で受験可能であった者と�制度で受験可能と

なった者2�」の⼈数、割合、平X年Ýの��を確認する。  

��、�Ù制度で受験可能であった者は、令和 2 年（2020 年）で 3,124 ⼈、令和 3 年

（2021 年）で 2,835 ⼈、令和 4 年（2022 年）で 2,470 ⼈、令和 5 年（2023 年）で 2,276

⼈と年�l�しており、全体に占める割合も 82.3�から 66.9�1と¦下している。⼀⽅

で、�制度で受験可能となった者は、令和 2 年（2020 年）で 672 ⼈、令和 3 年（2021

年）で 930 ⼈、令和 4 年（2022 年）で 1,003 ⼈、令和 5 年（2023 年）で 1,125 ⼈と�加
し、全体に占める割合も 17.7�から 33.1�1と-⼤しており、�制度で受験可能となった

者の割合は�加_向にある。 

�た、平X年Ýに®⽬すると、�Ù制度で受験可能であった者の平X年Ýは令和 2 年

（2020 年）で 31.4s、令和 3 年（2021 年）で 32.0s、令和 4 年（2022 年）で 31.7s、

令和 5 年（2023 年）で 31.4sと概 31s�で��している。⼀⽅、�制度で受験可能
となった者の平X年Ýは、令和 2 年（2020 年）で 25.0s、令和 3 年（2021 年）で 25.9

s、令和 4 年（2022 年）で 25.9s、令和 5 年（2023 年）で 25.6sと�年�にu¯して

いることが¾¥的である。

2� 従Ò制度で受験可能であった者とは、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正前の建築⼠法に基づく受験資格の要件で定める実務経験年
数を満たしている者である。�制度で受験可能となった者とは、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正後の建築⼠法に基づき受験可能
となった者をuす（前�の者を�く）。 

表 2�2 ⼀級建築⼠設計��試験合格者 学Ú・資格Î、年ÝÎ推移

出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課「⼀級建築⼠試験「設計製図の試験」Ë¸発表資Ø」より、筆者作成

⼤学 ⼆級建築⼠ 専修学校 建築設備⼠ その他 23才以下 24〜26才 27〜29才 30〜34才 35〜39才 40才以上 平均年齢
令和5年 3,401 72.3% 17.6% 5.1% 1.1% 3.9% 11.3% 31.7% 21.9% 16.1% 9.4% 9.6% 29.5
令和4年 3,473 71.4% 17.9% 5.0% 1.2% 4.4% 9.3% 31.2% 20.7% 17.3% 10.1% 11.4% 30.1
令和3年 3,765 73.1% 16.9% 4.7% 1.4% 3.9% 7.6% 28.5% 22.0% 18.1% 11.7% 12.1% 30.5
令和2年 3,796 76.2% 14.3% 4.9% 0.8% 3.8% 6.0% 29.2% 23.8% 19.7% 10.6% 10.7% 30.3
令和1年 3,571 75.5% 15.8% 4.9% 0.7% 3.1% - 23.2% 23.8% 24.3% 13.8% 14.9% 32.0
平成30年 3,827 74.1% 15.8% 5.0% 0.6% 4.4% - 20.9% 25.4% 25.2% 14.4% 14.1% 32.0
平成29年 3,365 76.9% 14.8% 4.8% 0.5% 3.0% - 21.0% 27.9% 25.7% 13.2% 12.2% 31.6
平成28年 3,673 69.9% 20.9% 4.9% 0.6% 3.7% - 15.5% 27.0% 27.0% 15.3% 15.2% 32.5
平成27年 3,774 71.9% 18.7% 5.8% 0.6% 3.0% - 17.0% 26.0% 27.1% 15.4% 14.5% 32.4
平成26年 3,825 70.6% 19.7% 5.6% 0.5% 3.6% - 15.9% 24.4% 28.2% 17.2% 14.3% 32.5
平成25年 4,014 68.3% 21.1% 6.6% 0.8% 3.2% - 15.3% 25.2% 28.0% 16.3% 15.2% 32.6
平成24年 4,276 68.7% 20.9% 6.7% 0.7% 3.0% - 15.6% 26.3% 27.5% 17.6% 13.0% 32.3
平成23年 4,560 67.6% 20.9% 6.7% 1.4% 3.4% - 14.8% 22.9% 30.7% 19.1% 12.5% 32.2
平成22年 4,476 67.9% 21.7% 6.3% 0.9% 3.2% - 16.7% 23.4% 30.1% 18.2% 11.6% 32.2
平成21年 5,164 70.3% 19.2% 6.4% 1.2% 2.9% - 14.8% 23.7% 32.8% 18.1% 10.6% 32.2
平成20年 4,144 74.2% 16.7% 6.1% 0.3% 2.7% - 18.0% 27.5% 33.4% 14.2% 6.9% 31.1
平成19年 3,705 70.0% 18.6% 8.3% - 3.1% - 16.0% 28.3% 35.6% 13.7% 6.4% 31.1
平成18年 3,579 66.3% 21.1% 8.9% - 3.7% - 16.7% 29.3% 33.7% 14.1% 6.2% 31.0
平成17年 5,548 64.7% 22.0% 9.3% - 4.0% - 13.0% 26.7% 35.9% 16.1% 8.3% 31.7
平成16年 5,470 68.2% 19.0% 9.1% - 3.7% - 17.9% 30.4% 32.2% 13.4% 6.1% 30.8
平成15年 4,477 70.4% 17.6% 8.3% - 3.7% - 20.6% 33.3% 30.4% 11.1% 4.6% 30.2
平成14年 3,733 68.4% 18.0% 9.2% - 4.4% - 22.0% 32.9% 29.2% 9.9% 6.0% 30.2

学歴・資格別年 合格者 年齢別

1�

これらの��から、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正による受験資格の緩和が、⼀級

建築⼠試験の受験者�に変化をもたらしていることが確認される。 

表 2�3 ⼀級建築⼠設計��試験合格者 「�Ù制度で受験可能であった者と�制度で受
験可能となった者」 ⼈数、割合、平X年Ý��

出典：国⼟交通省 �©` 建築指導課「⼀級建築⼠試験「設計製図の試験」Ë¸発表資Ø」より、筆者作成

⼈数 割合 平均年齢 ⼈数 割合 平均年齢
令和5年 2,276 66.9% 31.4 1,125 33.1% 25.6
令和4年 2,470 71.1% 31.7 1,003 28.9% 25.9
令和3年 2,835 75.3% 32.0 930 24.7% 25.9
令和2年 3,124 82.3% 31.4 672 17.7% 25.0

年 新制度で受験可能となった者従来制度で受験可能であった者
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2.2 平成 30 年建築⼠法改正に⾄る>³
ここでは、平成 30 年（2018 年）から令和 2 年（2020 年）にかけて、平成 30 年（2018

年）建築⼠法改正に⾄る�での>³を時系Ûに&って、oの 3つの期間にF�り段階的に

論じる。 

平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇から 9 ⽉ 25 ⽇の期間は、建築設計業?団体や教育機関

から提案や6⾒表明が⾏われ、建築⼠法改正のÊ要性が公に議論された時期であり、この

期間を第 1期とする。

平成 30 年（2018 年）10 ⽉ 3 ⽇から 12 ⽉ 8 ⽇の期間は、建築⼠法改正に向けた具体的

なd¸が�められ、同法案が成⽴し、同法が公布された時期であり、この期間を第 2期と

する。

令和元年（2019 年）2 ⽉ 4 ⽇から令和 2 年（2020 年）3 ⽉ 1 ⽇の期間は、同法の施⾏

に向けた準備が�められ、同法が施⾏した時期であり、この期間を第 3期とする。

2.2.1 平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇から 9 ⽉ 25 ⽇	第 1期

平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇、建築設計`会21（公%社団法⼈⽇本建築⼠会連合会22

（以下、「⽇本建築⼠会連合会」）` z�§ 会⻑（¶時）、⼀般社団法⼈⽇本建築⼠

事務z協会連合会23（以下、「⽇本建築⼠事務z協会連合会」）YÊ:  ̧会⻑（¶時）、

公%社団法⼈⽇本建築)協会24（以下、「⽇本建築)協会」）Ýr正p 会⻑（¶時））

は、qÇ©建築設計議!連È25（/*ÀhÜ 会⻑（¶時））に¤し、同©本部で@いた�
会で、「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」を提xした。このA同提案では、建築

業務の多様化やU度化が��¯で、z�建築⼠2�のUÝ化や©い�»�1の¤Aが;Eの

課題とされ、「��⼈vの育成と確Ò」のw要性を強調し、建築⼠資格制度の±本的な改

21建築設計k会とは、⽇本の建築設計業務におけるz要団体である⽇本建築⼠会連合会、⽇本建築⼠事務所協会連合会、⽇本建築D協
会を指す総�である。同会は、定期的に会合の機会を設けており、建築設計業務の適正な:;や技術の向上を⽬的として活動し、O
同で!イド8インの策定や�策提⾔などを⾏っている。  

22⽇本建築⼠会連合会は、国⼟交通⼤⾂から、⼀級建築⼠の登録��受付�aとして「中>指定登録機関」に指定されている公<社団
法⼈である。全国 47·¸Çiの建築⼠会を±Fし、その活動を⽀=しており、研修・講習会の実施、地9eY活動、iC対応活動な
どを通�て建築⼠を⽀=している。

23⽇本建築⼠事務所協会連合会は、建築⼠事務所の適正な:;とW全な発展を⽬的とし、建築⼠事務所に設計等を6¤する建築zのÕ
<Ê`や公Oの½qの�進にJ与するために設⽴された法⼈である。なお、平成 18 年（2006 年）建築⼠法改正により、法定団体と
して4置付けられている。

24⽇本建築D協会は、�和 62 年（1987 年）にV成された建築Dの団体である。建築物を社会的資産と�え、建築Dの資質向上と業務
改善を通�て、建築¿化の発展と建築物の質向上にJ与することを⽬的としている。

25vÈ¯建築設計議員連盟は、vÎÈz¯所属の国会議員で構成される��であり、建築設計に関する�策の検討や�進を⽬的として
活動している。同連盟は、建築⼠法の改正など、建築設計業界に関連する法整備や制度改善に�Q的に取り��でいる。平成 27 年
（2015 年）2 ⽉ 25 ⽇時点で 121名の議員が加盟していた。

2� 所属建築⼠とは、建築⼠事務所に所属している建築⼠ （建築⼠が設計、⼯事監理、その他の業務を業として⾏うときは、建築⼠事
務所に所属していることがÅ要）のことをいう。

1�

�が提案された。この提案は、そのmの平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に関する議論

の起点となり、改正に向けた⽅向性を⽰す基盤となるものであった。 

「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」のtkとして、建築⼠試験の受験者数がl

�しているg状が問題視され、その⼀8として、受験資格の厳格さや資格取得の⾒通しの

»¬明さが指摘された。¾に、⼤学卒業mす�に受験できないことや、就業mに受験勉強
の時間を確Òすることが®しい状況が、資格取得の~Áとなっているとし、資格取得'/
��を早期化し、⾒通しをnって建築⼠資格を取得できるよう改�がQめられた。

具体的な提案事mとして、第⼀に「建築⼠資格取得に係る�務要bの合理化」が、�
2�1 に⽰すように挙げられた。�Ù、建築⼠試験の受験�V時に、⼀定の�務b験がÊ要

とされていたが、この提案では、�務b験を免許登録要bとすることで、⼤学卒業mす�
に受験できるようにすることが提案された。 

第⼆に、「�務b験の´�の-⼤」についても提案がされた。平成 18 年（2006 年）建

築⼠法改正によって、�務b験の¤�´�が厳格化されたことにより、建築教育や研究・
@発、0公£での建築⾏�といったÍÊでのb験が�務b験として認められないという問

題があったため、�務b験の¤�´�を-⼤することがQめられた。第`に、「学科試験

合格者が受験できる設計��試験の受験資格の⾒直し」が提案された。これは、学科試験

出典：公<社団法⼈⽇本建築⼠会連合会、⼀般社団法⼈⽇本建築⼠事務所協会連合会、公<社団法⼈⽇本建築D協会
「建築⼠資格制度の改善に関するO同提案」2018 年�⽉�⽇ 

� 2�1 建築設計`会による「建築⼠資格取得に係る�務要bの合理化」の提案
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2.2 平成 30 年建築⼠法改正に⾄る>³
ここでは、平成 30 年（2018 年）から令和 2 年（2020 年）にかけて、平成 30 年（2018

年）建築⼠法改正に⾄る�での>³を時系Ûに&って、oの 3つの期間にF�り段階的に

論じる。 

平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇から 9 ⽉ 25 ⽇の期間は、建築設計業?団体や教育機関

から提案や6⾒表明が⾏われ、建築⼠法改正のÊ要性が公に議論された時期であり、この

期間を第 1期とする。

平成 30 年（2018 年）10 ⽉ 3 ⽇から 12 ⽉ 8 ⽇の期間は、建築⼠法改正に向けた具体的

なd¸が�められ、同法案が成⽴し、同法が公布された時期であり、この期間を第 2期と

する。

令和元年（2019 年）2 ⽉ 4 ⽇から令和 2 年（2020 年）3 ⽉ 1 ⽇の期間は、同法の施⾏

に向けた準備が�められ、同法が施⾏した時期であり、この期間を第 3期とする。

2.2.1 平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇から 9 ⽉ 25 ⽇	第 1期

平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇、建築設計`会21（公%社団法⼈⽇本建築⼠会連合会22

（以下、「⽇本建築⼠会連合会」）` z�§ 会⻑（¶時）、⼀般社団法⼈⽇本建築⼠

事務z協会連合会23（以下、「⽇本建築⼠事務z協会連合会」）YÊ:  ̧会⻑（¶時）、

公%社団法⼈⽇本建築)協会24（以下、「⽇本建築)協会」）Ýr正p 会⻑（¶時））

は、qÇ©建築設計議!連È25（/*ÀhÜ 会⻑（¶時））に¤し、同©本部で@いた�
会で、「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」を提xした。このA同提案では、建築

業務の多様化やU度化が��¯で、z�建築⼠2�のUÝ化や©い�»�1の¤Aが;Eの

課題とされ、「��⼈vの育成と確Ò」のw要性を強調し、建築⼠資格制度の±本的な改

21建築設計k会とは、⽇本の建築設計業務におけるz要団体である⽇本建築⼠会連合会、⽇本建築⼠事務所協会連合会、⽇本建築D協
会を指す総�である。同会は、定期的に会合の機会を設けており、建築設計業務の適正な:;や技術の向上を⽬的として活動し、O
同で!イド8インの策定や�策提⾔などを⾏っている。  

22⽇本建築⼠会連合会は、国⼟交通⼤⾂から、⼀級建築⼠の登録��受付�aとして「中>指定登録機関」に指定されている公<社団
法⼈である。全国 47·¸Çiの建築⼠会を±Fし、その活動を⽀=しており、研修・講習会の実施、地9eY活動、iC対応活動な
どを通�て建築⼠を⽀=している。

23⽇本建築⼠事務所協会連合会は、建築⼠事務所の適正な:;とW全な発展を⽬的とし、建築⼠事務所に設計等を6¤する建築zのÕ
<Ê`や公Oの½qの�進にJ与するために設⽴された法⼈である。なお、平成 18 年（2006 年）建築⼠法改正により、法定団体と
して4置付けられている。

24⽇本建築D協会は、�和 62 年（1987 年）にV成された建築Dの団体である。建築物を社会的資産と�え、建築Dの資質向上と業務
改善を通�て、建築¿化の発展と建築物の質向上にJ与することを⽬的としている。

25vÈ¯建築設計議員連盟は、vÎÈz¯所属の国会議員で構成される��であり、建築設計に関する�策の検討や�進を⽬的として
活動している。同連盟は、建築⼠法の改正など、建築設計業界に関連する法整備や制度改善に�Q的に取り��でいる。平成 27 年
（2015 年）2 ⽉ 25 ⽇時点で 121名の議員が加盟していた。

2� 所属建築⼠とは、建築⼠事務所に所属している建築⼠ （建築⼠が設計、⼯事監理、その他の業務を業として⾏うときは、建築⼠事
務所に所属していることがÅ要）のことをいう。

1�

�が提案された。この提案は、そのmの平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に関する議論

の起点となり、改正に向けた⽅向性を⽰す基盤となるものであった。 

「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」のtkとして、建築⼠試験の受験者数がl

�しているg状が問題視され、その⼀8として、受験資格の厳格さや資格取得の⾒通しの

»¬明さが指摘された。¾に、⼤学卒業mす�に受験できないことや、就業mに受験勉強
の時間を確Òすることが®しい状況が、資格取得の~Áとなっているとし、資格取得'/
��を早期化し、⾒通しをnって建築⼠資格を取得できるよう改�がQめられた。

具体的な提案事mとして、第⼀に「建築⼠資格取得に係る�務要bの合理化」が、�
2�1 に⽰すように挙げられた。�Ù、建築⼠試験の受験�V時に、⼀定の�務b験がÊ要

とされていたが、この提案では、�務b験を免許登録要bとすることで、⼤学卒業mす�
に受験できるようにすることが提案された。 

第⼆に、「�務b験の´�の-⼤」についても提案がされた。平成 18 年（2006 年）建

築⼠法改正によって、�務b験の¤�´�が厳格化されたことにより、建築教育や研究・
@発、0公£での建築⾏�といったÍÊでのb験が�務b験として認められないという問

題があったため、�務b験の¤�´�を-⼤することがQめられた。第`に、「学科試験

合格者が受験できる設計��試験の受験資格の⾒直し」が提案された。これは、学科試験

出典：公<社団法⼈⽇本建築⼠会連合会、⼀般社団法⼈⽇本建築⼠事務所協会連合会、公<社団法⼈⽇本建築D協会
「建築⼠資格制度の改善に関するO同提案」2018 年�⽉�⽇ 

� 2�1 建築設計`会による「建築⼠資格取得に係る�務要bの合理化」の提案
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1�

と設計��試験が⼀体化しており、学科試験に合格しても設計��試験に 3 回»合格とな

ると、\び学科試験から受け直さなければならない。これにより、資格取得を断念する受

験者が多いため、学科試験合格者が設計��試験を�¿に受験できるよう改�が提案され

た。第eに、「試験内容の改�」についてもh及された。設計��試験は、�ºきによる

試験⽅法によるため、��³や�定規をd⽤するが、�務では���2�がtÓであり、g
�の�§に していないことから、���による試験»Àと、�務に した試験内容にす

ることが提案された2	。 

このA同提案は、建築⼠試験の受験者l�という;Eの課題に¤yし、「��⼈vの育
成と確Ò」及び建築設計業?全体の活性化を⽬指したものであった。建築⼠試験制度の合
理化と�務b験の¤�´�-⼤、建築⼠試験内容の改�を通じて、建築⼠資格の取得'/
��を�¿かつP果的にし、建築⼠が社会でより広く活Ìできる4Bを�備することが提

案の⽬的であった。

 同�会において、qÇ©建築設計議!連Èß�⼀Ü¾会⻑（¶時）は、これ�で「構

造物・建築物の設計、施⼯等に⼤変な�⼒を発8いただける4B�備や、状況づくりに議

連として取り組�できた」と�りÂり、W回は「建築⼠の資格制度を改めたいのが⼤きな

7⽬」と述2、議論を�める考�を⽰した。�た、/*ÀhÜ 会⻑（¶時）は、建築設

計`会によるA同提案を受け、建築⼠法改正に�りxすことを明らかにし、A同提案の内

容を�細に<めるため、合同0ー�ン� ー(を設 し、議!⽴法による改正w業を�
め、o期通�国会に改正案を提xできるような4Bを��るようにしたいとした2
。 

建築設計`会は、同�会�Ömに9者会⾒を@き、YÊl（⽇本建築⼠事務z協会連合
会）は、「建築設計業?で課題となっているのが資格者のUÝ化。�い�¨には早めに専

⾨的な技能を�につけてもらうÊ要がある。時¨に した制度改正がw要だ」「資格者が

UÝ化しており、{Ùが»5である。そのために資格制度のg�的な改�があった⽅がØ
いという考�から建築`会で6i統⼀した」「.�-をÏとすのではなく、しっかりとÒ
nしていく。前向きにqN研さ�していくことが前提。建築⼠資格を社会に@き、X付か

せていく提案だ」「�い�¨が建築?にÀる4Bを��るÊ要がある」「qÇ©建築設計

議連でもおお�Q6的に受けÀれられた。国交省も同じ⾒+だとiう」と明hした。Ý
rl（⽇本建築)協会）は、「�い⼈に資格を取りやすい4Bをつくり、{Ùを@いてい

2����（������������������	�）とは、コン*-ーターを⽤いて設計や製図を⽀=するシステムである。建築、機B⼯学、o⼯学
など多岐にわたる分Ìでm⽤され、設計プ0-スのlØ化、正確性の向上、変更への�´性などを実現する。���は、2次元（2�）
や 3次元（3�）での設計が可能で、建築分Ìでは図É作成や建築,%ルの構築、構造計算などにnく⽤いられている。

2	これらの提案の他に、「建築⼠が関与することが望ましい業務の明確化」や「建築⼠の実態µ1と活動にかかる資質確Ê」なども提
案された。出典：公<社団法⼈⽇本建築⼠会連合会、⼀般社団法⼈⽇本建築⼠事務所協会連合会、公<社団法⼈⽇本建築D協会「建
築⼠資格制度の改善に関するO同提案」2018 年�⽉�⽇ 

2
出典：⽇H建設産業�À（平成 30 年 6 ⽉ 6 ⽇）、建設通信�À（平成 30 年 6 ⽉ 6 ⽇）、⽇H建設⼯業�À（平成 30 年 6 ⽉ 7 ⽇） 

1	

く」「以前よりも時間と¶⽤Éで資格取得1の�ー�-がUい。{Ùの可能性を広げる取
り組みであり、確�に�⾏されるように`会で⼒を合わせていきたい」と述2た。�た、

` zl（⽇本建築⼠会連合会）は、「建築⼠法改正時から、�みcした課題と考�てい

る」とOった3�。 

同年 6 ⽉ 18 ⽇、YÊlはq�が#$する�ー(�ー�に「その提hに⾄る�で」と題

して、oのようにOった。 

「>る 6 ⽉ 5 ⽇、建築設計 3団体は「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」を�
�た。（¯Ò）結果的に 3団体は 2�⽉�どで6向調�をHÖしたが、構成��と設⽴

の?りどこ�が�なる団体を取り�とめるのは5�ではない。⼀µ.なy理として、3

団体のt¤の[�が�ないt提案にK定し、それぞれのこだわりにiいがある付�提案

部Íは⾏わない��があった。（¯Ò）結果的に、付�提案の調�において 3団体は3
をかき、知HをSって果�を得ることになる。（¯Ò）この提案をuÔする⽴�にあっ

た。31」 

YÊlの発hから、建築設計`会が、Ô 2�⽉という�期間で6向調�をHÖさせたこ

とが⽰されるとともに、⽇本建築⼠事務z協会連合会が、B団体の6⾒を調�し、A同提

案のuÔを⾏う⽴�であったことが明らかにされた。

同年 7 ⽉ 5 ⽇、⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）のM��章 会⻑（¶
時）は、「建築⼠資格制度の⾒直しに関する建築設計`団体のA同提案について」を建築

設計`会に提xした。これは、「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」に¤して、
qの6⾒と要Äを表明し、建築⼠資格制度の⾒直しにおいて⼤学教育の⽴�から�D的に

関与することをQめるものであった。それは、建築⼠資格制度の改�が、建築教育に与�
る影響を強く6識したものであり、建築⼠法改正において⼤学教育の6⾒をÅ;させるÊ
要性をt¤するものだった。 

さらに、同年 7 ⽉ 24 ⽇には、⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）は、

「建築⼠資格制度の改�について」を、国⼟交通省v�C�«明gC⻑32（¶時）と建

築技術教育½及�ン�ーÙ⽊Þ⽣理事⻑（¶時）に提xした。この書5は、建築設計`

3�出典：⽇H建設⼯業�À（平成 30 年 6 ⽉ 6 ⽇）、⽇H建設⼯業�À（平成 30 年 6 ⽉ 7 ⽇）、⽇H建設産業�À（平成 30 年 6 ⽉ 6
⽇）、建設通信�À（平成 30 年 6 ⽉ 6 ⽇）、建設通信�À（平成 30 年 6 ⽉ 7 ⽇）、建通�À（平成 30 年 6 ⽉ 8 ⽇） 

31G式会社安8建築設計事務所「建築から学�こと：その提⾔に⾄るまで」�安8建築設計事務所ホーム5ー+�（オン8イン）
2024 年 12 ⽉ 1 ⽇アク-ス

32建築設計k会による「建築⼠資格制度の改善に関するO同提案」に対し、国⼟交通省 �©`3²明o`⻑（°時）は、他の資格制
度を⾒ると、公認会計⼠もこの提案のような形をとっていると指ªし、「前向きに検討したい」と��ていた。出典：建設産業�À
（平成 30 年 6 ⽉ 6 ⽇） 
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1�

と設計��試験が⼀体化しており、学科試験に合格しても設計��試験に 3 回»合格とな

ると、\び学科試験から受け直さなければならない。これにより、資格取得を断念する受

験者が多いため、学科試験合格者が設計��試験を�¿に受験できるよう改�が提案され

た。第eに、「試験内容の改�」についてもh及された。設計��試験は、�ºきによる

試験⽅法によるため、��³や�定規をd⽤するが、�務では���2�がtÓであり、g
�の�§に していないことから、���による試験»Àと、�務に した試験内容にす

ることが提案された2	。 

このA同提案は、建築⼠試験の受験者l�という;Eの課題に¤yし、「��⼈vの育
成と確Ò」及び建築設計業?全体の活性化を⽬指したものであった。建築⼠試験制度の合
理化と�務b験の¤�´�-⼤、建築⼠試験内容の改�を通じて、建築⼠資格の取得'/
��を�¿かつP果的にし、建築⼠が社会でより広く活Ìできる4Bを�備することが提

案の⽬的であった。

 同�会において、qÇ©建築設計議!連Èß�⼀Ü¾会⻑（¶時）は、これ�で「構

造物・建築物の設計、施⼯等に⼤変な�⼒を発8いただける4B�備や、状況づくりに議

連として取り組�できた」と�りÂり、W回は「建築⼠の資格制度を改めたいのが⼤きな

7⽬」と述2、議論を�める考�を⽰した。�た、/*ÀhÜ 会⻑（¶時）は、建築設

計`会によるA同提案を受け、建築⼠法改正に�りxすことを明らかにし、A同提案の内

容を�細に<めるため、合同0ー�ン� ー(を設 し、議!⽴法による改正w業を�
め、o期通�国会に改正案を提xできるような4Bを��るようにしたいとした2
。 

建築設計`会は、同�会�Ömに9者会⾒を@き、YÊl（⽇本建築⼠事務z協会連合
会）は、「建築設計業?で課題となっているのが資格者のUÝ化。�い�¨には早めに専

⾨的な技能を�につけてもらうÊ要がある。時¨に した制度改正がw要だ」「資格者が

UÝ化しており、{Ùが»5である。そのために資格制度のg�的な改�があった⽅がØ
いという考�から建築`会で6i統⼀した」「.�-をÏとすのではなく、しっかりとÒ
nしていく。前向きにqN研さ�していくことが前提。建築⼠資格を社会に@き、X付か

せていく提案だ」「�い�¨が建築?にÀる4Bを��るÊ要がある」「qÇ©建築設計

議連でもおお�Q6的に受けÀれられた。国交省も同じ⾒+だとiう」と明hした。Ý
rl（⽇本建築)協会）は、「�い⼈に資格を取りやすい4Bをつくり、{Ùを@いてい

2����（������������������	�）とは、コン*-ーターを⽤いて設計や製図を⽀=するシステムである。建築、機B⼯学、o⼯学
など多岐にわたる分Ìでm⽤され、設計プ0-スのlØ化、正確性の向上、変更への�´性などを実現する。���は、2次元（2�）
や 3次元（3�）での設計が可能で、建築分Ìでは図É作成や建築,%ルの構築、構造計算などにnく⽤いられている。

2	これらの提案の他に、「建築⼠が関与することが望ましい業務の明確化」や「建築⼠の実態µ1と活動にかかる資質確Ê」なども提
案された。出典：公<社団法⼈⽇本建築⼠会連合会、⼀般社団法⼈⽇本建築⼠事務所協会連合会、公<社団法⼈⽇本建築D協会「建
築⼠資格制度の改善に関するO同提案」2018 年�⽉�⽇ 

2
出典：⽇H建設産業�À（平成 30 年 6 ⽉ 6 ⽇）、建設通信�À（平成 30 年 6 ⽉ 6 ⽇）、⽇H建設⼯業�À（平成 30 年 6 ⽉ 7 ⽇） 

1	

く」「以前よりも時間と¶⽤Éで資格取得1の�ー�-がUい。{Ùの可能性を広げる取
り組みであり、確�に�⾏されるように`会で⼒を合わせていきたい」と述2た。�た、

` zl（⽇本建築⼠会連合会）は、「建築⼠法改正時から、�みcした課題と考�てい

る」とOった3�。 

同年 6 ⽉ 18 ⽇、YÊlはq�が#$する�ー(�ー�に「その提hに⾄る�で」と題

して、oのようにOった。 

「>る 6 ⽉ 5 ⽇、建築設計 3団体は「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」を�
�た。（¯Ò）結果的に 3団体は 2�⽉�どで6向調�をHÖしたが、構成��と設⽴

の?りどこ�が�なる団体を取り�とめるのは5�ではない。⼀µ.なy理として、3

団体のt¤の[�が�ないt提案にK定し、それぞれのこだわりにiいがある付�提案

部Íは⾏わない��があった。（¯Ò）結果的に、付�提案の調�において 3団体は3
をかき、知HをSって果�を得ることになる。（¯Ò）この提案をuÔする⽴�にあっ

た。31」 

YÊlの発hから、建築設計`会が、Ô 2�⽉という�期間で6向調�をHÖさせたこ

とが⽰されるとともに、⽇本建築⼠事務z協会連合会が、B団体の6⾒を調�し、A同提

案のuÔを⾏う⽴�であったことが明らかにされた。

同年 7 ⽉ 5 ⽇、⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）のM��章 会⻑（¶
時）は、「建築⼠資格制度の⾒直しに関する建築設計`団体のA同提案について」を建築

設計`会に提xした。これは、「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」に¤して、
qの6⾒と要Äを表明し、建築⼠資格制度の⾒直しにおいて⼤学教育の⽴�から�D的に

関与することをQめるものであった。それは、建築⼠資格制度の改�が、建築教育に与�
る影響を強く6識したものであり、建築⼠法改正において⼤学教育の6⾒をÅ;させるÊ
要性をt¤するものだった。 

さらに、同年 7 ⽉ 24 ⽇には、⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）は、

「建築⼠資格制度の改�について」を、国⼟交通省v�C�«明gC⻑32（¶時）と建

築技術教育½及�ン�ーÙ⽊Þ⽣理事⻑（¶時）に提xした。この書5は、建築設計`

3�出典：⽇H建設⼯業�À（平成 30 年 6 ⽉ 6 ⽇）、⽇H建設⼯業�À（平成 30 年 6 ⽉ 7 ⽇）、⽇H建設産業�À（平成 30 年 6 ⽉ 6
⽇）、建設通信�À（平成 30 年 6 ⽉ 6 ⽇）、建設通信�À（平成 30 年 6 ⽉ 7 ⽇）、建通�À（平成 30 年 6 ⽉ 8 ⽇） 

31G式会社安8建築設計事務所「建築から学�こと：その提⾔に⾄るまで」�安8建築設計事務所ホーム5ー+�（オン8イン）
2024 年 12 ⽉ 1 ⽇アク-ス

32建築設計k会による「建築⼠資格制度の改善に関するO同提案」に対し、国⼟交通省 �©`3²明o`⻑（°時）は、他の資格制
度を⾒ると、公認会計⼠もこの提案のような形をとっていると指ªし、「前向きに検討したい」と��ていた。出典：建設産業�À
（平成 30 年 6 ⽉ 6 ⽇） 
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1


会がqÇ©建築設計議!連Èに提xした「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」に関

し、⽇本建築学会が、同提案に関する議論1のa加機会がなかったことを指摘し、建築⼠

資格制度が⼤学教育とも深く関連する課題であるとの⽴�を表明するものであった。�
た、建築⼠資格制度の問題は⼤学教育と深く関わっているため、Wmの議論に⽇本建築学

会もa加し、⼤学教育の⽴�から6⾒を述2たいとの要Äが⽰されていた。¾に、建築⼠

試験の内容と⽅法の⾒直しについて、⼤学教育の�§をÅ;した^で制度改�を⾏う2き

だと強調され、⽇本建築学会が建築⼠資格制度と⼤学教育に関する課題を⻑年d¸してき

たb験を¹��、Wmの建築⼠資格制度改�に関する議論の�1のa加を強く要Äし、⼤

学教育の⽴�から6⾒を提@したいkを�hするものであった。

そのm、同年 9 ⽉ 25 ⽇、⽇本建築学会は、建築設計`会が提xした「建築⼠資格制度

の改�に関するA同提案」に¤して、⽇本建築学会の理事会|認を得て、正sに「「建築

⼠資格制度の改�に関するA同提案」に¤する⽇本建築学会からの6⾒33」を表明した。

この表明では、建築⼠法改正が⼤学教育に与�る影響が強調され、以下の 3つのt要なm
⽬について6⾒が述2られた。第⼀に、「建築⼠資格取得に係る�務要bの合理化」に関

しては、建築⼠試験の受験機会を早期化することで、受験者l�をÅ�試みq体には理+
を⽰しつつも、�質的に学部卒業直mに受験が可能になると、⼤学教育が「受験Ö備教
育」にÏってし�う懸念があると指摘した。このため、資格試験¤xに�fせ�、建築教
育の幅広い知識と技術の�得を�Aしないような¯ÕがÊ要であるとした。第⼆に、「�

務b験の´�の-⼤」については、建築教育や研究@発、0公£での建築⾏�が�務b験

として認められることに¤してb同を⽰しつつも、⼤学教育が�務と深く関連しているこ

とを改めて強調した34。第`に、「試験内容の改�」については、設計��試験の���
化が提案されていることに¤し、g状に した試験⽅法の改�がÊ要であることは明°で

あるとしつつも、�務では���35もQめられており、���に き2�るだけでは»�Í
であることを指摘した。同時に、設計能⼒と��能⼒をÍÐして¹(するなどの⼯¼がÊ
要であることが提案された。�た、「試験内容の改�」は、⼤学教育にも⼤きな影響を与

�るため、試験⽅法の⾒直しに⽇本建築学会も議論にa加することがÄ�れると表明し

た。 

33同年 9⽉ 4 ⽇に、「「建築⼠資格制度の改善に関するO同提案」に対する⽇本建築学会からの意⾒」は、全国建築系⼤学教育連絡
協議会総会で議決されている。

34この他、·p計画に関わる分Ìが、実務経験の対�外とされている点について、検討対�に加えることなどを要望している。出典：
⼀般社団法⼈⽇本建築学会、全国建築系⼤学教育連絡協議会「「建築⼠資格制度の改善に関するO同提案」に対する⽇本建築学会か
らの意⾒」2018 年 9⽉ 25 ⽇ 

35�I�（������	 I���������������	）とは、建築物の設計・施⼯・:⽤において、建物に関する�Ëを 3�,%ルとして%+タルで
表現し、活⽤するプ0-スまたは技術のことを指す。�I�では、設計図É�けでなく、材Øやコスト、ス$+-ール、 (ル"ーl
Ø、メンテ'ンス�Ëなど、建物に関連するあら�る%ータを±合的に管理できる。これにより、建築プ0+�クトのlØ化、正確
なコスト管理、¹質の向上が期¢されている。

1�

このように、⽇本建築学会は、建築⼠法改正に¤して、教育機関としての⽴�から�D
的に関与することをQめるとともに、⼤学教育が果たすË割をw視する6⾒を表明してい

た。それは、建築⼠法改正が、試験¤xにÏることなく、広´な建築知識と技術の�得を

��するものでなければならないという視点から、Wmの制度改�に向けた議論において

⽇本建築学会の6⾒をÅ;させたいという強い姿勢が⽰されるものであった。 

2.2.2 平成 30 年（2018 年）10 ⽉ 3 ⽇から 12 ⽉ 8 ⽇	第 2期

平成 30 年（2018 年）8 ⽉から 9 ⽉にかけて、国⼟交通省は、建築⼠資格に係る�務b

験のあり⽅をd¸するため、建築⼠の業務内容の多様化や、建築⼠資格制度における課題

を�理する基礎的な資×を�uするため、ヒア,ン�を�施した3�。ヒア,ン�¤�に

は、⽇本建築⼠会連合会、⽇本建築⼠事務z協会連合会、⽇本建築)協会、⼀般社団法⼈

⽇本建設業連合会3�、⼀般社団法⼈⽇本建築構造技術者協会3	、⼀般社団法⼈⽇本設備設

計事務z協会連合会3
などの建築設計業?団体や⽇本建築学会、全国U等学R建築教育連
絡協議会4�などの研究・教育関係団体及び東京都、札幌{、À {といった¬⽅公A団体

がM�れた。

そのm、同年 10 ⽉ 3 ⽇、国⼟交通省は、� 2�2 に⽰すように、建築⼠法改正を前提と

して、「建築⼠資格に係る�務b験のあり⽅d¸会（以下、「d¸会」）」を設 した。

設 の背景として、建築⼠試験の受験者数が⼤幅にl�し、z�建築⼠のUÝ化が��で

いることから、受験資格を�¿化する改正が議!⽴法によりd¸されており、�務b験

が、受験資格から免許登録要b1と変更される可能性があるとし、Wmの建築⼠資格に関

する�務b験のあり⽅をd¸するÊ要があるとされた。同⽇、第 1 回d¸会が@催（・建

築⼠資格に係る�務b験のあり⽅d¸会の設 について・建築⼠資格取得に関するg状・
�務b験⾒直しの考�⽅（案）・個Îの業務に関するd証および⾒直し（案））された。

d¸会の委!は、建築設計業?団体や教育機関などによって構成され、m«pl（学R法

3�)ア.ン#は、次のs⽬についてS体的かつvÎにK�する形で意⾒を求めた。「Ý平成 20 年以降における建築⼠の役割や業務内
容の変化、Xびその¶Uとなる社会的要�について、Þ現⾏の実務経験要件における問題点、ß現⾏に加えて³加が望まれる実務経
験の業務内容」出典：国⼟交通省「建築⼠資格に係る実務経験のありÅに関する)ア.ン#」2018 年 9⽉ 11 ⽇ 

3�⽇本建設業連合会は、⽇本建設業団体連合会、⽇本⼟Ò⼯業協会、建築業協会の 3団体が合Áして設⽴された。全国的に総合建設業
を;�企業Xび建設業者団体が連合し、建設業に係る�制度や基本的な問題の解決に取り�み、技術の進歩と経;の改善を�進する
ことで、建設産業のW全な発展と国È⽣活・産業活動の基盤�実を⽬的としている。
3	⽇本建築構造技術者協会は、建築構造の設計Xび⼯事監理等に関する技術の発展を通�て、安全で質の⾼い建築物の実現にeYし、
公Oの½qと¿化の向上を⽬的とした団体である。
3
⽇本設備設計事務所協会連合会は、設備設計事務所のW全な発展と5ÓzのÕ<Ê`を⽬的とする団体である。建築物の (ル"ー
lØ向上やÆi・]iなどの�策を⽀える職能団体としての活動を⾏い、設備設計技術者の育成や¢T改善に取り��でいる。
4�全国⾼等学校建築教育連絡協議会は、全国の⾼等学校における建築教育を�進することを⽬的に設⽴された協議会であり、東⽇本建
築教育研究会や⻄⽇本⼯⾼建築連盟、中国地区⾼等学校建築教育研究会などの加盟校を中�に、建築系学科を有する学校が参加して
いる。加盟校同⼠の�Ë交Iや連絡・±整、⽣®の資格取得に関する要望の取りまとめなどを⾏い、全国の⾼等学校建築教育の進展
を図る役割を担っている。
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会がqÇ©建築設計議!連Èに提xした「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」に関

し、⽇本建築学会が、同提案に関する議論1のa加機会がなかったことを指摘し、建築⼠

資格制度が⼤学教育とも深く関連する課題であるとの⽴�を表明するものであった。�
た、建築⼠資格制度の問題は⼤学教育と深く関わっているため、Wmの議論に⽇本建築学

会もa加し、⼤学教育の⽴�から6⾒を述2たいとの要Äが⽰されていた。¾に、建築⼠

試験の内容と⽅法の⾒直しについて、⼤学教育の�§をÅ;した^で制度改�を⾏う2き

だと強調され、⽇本建築学会が建築⼠資格制度と⼤学教育に関する課題を⻑年d¸してき

たb験を¹��、Wmの建築⼠資格制度改�に関する議論の�1のa加を強く要Äし、⼤

学教育の⽴�から6⾒を提@したいkを�hするものであった。

そのm、同年 9 ⽉ 25 ⽇、⽇本建築学会は、建築設計`会が提xした「建築⼠資格制度

の改�に関するA同提案」に¤して、⽇本建築学会の理事会|認を得て、正sに「「建築

⼠資格制度の改�に関するA同提案」に¤する⽇本建築学会からの6⾒33」を表明した。

この表明では、建築⼠法改正が⼤学教育に与�る影響が強調され、以下の 3つのt要なm
⽬について6⾒が述2られた。第⼀に、「建築⼠資格取得に係る�務要bの合理化」に関

しては、建築⼠試験の受験機会を早期化することで、受験者l�をÅ�試みq体には理+
を⽰しつつも、�質的に学部卒業直mに受験が可能になると、⼤学教育が「受験Ö備教
育」にÏってし�う懸念があると指摘した。このため、資格試験¤xに�fせ�、建築教
育の幅広い知識と技術の�得を�Aしないような¯ÕがÊ要であるとした。第⼆に、「�

務b験の´�の-⼤」については、建築教育や研究@発、0公£での建築⾏�が�務b験

として認められることに¤してb同を⽰しつつも、⼤学教育が�務と深く関連しているこ

とを改めて強調した34。第`に、「試験内容の改�」については、設計��試験の���
化が提案されていることに¤し、g状に した試験⽅法の改�がÊ要であることは明°で

あるとしつつも、�務では���35もQめられており、���に き2�るだけでは»�Í
であることを指摘した。同時に、設計能⼒と��能⼒をÍÐして¹(するなどの⼯¼がÊ
要であることが提案された。�た、「試験内容の改�」は、⼤学教育にも⼤きな影響を与

�るため、試験⽅法の⾒直しに⽇本建築学会も議論にa加することがÄ�れると表明し

た。 

33同年 9⽉ 4 ⽇に、「「建築⼠資格制度の改善に関するO同提案」に対する⽇本建築学会からの意⾒」は、全国建築系⼤学教育連絡
協議会総会で議決されている。

34この他、·p計画に関わる分Ìが、実務経験の対�外とされている点について、検討対�に加えることなどを要望している。出典：
⼀般社団法⼈⽇本建築学会、全国建築系⼤学教育連絡協議会「「建築⼠資格制度の改善に関するO同提案」に対する⽇本建築学会か
らの意⾒」2018 年 9⽉ 25 ⽇ 

35�I�（������	 I���������������	）とは、建築物の設計・施⼯・:⽤において、建物に関する�Ëを 3�,%ルとして%+タルで
表現し、活⽤するプ0-スまたは技術のことを指す。�I�では、設計図É�けでなく、材Øやコスト、ス$+-ール、 (ル"ーl
Ø、メンテ'ンス�Ëなど、建物に関連するあら�る%ータを±合的に管理できる。これにより、建築プ0+�クトのlØ化、正確
なコスト管理、¹質の向上が期¢されている。

1�

このように、⽇本建築学会は、建築⼠法改正に¤して、教育機関としての⽴�から�D
的に関与することをQめるとともに、⼤学教育が果たすË割をw視する6⾒を表明してい

た。それは、建築⼠法改正が、試験¤xにÏることなく、広´な建築知識と技術の�得を

��するものでなければならないという視点から、Wmの制度改�に向けた議論において

⽇本建築学会の6⾒をÅ;させたいという強い姿勢が⽰されるものであった。 

2.2.2 平成 30 年（2018 年）10 ⽉ 3 ⽇から 12 ⽉ 8 ⽇	第 2期

平成 30 年（2018 年）8 ⽉から 9 ⽉にかけて、国⼟交通省は、建築⼠資格に係る�務b

験のあり⽅をd¸するため、建築⼠の業務内容の多様化や、建築⼠資格制度における課題

を�理する基礎的な資×を�uするため、ヒア,ン�を�施した3�。ヒア,ン�¤�に

は、⽇本建築⼠会連合会、⽇本建築⼠事務z協会連合会、⽇本建築)協会、⼀般社団法⼈

⽇本建設業連合会3�、⼀般社団法⼈⽇本建築構造技術者協会3	、⼀般社団法⼈⽇本設備設

計事務z協会連合会3
などの建築設計業?団体や⽇本建築学会、全国U等学R建築教育連
絡協議会4�などの研究・教育関係団体及び東京都、札幌{、À {といった¬⽅公A団体

がM�れた。

そのm、同年 10 ⽉ 3 ⽇、国⼟交通省は、� 2�2 に⽰すように、建築⼠法改正を前提と

して、「建築⼠資格に係る�務b験のあり⽅d¸会（以下、「d¸会」）」を設 した。

設 の背景として、建築⼠試験の受験者数が⼤幅にl�し、z�建築⼠のUÝ化が��で

いることから、受験資格を�¿化する改正が議!⽴法によりd¸されており、�務b験

が、受験資格から免許登録要b1と変更される可能性があるとし、Wmの建築⼠資格に関

する�務b験のあり⽅をd¸するÊ要があるとされた。同⽇、第 1 回d¸会が@催（・建

築⼠資格に係る�務b験のあり⽅d¸会の設 について・建築⼠資格取得に関するg状・
�務b験⾒直しの考�⽅（案）・個Îの業務に関するd証および⾒直し（案））された。

d¸会の委!は、建築設計業?団体や教育機関などによって構成され、m«pl（学R法

3�)ア.ン#は、次のs⽬についてS体的かつvÎにK�する形で意⾒を求めた。「Ý平成 20 年以降における建築⼠の役割や業務内
容の変化、Xびその¶Uとなる社会的要�について、Þ現⾏の実務経験要件における問題点、ß現⾏に加えて³加が望まれる実務経
験の業務内容」出典：国⼟交通省「建築⼠資格に係る実務経験のありÅに関する)ア.ン#」2018 年 9⽉ 11 ⽇ 

3�⽇本建設業連合会は、⽇本建設業団体連合会、⽇本⼟Ò⼯業協会、建築業協会の 3団体が合Áして設⽴された。全国的に総合建設業
を;�企業Xび建設業者団体が連合し、建設業に係る�制度や基本的な問題の解決に取り�み、技術の進歩と経;の改善を�進する
ことで、建設産業のW全な発展と国È⽣活・産業活動の基盤�実を⽬的としている。
3	⽇本建築構造技術者協会は、建築構造の設計Xび⼯事監理等に関する技術の発展を通�て、安全で質の⾼い建築物の実現にeYし、
公Oの½qと¿化の向上を⽬的とした団体である。
3
⽇本設備設計事務所協会連合会は、設備設計事務所のW全な発展と5ÓzのÕ<Ê`を⽬的とする団体である。建築物の (ル"ー
lØ向上やÆi・]iなどの�策を⽀える職能団体としての活動を⾏い、設備設計技術者の育成や¢T改善に取り��でいる。
4�全国⾼等学校建築教育連絡協議会は、全国の⾼等学校における建築教育を�進することを⽬的に設⽴された協議会であり、東⽇本建
築教育研究会や⻄⽇本⼯⾼建築連盟、中国地区⾼等学校建築教育研究会などの加盟校を中�に、建築系学科を有する学校が参加して
いる。加盟校同⼠の�Ë交Iや連絡・±整、⽣®の資格取得に関する要望の取りまとめなどを⾏い、全国の⾼等学校建築教育の進展
を図る役割を担っている。
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⼈⼯学院⼤学理事⻑、⼯学院⼤学�合研究z教授（¶時））が委!⻑を務め、�務b験の

⾒直しに関する議論が@fされた41。 

d¸会の@fm、同年 10 ⽉ 16 ⽇に、⽇本建築学会は、「建築⼠資格に係る�務b験

の個Îの業務に係るd証及び⾒直しについての6⾒書」をd¸会に提xした。それは、建

築⼠資格に係る�務b験の¤�´�について、⼤学教育、研究・@発、⼤学院教育に関す

る⾒直しを表明するものであった。とりわけ、研究については、論⽂AXやMª発表など
を�務b験として認定するz組みの構築がQめられた。 

そのm、同年 11 ⽉ 16 ⽇に、第 2 回d¸会が@催（・建築に関する�務の確認および

w査⽅法について・個Îの業務に関する⾒直し案のd¸）、同年 12 ⽉ 5 ⽇に、第 3 回

416員構成は、後²治6員⻑の他、次の通りである。なお、カッコ内は°時の所属をuす。}l«⼀（東Ñ⼤学理⼯学部建築学科教
{）、Ôl正|（G式会社LÂ設計x⾏役員環境技術本部¼本部⻑、⽇本建築構造技術者協会）、§Öbn（⼤成建設G式会社 設
計本部 設計企画部企画�進y⻑、⽇本建設業連合会）、sRd¾（G式会社LÂ設計 監x役、⽇本建築⼠事務所協会連合会）、f²
Ê（⽇本建築⾏�会議総合⾏�部会 部会⻑）、⾼PÙ¡Ü（東N··p整備`pD地建築部建築企画課 課⻑）、¬中Í�（明治⼤学
理⼯学部建築学科教{、⽇本建築学会）、成²��（⽇本建築⼠会連合会専務理事）、�¨Ü（G式会社l下設計_問、⽇本建築D
協会）によって構成された。さらに、オブザーバーとして、⼀般社団法⼈建築設備技術者協会、事務`として、国⼟交通省 �©  ̀建
築指導課、建築技術教育ÈX-ンター、コンサルタントとして、G式会社アルテップが参加した。 

� 2�2 「建築⼠資格に係る�務b験のあり⽅d¸会」設 背景

出典：国⼟交通省「実務経験に係る⾒直しÅ�（J要）」2018 年 12 ⽉ 5 ⽇ 

�1

（q�）d¸会が@催（・d¸会での取り�とめについて）され、「�務b験に係る⾒直

し⽅y42」が取り�とめられた。

d¸会の�Öm、同年 12 ⽉ 4 ⽇、第 197 回国会 国⼟交通委!会において、建築⼠法の

⼀部を改正する法律案起�のbが付され、qÎÇt©、⽴FÇt©・{Ç�+�、国ÇÇ
t©・Ëz��+�、公明©、Ëz�の会及び⽇本��の会のÝ会°A同提案により、

「建築⼠法の⼀部を改正する法律案」の�案を成案とし、委!会提xの法律案としてE定

す2しとの動議が提xされた。Äª、�]正z委!（¶時）より、gkの説明がoの通り

あった。

「本起�案のgk及び内容につき�して、提x者を¨表してK説明�し上げ�す。

（¯Ò）近年、建築⼠試験の受験者数がl�するとともに受験者のUÝ化がJ¢であ

り、�た、業務を⾏っている建築⼠のUÝ化が��でおり、この��の_向が¡く�
合、（¯Ò）建築⼠⼈vの確ÒがT®となり�す。このため、建築⼠試験の受験資格を

改めることなどにより、建築⼠を⽬指す�年�が、より早期により⾒通しをnって建築

⼠の資格を取得することができるよう、建築⼠資格制度の改�がÄ�れているとこ�で

あり�す。本起�案は、（¯Ò）す�れた⼈vをa¡的かつ5定的に確Òするため、z
要の� をkじようとするもので、そのtな内容はoのとおりであり�す。43」 

 同委!会では、;本4h委!（¶時）より、⼀級建築⼠のUÝ化と受験者のl�が��
でいるg状を指摘し、そのI8として�務b験要bの厳格化や受験準備期間の⻑期化が挙
げられるkの発hがあったのに¤し、�府a考⼈（国⼟交通省v�CC⻑）�¥Õ?l
（¶時）は、試験準備の»©がwくなり受験を断念する⼈が��ている点を認めた上で、

W回の改正法案により�務b験要bを免許取得時に変更し、受験機会を-⼤すると説明し

た。�た、もと�らH�Ü委!（¶時）は、改正mも免許取得時の要bは�nされるた

め、建築⼠の能⼒や適性は©Òされるとの⾒+を⽰したのに¤し、;本4h委!（¶時）

は、⼤学卒業直mの受験が⼤学教育のあり⽅に影響を及ぼす可能性について懸念を述2る

とともに、建築⼠資格制度が建築物の5全、5�をj�る制度であるためには、改正mの

#⽤を国会でa¡的に議論す2きであるkの発hがあった。そのm、�公⼀委!⻑（¶
時）より、b成の起⽴がQめられ、起⽴�!によってEした。

42「実務経験に係る⾒直しÅ�」は、建築⼠資格に係る実務経験の確認・�xÅ法や、^Ãの業務に関する⾒直し案が検討され、検討
会で議論したV?を整理したものである。同書では、建築⼠資格取得における実務経験要件の⾒直しがuされた他、第k者証明の信
Ó性不⾜や虚偽証明への対応が課題とされ、企業/+ルでの証明や·則の明確化、実務経験K録の\格化がuされるとともに、建築
教育や研究活動を実務経験にOめる案も検討された。出典：国⼟交通省「実務経験に係る⾒直しÅ�」2018 年 12 ⽉ 5 ⽇ 

43出典：~議院「第 197 回国会 国⼟交通6員会 第 5u（平成 30 年 12 ⽉ 4 ⽇（@Ï⽇））」�~議院ホーム5ー+�（オン8イ
ン）2024 年 12 ⽉ 1 ⽇アク-ス
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す2しとの動議が提xされた。Äª、�]正z委!（¶時）より、gkの説明がoの通り

あった。

「本起�案のgk及び内容につき�して、提x者を¨表してK説明�し上げ�す。

（¯Ò）近年、建築⼠試験の受験者数がl�するとともに受験者のUÝ化がJ¢であ

り、�た、業務を⾏っている建築⼠のUÝ化が��でおり、この��の_向が¡く�
合、（¯Ò）建築⼠⼈vの確ÒがT®となり�す。このため、建築⼠試験の受験資格を

改めることなどにより、建築⼠を⽬指す�年�が、より早期により⾒通しをnって建築

⼠の資格を取得することができるよう、建築⼠資格制度の改�がÄ�れているとこ�で

あり�す。本起�案は、（¯Ò）す�れた⼈vをa¡的かつ5定的に確Òするため、z
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げられるkの発hがあったのに¤し、�府a考⼈（国⼟交通省v�CC⻑）�¥Õ?l
（¶時）は、試験準備の»©がwくなり受験を断念する⼈が��ている点を認めた上で、
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は、⼤学卒業直mの受験が⼤学教育のあり⽅に影響を及ぼす可能性について懸念を述2る
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教育や研究活動を実務経験にOめる案も検討された。出典：国⼟交通省「実務経験に係る⾒直しÅ�」2018 年 12 ⽉ 5 ⽇ 

43出典：~議院「第 197 回国会 国⼟交通6員会 第 5u（平成 30 年 12 ⽉ 4 ⽇（@Ï⽇））」�~議院ホーム5ー+�（オン8イ
ン）2024 年 12 ⽉ 1 ⽇アク-ス

― 129 ―



��

同⽇、第 197 回国会i議院本会議において、「建築⼠法の⼀部を改正する法律案」が

発議され、全会⼀で可Eした。

この全会⼀での可Eは、法案提xに⾄る>³において、建築⼠法改正のÊ要性が広´
に認識され、関係者間でJ¢なÅ¤6⾒が⽰されることなく�µしていたことを⽰すもの

であった。

そのm、同年 12 ⽉ 6 ⽇、第 197 回国会（Ô時会）国⼟交通委!会にて、「建築⼠法の

⼀部を改正する法律案（i第²号）（i議院提x）」が、い�れも全会⼀をもって委!
会提x法律案とすることをEし、同年 12 ⽉ 8 ⽇、a議院本会議にて、「建築⼠法の⼀部

を改正する法律案」がI案通り、全会⼀で可E、成⽴し、同年 12 ⽉ 14 ⽇に、「建築

⼠法の⼀部を改正する法律（平成 30 年法律第 93 号）」が公布された。

2.2.3 令和元年（2019 年）2 ⽉ 4 ⽇から令和 2 年（2020 年）3 ⽉ 1 ⽇	第 3期

令和元年（2019 年）2 ⽉ 4 ⽇に、全国建築系⼤学教育連絡協議会t催による「Wmの

建築教育の⽅向	国t化と建築⼠資格制度変更」という�ン��(が@催された。その

t、M�l（⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会））は、⼀級建築⼠試験の受

験資格を⼤学卒業m直ちに得られるようにした建築⼠法改正について、「教育に関係が深
いにも関わら�、学会に¾段の�談もなく��に改正が⾏われた44」とµ³した。さら

に、⽇本建築学会は、この建築⼠法改正が、建築教育にもたらす影響を懸念し、同年 8 ⽉

に全国建築系⼤学教育連絡協議会が�施した調査から、多くの⼤学が教育に影響があると

回答し、うち´数以上が悪影響を懸念していることを明らかにした。

同年 5 ⽉ 13 ⽇には、⽇本建築学会が「改正建築⼠法施⾏に向けた⽇本建築学会からの

6⾒45」を表明し、⼤学教育に¤する影響にÔ6することをQめた。それは、建築⼠法改

正に²う研究の�務b験に関する#⽤の他、\度、���や���の活⽤を視ÊにÀれた建

築⼠試験内容の⾒直しを提案するものであった。さらに、Wmのd¸課題として、⼀級建

築⼠の国t通⽤性の向上として、����������建築教育F章4�や、建築⼠試験内容の�
準適正化、建築⼠の職能-⼤を挙げ、資格���(の改�に向けた関係機関との連携と@
かれた議論のw要性を指摘した。それらの¯⻑期的な議論を通じることにより、建築⼠試

44出典：G式会社⽇経�
⽇経ク0ステック「修⼠ 1 年で合格するË者は現れる�⼀級建築⼠試験が⼤卒で受験可能に」�G式会社⽇
経�
⽇経ク0ステックホーム5ー+�（オン8イン）2024 年 12 ⽉ 1 ⽇アク-ス

45全国建築系⼤学教育連絡協議会内に、建築⼠資格制度検討�6員会が設置され、実務経験の対�や試験内容の改善に関する検討を進
めた。その後、同6員会からの中間取りまとめを受け、建築⼠法改正施⾏に向けた意⾒を表明している。 

4������	��I�建築教育X�とは、国際的な建築教育�準の向上とÈÄ化を⽬的とし、平成 8 年（1996 年）に�����	と国際建築
D連合（�I�）によってh択された¿書である。このX�は、建築Dがt¢可能な社会の構築に?たす�要な役割を強±し、建築教育
の⽬的や基準を規定している。その内容には、全⽇制で 5 年以上の専⾨教育や、教育のA程での¿化的多Ð性の �、^⼈指導を�
rしたスタ+オ形式の学習などがOまれる。これにより、E国の建築教育機関が地9的な³v性を7tしつつ、国際的に通⽤する教
育プ0#8ムを構築することが�Úされている。

��

験制度のP果的な改�が�られるとし、建築⼠資格制度のn¡的な発µを⽬指す取り組み

のÊ要性を強調した。

だが、同年 7 ⽉ 17 ⽇には、国⼟交通省v�Cより「建築⼠法の⼀部を改正する法律の

施⾏に²う関係省令・S⽰の改正案について（概要）」が発xされた。

そのm、同年 9 ⽉ 4 ⽇に、全国建築系⼤学教育連絡協議会t催による「2019 年⼤会�
�-"���!�!ン「建築⼠資格と建築教育	改正建築⼠法施⾏mのo¨の建築教育を

µÄする」」が⾏われ、建築⼠法改正mの建築教育の課題と⽅向性が議論された。

⼀⽅、同年 9 ⽉ 11 ⽇には、「建築⼠法の⼀部を改正する法律の施⾏期⽇を定める�令

及び建築⼠法の⼀部を改正する法律の施⾏に²う関係�令の�備に関する�令（令和元年

�令第 95 号及び第 96 号）」が公布され、施⾏⽇が確定した。

そのm、同年 9 ⽉ 17 ⽇に、建築技術教育½及�ン�ーによって、「建築⼠試験の受験

�V者Ö�に関する調査4�」が�施され、同年 11 ⽉ 1 ⽇には、国⼟交通省から「�しい

建築⼠制度の概要」が発表されるとともに、関係省令やS⽰が公布された4	。 

q�的に、令和 2 年（2020 年）3 ⽉ 1 ⽇に「建築⼠法の⼀部を改正する法律（平成 30

年法律第 93 号）」は施⾏されるに⾄った4
。 

以上から、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正は、建築設計`会による「建築⼠資格制

度の改�に関するA同提案」が提xされた平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇から、同年 12

⽉ 8 ⽇に、「建築⼠法の⼀部を改正する法律案」が成⽴する�では、6�⽉ 3 ⽇、令和 2

年（2020 年）3 ⽉ 1 ⽇に、「建築⼠法の⼀部を改正する法律（平成 30 年法律第 93

号）」が施⾏される�では、1 年 8�⽉ 26 ⽇という�期間に�gされたものであった。

なお、本改正に⾄る>³での、発x⽂書や6⾒表明等及び本改正に係るt要な内容につ
いて、時系Ûに±|及び要Ôの上、� 2�3 と� 2�4 に⽰すように�理する。

4�この±xは、�建築���
�����
&!	��%��
�協(
�����#��建築⼠法改正後、g�の受験者とな
る令和 2 年（2020 年）3 ⽉に卒業する学年の学⽣に対して⾏う「学⽣への受験意向アン$ート（±x I）」と、指定科⽬の確認がされ
ている教育機関の建築⼠試験指定科⽬等担°者が⾏う「卒業者数および進Ûに関するアン$ート（±x II）」で構成された。

4	�省令�建築⼠法施⾏規則Xび建築⼠法に基づく中>指定登録機関等に関する省令の⼀部を改正する省令（令和元年国⼟交通省令第
42u）（公º：令和元年 11 ⽉ 1 ⽇ 施⾏：令和 2 年 3 ⽉ 1 ⽇）、�告u�建築⼠の受験資格XびÑM登録要件に係る告uについて
（公º：令和元年 11 ⽉ 1 ⽇ 施⾏：令和 2 年 3 ⽉ 1 ⽇）、�告u�建築⼠の実務経験の対�実務（建築⼠法施⾏規則第�条第⼀s第
⼀uから第五uの実務に準�る実務として国⼟交通⼤⾂が定める実務）に係る告uについて（令和元年国⼟交通省告u第 754u） 
（公º：令和元年 11 ⽉ 1 ⽇ 施⾏：令和 2 年 3 ⽉ 1 ⽇）、�告u�建築⼠法施⾏規則第¾�⼀条第四s第⼀uハの国⼟交通⼤⾂が定
める技術的基準を定める件（令和元年国⼟交通省告u第 755u） （公º：令和元年 11 ⽉ 1 ⽇ 施⾏：令和 2 年 3 ⽉ 1 ⽇）

4
その後、国⼟交通省 �©`から「�国�指第 4011u�建築⼠法の⼀部を改正する法×等の施⾏について `⻑通¬(団体宛)）」
「�国�指第 4013u�建築⼠法の⼀部を改正する法×等の施⾏について 課⻑通¬(団体宛)」が、関係�団体に送付された。 
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同⽇、第 197 回国会i議院本会議において、「建築⼠法の⼀部を改正する法律案」が

発議され、全会⼀で可Eした。

この全会⼀での可Eは、法案提xに⾄る>³において、建築⼠法改正のÊ要性が広´
に認識され、関係者間でJ¢なÅ¤6⾒が⽰されることなく�µしていたことを⽰すもの

であった。

そのm、同年 12 ⽉ 6 ⽇、第 197 回国会（Ô時会）国⼟交通委!会にて、「建築⼠法の

⼀部を改正する法律案（i第²号）（i議院提x）」が、い�れも全会⼀をもって委!
会提x法律案とすることをEし、同年 12 ⽉ 8 ⽇、a議院本会議にて、「建築⼠法の⼀部

を改正する法律案」がI案通り、全会⼀で可E、成⽴し、同年 12 ⽉ 14 ⽇に、「建築

⼠法の⼀部を改正する法律（平成 30 年法律第 93 号）」が公布された。

2.2.3 令和元年（2019 年）2 ⽉ 4 ⽇から令和 2 年（2020 年）3 ⽉ 1 ⽇	第 3期

令和元年（2019 年）2 ⽉ 4 ⽇に、全国建築系⼤学教育連絡協議会t催による「Wmの

建築教育の⽅向	国t化と建築⼠資格制度変更」という�ン��(が@催された。その

t、M�l（⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会））は、⼀級建築⼠試験の受

験資格を⼤学卒業m直ちに得られるようにした建築⼠法改正について、「教育に関係が深
いにも関わら�、学会に¾段の�談もなく��に改正が⾏われた44」とµ³した。さら

に、⽇本建築学会は、この建築⼠法改正が、建築教育にもたらす影響を懸念し、同年 8 ⽉

に全国建築系⼤学教育連絡協議会が�施した調査から、多くの⼤学が教育に影響があると

回答し、うち´数以上が悪影響を懸念していることを明らかにした。

同年 5 ⽉ 13 ⽇には、⽇本建築学会が「改正建築⼠法施⾏に向けた⽇本建築学会からの

6⾒45」を表明し、⼤学教育に¤する影響にÔ6することをQめた。それは、建築⼠法改

正に²う研究の�務b験に関する#⽤の他、\度、���や���の活⽤を視ÊにÀれた建

築⼠試験内容の⾒直しを提案するものであった。さらに、Wmのd¸課題として、⼀級建

築⼠の国t通⽤性の向上として、����������建築教育F章4�や、建築⼠試験内容の�
準適正化、建築⼠の職能-⼤を挙げ、資格���(の改�に向けた関係機関との連携と@
かれた議論のw要性を指摘した。それらの¯⻑期的な議論を通じることにより、建築⼠試

44出典：G式会社⽇経�
⽇経ク0ステック「修⼠ 1 年で合格するË者は現れる�⼀級建築⼠試験が⼤卒で受験可能に」�G式会社⽇
経�
⽇経ク0ステックホーム5ー+�（オン8イン）2024 年 12 ⽉ 1 ⽇アク-ス

45全国建築系⼤学教育連絡協議会内に、建築⼠資格制度検討�6員会が設置され、実務経験の対�や試験内容の改善に関する検討を進
めた。その後、同6員会からの中間取りまとめを受け、建築⼠法改正施⾏に向けた意⾒を表明している。 

4������	��I�建築教育X�とは、国際的な建築教育�準の向上とÈÄ化を⽬的とし、平成 8 年（1996 年）に�����	と国際建築
D連合（�I�）によってh択された¿書である。このX�は、建築Dがt¢可能な社会の構築に?たす�要な役割を強±し、建築教育
の⽬的や基準を規定している。その内容には、全⽇制で 5 年以上の専⾨教育や、教育のA程での¿化的多Ð性の �、^⼈指導を�
rしたスタ+オ形式の学習などがOまれる。これにより、E国の建築教育機関が地9的な³v性を7tしつつ、国際的に通⽤する教
育プ0#8ムを構築することが�Úされている。

��

験制度のP果的な改�が�られるとし、建築⼠資格制度のn¡的な発µを⽬指す取り組み

のÊ要性を強調した。

だが、同年 7 ⽉ 17 ⽇には、国⼟交通省v�Cより「建築⼠法の⼀部を改正する法律の

施⾏に²う関係省令・S⽰の改正案について（概要）」が発xされた。

そのm、同年 9 ⽉ 4 ⽇に、全国建築系⼤学教育連絡協議会t催による「2019 年⼤会�
�-"���!�!ン「建築⼠資格と建築教育	改正建築⼠法施⾏mのo¨の建築教育を

µÄする」」が⾏われ、建築⼠法改正mの建築教育の課題と⽅向性が議論された。

⼀⽅、同年 9 ⽉ 11 ⽇には、「建築⼠法の⼀部を改正する法律の施⾏期⽇を定める�令

及び建築⼠法の⼀部を改正する法律の施⾏に²う関係�令の�備に関する�令（令和元年

�令第 95 号及び第 96 号）」が公布され、施⾏⽇が確定した。

そのm、同年 9 ⽉ 17 ⽇に、建築技術教育½及�ン�ーによって、「建築⼠試験の受験

�V者Ö�に関する調査4�」が�施され、同年 11 ⽉ 1 ⽇には、国⼟交通省から「�しい

建築⼠制度の概要」が発表されるとともに、関係省令やS⽰が公布された4	。 

q�的に、令和 2 年（2020 年）3 ⽉ 1 ⽇に「建築⼠法の⼀部を改正する法律（平成 30

年法律第 93 号）」は施⾏されるに⾄った4
。 

以上から、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正は、建築設計`会による「建築⼠資格制

度の改�に関するA同提案」が提xされた平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇から、同年 12

⽉ 8 ⽇に、「建築⼠法の⼀部を改正する法律案」が成⽴する�では、6�⽉ 3 ⽇、令和 2

年（2020 年）3 ⽉ 1 ⽇に、「建築⼠法の⼀部を改正する法律（平成 30 年法律第 93

号）」が施⾏される�では、1 年 8�⽉ 26 ⽇という�期間に�gされたものであった。

なお、本改正に⾄る>³での、発x⽂書や6⾒表明等及び本改正に係るt要な内容につ
いて、時系Ûに±|及び要Ôの上、� 2�3 と� 2�4 に⽰すように�理する。

4�この±xは、�建築���
�����
&!	��%��
�協(
�����#��建築⼠法改正後、g�の受験者とな
る令和 2 年（2020 年）3 ⽉に卒業する学年の学⽣に対して⾏う「学⽣への受験意向アン$ート（±x I）」と、指定科⽬の確認がされ
ている教育機関の建築⼠試験指定科⽬等担°者が⾏う「卒業者数および進Ûに関するアン$ート（±x II）」で構成された。

4	�省令�建築⼠法施⾏規則Xび建築⼠法に基づく中>指定登録機関等に関する省令の⼀部を改正する省令（令和元年国⼟交通省令第
42u）（公º：令和元年 11 ⽉ 1 ⽇ 施⾏：令和 2 年 3 ⽉ 1 ⽇）、�告u�建築⼠の受験資格XびÑM登録要件に係る告uについて
（公º：令和元年 11 ⽉ 1 ⽇ 施⾏：令和 2 年 3 ⽉ 1 ⽇）、�告u�建築⼠の実務経験の対�実務（建築⼠法施⾏規則第�条第⼀s第
⼀uから第五uの実務に準�る実務として国⼟交通⼤⾂が定める実務）に係る告uについて（令和元年国⼟交通省告u第 754u） 
（公º：令和元年 11 ⽉ 1 ⽇ 施⾏：令和 2 年 3 ⽉ 1 ⽇）、�告u�建築⼠法施⾏規則第¾�⼀条第四s第⼀uハの国⼟交通⼤⾂が定
める技術的基準を定める件（令和元年国⼟交通省告u第 755u） （公º：令和元年 11 ⽉ 1 ⽇ 施⾏：令和 2 年 3 ⽉ 1 ⽇）

4
その後、国⼟交通省 �©`から「�国�指第 4011u�建築⼠法の⼀部を改正する法×等の施⾏について `⻑通¬(団体宛)）」
「�国�指第 4013u�建築⼠法の⼀部を改正する法×等の施⾏について 課⻑通¬(団体宛)」が、関係�団体に送付された。 
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� 2�3 平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に⾄る>³（時系Û�理） 

出典：筆者作成。本改正に係る国会�議Xび関係法令等の公º・施⾏は、国⼟交通省・検討会にOめる

出典：筆者作成。「 」は発出¿書Xび意⾒表明、� �はシン�+ウムや�(ル%�スカッションをuす 

� 2�4 平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に⾄る>³（内容�理） 

��

2.3 平成 30 年建築⼠法改正における�x^成の課題

建築設計`会が、qÇ©建築設計議!連È1提xした「建築⼠資格制度の改�に関する

A同提案」は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に向けた議論の起点となった。

同提案では、受験資格の緩和による「受験の早期化」を通じて「��⼈vの育成と確

Ò」を�る⽅yが⽰され、同年 6 ⽉ 5 ⽇から 12 ⽉ 8 ⽇�でのÔ 6�⽉間で、改正案が成

⽴するに⾄った。

⼀⽅、⽇本建築学会が指摘していた教育や�務上の⻑期的論点や教育的影響に関わる課

題をd¸する機会はDめてK定的であり、国⼟交通省により設 されたd¸会において

も、�務b験の⾒直しをt要議題とする^で議論が�⾏され、令和 2 年（2020 年）3 ⽉ 1

⽇に「建築⼠法の⼀部を改正する法律（平成 30 年法律第 93 号）」は施⾏された。

以上の>³から、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成の課題として、

�x⽴案の段階で、取り上げられた論点がK定されていたこと、¿びに教育的影響や�務

との�合に関わる⻑期的な課題に¤し、�Íなd¸が⾏われなかった可能性が指摘され

る。
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� 2�3 平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に⾄る>³（時系Û�理） 

出典：筆者作成。本改正に係る国会�議Xび関係法令等の公º・施⾏は、国⼟交通省・検討会にOめる

出典：筆者作成。「 」は発出¿書Xび意⾒表明、� �はシン�+ウムや�(ル%�スカッションをuす 

� 2�4 平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に⾄る>³（内容�理） 

��

2.3 平成 30 年建築⼠法改正における�x^成の課題

建築設計`会が、qÇ©建築設計議!連È1提xした「建築⼠資格制度の改�に関する

A同提案」は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に向けた議論の起点となった。

同提案では、受験資格の緩和による「受験の早期化」を通じて「��⼈vの育成と確

Ò」を�る⽅yが⽰され、同年 6 ⽉ 5 ⽇から 12 ⽉ 8 ⽇�でのÔ 6�⽉間で、改正案が成

⽴するに⾄った。

⼀⽅、⽇本建築学会が指摘していた教育や�務上の⻑期的論点や教育的影響に関わる課

題をd¸する機会はDめてK定的であり、国⼟交通省により設 されたd¸会において

も、�務b験の⾒直しをt要議題とする^で議論が�⾏され、令和 2 年（2020 年）3 ⽉ 1

⽇に「建築⼠法の⼀部を改正する法律（平成 30 年法律第 93 号）」は施⾏された。

以上の>³から、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成の課題として、

�x⽴案の段階で、取り上げられた論点がK定されていたこと、¿びに教育的影響や�務

との�合に関わる⻑期的な課題に¤し、�Íなd¸が⾏われなかった可能性が指摘され

る。
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第 3 章�⾏⽂e.%*ーと研究の枠組み

本章では、前章�での議論を¹��、建築⼠資格制度と資格制度全般及び資格制度の�
x>³に関する�⾏研究をd¸する。さらに、V本l{によるア��ー・��*ー・'/
��の理論的背景を�理し、,�ー ・�)!'を提⽰する。その上で、本研究における

「ア��ー」、「��*ー」、「�x^成>³」の定義を明確化し、研究の枠組みを構築

する。

3.1�⾏⽂e.%*ー
3.1.1 建築⼠資格制度と資格制度全般及び資格制度の�x>³に関する�⾏⽂e

建築⼠資格制度に関する�⾏研究は、建築⼠資格制度のÚ^的⽂Êや教育との関連性を

明らかにしており、本研究の基盤となる知⾒を提@している。��（2011）や]本

（1980）は建築⼠資格制度のÚ^的背景を通^的に論じ、o�（2016）は建築設計専⾨

職の⽂化的社会化と⼤学教育のË割をd¸している。これらの研究は、建築⼠資格制度

が、どのように^成され、教育や社会との関係性の¯でどのように発µしてきたかを®#
する上でw要である。

資格制度全般に⽬を向けると、£Ê（1983, 1984, 1992, 2006）が、⽇本の試験制度が教
育制度と連動し、社会的¬�の^成や±除を通じて、社会階�の構造化に寄与しているこ

とをÚ^的に明らかにしている。�た、"^（1998, 2009, 2014）は、資格制度が社会的

�±装 として機能していることを⽰し、資格がØ«{�や社会階�^成に与�る影響を

Í�している。さらに、�,ン�（1984）は、資格試験が社会的¬�の^成や職業構造

の変容に果たしてきたË割を論じ、資格制度が社会的±除とÒ証を同時に©う装 として

機能していることを⽰している。これらの研究は、資格試験が能⼒¹(の⽅xを��、社
会的な�±装 として機能していることを⽰Zしており、建築⼠資格制度や建築⼠試験制

度が、この装 としての性質にどのような影響を及ぼしたのかを考察するための視Vを提

@する。

�た、専⾨職Ð成�xの関係に注⽬したV本（1992, 2006, 2015）は、&術@業試験を

事Öに、資格制度が専⾨職の¬�^成に果たしてきたË割をÚ^的にÍ�している。それ

により、資格制度が専⾨職Ð成�xの⼀4としてどのように設計され、�x>³でいかに

議論されてきたのかを明らかにしており、資格制度が社会的⽂Êの¯でどのように^成さ

れるのかを+明した。この視点は、建築⼠資格制度における平成 30 年（2018 年）建築⼠

法改正が、�x^成の>³においてどのように議論され、どのような課題や調�をbて具
体化されたのかを考察する上でÍ⽤である。

�	

3.1.2V本l{によるア��ー・��*ー・'/��
V本（2008）は、�m⽇本の&`Ð成�xを事Öに取り上げ、Ú^的背景を通^的に

論じ、�x>³Í�の�証的研究を、� 3�1 に⽰すように、「kの関係性」と「横の関係
性」によってµ@した。同書では、⼤Û（1990）の��*ーア'/ー の枠組みを活⽤

し、�x>³を「�u的な問題@の¯から認知・統合された��*ーがア��ン�に設定

され、�x^成とE定をbて�施・¹(に⾄り、q�的に�結する>³」と定義し（⼤

Û, 1990, �.6�V本, 2008, �.6）、この>³の¯で、ア��ーと��*ーの�iw⽤を¯�
に}�、�x^成とその�施がどのように⾏われたのかをÍ�した。

�x>³Í�における��*ーア'/ー は、「¾定の登�、µ@、E®を、�x要Q
をめ�る¤⽴と�協の>³というK点から�理し、こうしたケー�・��"�をもとに�
xE定>³が⽰す-らかの構造を発⾒しようとする試み」と定義される（⼤Û, 1990,

�.10）。この�法は「��/と��/のÍ�の¯間」に� 付けられ、理論と�証をV¦
しする視点を提@した（⼤Û, 1990, �.7）。V本（2008）は、このア'/ー を⽤いて&
`Ð成�xの^成とE定>³をÍ�し、�x>³全体における��*ーの�µとア��ー
の⾏動を��することで、制度的制Ôや社会的背景が�x^成に与�た影響を明らかにし

た（V本, 2008, �.8）。それは、�xE定に関与したア��ー1の�ン�%*ー調査を�

施し、ÛA調�の�§や�x課題の変容を具体的にd証するものであった（V本, 2008,

��.6�8）。

そのm、V本（2014）は、U等教育�xを¤�に、Ú^的背景を通^的に論じなが

ら、この��*ー・'/��を基盤としつつ、ア��ー・��*ー・'/��の視点を»
Àすることで、�x>³Í�を深化させた。

同書において、V本（2014）は、{�（2000）が、U等教育�x研究を規´的研究と

�証的研究にÍÕし、さらにそれらを�x内容と�x>³という 2つの���,ーにÍ
け、�x>³における研究課題をア��ーと'/��にFÎした。加�て、�x>³を、

� 3�1 �m⽇本の&`Ð成�xにおけるア��ーとその関係性 

出典：P本（2008���89）より、筆者作成
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第 3 章�⾏⽂e.%*ーと研究の枠組み
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ら、この��*ー・'/��を基盤としつつ、ア��ー・��*ー・'/��の視点を»
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⼤Û（1990）の「f�りと�わりをnち、他の�xとは⽴したq律的な⼀つの>³」

（⼤Û, 1990, �.6）と¡�、その>³を、ア��ン�^成、�x^成、�xE定、�施、

¹(、�結という⼀連の段階をたどるものと� 付けた（V本, 2014, �.21）。

さらに、�x>³研究を「��*ーア'/ー 」「�ー��・ア'/ー 」「��*
ー・�,ア・ア'/ー 」の 3つにÍÕし（⼤Û, 1990, ��.7�10）、{�（2000）の�x
>³研究の枠組みを取りÀれて、ア��ーと��*ーの関係性を\d¸し、�x>³を

「��*ー」の�µではなく、ア��ーと��*ーの�iw⽤として¡�る「ア��ー・
��*ー・'/��」というア'/ー が、�x研究に与�る6義を強調した（V本, 

2014, �.7）。

 「ア��ー・��*ー・'/��」は、�x^成や�施のB段階におけるア��ーの多
様性とその影響⼒をw視し、「�x>³のす2ての段階を��ーし、�なる時期における

同⼀��*ーのµ@を時系Û的にÈCできる」点に¾¥がある（V本, 2014, �.7）。ここ

で、ア��ーは、�x^成や�施に関与する個⼈、団体、組uを指し、それぞれが�xの

�µに⼤きな影響を与�るt体として� 付けた（V本, 2008, �.7）。⼀⽅、��*ーは

「¸議のr点になる�x問題」であり、その認知と変容が�x>³全体に影響を及ぼすも

のとし、� 3�2 のように、�証的研究（9述・説明）と�x>³（ア��ー・'/��）

に� 付け、U等教育�xや専⾨職Ð成�xにおいて、「ア��ー・��*ー・'/�
�」のア'/ー が、�x>³全体を横断的にÍ�するためのÍPな枠組みであることを

⽰した。（V本, 2014, ��.2�3） 

同書は、U等教育というÓ'における¾Íの構造と/�!�が、��*ーの性質及びア
��ーの⾏動をいかに規定するかを論じ、そのw要性を強調した（V本, 2014, ��.37�
38）。さらに、��*ーの¾¥やその変容、ア��ーの�性や影響⼒に注⽬することで、

�x>³が内Âする�p的構造や制度的制Ôを+明する視点を提@した。 

� 3�2 U等教育�x研究の���,ー

出典：p�（2000����26�27）をもとにP本（2014� ��3）が作成し、筆者が⼀部加筆作成

��

�た、�x>³全体において、ア��ーの⾏動と��*ーの変容を��することで、�
x課題の^成と�µをÚ^的かつ構造的な視点から統合的にÍ�することの可能性を⽰

し、�x研究の深化を期¦した（V本, 2014, �.21）。

以上から、V本（2014）の「ア��ー・��*ー・'/��」は、�x>³における

関係者の⾏動や課題の認識、調�の'/��を�ÞにÍ�するための&.ー(0ー�を提

@している。この枠組みは、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成の>³
をÍ�する上で、理論的・��的なÍ⽤性を⽰しているとh�る。�x^成の>³におけ

る課題が、建築設計業?団体や教育機関などによっていかに¡�られ、いかなる議論や調
�をbてきたのかを、改正時の社会的⽂Êを¹��て�Þに¡�ることができる。この枠

組みの適⽤によって、�x^成の>³に内uする構造的要8や�iw⽤、そして改正mに

Ju化した課題の背景�でをÂ5的に®#し得る点からも、DめてÍ⽤性がUいと考�ら

れる。

3.2,�ー ・�)!'
資格制度に関する�⾏研究では、制度全般や専⾨職^成、教育との関係性について多3

的に議論されており、資格制度が社会的�±装 として機能し、専⾨職Ð成�xや業?構

造との�iw⽤の¯で設計されてきたことが明らかにされている。しかし、建築⼠資格制

度をM�資格制度における�x>³やその背景、議論の具体的なµ@に関する�⾏研究は

7⾒のKり�Íではない。資格制度における�x>³をd¸することは、資格制度の設計

及びその社会的機能を明らかにする上でw要な論点である。

V本（2008）は、�m⽇本の&`Ð成�xを事Öとして、�x>³をア��ーと��
*ーの�iw⽤という視点から�証的にÍ�し、�x^成される��$�(を体系的に+
明した。�た、V本（2014）は「ア��ー・��*ー・'/��」の枠組みを提mし、

�x>³をÂ5的にÍ�する⽅法論を提⽰した。この枠組みは、�x>³における関係者

の⾏動や課題認識、調�の>³を�Þに¡�るものであり、資格制度の背景や議論をÂ5
的に+明するための理論的基盤を提@するものであった。⼀⽅で、V本は、&`Ð成�x
やU等教育�xを、通^的にÚÝして議論をµ@していることから、ある¾定の時期にお

ける�細な�x>³のÍ�及び具体的適⽤事Ö1のh及はK定的である。

平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正は、「��⼈vの育成と確Ò」をはじめ、教育と�

務の�¡や建築⼠資格取得に係る�務b験要bの合理化など、多É的な課題が複\に交Z
しており、その�x>³をd¸することは、建築⼠資格制度の設計及びその社会的機能を

明らかにする上でw要な視点である。さらに、ある¾定の時期における�細な改正のb%
や背景を構造的に¡�ることで、�x>³を⼀�明確化することが可能となる。
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⼤Û（1990）の「f�りと�わりをnち、他の�xとは⽴したq律的な⼀つの>³」
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7⾒のKり�Íではない。資格制度における�x>³をd¸することは、資格制度の設計

及びその社会的機能を明らかにする上でw要な論点である。

V本（2008）は、�m⽇本の&`Ð成�xを事Öとして、�x>³をア��ーと��
*ーの�iw⽤という視点から�証的にÍ�し、�x^成される��$�(を体系的に+
明した。�た、V本（2014）は「ア��ー・��*ー・'/��」の枠組みを提mし、

�x>³をÂ5的にÍ�する⽅法論を提⽰した。この枠組みは、�x>³における関係者

の⾏動や課題認識、調�の>³を�Þに¡�るものであり、資格制度の背景や議論をÂ5
的に+明するための理論的基盤を提@するものであった。⼀⽅で、V本は、&`Ð成�x
やU等教育�xを、通^的にÚÝして議論をµ@していることから、ある¾定の時期にお

ける�細な�x>³のÍ�及び具体的適⽤事Ö1のh及はK定的である。

平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正は、「��⼈vの育成と確Ò」をはじめ、教育と�

務の�¡や建築⼠資格取得に係る�務b験要bの合理化など、多É的な課題が複\に交Z
しており、その�x>³をd¸することは、建築⼠資格制度の設計及びその社会的機能を

明らかにする上でw要な視点である。さらに、ある¾定の時期における�細な改正のb%
や背景を構造的に¡�ることで、�x>³を⼀�明確化することが可能となる。
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そのため、本研究では、V本（2014）の「ア��ー・��*ー・'/��」をA⽤し

て、研究の枠組みを構築し、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成の>³
を構造的にÍ�する。

3.3 研究の枠組み

本研究では、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成の>³をÍ�する枠

組みとして「ア��ー・��*ー・'/��」をA⽤することから、V本（2014）をa
考にし、� 3�3 に⽰すように、�証的研究（9述・説明）と�x>³（ア��ー・'/�
�）に、本研究を� 付ける。

3.3.1 本研究の「ア��ー」の定義

本研究において「ア��ー」とは、�x^成に直�的�たは間�的に関与し、�xの�
µに影響を与�るÛA関係者を指す。

この定義は、V本（2008, �.6）が�x>³Í�において⽰したア��ーの概念を基盤と

しており、�府機関、業?団体、専⾨職団体、学術団体などがM�れる。ア��ーはそれ

ぞれ�なる⽬的やGKをnち、�x^成や�施のB段階において⾏動�Òをµ@しながら

�x^成の>³に関与する£uである。

そのため、本研究では、建築設計`会（⽇本建築⼠会連合会、⽇本建築⼠事務z協会連
合会、⽇本建築)協会）、⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）をÍ�¤�に

加�る。 

�た、国⼟交通省及びqÇ©建築設計議!連Èについては、直�のÍ�¤�とはせ�、

d¸会をtたるÍ�¤�とする。それは、�x^成における�務的議論や具体的提案が、

d¸会を通じてuÔ・^成されているからである。国⼟交通省及びqÇ©建築設計議!連
Èは、影響を与�る⽴�にあるものの、具体的な�x^成や専⾨的議論の�としてのË割

� 3�3 本研究の� 付け 

出典：p�（2000����26�27）をもとにP本（2014� ��3）が作成し、筆者が⼀部加筆作成

�1

はK定的であり、�務b験の具体的あり⽅についての�細な議論は、d¸会で⾏われてい

る。さらに、d¸会は、国⼟交通省をはじめ、建築設計業?団体や教育機関から委!構成

がされ、g�の課題やÛA関係をÅ;させた�x案を具体化する¯2的な�であり、�x
^成の>³を明らかにするためには適¶である。�た、d¸会は、�x^成の'/��に

おけるÛA調�や6⾒交2がu¯的に⾏われる�でもあり、建築⼠法改正における課題が

どのように認知や議論がされ、q�的に�x案としてuÔされるかを��する上でw要な

Í�¤�である。

なお、¬⽅⾏�や¬⽅建築設計業?団体はÍ�¤�としない。その理Îは、建築⼠資格

制度における建築⼠法改正に関する�x^成の>³が、tに国⼟交通省や¯+の建築設計

業?団体といった全国組uによってt»されている点にある。つ�り、建築⼠法改正は全

国的な適⽤を前提としており、その内容や⽅向性が¯+の�xE定機関で統⼀的に議論・
E定されるw⽤があることによる。そのため、¬⽅⾏�や¬⽅建築設計業?団体の関与は

ÈC的K定的であると�察されることから、本研究のr点である�x^成の>³には直�
寄与しない可能性がUく、t要なÍ�¤�とする�¶性が¦いと³断したことによる。

以上から、本研究では、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正におけるア��ーとして、

建築設計`会（⽇本建築⼠会連合会、⽇本建築⼠事務z協会連合会、⽇本建築)協会）、

⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）、d¸会をÍ�¤�とする。なお、V本

（2008）をa考にし、本改正案が成⽴する�での>³を、� 3�4 に⽰すように、ア��ー
を「横の関係性」で�理する。

3.3.2 本研究の「��*ー」の定義

本研究における「��*ー」とは、�x^成の>³において、�u的な問題@の¯から

認知され、統合されることで¸議のr点となる問題を指す。V本（2014, �.2）は、��*

� 3�4 本研究のア��ー

出典：P本（2008���89）を参考に、筆者作成。��はアクターをuす。�数�は第 2�2 で論�た⾏動	を時系�にuす 
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そのため、本研究では、V本（2014）の「ア��ー・��*ー・'/��」をA⽤し

て、研究の枠組みを構築し、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成の>³
を構造的にÍ�する。

3.3 研究の枠組み

本研究では、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成の>³をÍ�する枠

組みとして「ア��ー・��*ー・'/��」をA⽤することから、V本（2014）をa
考にし、� 3�3 に⽰すように、�証的研究（9述・説明）と�x>³（ア��ー・'/�
�）に、本研究を� 付ける。

3.3.1 本研究の「ア��ー」の定義

本研究において「ア��ー」とは、�x^成に直�的�たは間�的に関与し、�xの�
µに影響を与�るÛA関係者を指す。

この定義は、V本（2008, �.6）が�x>³Í�において⽰したア��ーの概念を基盤と

しており、�府機関、業?団体、専⾨職団体、学術団体などがM�れる。ア��ーはそれ

ぞれ�なる⽬的やGKをnち、�x^成や�施のB段階において⾏動�Òをµ@しながら

�x^成の>³に関与する£uである。

そのため、本研究では、建築設計`会（⽇本建築⼠会連合会、⽇本建築⼠事務z協会連
合会、⽇本建築)協会）、⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）をÍ�¤�に

加�る。 

�た、国⼟交通省及びqÇ©建築設計議!連Èについては、直�のÍ�¤�とはせ�、

d¸会をtたるÍ�¤�とする。それは、�x^成における�務的議論や具体的提案が、

d¸会を通じてuÔ・^成されているからである。国⼟交通省及びqÇ©建築設計議!連
Èは、影響を与�る⽴�にあるものの、具体的な�x^成や専⾨的議論の�としてのË割

� 3�3 本研究の� 付け 

出典：p�（2000����26�27）をもとにP本（2014� ��3）が作成し、筆者が⼀部加筆作成

�1

はK定的であり、�務b験の具体的あり⽅についての�細な議論は、d¸会で⾏われてい

る。さらに、d¸会は、国⼟交通省をはじめ、建築設計業?団体や教育機関から委!構成

がされ、g�の課題やÛA関係をÅ;させた�x案を具体化する¯2的な�であり、�x
^成の>³を明らかにするためには適¶である。�た、d¸会は、�x^成の'/��に

おけるÛA調�や6⾒交2がu¯的に⾏われる�でもあり、建築⼠法改正における課題が

どのように認知や議論がされ、q�的に�x案としてuÔされるかを��する上でw要な

Í�¤�である。

なお、¬⽅⾏�や¬⽅建築設計業?団体はÍ�¤�としない。その理Îは、建築⼠資格

制度における建築⼠法改正に関する�x^成の>³が、tに国⼟交通省や¯+の建築設計

業?団体といった全国組uによってt»されている点にある。つ�り、建築⼠法改正は全

国的な適⽤を前提としており、その内容や⽅向性が¯+の�xE定機関で統⼀的に議論・
E定されるw⽤があることによる。そのため、¬⽅⾏�や¬⽅建築設計業?団体の関与は

ÈC的K定的であると�察されることから、本研究のr点である�x^成の>³には直�
寄与しない可能性がUく、t要なÍ�¤�とする�¶性が¦いと³断したことによる。

以上から、本研究では、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正におけるア��ーとして、

建築設計`会（⽇本建築⼠会連合会、⽇本建築⼠事務z協会連合会、⽇本建築)協会）、

⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）、d¸会をÍ�¤�とする。なお、V本

（2008）をa考にし、本改正案が成⽴する�での>³を、� 3�4 に⽰すように、ア��ー
を「横の関係性」で�理する。

3.3.2 本研究の「��*ー」の定義

本研究における「��*ー」とは、�x^成の>³において、�u的な問題@の¯から

認知され、統合されることで¸議のr点となる問題を指す。V本（2014, �.2）は、��*

� 3�4 本研究のア��ー

出典：P本（2008���89）を参考に、筆者作成。��はアクターをuす。�数�は第 2�2 で論�た⾏動	を時系�にuす 
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ーを「�u的な問題@の¯から認知され、統合されることによって¸議の¯�となる問

題」と定義しており、本研究はこの定義を基盤としている。

3.3.3 本研究の「�x^成>³」の定義

本研究における「�x^成>³」とは、V本（2008）が�x>³を、ア��ン�^
成、�x^成、�xE定、�施、¹(、�結という⼀連の段階として定義した内、「ア�
�ン�^成」「�x^成」に関する段階を指す。�た、�u的な問題@から��*ーが認
知され、ア��ン�として設定され、ア��ー間の�iw⽤を通じて�x^成の具体化が

なされる�での⼀連の'/��をhう。 

本研究がこの段階を¤�とするのは、�x^成の>³における議論や調�の�§を明ら

かにするためである。

�た、平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇から 12 ⽉ 8 ⽇は、�x^成>³において、ア�
�ーが具体的な⾏動を@fし、議論の⽅向性が^成されたw要な時期として� 付けられ

る。この期間は、建築設計`会による「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」から

「建築⼠法の⼀部を改正する法律案」が成⽴し、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に関

わる�x^成の基盤が構築された時期であり、ア��ーの⾏動や提起された課題が建築⼠

法改正に直�的な影響を与�ている。 

さらに、平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇の建築設計`会による「建築⼠資格制度の改�
に関するA同提案」から、同年 7 ⽉ 24 ⽇の⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議

会）が「建築⼠資格制度の改�について」を表明した間は、ア��ーからの提案や6⾒表

明によって、��*ーの認知がされ、ア��ン�として設定された起点とされる。加�
て、同年 9 ⽉ 25 ⽇に、⽇本建築学会が、建築設計`会が提xした「建築⼠資格制度の改

�に関するA同提案」に¤して、正sに「「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」に

¤する⽇本建築学会からの6⾒」を表明してから、同年 12 ⽉ 5 ⽇に、第 3 回（q�）d
¸会が@催され、「�務b験に係る⾒直し⽅y」が取り�とめられる�での間は、ア��
ン�として設定された起点から、ア��ー間の�iw⽤を通じて、「建築⼠法の⼀部を改

正する法律案」が成⽴するという�x^成の具体化がされた。 

��

以上から、本研究では、� 3�5 に⽰すように、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正にお

ける�x^成>³として、平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇から 12 ⽉ 8 ⽇を¤�に、同年 6

⽉ 5 ⽇から 7 ⽉ 24 ⽇をア��ン�^成段階（9 ⽉ 24 ⽇�でM�）、同年 9 ⽉ 25 ⽇から

12 ⽉ 5 ⽇を�x^成段階と設定し、Í�¤�とする。

� 3�5 本研究の�x^成>³

出典：筆者作成。�四�;いが「ア+�ン�形成段階」、
四�;いが「�策形成段階」をuす 

― 140 ―



��

ーを「�u的な問題@の¯から認知され、統合されることによって¸議の¯�となる問

題」と定義しており、本研究はこの定義を基盤としている。

3.3.3 本研究の「�x^成>³」の定義

本研究における「�x^成>³」とは、V本（2008）が�x>³を、ア��ン�^
成、�x^成、�xE定、�施、¹(、�結という⼀連の段階として定義した内、「ア�
�ン�^成」「�x^成」に関する段階を指す。�た、�u的な問題@から��*ーが認
知され、ア��ン�として設定され、ア��ー間の�iw⽤を通じて�x^成の具体化が

なされる�での⼀連の'/��をhう。 

本研究がこの段階を¤�とするのは、�x^成の>³における議論や調�の�§を明ら

かにするためである。

�た、平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇から 12 ⽉ 8 ⽇は、�x^成>³において、ア�
�ーが具体的な⾏動を@fし、議論の⽅向性が^成されたw要な時期として� 付けられ

る。この期間は、建築設計`会による「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」から

「建築⼠法の⼀部を改正する法律案」が成⽴し、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に関

わる�x^成の基盤が構築された時期であり、ア��ーの⾏動や提起された課題が建築⼠

法改正に直�的な影響を与�ている。 

さらに、平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇の建築設計`会による「建築⼠資格制度の改�
に関するA同提案」から、同年 7 ⽉ 24 ⽇の⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議

会）が「建築⼠資格制度の改�について」を表明した間は、ア��ーからの提案や6⾒表

明によって、��*ーの認知がされ、ア��ン�として設定された起点とされる。加�
て、同年 9 ⽉ 25 ⽇に、⽇本建築学会が、建築設計`会が提xした「建築⼠資格制度の改

�に関するA同提案」に¤して、正sに「「建築⼠資格制度の改�に関するA同提案」に

¤する⽇本建築学会からの6⾒」を表明してから、同年 12 ⽉ 5 ⽇に、第 3 回（q�）d
¸会が@催され、「�務b験に係る⾒直し⽅y」が取り�とめられる�での間は、ア��
ン�として設定された起点から、ア��ー間の�iw⽤を通じて、「建築⼠法の⼀部を改

正する法律案」が成⽴するという�x^成の具体化がされた。 

��

以上から、本研究では、� 3�5 に⽰すように、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正にお

ける�x^成>³として、平成 30 年（2018 年）6 ⽉ 5 ⽇から 12 ⽉ 8 ⽇を¤�に、同年 6

⽉ 5 ⽇から 7 ⽉ 24 ⽇をア��ン�^成段階（9 ⽉ 24 ⽇�でM�）、同年 9 ⽉ 25 ⽇から

12 ⽉ 5 ⽇を�x^成段階と設定し、Í�¤�とする。

� 3�5 本研究の�x^成>³

出典：筆者作成。�四�;いが「ア+�ン�形成段階」、
四�;いが「�策形成段階」をuす 
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第 4 章 研究⽅法

本章は、前章を¹��、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成>³をÍ
�するための調査⽅法とÍ��法を⽰す。��、,�ー ・"ザ�ンを⽰し、そのm、�
ン�%*ー調査の概要と調査¤�者の�細及び"ー�Í�⽅法を説明する。

4.1,�ー ・"ザ�ン
本研究は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に⾄る�x^成>³をÍ�するため、第

3 章で述2た「ア��ー・��*ー・'/��」の枠組み（� 3�4、� 3�5）を適⽤す

る。研究�法として、質的研究をr⽤し、�x^成>³に関与したア��ー1の�ン�%
*ー調査を通じて"ー�を�uする。

4.2�ン�%*ー調査の概要

�ン�%*ー調査は、�ー'ン�ン�の質問を通じ、¤�者のqÎな6⾒表明を�しつ
つ、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成>³をÅ;した�ー�を事前に

設定し、質問m⽬を設計している。本調査で設定した�ー�は、「A同提案や6⾒表明等

に¤する⾒+」「建築⼠法改正の背景と⽬的に関する⾒+」「議論のr点と�x^成>³
の課題に関する⾒+」「WmのµÄと改�点」の 4つである。

 「A同提案や6⾒表明等に¤する⾒+」「建築⼠法改正の背景と⽬的に関する⾒+」

「議論のr点と�x^成>³の課題に関する⾒+」は、�x^成>³におけるア��ー、

��*ー、'/��という要�に¤Aして構築している。これらは、�x^成>³のt要

な構成要�を¡xし、それらに基づいて質問を設計することで、�x^成>³の�§を構

造的に¡�ることを6�している。「WmのµÄと改�点」については、�x^成>³の

成果と課題を�合的に¹(し、{Ù的な制度設計や#⽤改�の⽅向性を⽰すために設定し

ている。

なお、�ー�
とに明らかにしたい内容は以下の通りである。

�ー� 1（ア��ー）「A同提案や6⾒表明等に¤する⾒+」 

  ・�x^成>³におけるア��ーのË割を明確化し、¶1ア��ーが果たした機能を

d¸する。

  ・ア��ーが⾏ったA同提案や6⾒表明が、�x^成に及ぼした影響をÍ�する。

  ・ア��ー間の�iw⽤を�理し、その関与が�x^成>³にどのような影響を及ぼ
したかを考察する。

�ー� 2（��*ー）�「建築⼠法改正の背景と⽬的に関する⾒+」 

��

  ・�x^成>³の起点となる社会的背景及びt要な��*ーを®#し、その^成・変
容>³をd¸する。

  ・��*ーや課題6識を基盤として、建築⼠法改正がいかなる⽬的のもとで��され

たのかを�理する。

  ・�x^成>³を¡�るための基盤として、��*ーの^成・変容を構造的に®#す

る。

�ー� 3（'/��）�「議論のr点と�x^成>³の課題に関する⾒+」 

  ・�x^成>³で⽰された論点及び課題が、q�的な⽅y1構造的にÅ;されたb%
をd¸する。

  ・議論のµ@>³を®#し、明⽰された課題や¤A⽅xが、構造的な視点からいかに

d¸され、組みV�れたかを考察する。

  ・論点及び課題1の¤Aが�x^成>³1及ぼした構造的な影響を明らかにし、全体

像を�理する。

�ー� 4�「WmのµÄと改�点」

  ・建築⼠資格制度のさらなる改�や�x^成>³におけるWmの課題をd¸する。

  ・建築⼠法改正mの建築⼠資格制度#⽤における課題をd¸する。

  ・Wmの建築⼠資格制度#⽤の⽅向性を議論するための基盤を構築する。

4.2.1調査¤�者の�細
¤�者は、建築設計`会の⽇本建築⼠会連合会、⽇本建築⼠事務z協会連合会、⽇本建

築)協会における¶時の会⻑、⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）における

¶時の会⻑、建築⼠資格に係る�務b験のあり⽅d¸会の委!⻑とする。この�定は、�
x^成>³において¯�的なË割を果たしたア��ーたちの視点と⾏動を¡�るためであ

る。

• 建築設計`会 

` z �§ l
z��⽇本建築⼠会連合会 前会⻑
�ン�%*ー�施⽇�令和 6 年（2024 年）10 ⽉ 11 ⽇ 

YÊ :¸ l
z��⽇本建築⼠事務z協会連合会 前会⻑
�ン�%*ー�施⽇�令和 6 年（2024 年）10 ⽉ 29 ⽇ 
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第 4 章 研究⽅法
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本研究は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正に⾄る�x^成>³をÍ�するため、第
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YÊ :¸ l
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Ýr 正p l
z��⽇本建築)協会 前会⻑
�ン�%*ー�施⽇�令和 6 年（2024 年）10 ⽉ 30 ⽇ 

• ⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会） 

M� �章 l
z��⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会） 前会⻑
�ン�%*ー�施⽇�令和 6 年（2024 年）11 ⽉ 26 ⽇ 

• 建築⼠資格に係る�務b験のあり⽅d¸会 

m« p l
z��建築⼠資格に係る�務b験のあり⽅d¸会 前委!⻑
�ン�%*ー�施⽇�令和 6 年（2024 年）11 ⽉ 15 ⽇ 

  

本研究における�ン�%*ー調査では、¤�者に¤して、事前に�ン�%*ーの�施及

び論⽂AXに関する同6を取得している。具体的には、調査内容や⽬的、"ー�の取り4
いについて説明し、¤�者の理+を得た上で同6書を交わしている。�た、同6書には�
ン�%*ー内容のÛ⽤´�、研究成果としての公表に関する事mを明9し、倫理的¯Õを

⾏っている。同6書の�ン'-については、¤付資×として論⽂Ç·にAXした。

4.2.2"ー�Í�⽅法

"ー�Í�⽅法は、�x^成>³におけるBア��ーの⾏動や視点を�理し、�x^成

>³の全体像を明らかにするため、�uした�ン�%*ー"ー�を、� 4�1 に⽰すよう

に、ア��ー、��*ー、'/��という要�に¤Aした「個Î的Í�と考察」「横断的

Í�と考察」「統合的Í�と考察」といった段階的Í�を⾏う。

�	

（1）個Î的Í�と考察について

 「個Î的Í�と考察」では、�x^成>³に関与するBア��ーを個Îに取り上げ、そ

れぞれが提⽰した課題及び提案、�x^成1の⾒+などの視点を�理する。ここでは、ア
��ー間の�i1qを考Õせ�、Bア��ーJÍの認識や⾏動I理を明確にする。これに

より、�x^成>³を構成するア��ーの視点を¡�る。 

（2）横断的Í�と考察について

 「横断的Í�と考察」では、個Î的Í�の成果を基盤に、ア��ン�^成段階と�x^
成段階にFÍし、Ò段階で⽰されたA通点及び��点を¡xする。この�法により、ア�
�ン�^成段階で⽰された認識と⾒+が�x^成段階においてどのように変容し、Bア�
�ーがどのように議論を¡�ていたのかを明確にする。これにより、�x^成>³を構成

する��*ーの視点を¡�る。 

（3）統合的Í�と考察について

 「統合的Í�と考察」では、個Î的Í�と横断的Í�で得られた視点を統合し、�x^
成>³におけるア��ーの構造的要8と��*ーの構造的要8を¾定する。それを¹�
�、�x^成>³という'/��を、ア��ーと��*ーの�iw⽤というK点からÍ�
し、制度改正に影響をもたらした構造的w⽤を»xする。

出典：筆者作成

� 4�1 Í� "-

― 144 ―



��

Ýr 正p l
z��⽇本建築)協会 前会⻑
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れぞれが提⽰した課題及び提案、�x^成1の⾒+などの視点を�理する。ここでは、ア
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成段階にFÍし、Ò段階で⽰されたA通点及び��点を¡xする。この�法により、ア�
�ン�^成段階で⽰された認識と⾒+が�x^成段階においてどのように変容し、Bア�
�ーがどのように議論を¡�ていたのかを明確にする。これにより、�x^成>³を構成

する��*ーの視点を¡�る。 

（3）統合的Í�と考察について

 「統合的Í�と考察」では、個Î的Í�と横断的Í�で得られた視点を統合し、�x^
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出典：筆者作成

� 4�1 Í� "-
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第 5 章�ン�%*ー調査のÍ�・考察
本章は、前章を¹��、�ン�%*ー調査の結果を段階的にÍ�する。��、「個Î的

Í�と考察」においては、Í�と考察にÍけて提⽰する。oに、「横断的Í�と考察」で

は、ア��ン�^成段階と�x^成段階にFÍしてÍ�した上で、考察を⾏う。qmに、

「統合的Í�と考察」では、個Î的Í�と横断的Í�の論点として、構造的要8を提⽰

し、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³における構造的w⽤を»xする。 

5.1個Î的Í�と考察
5.1.1 ⽇本建築⼠会連合会（` z �§ l）

（1）Í�
` zlは、建築⼠試験が受験勉強にÏwしているg状を強く問題視した。それは、試

験内容が建築学の本質的な学びをÅ;しておら�、¾に「建築設計の基礎やA⽤」といっ

たÍÊが�Íに¹(されていない点を指摘した。さらに、⼤学教育との�合性がD¬して

いることが受験者の学びの質を¦下させる要8になっていると述2、試験内容を建築教育
と連動した^で改変するÊ要性を強調した。` zlは、建築⼠試験が受験者にとって、

資格取得に機能するだけでなく、建築設計の基礎能⼒や�務能⼒を�tに�る�である2

きだと考�ていた。 

�た、建築⼠法改正によって�務b験が免許登録要bに変更されたことに¤して、` 
zlは「�務b験の質が資格制度の信頼性をj�る基盤である」と指摘した。資格取得m

にQめられる�務b験が^s的な条bに�わら�、�tの能⼒向上にBがる¹(基準やz
組みの�備がÊ要だと述2た。�た、建築⼠試験合格mに�務b験を��というz組み

が、建築⼠の専⾨能⼒の発µにどのような影響を与�るのかについては、xwなd¸がQ
められると指摘した。

さらに、資格取得を⽬指す�年�が、&-��(で«きながら試験準備を⾏うことのT
®さを挙げ、「»©がwす�る」と述2た。�た、⻑期にわたる試験準備の>³が、��
⼈vの�),ア^成に悪影響を及ぼし、建築⼠をhÄする�年�が§¯で資格取得を¢め

てし�う可能性がUいと懸念を⽰した。�年�の�),ア^成をj)するK点から、試験

準備の»©Clが=務であると��、建築⼠資格が建築設計業?の信頼と�を�¥する

ものであるとし、その取得'/��が建築⼠としての�6や専⾨性をÐ成するためのw
要な��!'であると述2た。⼀⽅で、g⾏の建築⼠資格制度では、資格ÒÍ者の�⼒が

Ê�しも¹(にÅ;されていないという課題も指摘し、建築⼠資格の信頼性と社会的(�
を�nするためには、建築⼠資格制度全体の⾒直しが»可Dであると強調した。 

��

（2）考察
` zlの⾒+は、建築設計`会が「受験の早期化」を⽅xとしたA同提案を�めた¯

で、⽇本建築学会の懸念に関わる教育的視点を取り上げている点は注⽬に�する。これら

の⾒+は、建築設計`会としての⽴�と、⽇本建築学会が指摘した課題との間に� する

ものであるとh�る。 

` zlは、建築⼠試験のg状が建築教育との連動をDいている点を問題視し、学⽣の

学びを試験¤x型にÏらせる,��を指摘した。これらの⾒+は、⽇本建築学会が提起し

てきた「受験の早期化」に²う教育的影響に¤する6識を表しているとh�、教育機関か

らの指摘を取りV�^で⾒+を⽰したことは¾¸される。

さらに、` zlは、⼤学教育についてもh及し、建築教育と連動した^で改変するÊ
要性を強調した。これらの⾒+は、建築設計`会が⾒>
していた�É1のÓ�的な¤A

とも+eできる。つ�り、` zlの⾒+は「受験の早期化」が教育機関に与�る影響を

\¹(し、建築⼠法改正を通じて教育との連携をÌYするÊ要性を⽰Zしている。

こうした点は、建築設計`会がA同提案の�P性をw視することに¤し、⽇本建築学会

の懸念を�Íに:�できなかったというµ³1の⼀つのA答ともh�る。同時に、建築⼠

資格制度を�x^成の視点から⾒直す契機を与�るものであり、教育機関と建築設計業?
団体の連携»�がどのような影響をもたらすかを⽰すw要な事Öである。

` zlの⾒+は、建築設計`会が「受験の早期化」という提案を�めた背景にある課

題と、⽇本建築学会の視点を部Í的に¨Àするものであった。そのため、` zlの⾒+
から、「建築⼠資格制度における教育と�務の視点」というア��ーの視点が、ºかび上

がったとh�る。 

5.1.2 ⽇本建築⼠事務z協会連合会（YÊ :¸ l）

（1）Í�
YÊlは、建築設計`会によるA同提案について、「建築⼠資格制度は��⼈vのaÀ

を�し、業?のÉÙを�り@くßである」と述2、建築⼠試験の受験者数l�や建築設計

業?のUÝ化が;Eの課題であると指摘した。このA同提案は、「��⼈vの育成と確

Ò」を通じて建築設計業?全体の活性化を⽬指すものであり、受験資格の緩和と�務b験

の⾒直しをw要なm⽬として� 付けていた。YÊlは、建築⼠資格制度の複\さや資格

取得�での⻑い'/��が�年�のaÀをÃげる要8であるとし、これらを+Eするため

には、建築⼠法改正が»可Dであったと強調した。

�た、YÊlは、建築⼠法改正を{�に�める上で、「qÇ©建築設計議!連Èとの連
携がw要なË割を果たした」と述2た。それは、議!⽴法という^sがrられたことで、

�x^成>³における6iE定の��ー�が⼤幅に向上し、建築⼠法改正が�gしたとO
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第 5 章�ン�%*ー調査のÍ�・考察
本章は、前章を¹��、�ン�%*ー調査の結果を段階的にÍ�する。��、「個Î的

Í�と考察」においては、Í�と考察にÍけて提⽰する。oに、「横断的Í�と考察」で

は、ア��ン�^成段階と�x^成段階にFÍしてÍ�した上で、考察を⾏う。qmに、

「統合的Í�と考察」では、個Î的Í�と横断的Í�の論点として、構造的要8を提⽰

し、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³における構造的w⽤を»xする。 

5.1個Î的Í�と考察
5.1.1 ⽇本建築⼠会連合会（` z �§ l）

（1）Í�
` zlは、建築⼠試験が受験勉強にÏwしているg状を強く問題視した。それは、試

験内容が建築学の本質的な学びをÅ;しておら�、¾に「建築設計の基礎やA⽤」といっ

たÍÊが�Íに¹(されていない点を指摘した。さらに、⼤学教育との�合性がD¬して

いることが受験者の学びの質を¦下させる要8になっていると述2、試験内容を建築教育
と連動した^で改変するÊ要性を強調した。` zlは、建築⼠試験が受験者にとって、

資格取得に機能するだけでなく、建築設計の基礎能⼒や�務能⼒を�tに�る�である2

きだと考�ていた。 

�た、建築⼠法改正によって�務b験が免許登録要bに変更されたことに¤して、` 
zlは「�務b験の質が資格制度の信頼性をj�る基盤である」と指摘した。資格取得m

にQめられる�務b験が^s的な条bに�わら�、�tの能⼒向上にBがる¹(基準やz
組みの�備がÊ要だと述2た。�た、建築⼠試験合格mに�務b験を��というz組み

が、建築⼠の専⾨能⼒の発µにどのような影響を与�るのかについては、xwなd¸がQ
められると指摘した。

さらに、資格取得を⽬指す�年�が、&-��(で«きながら試験準備を⾏うことのT
®さを挙げ、「»©がwす�る」と述2た。�た、⻑期にわたる試験準備の>³が、��
⼈vの�),ア^成に悪影響を及ぼし、建築⼠をhÄする�年�が§¯で資格取得を¢め

てし�う可能性がUいと懸念を⽰した。�年�の�),ア^成をj)するK点から、試験

準備の»©Clが=務であると��、建築⼠資格が建築設計業?の信頼と�を�¥する

ものであるとし、その取得'/��が建築⼠としての�6や専⾨性をÐ成するためのw
要な��!'であると述2た。⼀⽅で、g⾏の建築⼠資格制度では、資格ÒÍ者の�⼒が

Ê�しも¹(にÅ;されていないという課題も指摘し、建築⼠資格の信頼性と社会的(�
を�nするためには、建築⼠資格制度全体の⾒直しが»可Dであると強調した。 
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（2）考察
` zlの⾒+は、建築設計`会が「受験の早期化」を⽅xとしたA同提案を�めた¯

で、⽇本建築学会の懸念に関わる教育的視点を取り上げている点は注⽬に�する。これら

の⾒+は、建築設計`会としての⽴�と、⽇本建築学会が指摘した課題との間に� する

ものであるとh�る。 

` zlは、建築⼠試験のg状が建築教育との連動をDいている点を問題視し、学⽣の

学びを試験¤x型にÏらせる,��を指摘した。これらの⾒+は、⽇本建築学会が提起し

てきた「受験の早期化」に²う教育的影響に¤する6識を表しているとh�、教育機関か

らの指摘を取りV�^で⾒+を⽰したことは¾¸される。

さらに、` zlは、⼤学教育についてもh及し、建築教育と連動した^で改変するÊ
要性を強調した。これらの⾒+は、建築設計`会が⾒>
していた�É1のÓ�的な¤A

とも+eできる。つ�り、` zlの⾒+は「受験の早期化」が教育機関に与�る影響を

\¹(し、建築⼠法改正を通じて教育との連携をÌYするÊ要性を⽰Zしている。

こうした点は、建築設計`会がA同提案の�P性をw視することに¤し、⽇本建築学会

の懸念を�Íに:�できなかったというµ³1の⼀つのA答ともh�る。同時に、建築⼠

資格制度を�x^成の視点から⾒直す契機を与�るものであり、教育機関と建築設計業?
団体の連携»�がどのような影響をもたらすかを⽰すw要な事Öである。

` zlの⾒+は、建築設計`会が「受験の早期化」という提案を�めた背景にある課

題と、⽇本建築学会の視点を部Í的に¨Àするものであった。そのため、` zlの⾒+
から、「建築⼠資格制度における教育と�務の視点」というア��ーの視点が、ºかび上

がったとh�る。 

5.1.2 ⽇本建築⼠事務z協会連合会（YÊ :¸ l）

（1）Í�
YÊlは、建築設計`会によるA同提案について、「建築⼠資格制度は��⼈vのaÀ

を�し、業?のÉÙを�り@くßである」と述2、建築⼠試験の受験者数l�や建築設計

業?のUÝ化が;Eの課題であると指摘した。このA同提案は、「��⼈vの育成と確

Ò」を通じて建築設計業?全体の活性化を⽬指すものであり、受験資格の緩和と�務b験

の⾒直しをw要なm⽬として� 付けていた。YÊlは、建築⼠資格制度の複\さや資格

取得�での⻑い'/��が�年�のaÀをÃげる要8であるとし、これらを+Eするため

には、建築⼠法改正が»可Dであったと強調した。

�た、YÊlは、建築⼠法改正を{�に�める上で、「qÇ©建築設計議!連Èとの連
携がw要なË割を果たした」と述2た。それは、議!⽴法という^sがrられたことで、

�x^成>³における6iE定の��ー�が⼤幅に向上し、建築⼠法改正が�gしたとO
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った。この^sがなければ、これ�ど{�な�x^成はT®であったとYÊlは¹(して

おり、議!⽴法が�xの�gを確�にするためのÍPな�段であったことを指摘した。

さらに、YÊlは、建築⼠試験における受験者l�の背景には、試験準備に要する時間
や��トが�年�にとって⼤きな»©となっているg状があると指摘した。この»©が、

��⼈vの資格取得1の��を��要8となっており、試験内容や準備>³の合理化が受

験者数を�加させるßであるとOった。そのため、「受験の早期化」は、��⼈vが資格

を取得しやすい4Bを�備するw要な'/��であり、建築⼠試験の受験者数�加を⽬指
す上で»可Dな�段であったと強調した。

（2）考察
YÊlの⾒+は、建築設計`会が「受験の早期化」を通じて「��⼈vの育成と確Ò」

を加�させ、建築設計業?のn¡可能性をUめるという強い⽬的6識をnっていた点が明

らかであった。その背景には、建築⼠試験の受験者数l�やz�建築⼠のUÝ化といった

E=性のUい課題が£uしており、これに¤yするためには{�かつ�P的な�x^成が

Ê要であった。

 議!⽴法を通じた建築⼠法改正の{�な�gは、この⽬的�成のためにÊ要な��であ

った。YÊlは、qÇ©建築設計議!連Èとの連携がなければ、これ�どの��ー�で�
xを�めることはT®であったと強調していることからも、議!⽴法が�x�gを確�に

するための�P性のUい�段であり、建築設計`会にとって»可Dな��!'であったと

h�る。

YÊlは、受験資格を緩和し、��⼈vが早期に資格を取得できるz組みを��ること

で、建築設計業?全体の活性化を⽬指していた。この'/��において、�x^成の��
ー�がw視され、qÇ©建築設計議!連Èを.した«きかけがその�gをm,しした。

�た、YÊlは、試験準備に係る時間や��トが��⼈vにとって⼤きな»©となって

いるg状を問題視していることに¤し、建築⼠法改正を早期に�gさせることで、�年�
が建築⼠資格を取得しやすい4Bを�備し、建築設計業?1のaÀを��するためにÊ要

な� であったとした。「受験の早期化」によって、��⼈vが建築⼠試験に��する機

会を得ると同時に、資格取得mの�),ア^成を{�に�めることを期¦したのであっ

た。

結果として、建築設計`会が議!⽴法を��した背景には、建築設計業?が直Éする;
Eの課題を{�に+EするÊ要性があったことを⽰Zしている。YÊlの⾒+から、�x
^成において��ー�と�P性がw要であることを⽰すと同時に、議!⽴法がその⽬的�
成において果たしたË割の⼤きさを⽰していた。そのため、YÊlの⾒+から、「議!⽴

法による建築⼠法改正の視点」というア��ーの視点が、ºかび上がったとh�る。 

�1

5.1.3 ⽇本建築)協会（Ýr 正p l）

（1）Í�
Ýrlは、建築⼠資格制度の改�を⽬指した建築設計`会のA同提案について、建築⼠

資格制度の複\さと資格取得�での⻑い'/��が、�年�のaÀを��⼤きな~Áとな

っている点を指摘した。その上で、これらの課題を+Eし、��⼈vのaÀ��をするこ

とが建築設計業?全体の£¡にとって»可Dであると述2た。¾に、資格取得の'/��
を5Ò化し、受験者が建築⼠試験に��しやすい4Bを�備することが、建築⼠資格制度

の改�においてqもw要な�ー�であると� 付けていた。この¯で、A同提案が、受験

資格を¯�的な議題として設定されていた点を強調し、建築設計`会の6向調�が、��
⼈vのaÀ��というA通の課題を基盤に�められたことを¹(していた。 

�た、Ýrlは、建築⼠法改正が議!⽴法の^sを通じて{�に�められたことを¹(
した。だが、その>³における議論の幅広さや深さが»�していた点も指摘した。¾に、

関係する多様なア��ーの6⾒が�ÍにÅ;されなかったことが、建築⼠法改正の内容に

影響を及ぼした可能性を指摘し、�x^成>³における議論が¾定の⽬¹にÏり、広´な

6⾒調�が⾏われなかった背景が£uするとOった。 

さらに、Ýrlは、建築⼠法改正が��⼈vのaÀ��を⽬指したw要な⼀Áであった

と¹(する⼀⽅、その成果が⽬に⾒�る^でgれていない点を課題とした。¾に、受験者

数や合格者数が改正前mで⼤きく変化していないg状について、建築⼠法改正のP果を¹
(する上での~Áとして¡�、改正の⽬的と�tの成果の間にあるÙÐを指摘した。さら

に、Ýrlは「改正は�ー-ではなく��ート¬点である」と述2、建築⼠資格制度のP
果をq⼤化するためには、a¡的な建築⼠資格制度の⾒直しと、受験者の�性や建築⼠試

験mの�),ア^成をM��細な"ー�Í�がÊ要であると提hした。このようなÍ�を

通じて、改正による��⼈vのaÀ��が、どのように建築⼠資格制度1のPeに寄与し

ているのかを明確にするÊ要性を強調した。

（2）考察
Ýrlの⾒+は、建築⼠法改正における�x^成>³のw⽤とその課題をºき�りにす

るものであった。それは、建築⼠資格制度の複\さと資格取得�での⻑い'/��が��
⼈vのaÀを��~Áとなっているg状を背景に、建築設計`会によるA同提案が{�に

�gされたことを¹(しつつも、その>³における議論の»�や課題を指摘していること

にある。 

Ýrlは、議!⽴法という^sが{�な�x^成を可能にした点を¹(しながらも、{
�性がもたらした影響として、多様なア��ー間での�Íな議論や6⾒調�が⾏われなか

ったことを問題視した。このような背景は、�x^成>³において{�性がÕ�される⼀

⽅で、�x^成の�P性や⻑期的な影響が�Íにd¸されなかった可能性を⽰Zしてい
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った。この^sがなければ、これ�ど{�な�x^成はT®であったとYÊlは¹(して

おり、議!⽴法が�xの�gを確�にするためのÍPな�段であったことを指摘した。

さらに、YÊlは、建築⼠試験における受験者l�の背景には、試験準備に要する時間
や��トが�年�にとって⼤きな»©となっているg状があると指摘した。この»©が、

��⼈vの資格取得1の��を��要8となっており、試験内容や準備>³の合理化が受

験者数を�加させるßであるとOった。そのため、「受験の早期化」は、��⼈vが資格

を取得しやすい4Bを�備するw要な'/��であり、建築⼠試験の受験者数�加を⽬指
す上で»可Dな�段であったと強調した。
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を加�させ、建築設計業?のn¡可能性をUめるという強い⽬的6識をnっていた点が明

らかであった。その背景には、建築⼠試験の受験者数l�やz�建築⼠のUÝ化といった

E=性のUい課題が£uしており、これに¤yするためには{�かつ�P的な�x^成が

Ê要であった。

 議!⽴法を通じた建築⼠法改正の{�な�gは、この⽬的�成のためにÊ要な��であ

った。YÊlは、qÇ©建築設計議!連Èとの連携がなければ、これ�どの��ー�で�
xを�めることはT®であったと強調していることからも、議!⽴法が�x�gを確�に

するための�P性のUい�段であり、建築設計`会にとって»可Dな��!'であったと

h�る。

YÊlは、受験資格を緩和し、��⼈vが早期に資格を取得できるz組みを��ること

で、建築設計業?全体の活性化を⽬指していた。この'/��において、�x^成の��
ー�がw視され、qÇ©建築設計議!連Èを.した«きかけがその�gをm,しした。

�た、YÊlは、試験準備に係る時間や��トが��⼈vにとって⼤きな»©となって

いるg状を問題視していることに¤し、建築⼠法改正を早期に�gさせることで、�年�
が建築⼠資格を取得しやすい4Bを�備し、建築設計業?1のaÀを��するためにÊ要

な� であったとした。「受験の早期化」によって、��⼈vが建築⼠試験に��する機

会を得ると同時に、資格取得mの�),ア^成を{�に�めることを期¦したのであっ

た。

結果として、建築設計`会が議!⽴法を��した背景には、建築設計業?が直Éする;
Eの課題を{�に+EするÊ要性があったことを⽰Zしている。YÊlの⾒+から、�x
^成において��ー�と�P性がw要であることを⽰すと同時に、議!⽴法がその⽬的�
成において果たしたË割の⼤きさを⽰していた。そのため、YÊlの⾒+から、「議!⽴

法による建築⼠法改正の視点」というア��ーの視点が、ºかび上がったとh�る。 
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5.1.3 ⽇本建築)協会（Ýr 正p l）

（1）Í�
Ýrlは、建築⼠資格制度の改�を⽬指した建築設計`会のA同提案について、建築⼠

資格制度の複\さと資格取得�での⻑い'/��が、�年�のaÀを��⼤きな~Áとな

っている点を指摘した。その上で、これらの課題を+Eし、��⼈vのaÀ��をするこ

とが建築設計業?全体の£¡にとって»可Dであると述2た。¾に、資格取得の'/��
を5Ò化し、受験者が建築⼠試験に��しやすい4Bを�備することが、建築⼠資格制度

の改�においてqもw要な�ー�であると� 付けていた。この¯で、A同提案が、受験

資格を¯�的な議題として設定されていた点を強調し、建築設計`会の6向調�が、��
⼈vのaÀ��というA通の課題を基盤に�められたことを¹(していた。 

�た、Ýrlは、建築⼠法改正が議!⽴法の^sを通じて{�に�められたことを¹(
した。だが、その>³における議論の幅広さや深さが»�していた点も指摘した。¾に、

関係する多様なア��ーの6⾒が�ÍにÅ;されなかったことが、建築⼠法改正の内容に

影響を及ぼした可能性を指摘し、�x^成>³における議論が¾定の⽬¹にÏり、広´な

6⾒調�が⾏われなかった背景が£uするとOった。 

さらに、Ýrlは、建築⼠法改正が��⼈vのaÀ��を⽬指したw要な⼀Áであった

と¹(する⼀⽅、その成果が⽬に⾒�る^でgれていない点を課題とした。¾に、受験者

数や合格者数が改正前mで⼤きく変化していないg状について、建築⼠法改正のP果を¹
(する上での~Áとして¡�、改正の⽬的と�tの成果の間にあるÙÐを指摘した。さら

に、Ýrlは「改正は�ー-ではなく��ート¬点である」と述2、建築⼠資格制度のP
果をq⼤化するためには、a¡的な建築⼠資格制度の⾒直しと、受験者の�性や建築⼠試

験mの�),ア^成をM��細な"ー�Í�がÊ要であると提hした。このようなÍ�を

通じて、改正による��⼈vのaÀ��が、どのように建築⼠資格制度1のPeに寄与し

ているのかを明確にするÊ要性を強調した。

（2）考察
Ýrlの⾒+は、建築⼠法改正における�x^成>³のw⽤とその課題をºき�りにす

るものであった。それは、建築⼠資格制度の複\さと資格取得�での⻑い'/��が��
⼈vのaÀを��~Áとなっているg状を背景に、建築設計`会によるA同提案が{�に

�gされたことを¹(しつつも、その>³における議論の»�や課題を指摘していること

にある。 

Ýrlは、議!⽴法という^sが{�な�x^成を可能にした点を¹(しながらも、{
�性がもたらした影響として、多様なア��ー間での�Íな議論や6⾒調�が⾏われなか

ったことを問題視した。このような背景は、�x^成>³において{�性がÕ�される⼀

⽅で、�x^成の�P性や⻑期的な影響が�Íにd¸されなかった可能性を⽰Zしてい
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��

る。�た、建築⼠法改正が��⼈vのaÀ��を⽬的として提案されながら、その成果が

⽬に⾒�る^でgれていない点について、制度設計とその#⽤における課題を指摘してい

る。

Ýrlの指摘には、建築⼠法改正が��⼈vのaÀ��というA通の課題を+Eするた

めのw要な⼀Áであるが、改正の⽬的と�tの成果の間にあるÙÐをÆめるÊ要性がM�
れた。¾に、「受験の早期化」といった⽅xが、建築⼠試験制度の合理化や受験者数の�
加にどのように寄与しているのかを¹(するには、受験者の�性や試験mの�),ア^成

をM��細な"ー�Í�が»可Dであることを指摘している。この点は、改正が�xの期
¦を�Íに�成していない可能性を⽰Zしており、a¡的な $�,ン�と建築⼠資格制

度の⾒直しのÊ要性が指摘できる。 

Ýrlの⾒+から、建築⼠法改正は{�性という点で⼀定の成果を上げた⼀⽅で、議論

の»�や調�のK?が�x^成>³の課題としてcされていることが⽰Zされる。改正m

の#⽤や¹(において、受験者の�性、建築⼠試験mの�),ア、そして��⼈vの⻑期
的育成といった視点を加�るÊ要性を⽰しており、�x^成>³を\¹(するための基盤
となるものである。�た、�x^成の{�性とxw性の�+ン�を\考し、建築⼠資格制

度のn¡的な改�に向けた視点を⽰Zしていた。そのため、Ýrlの⾒+から、「建築⼠

法改正の{�性と課題\考の視点」がºかび上がったとh�る。 

5.1.4 ⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）（M� �章 l）

（1）Í�
M�lは、建築設計`会によるA同提案に⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議

会）（以下、「⽇本建築学会」）がa加していなかった点が問題であると指摘した。¾
に、建築⼠資格制度の改正に関する議論において、学術的視点が�Íに考Õされなかった

ことが、教育機関に与�る影響を問題視した。A同提案が提xされる段階において⽇本建

築学会との協議が⾏われなかったことで、教育機関の6⾒が�x^成>³において適�に

Å;され�、教育と�務の連携がC視される構造的な問題が£uしていると指摘した。

�た、受験資格の緩和によって、⼤学院u学¯の学⽣が試験準備に�われ、研究や建築

教育に�Íな時間を割けなくなる,��について、M�lは具体的な懸念を⽰した。¾に

¬⽅⼤学において、試験¤xが教育の¯�となり、教育課³が試験準備にÏwすること

で、学術的(�や多様性がdわれる可能性を指摘した。この影響は、建築教育全体の質の

¦下や、⻑期的な教育⽬¹の�成にj~をきたす要8となるとOった。 

さらに、M�lは、�x^成>³において、教育機関の6⾒が�ÍにÅ;されなかった

点を指摘した。⽇本建築学会がGりÂし提案や懸念を表明していたにも関わら�、それら

が�x^成>³において�Íに考Õされなかったことが、教育機関全体に»信6を広げる

��

結果となったと述2た。�た、{�な�x^成がÕ�される¯で、教育機関の6⾒が±除

されてし�う�u的な問題が£uしていたと強調した。 

（2）考察
M�lの⾒+は、⽇本建築学会の�x^成>³におけるË割と⽴�をºき�りにするも

のであり、建築⼠法改正をめ�る�x^成>³においてw要な課題を提⽰している。¾
に、建築設計`会によるA同提案が�Íな議論や協議をb�に�⾏した点について、「v
bに�」と表gし、�x^成>³における学術的視点のD¬と、教育機関の6⾒が±除さ

れた状況に¤する深い懸念を⽰していた。このような状況は、�x^成>³がア��ー間
の調�をDいた���⾏し、�x^成において教育機関が果たす2きË割が�Íに考Õさ

れなかったことを⽰Zしている。

M�lが¾に問題視したのは、建築⼠法改正が「受験の早期化」という具体的な⽅xを

²い、{�に�⾏する⼀⽅で、教育機関の6⾒が�x^成>³において�ÍにÅ;されな

かった点であった。この構造的な課題は、�x^成>³における教育機関の⽴�がC視さ

れただけでなく、�xの⻑期的な影響や教育的影響が、議論の¯�から/れたことを6È
している。それにより、教育機関全体に»信6を⽣じさせたことを指摘している。

�た、�x^成>³が{�性w視の議論に�fし、教育g�や学術的視点に基づく課題

が±除されたことは、建築教育全体に⻑期的な影響を与�た可能性を⽰Zする。M�l
は、¾に¬⽅⼤学における教育g�で、試験¤xが教育活動をj¯し、研究や建築教育1

の,��を強調した。このような状況が�⾏することで、学⽣の学びの幅が制Ôされ、教
育課³が試験準備にÏwするという深Rな問題が⽣じている可能性が指摘される。

M�lの⾒+は、建築⼠法改正をめ�る�x^成>³が、教育的影響や学術的(�をど
のように4ってきたのかを問うものであり、その背景には、�x^成におけるア��ー間
の調�の»�や、¾定のア��ーの6⾒が>度にÕ�された構造的問題があると考�られ

る。M�lの指摘は、教育g�における課題が�x^成>³においてどのように4われ、

�x^成にどのように影響したのかをd¸するw要な点を⽰Zしていた。そのため、M�
lの⾒+から、「学術的視点をDいた建築⼠法改正の視点」というア��ーの視点が、º
かび上がったとh�る。 

5.1.5 建築⼠資格に係る�務b験のあり⽅d¸会（m« p l）

（1）Í�
d¸会では、建築⼠資格制度に係る�務b験のあり⽅が¯�的な�ー�として議論され

た。m«lは、�務b験要bがg�の�§に していない点を問題視し、⼀部の業務が�

務b験にM�れない点について「制度の»備」と指摘し、建築⼠資格制度の改正における

�務b験要bの具体化と合理化をd¸する上でw要な課題であると強調した。 
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る。�た、建築⼠法改正が��⼈vのaÀ��を⽬的として提案されながら、その成果が

⽬に⾒�る^でgれていない点について、制度設計とその#⽤における課題を指摘してい

る。

Ýrlの指摘には、建築⼠法改正が��⼈vのaÀ��というA通の課題を+Eするた

めのw要な⼀Áであるが、改正の⽬的と�tの成果の間にあるÙÐをÆめるÊ要性がM�
れた。¾に、「受験の早期化」といった⽅xが、建築⼠試験制度の合理化や受験者数の�
加にどのように寄与しているのかを¹(するには、受験者の�性や試験mの�),ア^成

をM��細な"ー�Í�が»可Dであることを指摘している。この点は、改正が�xの期
¦を�Íに�成していない可能性を⽰Zしており、a¡的な $�,ン�と建築⼠資格制

度の⾒直しのÊ要性が指摘できる。 

Ýrlの⾒+から、建築⼠法改正は{�性という点で⼀定の成果を上げた⼀⽅で、議論

の»�や調�のK?が�x^成>³の課題としてcされていることが⽰Zされる。改正m

の#⽤や¹(において、受験者の�性、建築⼠試験mの�),ア、そして��⼈vの⻑期
的育成といった視点を加�るÊ要性を⽰しており、�x^成>³を\¹(するための基盤
となるものである。�た、�x^成の{�性とxw性の�+ン�を\考し、建築⼠資格制

度のn¡的な改�に向けた視点を⽰Zしていた。そのため、Ýrlの⾒+から、「建築⼠

法改正の{�性と課題\考の視点」がºかび上がったとh�る。 

5.1.4 ⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議会）（M� �章 l）

（1）Í�
M�lは、建築設計`会によるA同提案に⽇本建築学会（全国建築系⼤学教育連絡協議

会）（以下、「⽇本建築学会」）がa加していなかった点が問題であると指摘した。¾
に、建築⼠資格制度の改正に関する議論において、学術的視点が�Íに考Õされなかった

ことが、教育機関に与�る影響を問題視した。A同提案が提xされる段階において⽇本建

築学会との協議が⾏われなかったことで、教育機関の6⾒が�x^成>³において適�に

Å;され�、教育と�務の連携がC視される構造的な問題が£uしていると指摘した。

�た、受験資格の緩和によって、⼤学院u学¯の学⽣が試験準備に�われ、研究や建築

教育に�Íな時間を割けなくなる,��について、M�lは具体的な懸念を⽰した。¾に

¬⽅⼤学において、試験¤xが教育の¯�となり、教育課³が試験準備にÏwすること

で、学術的(�や多様性がdわれる可能性を指摘した。この影響は、建築教育全体の質の

¦下や、⻑期的な教育⽬¹の�成にj~をきたす要8となるとOった。 

さらに、M�lは、�x^成>³において、教育機関の6⾒が�ÍにÅ;されなかった

点を指摘した。⽇本建築学会がGりÂし提案や懸念を表明していたにも関わら�、それら

が�x^成>³において�Íに考Õされなかったことが、教育機関全体に»信6を広げる

��

結果となったと述2た。�た、{�な�x^成がÕ�される¯で、教育機関の6⾒が±除

されてし�う�u的な問題が£uしていたと強調した。 

（2）考察
M�lの⾒+は、⽇本建築学会の�x^成>³におけるË割と⽴�をºき�りにするも

のであり、建築⼠法改正をめ�る�x^成>³においてw要な課題を提⽰している。¾
に、建築設計`会によるA同提案が�Íな議論や協議をb�に�⾏した点について、「v
bに�」と表gし、�x^成>³における学術的視点のD¬と、教育機関の6⾒が±除さ

れた状況に¤する深い懸念を⽰していた。このような状況は、�x^成>³がア��ー間
の調�をDいた���⾏し、�x^成において教育機関が果たす2きË割が�Íに考Õさ

れなかったことを⽰Zしている。

M�lが¾に問題視したのは、建築⼠法改正が「受験の早期化」という具体的な⽅xを

²い、{�に�⾏する⼀⽅で、教育機関の6⾒が�x^成>³において�ÍにÅ;されな

かった点であった。この構造的な課題は、�x^成>³における教育機関の⽴�がC視さ

れただけでなく、�xの⻑期的な影響や教育的影響が、議論の¯�から/れたことを6È
している。それにより、教育機関全体に»信6を⽣じさせたことを指摘している。

�た、�x^成>³が{�性w視の議論に�fし、教育g�や学術的視点に基づく課題

が±除されたことは、建築教育全体に⻑期的な影響を与�た可能性を⽰Zする。M�l
は、¾に¬⽅⼤学における教育g�で、試験¤xが教育活動をj¯し、研究や建築教育1

の,��を強調した。このような状況が�⾏することで、学⽣の学びの幅が制Ôされ、教
育課³が試験準備にÏwするという深Rな問題が⽣じている可能性が指摘される。

M�lの⾒+は、建築⼠法改正をめ�る�x^成>³が、教育的影響や学術的(�をど
のように4ってきたのかを問うものであり、その背景には、�x^成におけるア��ー間
の調�の»�や、¾定のア��ーの6⾒が>度にÕ�された構造的問題があると考�られ

る。M�lの指摘は、教育g�における課題が�x^成>³においてどのように4われ、

�x^成にどのように影響したのかをd¸するw要な点を⽰Zしていた。そのため、M�
lの⾒+から、「学術的視点をDいた建築⼠法改正の視点」というア��ーの視点が、º
かび上がったとh�る。 

5.1.5 建築⼠資格に係る�務b験のあり⽅d¸会（m« p l）

（1）Í�
d¸会では、建築⼠資格制度に係る�務b験のあり⽅が¯�的な�ー�として議論され

た。m«lは、�務b験要bがg�の�§に していない点を問題視し、⼀部の業務が�

務b験にM�れない点について「制度の»備」と指摘し、建築⼠資格制度の改正における

�務b験要bの具体化と合理化をd¸する上でw要な課題であると強調した。 
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�た、d¸会においては、Bア��ーが�なる⽴�やÛAをnちながらも、「��⼈v
の育成と確Ò」というA通の課題を+Eすることが、議論の統⼀cであったことが¾¥的

だったとm«lは述2た。さらに、d¸会の議論の�において、¤⽴ではなく調�をw視
した議論を�めた結果、d¸会での�⾏は、¾段の6⾒¤⽴を²うことなく�(ー�に�
⾏したとOった。 

さらに、m«lは、建築⼠法改正が{�に成⽴した背景には、d¸会にて、Bア��ー
の�務b験要bに¤する要Qを適�に取りÀれながら調�が�められた点を挙げた。⼀⽅

で、改正mの課題として、教育と�務の連携や�務b験要bの#⽤を挙げ、「教育が試験

¤xのみにÏらないよう、産学連携を深める2き」とOった。 

（2）考察
 m«lの⾒+は、d¸会が�x^成>³において�務b験のあり⽅という具体的かつK
定的な�ー�にu¯して議論を�めていたことが明らかであった。この議論では、¾に⼀

部業務が�務b験の¤�´�にM�れない点を「制度の»備」として取り上げ、「��⼈

vの育成と確Ò」というA通の課題のもとで調�が�められていた。m«lが指摘するよ

うに、d¸会の�⾏が�(ー�であった背景には、議論のr点が>く明確に定められてい

たことが影響しているとh�る。 

それは、d¸会のË割が、あく�で�x^成>³をÓHするものにÔ�り、その枠を�
�て�x^成の⽅向性をU(するË割を果たしていたわけではなかったことを⽰Zする。

m«lが述2る「�(ー�に�⾏」という¹(は、d¸会の議論が¾定の課題にK定され

ていたために可能となった�Éが強く、議論の枠組みが�務b験のあり⽅にr点を¶てた

ものであり、�x^成>³における教育や�務の連携といった広´な課題1の¤Aを�Í
にM�でいなかった点が指摘される。

さらに、d¸会のË割がK定的であったことは、d¸会がt要な�x^成の¼�ではな

かったことを⽰している。それは、�務b験要bの具体的な調�を⾏う�として� 付け

られていたことが、議論の�⾏に¾段の¤⽴を²わなかった背景として挙げられる。この

点から、d¸会が�x^成>³におけるア��ー間のÛA調�をÓHするË割を©いなが

らも、�x^成>³の⽅向性を、E定づける⼒をÍしていなかったことが⽰Zされる。

m«lの⾒+を¹��ると、d¸会が果たしたË割は、「��⼈vの育成と確Ò」とい

うA通の課題を¯�に、�務b験要bの具体化と合理化に寄与した点にある。しかし、教
育機関や建築設計業?からの広´な課題に�Í¤Aすることはd¸会の枠組みの¯では�

gされ�、�x^成>³においてh*的なË割にÔ�った。この構造的な制Ôは、�x^
成>³におけるア��ー間の調�のK?を⽰すものであるとh�る。そのため、d¸会が

果たしたË割の¹(には、こうした制Ôの¯でのPeと、そのK?のÒÉを考ÕするÊ要

がある。d¸会の議論が�(ー�であったことは⼀定の成果を⽰しているが、それが�x

��

^成>³に及ぼした影響はK定的であった。そのため、m«lの⾒+から、「d¸会のK
定的機能と�x^成の視点」というア��ーの視点が、ºかび上がったとh�る。 

5.2横断的Í�と考察
5.2.1A通点

（1）Í��ア��ン�^成段階
ア��ン�^成段階では、建築設計業?における©い�»�が課題として提⽰され、

「��⼈vの育成と確Ò」が��*ーとして⽰されていた。建築設計`会は、この��*
ーを具体化する⽅xとして「受験の早期化」を提案し、YÊlは「早期化により、�い�
¨が�),アl期に資格取得を⽬指せる4Bを��ることがw要である」と述2た。` 
zlは「資格取得の»©をClし、��⼈vがaÀしやすい制度設計を�備するÊ要があ

る」と指摘し、建築⼠試験制度が��⼈vにとって»©になっている可能性を⽰してい

た。Ýrlは「��⼈vのaÀが建築設計業?全体に�たな視点と��-�ーをもたら

す」と述2、建築⼠試験制度を⾒直すことによる��⼈vの早期aÀの�gを¹(してい

た。

⽇本建築学会は、教育課³や�務能⼒の4いを�Íにd¸しない��早期化を�めるこ

とを懸念していた。M�lは「教育機関が果たすË割を明確にし、建築⼠試験制度と教育
g�の成果が連動するz組みを�備す2きである」と述2、⼤学教育との連携をQめてい

た。�た、m«lは「試験合格mに�務能⼒を�につけるz組みを構築することがw要で

ある」と指摘し、建築⼠試験合格mもMめた⼈v育成xのd¸を�していた。このよう

に、ア��ン�^成段階では「��⼈vの育成と確Ò」がア��ー間でAÍされる��*
ーとして⽰され、「受験の早期化」を»Àするtの教育や�務É1の¯ÕがA通の論点と

なっていた。

（2）Í���x^成段階
�x^成段階では、ア��ン�^成段階で⽰されていた��*ーである「��⼈vの育

成と確Ò」を基盤として、建築⼠試験制度が⾒直しの¤�となっていた。その>³で「受

験の早期化」は、��⼈vを早期に建築設計業?1aÀさせる�段としていた。建築設計

`会は、YÊlの「g⾏の試験内容では、��⼈vにとって»©が>⼤である」という⾒

+に基づき、試験準備>³の»©Clを指摘していた。` zlは「試験が�務に した

内容となるよう、⾒直しを⾏う2きだ」と述2、建築⼠試験制度の専⾨性と直結する制度

設計を提案していた。Ýrlは「試験が��⼈vにとって��可能な^に�化するÊ要が

ある」と述2、�¿な#⽤を通じて、��⼈vの早期aÀを�す⽅yを⽰していた。

⽇本建築学会は、教育課³や�務能⼒¹(を建築⼠試験制度1取りV�ない��早期化

が�められると、受験者l�や専⾨�準の�nに影響が及�と考�ていた。M�lは「受
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�た、d¸会においては、Bア��ーが�なる⽴�やÛAをnちながらも、「��⼈v
の育成と確Ò」というA通の課題を+Eすることが、議論の統⼀cであったことが¾¥的

だったとm«lは述2た。さらに、d¸会の議論の�において、¤⽴ではなく調�をw視
した議論を�めた結果、d¸会での�⾏は、¾段の6⾒¤⽴を²うことなく�(ー�に�
⾏したとOった。 

さらに、m«lは、建築⼠法改正が{�に成⽴した背景には、d¸会にて、Bア��ー
の�務b験要bに¤する要Qを適�に取りÀれながら調�が�められた点を挙げた。⼀⽅

で、改正mの課題として、教育と�務の連携や�務b験要bの#⽤を挙げ、「教育が試験

¤xのみにÏらないよう、産学連携を深める2き」とOった。 

（2）考察
 m«lの⾒+は、d¸会が�x^成>³において�務b験のあり⽅という具体的かつK
定的な�ー�にu¯して議論を�めていたことが明らかであった。この議論では、¾に⼀

部業務が�務b験の¤�´�にM�れない点を「制度の»備」として取り上げ、「��⼈

vの育成と確Ò」というA通の課題のもとで調�が�められていた。m«lが指摘するよ

うに、d¸会の�⾏が�(ー�であった背景には、議論のr点が>く明確に定められてい

たことが影響しているとh�る。 

それは、d¸会のË割が、あく�で�x^成>³をÓHするものにÔ�り、その枠を�
�て�x^成の⽅向性をU(するË割を果たしていたわけではなかったことを⽰Zする。

m«lが述2る「�(ー�に�⾏」という¹(は、d¸会の議論が¾定の課題にK定され

ていたために可能となった�Éが強く、議論の枠組みが�務b験のあり⽅にr点を¶てた

ものであり、�x^成>³における教育や�務の連携といった広´な課題1の¤Aを�Í
にM�でいなかった点が指摘される。

さらに、d¸会のË割がK定的であったことは、d¸会がt要な�x^成の¼�ではな

かったことを⽰している。それは、�務b験要bの具体的な調�を⾏う�として� 付け

られていたことが、議論の�⾏に¾段の¤⽴を²わなかった背景として挙げられる。この

点から、d¸会が�x^成>³におけるア��ー間のÛA調�をÓHするË割を©いなが

らも、�x^成>³の⽅向性を、E定づける⼒をÍしていなかったことが⽰Zされる。

m«lの⾒+を¹��ると、d¸会が果たしたË割は、「��⼈vの育成と確Ò」とい

うA通の課題を¯�に、�務b験要bの具体化と合理化に寄与した点にある。しかし、教
育機関や建築設計業?からの広´な課題に�Í¤Aすることはd¸会の枠組みの¯では�

gされ�、�x^成>³においてh*的なË割にÔ�った。この構造的な制Ôは、�x^
成>³におけるア��ー間の調�のK?を⽰すものであるとh�る。そのため、d¸会が

果たしたË割の¹(には、こうした制Ôの¯でのPeと、そのK?のÒÉを考ÕするÊ要

がある。d¸会の議論が�(ー�であったことは⼀定の成果を⽰しているが、それが�x

��

^成>³に及ぼした影響はK定的であった。そのため、m«lの⾒+から、「d¸会のK
定的機能と�x^成の視点」というア��ーの視点が、ºかび上がったとh�る。 

5.2横断的Í�と考察
5.2.1A通点

（1）Í��ア��ン�^成段階
ア��ン�^成段階では、建築設計業?における©い�»�が課題として提⽰され、

「��⼈vの育成と確Ò」が��*ーとして⽰されていた。建築設計`会は、この��*
ーを具体化する⽅xとして「受験の早期化」を提案し、YÊlは「早期化により、�い�
¨が�),アl期に資格取得を⽬指せる4Bを��ることがw要である」と述2た。` 
zlは「資格取得の»©をClし、��⼈vがaÀしやすい制度設計を�備するÊ要があ

る」と指摘し、建築⼠試験制度が��⼈vにとって»©になっている可能性を⽰してい

た。Ýrlは「��⼈vのaÀが建築設計業?全体に�たな視点と��-�ーをもたら

す」と述2、建築⼠試験制度を⾒直すことによる��⼈vの早期aÀの�gを¹(してい

た。

⽇本建築学会は、教育課³や�務能⼒の4いを�Íにd¸しない��早期化を�めるこ

とを懸念していた。M�lは「教育機関が果たすË割を明確にし、建築⼠試験制度と教育
g�の成果が連動するz組みを�備す2きである」と述2、⼤学教育との連携をQめてい

た。�た、m«lは「試験合格mに�務能⼒を�につけるz組みを構築することがw要で

ある」と指摘し、建築⼠試験合格mもMめた⼈v育成xのd¸を�していた。このよう

に、ア��ン�^成段階では「��⼈vの育成と確Ò」がア��ー間でAÍされる��*
ーとして⽰され、「受験の早期化」を»Àするtの教育や�務É1の¯ÕがA通の論点と

なっていた。

（2）Í���x^成段階
�x^成段階では、ア��ン�^成段階で⽰されていた��*ーである「��⼈vの育

成と確Ò」を基盤として、建築⼠試験制度が⾒直しの¤�となっていた。その>³で「受

験の早期化」は、��⼈vを早期に建築設計業?1aÀさせる�段としていた。建築設計

`会は、YÊlの「g⾏の試験内容では、��⼈vにとって»©が>⼤である」という⾒

+に基づき、試験準備>³の»©Clを指摘していた。` zlは「試験が�務に した

内容となるよう、⾒直しを⾏う2きだ」と述2、建築⼠試験制度の専⾨性と直結する制度

設計を提案していた。Ýrlは「試験が��⼈vにとって��可能な^に�化するÊ要が

ある」と述2、�¿な#⽤を通じて、��⼈vの早期aÀを�す⽅yを⽰していた。

⽇本建築学会は、教育課³や�務能⼒¹(を建築⼠試験制度1取りV�ない��早期化

が�められると、受験者l�や専⾨�準の�nに影響が及�と考�ていた。M�lは「受
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験者l�の⼀8は、試験が教育g�の成果をÅ;していないことにある」と述2、⼤学教
育との�合性を指摘していた。�た、m«lは「試験が�務能⼒を¹(しつつ、受験者の

»©をClするz組みを�備するÊ要がある」と指摘し、��⼈vがaÀしやすい制度設

計と建築設計業?全体の専⾨性を確Òする⽅xをÌYしていた。�x^成段階では、ア�
�ン�^成段階の��*ーである「��⼈vの育成と確Ò」を具体化するために、「受験

の早期化」を»Àするtの教育課³や�務能⼒¹(との�合性がA通のd¸Ó'となって

いた。

（3）考察
ア��ン�^成段階においては「��⼈vの育成と確Ò」が��*ーとして⼀され、

その具体的⽅xとして「受験の早期化」が⽰されていた。�x^成段階では、同��*ー
に基づく⽅xとして、建築⼠試験制度の早期化»Àがd¸されたが、その>³で教育課³
や�務能⼒¹(との�合をQめる6⾒が複数のア��ーから⽰されていた。Ò段階を通じ
て、「��⼈vの育成と確Ò」という��*ーのもとに、「受験の早期化」を取りÀれつ
つも、教育や�務をM�Â5的な制度設計がA通の認識として議論されていたことが確認
される。これらから、横断的Í�からºかび上がった視点のA通点としては、「��⼈v
の育成と確Ò」という��*ーの視点であったとh�る。

5.2.2��点

（1）Í��ア��ン�^成段階
ア��ン�^成段階では、「��⼈vの育成と確Ò」を加�するために、建築設計`会

が資格取得の'/��を前¨しする「受験の早期化」を提案していた。` zlは「受験

に時間がかかりす�るg⾏制度（建築⼠法改正前）が、�年�の6Ñを�Aしている」と

指摘し、早期aÀのz組みを��るÊ要があるとの⽴�を⽰した。YÊlは「�い�¨が

早い段階で資格を取得できれば、業?が��を免れ、活性化が��」と述2、{�に改正

を�⾏する⽅yをQめた。Ýrlも「l期�),アでの資格取得が、�たなア�"アや�
�-�ーを業?にもたらす」と考�、{�な資格取得のための⾒直しをO定していた。

これに¤して、⽇本建築学会とd¸会は、⼤学教育や専⾨的知識との連動が�Íでない

��早期化が�施される�合の問題点を懸念していた。M�lは「受験を早めす�ると、

教育課³を\構築する�間が��、学�内容の質を損なう=れがある」とし、専⾨性のD
¬が建築設計業?全体の�準¦下にBがりかないと⾒ていた。m«lは「�務Éでの能
⼒が�Íに�得されない��資格が与�られる可能性がある」とOり、専⾨性確Òをw視
しない早期化にはxw姿勢を⽰した。このように、建築設計`会が{�性をÕ�して早期
に��⼈vを建築設計業?1aÀさせようとしたのに¤し、⽇本建築学会とd¸会が専⾨

性のD¬を懸念したことが、��として⽰されていた。

�	

（2）Í���x^成段階
�x^成段階においては、「受験の早期化」に²う資格取得mの�務能⼒¹(をどう確

Òするかがr点となり、「�務b験の´�の-⼤」がd¸事mとなった。建築設計`会は

"き¡き、��⼈vが早期にaÀすることをÕ�するものの、資格取得mの�務b験につ
いては具体xを⽰さなかった。YÊlは「��をいち早く業?1Ï»することで、�しい

発�が設計の��をÅ�」と述2、{�な資格取得がw要だとGりÂした。Ýrlも「�
�の�ー�-を下げれば、q発的に�務を通じて専⾨性を�につけられる」とt¤し、早
期aÀq体をq⼤の�,!トとして¡�た。` zlも同様に、資格取得の前¨しをm�
つつ、�務b験の�備に関しては�述を¶けた。

⼀⽅、⽇本建築学会は、この段階で�務b験を通じた専⾨性の�nが�Íに制度化され

ないことをÍÕしていた。M�lは「⼤学教育とg�の�¡を��なければ、早期取得者

の専⾨知識が»�Íになり得る」と述2、教育課³との連携xを厳格にするようQめた。

m«lは「免許登録段階で�務能⼒を⼀定³度¹(しなければ、資格制度の信⽤が損なわ

れる」と指摘し、専⾨性がD¬した��の早期aÀが、建築設計業?全体に悪影響を及ぼ
す可能性を⽰Zし、aÀ��ー�と専⾨性の確Òを�りÐして考�ることに9問を し

た。ここでも、建築設計`会が{�性をÕ�する⼀⽅、⽇本建築学会とd¸会が専⾨性の

D¬を懸念した��が�明になっていた。

（3）考察
ア��ン�^成段階においては、建築設計`会が「受験の早期化」を通じて、��⼈v

の資格取得を前¨しする⽅xを強調し、建築設計業?活性化のK点から{�性をqÕ�す

る⽴�をとっていた。それに¤し、⽇本建築学会とd¸会は⼤学教育や�務1の影響をw
視し、専⾨性のD¬が⽣じる=れを指摘した。�x^成段階では同様に、建築設計`会が

��⼈vの早期aÀをt¤し¡けたのに¤して、⽇本建築学会とd¸会は、専⾨性の©Ò
や教育機関との連携をQめており、Ò段階における認識の��が確認された。これらか

ら、横断的Í�からºかび上がった視点の��点としては、「建築⼠法改正のÕ�性と専

⾨性の©Ò」という��*ーの視点であったとh�る。
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験者l�の⼀8は、試験が教育g�の成果をÅ;していないことにある」と述2、⼤学教
育との�合性を指摘していた。�た、m«lは「試験が�務能⼒を¹(しつつ、受験者の

»©をClするz組みを�備するÊ要がある」と指摘し、��⼈vがaÀしやすい制度設

計と建築設計業?全体の専⾨性を確Òする⽅xをÌYしていた。�x^成段階では、ア�
�ン�^成段階の��*ーである「��⼈vの育成と確Ò」を具体化するために、「受験

の早期化」を»Àするtの教育課³や�務能⼒¹(との�合性がA通のd¸Ó'となって

いた。

（3）考察
ア��ン�^成段階においては「��⼈vの育成と確Ò」が��*ーとして⼀され、

その具体的⽅xとして「受験の早期化」が⽰されていた。�x^成段階では、同��*ー
に基づく⽅xとして、建築⼠試験制度の早期化»Àがd¸されたが、その>³で教育課³
や�務能⼒¹(との�合をQめる6⾒が複数のア��ーから⽰されていた。Ò段階を通じ
て、「��⼈vの育成と確Ò」という��*ーのもとに、「受験の早期化」を取りÀれつ
つも、教育や�務をM�Â5的な制度設計がA通の認識として議論されていたことが確認
される。これらから、横断的Í�からºかび上がった視点のA通点としては、「��⼈v
の育成と確Ò」という��*ーの視点であったとh�る。

5.2.2��点

（1）Í��ア��ン�^成段階
ア��ン�^成段階では、「��⼈vの育成と確Ò」を加�するために、建築設計`会

が資格取得の'/��を前¨しする「受験の早期化」を提案していた。` zlは「受験

に時間がかかりす�るg⾏制度（建築⼠法改正前）が、�年�の6Ñを�Aしている」と

指摘し、早期aÀのz組みを��るÊ要があるとの⽴�を⽰した。YÊlは「�い�¨が

早い段階で資格を取得できれば、業?が��を免れ、活性化が��」と述2、{�に改正

を�⾏する⽅yをQめた。Ýrlも「l期�),アでの資格取得が、�たなア�"アや�
�-�ーを業?にもたらす」と考�、{�な資格取得のための⾒直しをO定していた。

これに¤して、⽇本建築学会とd¸会は、⼤学教育や専⾨的知識との連動が�Íでない

��早期化が�施される�合の問題点を懸念していた。M�lは「受験を早めす�ると、

教育課³を\構築する�間が��、学�内容の質を損なう=れがある」とし、専⾨性のD
¬が建築設計業?全体の�準¦下にBがりかないと⾒ていた。m«lは「�務Éでの能
⼒が�Íに�得されない��資格が与�られる可能性がある」とOり、専⾨性確Òをw視
しない早期化にはxw姿勢を⽰した。このように、建築設計`会が{�性をÕ�して早期
に��⼈vを建築設計業?1aÀさせようとしたのに¤し、⽇本建築学会とd¸会が専⾨

性のD¬を懸念したことが、��として⽰されていた。

�	

（2）Í���x^成段階
�x^成段階においては、「受験の早期化」に²う資格取得mの�務能⼒¹(をどう確

Òするかがr点となり、「�務b験の´�の-⼤」がd¸事mとなった。建築設計`会は

"き¡き、��⼈vが早期にaÀすることをÕ�するものの、資格取得mの�務b験につ
いては具体xを⽰さなかった。YÊlは「��をいち早く業?1Ï»することで、�しい

発�が設計の��をÅ�」と述2、{�な資格取得がw要だとGりÂした。Ýrlも「�
�の�ー�-を下げれば、q発的に�務を通じて専⾨性を�につけられる」とt¤し、早
期aÀq体をq⼤の�,!トとして¡�た。` zlも同様に、資格取得の前¨しをm�
つつ、�務b験の�備に関しては�述を¶けた。

⼀⽅、⽇本建築学会は、この段階で�務b験を通じた専⾨性の�nが�Íに制度化され

ないことをÍÕしていた。M�lは「⼤学教育とg�の�¡を��なければ、早期取得者

の専⾨知識が»�Íになり得る」と述2、教育課³との連携xを厳格にするようQめた。

m«lは「免許登録段階で�務能⼒を⼀定³度¹(しなければ、資格制度の信⽤が損なわ

れる」と指摘し、専⾨性がD¬した��の早期aÀが、建築設計業?全体に悪影響を及ぼ
す可能性を⽰Zし、aÀ��ー�と専⾨性の確Òを�りÐして考�ることに9問を し

た。ここでも、建築設計`会が{�性をÕ�する⼀⽅、⽇本建築学会とd¸会が専⾨性の

D¬を懸念した��が�明になっていた。

（3）考察
ア��ン�^成段階においては、建築設計`会が「受験の早期化」を通じて、��⼈v

の資格取得を前¨しする⽅xを強調し、建築設計業?活性化のK点から{�性をqÕ�す

る⽴�をとっていた。それに¤し、⽇本建築学会とd¸会は⼤学教育や�務1の影響をw
視し、専⾨性のD¬が⽣じる=れを指摘した。�x^成段階では同様に、建築設計`会が

��⼈vの早期aÀをt¤し¡けたのに¤して、⽇本建築学会とd¸会は、専⾨性の©Ò
や教育機関との連携をQめており、Ò段階における認識の��が確認された。これらか

ら、横断的Í�からºかび上がった視点の��点としては、「建築⼠法改正のÕ�性と専

⾨性の©Ò」という��*ーの視点であったとh�る。
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5.3統合的Í�と考察
5.3.1個Î的Í�と横断的Í�の論点

ここでは、これ�での議論を¹��、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>
³という'/��を、ア��ーと��*ーの�iw⽤というK点からÍ�し、ア��ーの

構造的要8と��*ーの構造的要8を¾定する。

��、「個Î的Í�と考察」の結果、ア��ーの視点は、表 5�1 に⽰す^で�理でき

る。⽇本建築⼠会連合会（` zl）は「建築⼠資格制度における教育と�務の視点」、

⽇本建築⼠事務z協会連合会（YÊl）は「議!⽴法による建築⼠法改正の視点」、⽇本

建築)協会（Ýrl）は「建築⼠法改正の{�性と課題\考の視点」、⽇本建築学会（M
�l）は「学術的視点をDいた建築⼠法改正の視点」、d¸会（m«l）は「d¸会のK
定的機能と�x^成の視点」であった。

「建築⼠資格制度における教育と�務の視点」は、建築⼠試験が学術的知⾒や建築教育
と�Íに連動せ�、��⼈vを試験¤xにÏwさせる,��をM�でいるということが⽰

Zされた。この視点は、⼤学教育と�務能⼒をどのように建築⼠資格制度1uりV�か

が、建築⼠資格の専⾨性とn¡可能性をj�るw要な課題であることを⽰している。

⼀⽅で、「議!⽴法による建築⼠法改正の視点」は、�xを早期に�⾏する6義を強調
するものであった。だが、この{�性は、;Eの課題を�期間で+Eする上でP果的であ

りながら、多様なア��ーの6⾒が�Íに取りÀれられなかった可能性を⽰Zした。それ

は、改正の成果がÊ�しも⽬に⾒�る^でgれていないとの¹(があり、制度設計の�細
や改正mのP果d証が»�Íであることが指摘された。

そのため、「建築⼠法改正の{�性と課題\考の視点」として、改正の⽬的と�tの成

果の間に⽣じたÙÐをÆめるためには、受験者数の動向や�務能⼒の育成状況をa¡的に

Í�し、Ê要にAじて建築⼠資格制度全体を�¿に�正するz組みがÄ�しいと指摘され

た。

�た、「学術的視点をDいた建築⼠法改正の視点」では、ア��ー間の調�が�Íにな

されない��に、「受験の早期化」が�⾏したため、学術Éや教育g�1の¯及P果は、

�¤的にÕ�性が下がることとなった。この結果、試験¤xに�われる学⽣が学術研究や

建築教育に割く時間を確Òでき�、建築教育全体の質が損なわれる,��が懸念された。

さらに、「d¸会のK定的機能と�x^成の視点」によって、�務b験の具体的#⽤に

議論がu¯し、教育機関と建築設計業?全体に及�課題1の¤Aは、議論の´�/とされ

ていた点が⽰Zされた。d¸会の議論が�(ー�に��だ理Îとして、課題の´�がK定

されていたことが挙げられた⼀⽅で、�x^成>³での調�機能はÓH的にÔ�ったこと

が、広´な課題1のア'/ー をÃげる要8になった。

�合すると、建築⼠資格制度に関わる議論の広がりとして、建築⼠法改正に¤する、議

!⽴法による{�性と学術的視点のD¬を8Üする視点が、�務b験の取り4いというK

��

定的機能により�x^成された。そのため、建築⼠資格制度に¤する、教育と�務の視点

という課題や影響を\考するという視点が、複合的にw⽤することとなった。そのため、

平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³におけるア��ーの構造的要8とし

て、「建築⼠資格制度の�x^成にみる多様な視点の複合的w⽤」を.していたと¾定さ

れる。 

oに、「横断的Í�と考察」の結果、��*ーの視点は、表 5�2 に⽰す^で�理でき

る。ア��ン�^成段階と�x^成段階におけるA通点は「��⼈vの育成と確Ò」、�
�点は「建築⼠法改正のÕ�性と専⾨性の©Ò」であった。

ア��ン�^成段階では、「��⼈vの育成と確Ò」を加�するÊ要性が強く6識され

た結果、「受験の早期化」という⽅xが建築設計`会によって提案された。資格取得'/
��を前¨しすることで、⻑期化が¡く建築⼠試験制度の»©をClし、建築設計業?の

©い�»�を+pしようとする姿勢が⽰された。⼀⽅で、⽇本建築学会及びd¸会は、⼤

学教育や�務能⼒¹(が早期化に²って�Íに確Òされない可能性を指摘し、建築⼠試験

と教育課³・�務能⼒との連動が»�Íな状§で�められる点を懸念した。ここで、「建

築⼠法改正のÕ�性と専⾨性の©Ò」がJu化した。

�x^成段階では、「��⼈vの育成と確Ò」を前提としつつ、早期化mの�務b験を

どのように� 付けるかがt要な論点になった。建築設計`会は、��⼈vを�期間でa
Àさせれば、�たな発�が⽣�れ、建築設計業?の活⼒が�nできるとt¤したが、資格

取得mの�務能⼒を向上させる具体的z組みについては�Íな案を⽰さなかった。⼀⽅、

⽇本建築学会とd¸会は、早期化だけでは、建築設計業?全体の専⾨性が¦下する=れが

あるとみなし、⼤学教育や�務能⼒¹(が²わなければ、建築⼠試験合格者の専⾨性をÒ

出典：筆者作成

表 5�1 「個Î的Í�と考察」の�理 
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5.3統合的Í�と考察
5.3.1個Î的Í�と横断的Í�の論点

ここでは、これ�での議論を¹��、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>
³という'/��を、ア��ーと��*ーの�iw⽤というK点からÍ�し、ア��ーの

構造的要8と��*ーの構造的要8を¾定する。

��、「個Î的Í�と考察」の結果、ア��ーの視点は、表 5�1 に⽰す^で�理でき

る。⽇本建築⼠会連合会（` zl）は「建築⼠資格制度における教育と�務の視点」、

⽇本建築⼠事務z協会連合会（YÊl）は「議!⽴法による建築⼠法改正の視点」、⽇本

建築)協会（Ýrl）は「建築⼠法改正の{�性と課題\考の視点」、⽇本建築学会（M
�l）は「学術的視点をDいた建築⼠法改正の視点」、d¸会（m«l）は「d¸会のK
定的機能と�x^成の視点」であった。

「建築⼠資格制度における教育と�務の視点」は、建築⼠試験が学術的知⾒や建築教育
と�Íに連動せ�、��⼈vを試験¤xにÏwさせる,��をM�でいるということが⽰

Zされた。この視点は、⼤学教育と�務能⼒をどのように建築⼠資格制度1uりV�か

が、建築⼠資格の専⾨性とn¡可能性をj�るw要な課題であることを⽰している。

⼀⽅で、「議!⽴法による建築⼠法改正の視点」は、�xを早期に�⾏する6義を強調
するものであった。だが、この{�性は、;Eの課題を�期間で+Eする上でP果的であ

りながら、多様なア��ーの6⾒が�Íに取りÀれられなかった可能性を⽰Zした。それ

は、改正の成果がÊ�しも⽬に⾒�る^でgれていないとの¹(があり、制度設計の�細
や改正mのP果d証が»�Íであることが指摘された。

そのため、「建築⼠法改正の{�性と課題\考の視点」として、改正の⽬的と�tの成

果の間に⽣じたÙÐをÆめるためには、受験者数の動向や�務能⼒の育成状況をa¡的に

Í�し、Ê要にAじて建築⼠資格制度全体を�¿に�正するz組みがÄ�しいと指摘され

た。

�た、「学術的視点をDいた建築⼠法改正の視点」では、ア��ー間の調�が�Íにな

されない��に、「受験の早期化」が�⾏したため、学術Éや教育g�1の¯及P果は、

�¤的にÕ�性が下がることとなった。この結果、試験¤xに�われる学⽣が学術研究や

建築教育に割く時間を確Òでき�、建築教育全体の質が損なわれる,��が懸念された。

さらに、「d¸会のK定的機能と�x^成の視点」によって、�務b験の具体的#⽤に

議論がu¯し、教育機関と建築設計業?全体に及�課題1の¤Aは、議論の´�/とされ

ていた点が⽰Zされた。d¸会の議論が�(ー�に��だ理Îとして、課題の´�がK定

されていたことが挙げられた⼀⽅で、�x^成>³での調�機能はÓH的にÔ�ったこと

が、広´な課題1のア'/ー をÃげる要8になった。

�合すると、建築⼠資格制度に関わる議論の広がりとして、建築⼠法改正に¤する、議

!⽴法による{�性と学術的視点のD¬を8Üする視点が、�務b験の取り4いというK

��

定的機能により�x^成された。そのため、建築⼠資格制度に¤する、教育と�務の視点

という課題や影響を\考するという視点が、複合的にw⽤することとなった。そのため、

平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³におけるア��ーの構造的要8とし

て、「建築⼠資格制度の�x^成にみる多様な視点の複合的w⽤」を.していたと¾定さ

れる。 

oに、「横断的Í�と考察」の結果、��*ーの視点は、表 5�2 に⽰す^で�理でき

る。ア��ン�^成段階と�x^成段階におけるA通点は「��⼈vの育成と確Ò」、�
�点は「建築⼠法改正のÕ�性と専⾨性の©Ò」であった。

ア��ン�^成段階では、「��⼈vの育成と確Ò」を加�するÊ要性が強く6識され

た結果、「受験の早期化」という⽅xが建築設計`会によって提案された。資格取得'/
��を前¨しすることで、⻑期化が¡く建築⼠試験制度の»©をClし、建築設計業?の

©い�»�を+pしようとする姿勢が⽰された。⼀⽅で、⽇本建築学会及びd¸会は、⼤

学教育や�務能⼒¹(が早期化に²って�Íに確Òされない可能性を指摘し、建築⼠試験

と教育課³・�務能⼒との連動が»�Íな状§で�められる点を懸念した。ここで、「建

築⼠法改正のÕ�性と専⾨性の©Ò」がJu化した。

�x^成段階では、「��⼈vの育成と確Ò」を前提としつつ、早期化mの�務b験を

どのように� 付けるかがt要な論点になった。建築設計`会は、��⼈vを�期間でa
Àさせれば、�たな発�が⽣�れ、建築設計業?の活⼒が�nできるとt¤したが、資格

取得mの�務能⼒を向上させる具体的z組みについては�Íな案を⽰さなかった。⼀⽅、

⽇本建築学会とd¸会は、早期化だけでは、建築設計業?全体の専⾨性が¦下する=れが

あるとみなし、⼤学教育や�務能⼒¹(が²わなければ、建築⼠試験合格者の専⾨性をÒ

出典：筆者作成

表 5�1 「個Î的Í�と考察」の�理 
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~できないと考�た。こうして「建築⼠法改正のÕ�性と専⾨性の©Ò」の��はJ¢と

なった。

これは、建築⼠資格制度が、「��⼈vの育成と確Ò」、「建築⼠法改正のÕ�性と専

⾨性の©Ò」というÒÉにわたる�u的な課題が£uしていたことによって、建築⼠法改

正がQめられたと考�られる。 

�合すると、ア��ン�^成段階では「��⼈vの育成と確Ò」をめ�る⼀があり、

建築設計`会による「受験の早期化」の提案と、それに¤する⽇本建築学会・d¸会の教
育的・�務的¯Õ1の要�という「建築⼠法改正のÕ�性と専⾨性の©Ò」が¾£する状

況であった。そして、�x^成段階において、��*ーである「��⼈vの育成と確Ò」

がAÍされる⼀⽅で、資格取得を{�化する⽅xと専⾨性を©Òするz組みとの調�が»
�Íな��議論が�み、「建築⼠法改正のÕ�性と専⾨性の©Ò」という��がJ¢な構

�が⽣�れた。そのため、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³における�
�*ーの構造的要8として、「ア��ン�^成から�x^成1の�⾏で⽰された��aÀ
Õ�と専⾨性確Òの構�」を.していたと¾定される。 

出典：筆者作成

表 5�2 「横断的Í�と考察」の�理 

��

5.3.2 平成 30 年建築⼠法改正の�x^成>³における構造的w⽤

個Î的Í�と横断的Í�の論点において、ア��ーの構造的要8として、「建築⼠資格

制度の�x^成にみる多様な視点の複合的w⽤」、��*ーの構造的要8として、「ア�
�ン�^成から�x^成1の�⾏で⽰された��aÀÕ�と専⾨性確Òの構造」とそれぞ

れ¾定された。 

ここでは、構造的要8を統合し、�x^成>³をア��ーと��*ーの�iw⽤という

K点から、制度改正に影響をもたらした構造的w⽤を»xする。以下では、構造的要8の

£uがどのように構造的K?を⽣みxし、さらにそれが構造的w⽤としてどのようにJu
化したのかを、論理のÓれに&って考察する。

第⼀に、�x^成>³には、「建築⼠資格制度の�x^成にみる多様な視点の複合的w
⽤」及び「ア��ン�^成から�x^成1の�⾏で⽰された��aÀÕ�と専⾨性確Òの

構造」という 2つの構造的要8が�uしていた。前者は教育・�務・専⾨性の確Òといっ

た幅広いK点をÂMするは�の議論が、�Íなd¸をbることなく��した背景を⽰Z
し、m者は、��⼈vの早期aÀを�す�xh向が、専⾨性確Òをめ�るxwな議論のÕ
�度を¦下させる_向を内Âしていた点を指摘するものである。

第⼆に、こうした構造的要8の�iw⽤の結果として、�x^成>³は�期間で具体x
にuÔしやすい枠組み1とJ定化された。すなわち、「��⼈vの育成と確Ò」というA
通��*ーが設定される>³で、教育機関との連携や�務との�合など、複数の視点から

�Þにd¸す2き論点が�Íに4われない��、「受験の早期化」という⼀点に向けて加
�的に議論が�µしたのである。こうした議論の早期��は、改正の{�性をQめる要�
に合する⼀⽅、教育的視点や専⾨性確Òのd¸を�¤的にh*化し、結果として�x^
成のÂ5性を損なう構造的K?を⽣みxしたと考�られる。

 第`に、この構造的K?がJu化するにつれ、�x^成>³における議論の幅はいっそ

う>められた。これにより、改正mに⾒xされる成果や課題の⼀部は、¶l�Íにd¸さ

れなかった専⾨性確Òや教育上の¯Õなどに関連する可能性がUい。すなわち、上述した

構造的要8が^成した構造的K?は、{�な改正を�gするための基盤となる⼀⽅で、⻑
期的視点をM��x論議を制Ôする「構造的w⽤」1と発µしたのである。

以上のÓれを�合すると、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³では、多
様な視点を調�しながら⻑期的課題を�Íに統合するための枠組みが�Íに�備されなか

った。その結果、構造的要8が構造的K?をもたらし、さらにこのK?そのものが�x^
成>³を>n化させる構造的w⽤を"き起こしたと指摘できる。こうした⼀連のw⽤が、

改正mにJu化した諸課題の背景として機能している点に、�x^成>³に内uする本質

的な課題が£uするものと考�られる。

よって、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成>³の構造的w⽤は「ア
��ーと��*ーをK定した議論が»いた改正の構造的K?」とh�る。 
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~できないと考�た。こうして「建築⼠法改正のÕ�性と専⾨性の©Ò」の��はJ¢と

なった。

これは、建築⼠資格制度が、「��⼈vの育成と確Ò」、「建築⼠法改正のÕ�性と専

⾨性の©Ò」というÒÉにわたる�u的な課題が£uしていたことによって、建築⼠法改

正がQめられたと考�られる。 

�合すると、ア��ン�^成段階では「��⼈vの育成と確Ò」をめ�る⼀があり、

建築設計`会による「受験の早期化」の提案と、それに¤する⽇本建築学会・d¸会の教
育的・�務的¯Õ1の要�という「建築⼠法改正のÕ�性と専⾨性の©Ò」が¾£する状

況であった。そして、�x^成段階において、��*ーである「��⼈vの育成と確Ò」

がAÍされる⼀⽅で、資格取得を{�化する⽅xと専⾨性を©Òするz組みとの調�が»
�Íな��議論が�み、「建築⼠法改正のÕ�性と専⾨性の©Ò」という��がJ¢な構

�が⽣�れた。そのため、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³における�
�*ーの構造的要8として、「ア��ン�^成から�x^成1の�⾏で⽰された��aÀ
Õ�と専⾨性確Òの構�」を.していたと¾定される。 

出典：筆者作成

表 5�2 「横断的Í�と考察」の�理 

��

5.3.2 平成 30 年建築⼠法改正の�x^成>³における構造的w⽤

個Î的Í�と横断的Í�の論点において、ア��ーの構造的要8として、「建築⼠資格

制度の�x^成にみる多様な視点の複合的w⽤」、��*ーの構造的要8として、「ア�
�ン�^成から�x^成1の�⾏で⽰された��aÀÕ�と専⾨性確Òの構造」とそれぞ

れ¾定された。 

ここでは、構造的要8を統合し、�x^成>³をア��ーと��*ーの�iw⽤という

K点から、制度改正に影響をもたらした構造的w⽤を»xする。以下では、構造的要8の

£uがどのように構造的K?を⽣みxし、さらにそれが構造的w⽤としてどのようにJu
化したのかを、論理のÓれに&って考察する。

第⼀に、�x^成>³には、「建築⼠資格制度の�x^成にみる多様な視点の複合的w
⽤」及び「ア��ン�^成から�x^成1の�⾏で⽰された��aÀÕ�と専⾨性確Òの

構造」という 2つの構造的要8が�uしていた。前者は教育・�務・専⾨性の確Òといっ

た幅広いK点をÂMするは�の議論が、�Íなd¸をbることなく��した背景を⽰Z
し、m者は、��⼈vの早期aÀを�す�xh向が、専⾨性確Òをめ�るxwな議論のÕ
�度を¦下させる_向を内Âしていた点を指摘するものである。

第⼆に、こうした構造的要8の�iw⽤の結果として、�x^成>³は�期間で具体x
にuÔしやすい枠組み1とJ定化された。すなわち、「��⼈vの育成と確Ò」というA
通��*ーが設定される>³で、教育機関との連携や�務との�合など、複数の視点から

�Þにd¸す2き論点が�Íに4われない��、「受験の早期化」という⼀点に向けて加
�的に議論が�µしたのである。こうした議論の早期��は、改正の{�性をQめる要�
に合する⼀⽅、教育的視点や専⾨性確Òのd¸を�¤的にh*化し、結果として�x^
成のÂ5性を損なう構造的K?を⽣みxしたと考�られる。

 第`に、この構造的K?がJu化するにつれ、�x^成>³における議論の幅はいっそ

う>められた。これにより、改正mに⾒xされる成果や課題の⼀部は、¶l�Íにd¸さ

れなかった専⾨性確Òや教育上の¯Õなどに関連する可能性がUい。すなわち、上述した

構造的要8が^成した構造的K?は、{�な改正を�gするための基盤となる⼀⽅で、⻑
期的視点をM��x論議を制Ôする「構造的w⽤」1と発µしたのである。

以上のÓれを�合すると、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³では、多
様な視点を調�しながら⻑期的課題を�Íに統合するための枠組みが�Íに�備されなか

った。その結果、構造的要8が構造的K?をもたらし、さらにこのK?そのものが�x^
成>³を>n化させる構造的w⽤を"き起こしたと指摘できる。こうした⼀連のw⽤が、

改正mにJu化した諸課題の背景として機能している点に、�x^成>³に内uする本質

的な課題が£uするものと考�られる。

よって、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成>³の構造的w⽤は「ア
��ーと��*ーをK定した議論が»いた改正の構造的K?」とh�る。 
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以上を¹��、本章の議論を�合し、� 5�1 に⽰すように�理する。本�は、平成 30

年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成>³を、ア��ーと��*ーの�iw⽤と

いうK点から、制度改正に影響をもたらした構造的w⽤を⽰している。

出典：筆者作成

� 5�1 平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成>³の構造的w⽤ 

��

第 6 章 結論と⽰Z
本章では、前章を¹��、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³における

構造的w⽤が、本改正に与�た影響を結論として»きxす。�た、結論に基づき、Wmの

建築⼠資格制度#⽤のあり⽅に¤する⽰Zを提⽰する。qmに、本研究のK?を⽰し、W
mの研究の課題をd¸する。

6.1 結論

本研究は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正を¤�に、ア��ー・��*ー・'/�
�の視点から、ア��ー1の�ン�%*ー調査を⾏い、�x^成>³をÍ�した。

Í�の結果、本改正の�x^成>³は、建築設計業?団体によるA同提案を議論の起点

としたことにより、�x^成>³に構造的w⽤が⽣じ、改正に影響を与�た可能性がUい

と³断される。それは、構造的w⽤のX¡には、A同提案という�段が内ÂするK?が£
uしていたことに起8する。 

A同提案は、�x^成を{�に�めるための^sとして機能した⼀⽅、議論の´�を早
期に¾定の⽅向1��させる性質が備わっていた。この性質によって、議論にa加するア
��ーが¶lよりK定され、建築⼠資格制度全体をÚÝ的かつÂ5的に\¹(する機会が

制Ôされた。その結果、建築⼠資格制度の社会的6義や教育と�務の�合といった⻑期的

課題が�Íに論じられることなく、¾定の��*ーにu¯する^で�⾏した。つ�り、こ

の�段のK?は、�x^成>³の議論を¾定の論点に�£させる構造的K?を内uしてお

り、それがア��ーと��*ーの�iw⽤に影響を及ぼした結果、議論のµ@を制Ôする

構造的w⽤をf起させた。この構造的w⽤によって、�x^成>³は¾定の⽅向性に��
し、多様な視点や⻑期的課題のd¸が�Íに⾏われない��改正案は成⽴するに⾄った。

これは、A同提案という�段が内ÂするK?には、構造的K?が�uしており、構造的要

8の�iw⽤によって表xされたことにより、構造的w⽤を⽣じさせ、改正に直�的な影
響を与�たとh�る。 

�って、議論の起点が、A同提案という^sに�?する^ではない、よりÂ5的な改正

1のb×や�段が¶lから設定されていれば、建築⼠資格制度の6義や専⾨性を多3的に

¡�た�x^成が可能であった0�性がUい。

つ�り、本改正にtしては、A同提案を⾏う以前の段階から建築⼠資格制度全体を構造

的に認識し、社会的6義や専⾨性のあり⽅、教育や�務との連携など、多様な��*ーを

ア��ー間でAÍする'/��を確⽴するÊ要があったとh�る。すなわち、論点になり

うる��*ーを幅広く設定し、ア��ー間の�Íな6⾒交2を⾏うことによって、改正m

にJu化する問題のÓHや�正を⾒}�た議論がµ@できた可能性がUいことを⽰すもの

である。 
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以上を¹��、本章の議論を�合し、� 5�1 に⽰すように�理する。本�は、平成 30

年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成>³を、ア��ーと��*ーの�iw⽤と

いうK点から、制度改正に影響をもたらした構造的w⽤を⽰している。

出典：筆者作成

� 5�1 平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正における�x^成>³の構造的w⽤ 
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第 6 章 結論と⽰Z
本章では、前章を¹��、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³における

構造的w⽤が、本改正に与�た影響を結論として»きxす。�た、結論に基づき、Wmの

建築⼠資格制度#⽤のあり⽅に¤する⽰Zを提⽰する。qmに、本研究のK?を⽰し、W
mの研究の課題をd¸する。

6.1 結論

本研究は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正を¤�に、ア��ー・��*ー・'/�
�の視点から、ア��ー1の�ン�%*ー調査を⾏い、�x^成>³をÍ�した。

Í�の結果、本改正の�x^成>³は、建築設計業?団体によるA同提案を議論の起点

としたことにより、�x^成>³に構造的w⽤が⽣じ、改正に影響を与�た可能性がUい

と³断される。それは、構造的w⽤のX¡には、A同提案という�段が内ÂするK?が£
uしていたことに起8する。 

A同提案は、�x^成を{�に�めるための^sとして機能した⼀⽅、議論の´�を早
期に¾定の⽅向1��させる性質が備わっていた。この性質によって、議論にa加するア
��ーが¶lよりK定され、建築⼠資格制度全体をÚÝ的かつÂ5的に\¹(する機会が

制Ôされた。その結果、建築⼠資格制度の社会的6義や教育と�務の�合といった⻑期的

課題が�Íに論じられることなく、¾定の��*ーにu¯する^で�⾏した。つ�り、こ

の�段のK?は、�x^成>³の議論を¾定の論点に�£させる構造的K?を内uしてお

り、それがア��ーと��*ーの�iw⽤に影響を及ぼした結果、議論のµ@を制Ôする

構造的w⽤をf起させた。この構造的w⽤によって、�x^成>³は¾定の⽅向性に��
し、多様な視点や⻑期的課題のd¸が�Íに⾏われない��改正案は成⽴するに⾄った。

これは、A同提案という�段が内ÂするK?には、構造的K?が�uしており、構造的要

8の�iw⽤によって表xされたことにより、構造的w⽤を⽣じさせ、改正に直�的な影
響を与�たとh�る。 

�って、議論の起点が、A同提案という^sに�?する^ではない、よりÂ5的な改正

1のb×や�段が¶lから設定されていれば、建築⼠資格制度の6義や専⾨性を多3的に

¡�た�x^成が可能であった0�性がUい。

つ�り、本改正にtしては、A同提案を⾏う以前の段階から建築⼠資格制度全体を構造

的に認識し、社会的6義や専⾨性のあり⽅、教育や�務との連携など、多様な��*ーを

ア��ー間でAÍする'/��を確⽴するÊ要があったとh�る。すなわち、論点になり

うる��*ーを幅広く設定し、ア��ー間の�Íな6⾒交2を⾏うことによって、改正m

にJu化する問題のÓHや�正を⾒}�た議論がµ@できた可能性がUいことを⽰すもの

である。 
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以上から、本改正における�x^成>³の構造的w⽤による影響を\d証し、多様なb

×と�段の設定をM�多É的d¸をÌYすることが、建築⼠資格制度のn¡的発µにとっ

てÊ要であると結論付けられる。

6.2Wmの建築⼠資格制度#⽤のあり⽅に¤する⽰Z
以上の結論から、建築⼠資格制度が「��⼈vの育成と確Ò」という��*ーを�成す

るためには、⼤学教育・�務b験・業?要�をÂMする議論の枠組みを-jし、構造的に

多様なア��ーの視点がÅ;される調�'/��を»ÀするÊ要があると考�られる。構

造的K?を緩和し、��⼈vのaÀ��と専⾨性の©ÒをÒ⽴させる⽅xをd¸すること

は、Wmの建築⼠資格制度の議論において、w要なd¸課題として取り上げられる2きも

のである。

�って、建築⼠資格制度が、教育・�務・資格取得のB段階をÍ機的に連携させつつ社
会的信頼を�nする�¿な制度#⽤を要するK点からも、改正に関わる�x^成>³を�
査し、改正mにJu化した課題をÓH・�正する議論のあり⽅を\考するw要性が⽰Zさ

れる。

6.3 本研究のK?
本研究にはいくつかのK?が£uする。第⼀に、調査¤�が�x^成>³に直�関与し

たア��ーにK定されており、資格取得者や教育機関のg�©¶者など、平成 30 年

（2018 年）建築⼠法改正の影響を受ける幅広い関係者の6⾒を�ÍにÅ;できなかった

点が挙げられる。これにより、本改正がもたらす全体的な影響をÂ5的に¹(するには⾄

らなかった。¾に、ア��ーの⾏動や課題認識を組u的成り⽴ちと関連付けてÍ�した

が、ア��ー間の⻑期的な関係性やÚ^的⽂Êを通じた�x^成>³を¡�る視点がK定

されていることが、K?として挙げられる。

第⼆に、受験者や合格者の�性、本改正mの資格取得者の�),ア^成に関する"ー�
が»�しており、¯⻑期的な影響を¹(する基盤がKられていた。¾に、本改正が建築設

計業?全体の構造や建築⼠資格制度の社会的認識にどのような変化をもたらしたのかを明

確に⽰すには、さらなる"ー��uがÊ要である。

�た、第`のK?として、�x^成>³に関する9録の»�Íさが挙げられる。議論の

¬明性を確Òするための�細な議事録等に関するtÃが⼀部D¬していたことから、�x
^成に⾄る��aや背景をH全に\gすることができなかった。この点は、本改正の背m

にある6iE定の複\性を理+する上でw要であり、Wmの研究においてQ½す2き課題

とh�る。 

さらに、本研究では⽇本国内の建築⼠資格制度にr点を¶てており、他国の建築⼠資格

制度とのÈCが»�ÍであったこともK?の⼀つである。国t的な成L事ÖやÕ似する制

��

度とのÈCを⾏うことで、本改正の�¤的な6義をより深く¹(することが可能であった

と考�られる。

以上のK?を¹��、本研究は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³を

+明する上で⼀定の知⾒を提@するものの、�x^成>³の全体像をより広´かつ深く理

+するためには、さらなるd¸をÊ要とする。
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以上から、本改正における�x^成>³の構造的w⽤による影響を\d証し、多様なb

×と�段の設定をM�多É的d¸をÌYすることが、建築⼠資格制度のn¡的発µにとっ

てÊ要であると結論付けられる。

6.2Wmの建築⼠資格制度#⽤のあり⽅に¤する⽰Z
以上の結論から、建築⼠資格制度が「��⼈vの育成と確Ò」という��*ーを�成す

るためには、⼤学教育・�務b験・業?要�をÂMする議論の枠組みを-jし、構造的に

多様なア��ーの視点がÅ;される調�'/��を»ÀするÊ要があると考�られる。構

造的K?を緩和し、��⼈vのaÀ��と専⾨性の©ÒをÒ⽴させる⽅xをd¸すること

は、Wmの建築⼠資格制度の議論において、w要なd¸課題として取り上げられる2きも

のである。

�って、建築⼠資格制度が、教育・�務・資格取得のB段階をÍ機的に連携させつつ社
会的信頼を�nする�¿な制度#⽤を要するK点からも、改正に関わる�x^成>³を�
査し、改正mにJu化した課題をÓH・�正する議論のあり⽅を\考するw要性が⽰Zさ

れる。

6.3 本研究のK?
本研究にはいくつかのK?が£uする。第⼀に、調査¤�が�x^成>³に直�関与し

たア��ーにK定されており、資格取得者や教育機関のg�©¶者など、平成 30 年

（2018 年）建築⼠法改正の影響を受ける幅広い関係者の6⾒を�ÍにÅ;できなかった

点が挙げられる。これにより、本改正がもたらす全体的な影響をÂ5的に¹(するには⾄

らなかった。¾に、ア��ーの⾏動や課題認識を組u的成り⽴ちと関連付けてÍ�した

が、ア��ー間の⻑期的な関係性やÚ^的⽂Êを通じた�x^成>³を¡�る視点がK定

されていることが、K?として挙げられる。

第⼆に、受験者や合格者の�性、本改正mの資格取得者の�),ア^成に関する"ー�
が»�しており、¯⻑期的な影響を¹(する基盤がKられていた。¾に、本改正が建築設

計業?全体の構造や建築⼠資格制度の社会的認識にどのような変化をもたらしたのかを明

確に⽰すには、さらなる"ー��uがÊ要である。

�た、第`のK?として、�x^成>³に関する9録の»�Íさが挙げられる。議論の

¬明性を確Òするための�細な議事録等に関するtÃが⼀部D¬していたことから、�x
^成に⾄る��aや背景をH全に\gすることができなかった。この点は、本改正の背m

にある6iE定の複\性を理+する上でw要であり、Wmの研究においてQ½す2き課題

とh�る。 

さらに、本研究では⽇本国内の建築⼠資格制度にr点を¶てており、他国の建築⼠資格

制度とのÈCが»�ÍであったこともK?の⼀つである。国t的な成L事ÖやÕ似する制

��

度とのÈCを⾏うことで、本改正の�¤的な6義をより深く¹(することが可能であった

と考�られる。

以上のK?を¹��、本研究は、平成 30 年（2018 年）建築⼠法改正の�x^成>³を

+明する上で⼀定の知⾒を提@するものの、�x^成>³の全体像をより広´かつ深く理

+するためには、さらなるd¸をÊ要とする。
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【論文要旨】 
日本は、高校・大学進学率が高い「高学歴社会」である。しかしながら、大学（学部）進学

率が約六割に達した現在でも、教育格差は拡大を続けている。 
本研究は、教育選択における階層差に注目し、親の学歴を超える進路選択をした人びと―学

歴上昇群―の経験に焦点を当て、彼らの進路選択に影響を与えた要因を明らかにし、教育的介

入の示唆を得ることを目的としている。 
先行研究のレビューに基づき、Banduraの社会的認知理論とDeci & Ryanの自己決定理論

を踏まえた理論的枠組みを構築し、インタビュー調査とアンケート調査を実施した。その結果、

学歴上昇群は小学校から高校までの学業において達成体験を得ており、達成経験による自己効

力感向上が、積極的な進路選択に影響を及ぼした可能性が示唆された。また、学歴上昇群は早

期から経済的自律経験を経ており、主体的な意思決定の機会を得ることで自律性への欲求が満

たされたことが、自律的進路選択に影響を与えたと解釈できる。 
以上を踏まえ、進路選択の幅を広げるためには、早期からの達成経験や自律経験の機会を創

出する教育的介入が有効であると考えられる。 

 
【キーワード】 
教育格差、高学歴社会、高校卒業時の進路選択、学歴下降回避仮説、学歴再生産 
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 1 

第第  11  章章  研研究究概概要要  

 

11--11  研研究究のの背背景景とと問問題題設設定定  

日本では高学歴化1が進み、その教育水準は世界的にも高いとされている。では、現代日

本の学歴獲得の機会は皆に平等で公平なのであろうか。 

豊永（2023）の研究によれば、前近代社会は親の出身階層と子の到達階層に変化がない、

すなわち親の社会経済的地位2（Socio Economic Status：SES）によって子の社会経済的地

位が決まる「属性主義社会」であった。しかし、近代社会への移行とともに、社会的出自

（生まれ）という本人が選択できない帰属的条件によって個々の選択が制限・規定される

ことは是正されるべき対象とされ、個人の能力による公平な社会的地位配分を目指す「業

績主義社会」へ転換する。その業績主義社会において、能力を評価する一つの指標となっ

たのが学歴だとされる(豊永,2023：1-2)。   

また、社会学の社会移動・階層研究において、教育は「人びとの社会経済的地位を左右

する有力な社会移動の手段ないし機会」であり、教育達成3が社会経済的地位に影響を及ぼ

すと考えられてきた（苅谷,2012：31）。我が国でも、高度経済成長期には「一億総中流」

「学歴社会」が叫ばれ、教育が量的に拡大した社会、「大衆教育社会4」（苅谷,1995：12）が

形づくられていった。 

こうした背景のなか、我が国の高校・大学進学率は伸び続けてきた。高校進学率は1970

年代半ばにはほぼ 100％となり、大学進学率も 70 年代中盤まで右肩上がりで上昇してき

た。その後 80 年代までほぼ横ばいを続けたものの、1990 年代からまた緩やかに上昇して

いる（吉川,2009：24-25）。 文部科学省（2024）によれば、2024年の大学（学部）進学率

は59.1%で、大学（学部）・短期大学（本科）進学率（過年度卒を含む）は62.3％、大学（学

部）進学率（過年度卒を含む）は59.1％と、ともに過去最高の数値を示している。 

このように、日本では昭和から平成にかけて急速に高学歴化が進んできた。しかしなが

ら、業績主義社会において高学歴化が進んだことで、能力による公平な教育達成や社会的

地位配分が達成されたかというと必ずしもそうではない。高学歴化が進んでも、教育格差

（社会的出自による最終学歴の格差（松岡,2019：15））は今もなお維持され続けている（吉

 
1 高学歴化とは、「ある社会において人びとが受ける学校教育の量が、時代とともに増え

ていく現象」を指す（吉川,2006：45）。 
2 社会経済的地位（Socio Economic Status：SES）とは、「経済的、文化的、社会的要素

を統合した地位」を意味し、「世帯収入（経済）、親学歴・文化的所有物と行動（文化）、

職業的地位（社会）などを指標化して1つの連続変数とすることが多い」（松岡,2019：

81）。 
3 達成した最終学歴を指す。 
4 大衆教育社会とは、「教育が量的に拡大し、多くの人びとが長期間にわたって教育を受

けることを引き受け、またそう望んでいる社会」を指す（苅谷,2012：12）。 

 2 

川,2009；苅谷,2001；山田,2021；松岡,2019；豊永,2023）。なお、ここでの社会的出自と

は、出身家庭の社会階層、すなわち社会経済的地位を指す。 

 教育選択における階層差の要因について、格差研究で広く支持されているのが、教育達

成の階級間格差（Class Differences in Educational Attainment：以下CDEA）を研究し

た Breen & Goldthorpe（1997）の相対性リスク回避仮説（Hypothesis of Relative Risk 

Aversion：以下RRA仮説）である。RRA仮説は合理的選択理論（Rational Choice Theory：

RCT）に基づいており、個人やその家庭は、社会経済的地位維持のために進路を合理的に選

択すると仮定している。すなわち、子は親世代と同等以上の職業階層に至りたいと考え、

職業的地位・社会階層の下降を回避しうる教育選択をする、という仮説である。 

 しかし、日本においては RRA仮説に否定的な研究もあり、いくつかの研究では日本の場

合には適合しないと結論づけている（近藤・古田,2009；藤原,2011）。日本においてより適

合的だと思われる理論は、吉川（2006）の提唱する「学歴下降回避仮説」である。合理的

選択理論に基づけば、親が高卒の場合あえて大卒を目指す必要性が低く、一方、親が大卒

の場合は大学進学が強く動機づけられる。つまり、人びとが「子の学歴（以下、子学歴）

が親の学歴（以下、親学歴）から下降しないことを選好する」ことによって、親大卒家庭

では大卒が、親高卒家庭では高卒が再生産される傾向が強くなるのである。このように、

学歴下降回避のメカニズムは、子どもが自分たちの意思で進路を選んだとしても、見えざ

る手により親学歴が子に継承される、いわば「世代間学歴継承（以下、学歴再生産）のメ

カニズム」も同時に生じさせているといえる。実際に吉川（2009）は、親子の学歴をかけ

あわせた家族類型のうち、親が大卒で子も大卒（大卒再生産）の家庭の割合は26.4％、親

が高卒で子も高卒（高卒再生産）家庭の割合は37.5％と、計 63.9％の家庭で親子の学歴が

継承されていることを示している（203-204）。 

  筆者は、学歴再生産メカニズムによって生じる親子間の学歴継承のうち、特に非大卒再

生産（親非大卒で子も非大卒になること）について、以下の2点が課題だと考える。 

  第一に、非大卒の親をもつ子どもは、本人の意思に関わらず進路選択の幅が狭められて

いる点である。先に述べたとおり、学歴再生産メカニズムが働くことで、社会的出自に基

づいて教育選択の機会が規定される傾向がある。すなわち、非大卒家庭では大学進学の動

機づけが弱くなる傾向にあり、それによって大学進学という選択肢を持ちにくい。このよ

うに、生まれという初期条件から人生の選択の幅が規定されることは、公平性の観点から

課題であるといえる。 

  第二に、非大卒を継承した子どもは、就職後に経済的な不利益を受けやすい点である。

第2章で詳述するように、教育を受けた年数は社会に出た後の職業選択や収入に影響を与

えることが明らかになっており（近藤編,2000：236-239）、非大卒者は経済面で不利な状況

におかれる傾向にある。また、吉川は、長期雇用制度や大卒者人口の少なさによって、安

定しかつ管理職になる機会も持ち得た「昭和の高卒層」と比較し、「平成の高卒層は、雇用
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第第  11  章章  研研究究概概要要  

 

11--11  研研究究のの背背景景とと問問題題設設定定  
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 2 

川,2009；苅谷,2001；山田,2021；松岡,2019；豊永,2023）。なお、ここでの社会的出自と

は、出身家庭の社会階層、すなわち社会経済的地位を指す。 

 教育選択における階層差の要因について、格差研究で広く支持されているのが、教育達

成の階級間格差（Class Differences in Educational Attainment：以下CDEA）を研究し

た Breen & Goldthorpe（1997）の相対性リスク回避仮説（Hypothesis of Relative Risk 

Aversion：以下RRA仮説）である。RRA仮説は合理的選択理論（Rational Choice Theory：

RCT）に基づいており、個人やその家庭は、社会経済的地位維持のために進路を合理的に選

択すると仮定している。すなわち、子は親世代と同等以上の職業階層に至りたいと考え、

職業的地位・社会階層の下降を回避しうる教育選択をする、という仮説である。 

 しかし、日本においては RRA仮説に否定的な研究もあり、いくつかの研究では日本の場

合には適合しないと結論づけている（近藤・古田,2009；藤原,2011）。日本においてより適

合的だと思われる理論は、吉川（2006）の提唱する「学歴下降回避仮説」である。合理的

選択理論に基づけば、親が高卒の場合あえて大卒を目指す必要性が低く、一方、親が大卒

の場合は大学進学が強く動機づけられる。つまり、人びとが「子の学歴（以下、子学歴）

が親の学歴（以下、親学歴）から下降しないことを選好する」ことによって、親大卒家庭

では大卒が、親高卒家庭では高卒が再生産される傾向が強くなるのである。このように、

学歴下降回避のメカニズムは、子どもが自分たちの意思で進路を選んだとしても、見えざ

る手により親学歴が子に継承される、いわば「世代間学歴継承（以下、学歴再生産）のメ

カニズム」も同時に生じさせているといえる。実際に吉川（2009）は、親子の学歴をかけ

あわせた家族類型のうち、親が大卒で子も大卒（大卒再生産）の家庭の割合は26.4％、親

が高卒で子も高卒（高卒再生産）家庭の割合は37.5％と、計 63.9％の家庭で親子の学歴が

継承されていることを示している（203-204）。 

  筆者は、学歴再生産メカニズムによって生じる親子間の学歴継承のうち、特に非大卒再

生産（親非大卒で子も非大卒になること）について、以下の2点が課題だと考える。 

  第一に、非大卒の親をもつ子どもは、本人の意思に関わらず進路選択の幅が狭められて

いる点である。先に述べたとおり、学歴再生産メカニズムが働くことで、社会的出自に基

づいて教育選択の機会が規定される傾向がある。すなわち、非大卒家庭では大学進学の動

機づけが弱くなる傾向にあり、それによって大学進学という選択肢を持ちにくい。このよ

うに、生まれという初期条件から人生の選択の幅が規定されることは、公平性の観点から

課題であるといえる。 

  第二に、非大卒を継承した子どもは、就職後に経済的な不利益を受けやすい点である。

第2章で詳述するように、教育を受けた年数は社会に出た後の職業選択や収入に影響を与

えることが明らかになっており（近藤編,2000：236-239）、非大卒者は経済面で不利な状況
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― 175 ―



 3 

流動化によって大卒層に対して、以前よりずっと不利な競争を強いられる」ようになった

ことを指摘している(吉川,2009：213)。非大卒者は職業選択や所得の面で不利益を受けや

すいだけでなく、以前よりもさらに困難な状況におかれているのである。 

 以上のことから、学歴再生産メカニズムに伴う非大卒再生産は社会的な課題であり、人

びとの持つ可能性の幅を広げるという目的において、教育選択の機会平等化が必要である

と考える。 

 一方、学歴再生産というメカニズム下において、親が非大卒の家庭（以下、親非大卒家

庭）からは大学進学ができないのかというと、もちろんそうではない。吉川は、子学歴が

親学歴を超える（以下、世代間学歴上昇）家庭も約 20％存在することを示している（吉

川,2009：203-204）。このことから、非大卒再生産の課題解決に向けては、世代間学歴上昇

をした人たちの進路選択に影響を与えた要因を探ることが重要であると考える。よって本

研究では、学歴再生産メカニズムによる教育選択の格差を課題とし、そのメカニズムの影

響を受けなかった、「親が非大卒で本人が大卒である人びと（以下、学歴上昇群）」と「親

が非大卒で本人も非大卒である人びと（以下、非大卒再生産群）」の間には、どのような差

があるのかを明らかにしたい。 

また、学歴上昇群に影響を与えた要素をもとに、社会的出自に規定されず個々の進路の

選択肢を拡大しうる教育的介入への示唆も検討する。確かに、これまでも日本学生支援機

構の奨学金、生活福祉資金貸付制度、国の教育ローンや、2020年から支援を拡充している

高等教育の修学支援新制度（文部科学省,2024）など、経済的格差に伴う教育格差是正のた

めの施策は多く試みられている。しかしながら、経済的支援によって家庭の学費負担を軽

減しただけでは、学歴下降回避メカニズムに伴う教育選択の階層差へのアプローチは難し

いと想定される。したがって、経済的支援に加えて、社会的出自に関わらず大学進学の選

択肢を持てる教育的介入方法を検討することは、教育選択の格差を是正する一助となりう

るのではないかと考える。 

 

11--22  研研究究目目的的とと研研究究設設問問  

 本研究の目的は、学歴再生産メカニズムの影響を受けず世代間学歴上昇をした人びと、

すなわち、社会的出自に規定されずに親学歴を超える進路選択をした学歴上昇群には、ど

のような特徴があるのかを探究することである。また、明らかにした要素をもとに、個々

の進路の選択肢を増やし、ひいては教育選択の格差を改善しうる教育的介入の手立てを検

討したい。 

以上を踏まえた研究設問は以下二つである。 

 

(1) 親学歴に規定されない進路選択（世代間学歴上昇）に影響を与える要素は何か 

(2) 個々の進路選択の幅を拡大するためにはどのような教育的介入が有効か 

 4 

  なお、本論の課題は、学歴再生産が個人の進路選択の幅と社会階層の固定化に影響を与

えていることに主眼を置くため、大卒・非大卒というステータス自体の是非や優劣につい

ては検討しない。また、本研究で示唆する教育的介入は、一律に大学進学を目指すことを

目的としていない。生まれによって大学進学という選択肢が除外される可能性があること

を課題として捉え、親非大卒家庭の子どもの進路の選択肢を拡充しうる介入について示唆

を得ることを目的としている。 

 

11--33  研研究究対対象象とと研研究究方方法法  

 本研究では、世代間学歴上昇に影響を与える要素を調査し、進路選択の幅を拡大する教

育的介入を検討する。そこで、先行研究のレビューを通して構築した概念フレームワーク

を踏まえ、質的調査で当事者の経験をもとにその要素を探り、量的調査によって学歴上昇

群の特性を検証する。 

  世代間学歴再生産の実態を調査するにあたり、親世代・子世代の学歴を取り巻く社会背

景の違いを考慮する必要がある。右肩上がりの高学歴化にあった昭和と、学歴が高い水準

で横ばいを続けている平成では（吉川,2009：25）、後述のとおり教育選択における社会的

背景や傾向が異なるからである。特に昭和は、大学進学率が大きく変化する高学歴化の過

渡期にあったため、親世代を一定程度限定して考察を行うべく、研究対象者を平成元年

（1989年）4月 2日から平成12年（2001年）4月 1日生まれの人に限定した。平成元年生

まれの学年の高校在学期間に大学進学率が約 50％になったことと、平成 11 年生まれの学

年が、平成のうちに高校を卒業した最後の学年であることから、平成の中でもこの年代を

取りあげた。親の世代を一定程度限局するだけでなく、「2 人に 1 人は大学にいく時代に、

高校卒業時の進路選択をした人びと」を調査することによって、冒頭で述べた「高学歴社

会でもなお残る教育格差」の実態をより明らかにできると考えられる。 

本研究における具体的な調査の流れと分析方法は、以下のとおりである。なお、本研究

では、インタビュー調査およびアンケート調査を併用した MMR（Mixed Methods Research）

による手法を採用する。 

（1)先行研究レビューと概念フレームワークの構築 

先行研究レビューに基づき教育格差に影響を与えうる要因を検討し、概念フレームワ 

ークを構築する。 

（2)インタビュー調査と分析モデルの作成 

概念フレームワークをもとに、インタビュー調査を行い、調査結果をもとに分析モデ 

ルを作成する。 

（3)アンケート調査と分析モデルの検証 

分析モデルに基づきアンケート調査を行い、その検証を行う。 
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11--44  論論文文のの構構成成  

 本稿は全 6章で構成される。本章では研究概要について述べ、本研究の目的や問題の所

在を明らかにした。 

第2章では、 日本の学歴再生産に関する現状と課題を整理する。第3章では、先行研究

からリサーチギャップを示した上で、概念フレームワークを構築する。第 4 章では、第 3

章で作成した概念フレームワークを踏まえ、半構造化インタビューとその結果について述

べる。第5章では、アンケート調査の内容と分析結果についてまとめる。第6章では、第

5 章の分析結果を踏まえた結論として、本研究で明らかになった示唆と、個々の選択肢の

幅を拡大するために必要な教育的介入のあり方について検討し、最後に本研究の総括と限

界および課題について述べる。 

 

11--55  用用語語のの定定義義  

本稿で取り扱う主な用語の定義は以下のとおりである。 

  

【社会経済的地位（SES）】とは、「経済的、文化的、社会的要素を統合した地位」を指す（松

岡,2019：81）。 

 

【学歴再生産】とは、親と子の世代間で同じ学歴が継承されることを指す。 

 

【世代間学歴上昇】とは、子の学歴が親の学歴を超えることを指す。 

 

【学歴上昇群】とは、親が非大卒で、本人が大卒の人びとを指す。 

 

【非大卒再生産群】とは、親が非大卒で、本人も非大卒の人びとを指す。 
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第第  22  章章  学学歴歴再再生生産産のの現現状状とと課課題題 

 

22--11    日日本本のの学学歴歴社社会会のの変変遷遷  

 第 1章で述べたとおり、近代社会への移行とともに、社会的出自によって個々の選択が

制限・規定される「属性主義社会」から、能力による公平な社会的地位配分を目指す「業

績主義社会」への転換が図られた。日本においても、戦後爆発的な高学歴化（教育拡大）

が進み、それに伴い親子間での学歴上昇や職業変化も増加していった。従来の生まれによ

って進学機会が規定されていた状態と比較すると、「弱いながらも確実な教育機会の平等

化が成し遂げられていた」のである（吉川,2006：250）。そして世代ごとに就学経験が移り

変わる昭和の変動期を経て、平成では高等教育が一般化し、日本はいまや高学歴社会とな

ったといえる（図 2-1）。吉川は、こうした昭和の高学歴化の過渡期を経た、現代の高水準

での学歴の安定・膠着状態を「成熟学歴社会」と呼んでいる（吉川,2006：46)。 

 

＜図 2-1：高等教育機関への進学率＞ 

 

出典：文部科学省（2024：5）「令和 6年度学校基本調査 確定値について」  
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しかしながら、成熟学歴社会の日本では新たな教育格差が生じており、教育機会の不平

等、閉鎖化が危惧されている。吉川（2006）は、1995年実施の社会階層と社会移動全国調

査（The national survey of Social Stratification and social Mobility：以下SSM調

査 ）に基づき、高卒・大卒の固定的再生産傾向を示している。SSM調査の結果を用いた父

親学歴（中卒・高卒・大卒）と子学歴（中卒・高卒・大卒）のクロス集計表によれば、「父

親学歴が高いほど本人学歴が高くなりがちである（低くなりにくい）、という強い関連性が

みとめられる」とし (142)、親大卒・子大卒のなりやすさは、親非大卒・子大卒のなりや

すさの7.32倍であることを示している(143)。また松岡（2019）は、2015年の SSM調査か

ら、生まれによる最終学歴の格差を指摘する。当時 20 代（1986〜1995 年生）の男性につ

いて、父が大卒の場合 80％が大学に進学し、父が非大卒の場合は35％が大学に進学したこ

とを示し、生まれた時点で大学進学の確率が異なることを指摘している（32-37）。 

吉川（2006）は、こうした親学歴による世代間の学歴再生産の傾向を、「学歴下降回避仮

説」という理論によって説明している。学歴の世代間差が激しかった昭和の時代と比較し、

高学歴化が安定した平成の成熟学歴社会では、構造的に世代間の学歴上昇移動は生じにく

くなり、反対に下降移動のリスクが高まる。このような社会変化の中で、学歴下降回避の

メカニズムが作動し、結果として親大卒家庭では大卒が、親高卒家庭では高卒が再生産さ

れる傾向が強くなるのである。 

吉川や松岡は、生まれによって学歴が継承されることで、教育機会の格差と不平等が進

行していることに警鐘を鳴らし（吉川,2006；松岡,2019）、山田も、世代間の格差再生産と

教育格差の拡大は社会階層の固定化をもたらすとして、「日本は自ら階級社会への道に戻

ろうとしている」と指摘している（山田,2021：78）。 

以上のことから、昭和から平成にかけての高学歴化は教育機会の平等化・開放化に寄与

していたと捉えられるが、平成以降の成熟学歴社会は学歴下降回避メカニズムを生じさせ、

かえって教育機会の不平等化・閉鎖化を招いていると考えられる。 

 

22--22    非非大大卒卒再再生生産産のの課課題題  

  筆者は、学歴再生産メカニズムによって生じる親子間の学歴継承のうち、特に非大卒再

生産（親非大卒で子も非大卒になること）について、以下の2点が課題だと考える。 

第一に、非大卒の親をもつ子どもは、本人の意思に関わらず進路選択の幅が狭められて

いる点である。「仮に同じ学力を有していたとしても、社会全体のメカニズムにより非大卒

家庭での進路選択に一定の制限が生じている」ということは、公平性の観点から問題であ

るといえる。 

  第二に、非大卒を継承した子どもは、就職後に経済的な不利益を受けやすいという点で

ある。まず、学歴は雇用形態に影響を与える。「学歴が低いほど非正規雇用になりやすく正

社員になりにくい」（平沢・古田・藤原,2013）だけでなく、佐藤（2011）によると、1990

 8 

年代と 2000 年代では学歴による雇用形態（正規・非正規）の格差が拡大しているとされ

る。                                                                                                       

加えて、職種や役職にも学歴の差が影響している。大卒層はホワイトカラー職に就き、

中卒・高卒層はブルーカラー職に就く傾向にある（吉川,2006：128）。経済学者の橘木（2021）

も、2015年の専門職の学歴比率は大卒31.9％、短大卒13.8％、高卒7.2％である一方、ブ

ルーカラー職（熟練・半非熟練職）は大卒10％以下に対して、高卒・中卒が60％以上であ

るとしている。また、管理職の学歴比率は大卒 16.7％、短大卒 13.8％、高卒 10.2％であ

ることを示し、学歴間の差は、職種や役職にも現れることを指摘している（76−79）。 

さらに、所定内給与額（基本給や諸手当など）を中心に月々の平均賃金を調査している

厚生労働省（2023）の「賃金構造基本統計調査」では、学歴別の月給の比較を示している。

それによると、高卒は28.2万円、専門学校卒は30万円、高専・短大卒は29.7万円、大学

卒は36.9万円、大学院卒は47.7万円（男女および年齢平均）と、非大卒と比較し大卒・

大学院卒の給与の方が高いことがわかる（表 1-1,図 1-1）。さらに橘木（2021）によれば、

高卒と比較して高専・短大卒は1.05倍、大卒は1.29倍の生涯年収を得ているとしている

（65）。 

以上のように、学歴は雇用形態、職種、役職を規定する傾向にあり、その結果、非大卒

者は職業選択やそれに伴う収入の面で不利な状況におかれる傾向にある。これらを踏まえ

ると、大学進学という選択肢を「生まれによって選びにくくなる」ということは重要な課

題であると考える。 

  一方で吉川は、学歴再生産のメカニズムの中でも、親学歴を超える教育選択をする人（以

下、学歴上昇者）は約 20％存在するとしている。そこで本論では、学歴上昇者にはどのよ

うな特徴があり、どのような要因が高校卒業時の進路選択に影響を与えていたのかを検討

したい。 
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第第  33  章章  先先行行研研究究ののレレビビュューーとと概概念念フフレレーームムワワーーククのの構構築築 

 

33--11  教教育育選選択択とと社社会会階階層層  

  第 1章で述べたとおり、近代化に伴って確立された業績主義社会では、社会の開放化が

進んできたかのように見えるが、実際はそうではない。近藤（2000）は、1995年の SSM調

査を分析した結果、親の社会経済的地位は子の教育達成と職業、所得、そして社会経済的

地位に引き継がれる傾向があることを指摘している。すなわち、業績主義が進む一方で「出

身家庭の社会的な有利さがものをいう状況」が生じ、「決して対等で公平な競争がなされて

いるわけではない」としている（236-241）。 

 では、なぜ大学（学部）進学率が約 6割となった今でも、教育達成の階級間格差（CDEA）

が維持されるのだろうか。Boudon（1973 = 1983）は、教育機会の不平等の発生メカニズム

について、出身階層によって学業成績が異なり、また学力を統制したとしても出身階層に

よって進級・進学率が異なることを示し、CDEAは「文化的遺産のメカニズム」（学力・成績

の社会経済格差による1次効果）と、「社会的位置に応じた決定のメカニズム」（学力が同

程度でも残る社会経済的格差による2次効果）によって生じるとしている（図 3-1）。松岡

も同様に、社会経済的地位と大学進学期待は「学力と選択という二つの経路を介している」

としている（松岡,2019：244-245）。 

 つまり、まず出身階層の差が学力の差をつくり、その結果、学歴獲得に階層差が生じる。

しかしそれだけではなく、もし仮に同じ学力を有していたとしても、出身階層によって進

学に対する認知・判断に差があるため、教育の選択行動にも階層差が生じ、結果として学

歴獲得に階層差が生じるのである。 

 

＜図 3-1 学歴獲得に対する階層効果の影響回路＞ 

 

出典：豊永（2023：8）をもとに筆者作成 
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 豊永（2023）は Boudonの階層効果の影響回路の分解をもとに、1次効果と2次効果をそ

れぞれ「学力と努力の階層差」と「教育選択の階層差」と表し、以下のように整理してい

る（豊永,2023：8,44））(図 3-2)。以下、1次効果と2次効果をそれぞれ「学力と努力の階

層差」と「教育選択の階層差」という。 

 

＜図 3-2 学歴獲得に対する階層効果の影響回路の「分解」＞ 

 

出典：豊永（2023：8,44）をもとに筆者作成 

  

33--11--11  学学力力とと努努力力のの階階層層差差  

 これまでの研究で、社会的出自によって学力差が存在することは多く指摘されてきた。

松岡（2019）は、小学校入学時点ですでに親学歴による学力格差があることを指摘してい

る（118）。また橘木（2020）も、平成25年度の全国学力テストの結果を親年収別に比較す

ると、高年収家庭ほど高い学力を有し、年収 200万円未満の子どもと年収 1500万円以上の

子どもでは、国語で 20/100 点、算数で 25/100 点の学力差があることを示している（23-

24）。また、貧困世帯と非貧困世帯の子どもの7〜14歳までの偏差値を比較すると、非貧困

世帯の子どもの方が常に偏差値が高く、年齢が上がるほど学力差が拡大することを指摘し

ている（144）。さらに苅谷（2012）は、家庭の文化的環境が小学校・中学校でのテストの

正答率に影響を与えていることを示し（43-46）、片岡（2001）も、家庭の文化環境が中 3

時の成績に影響を与えることを示唆している。 

親学歴や親の年収、親が子に与える文化的環境は、いずれも社会的出自を表す指標とな

りうるため、これらの研究を踏まえると、出身階層によって学力の差が形成される可能性

は高いといえるだろう。 

 12 

また、苅谷（2001）は、生まれは学力の格差に影響を与えるだけではなく、努力の階層

差（意欲格差、以下インセンティブ・ディバイド）にも影響を及ぼすことを主張している。

苅谷は、学習への意欲を表す変数として学習時間を社会階層グループごとに調査し、学習

時間の減り方には社会階層による差があり、さらに1979年と1997年の学習時間を比較す

ると、学習時間の階層間格差が拡大していることを指摘している(216)。 

 以上のことから、社会経済的地位は学力だけでなく、学力を形成する努力にも影響を与

えているといえる。 

 

33--11--22  教教育育選選択択のの階階層層差差  

学歴は社会階層移動の手段であり、世代間の閉鎖性を解消するものだと考えられていた

からこそ、階層研究においては、先に述べた「学力と努力の階層差」が特に注目されてき

た。業績主義社会では、努力すれば生まれが SESを左右する影響を弱められると期待され

ていたにもかかわらず、実際には学力やそれを支える努力すらも生まれの影響を受けてい

る、ということは問題視されやすい。 

  しかし豊永（2023）は、既存研究では学力格差やインセンティブ・ディバイドのような

「学力と努力の階層差」が注目されがちである一方、学力を経由しない「教育選択の階層

差」の研究については「相対的に手薄」であると指摘する。豊永は、学歴獲得の不平等は

「学力と努力の階層差」だけでは50％程度しか説明できないことを示し、もう半分のプロ

セスである、学力を経由しない「教育選択の階層差」の生成過程の重要性を示唆している

（11-12）。 

そこで本研究では、「教育選択の階層差」が生じるメカニズムに着目し、そのメカニズム

下での学歴上昇群と非大卒再生産群の違いに焦点を当てたい。 

 

33--22  学学歴歴再再生生産産メメカカニニズズムム  

 「教育選択の階層差」の要因について、格差研究で広く支持されているのが、教育達成

の階級間格差（CDEA）を研究した Breen & Goldthorpe（1997）の相対的リスク回避理論仮

説（RRA仮説）である。RRA仮説は合理的選択理論（RCT）に基づいており、個人やその家

庭は、社会経済的地位維持のために進路を合理的に選択すると仮定している。すなわち、

子は親世代と同等以上の職業階層に至りたいと考え、職業的地位・社会階層の下降を回避

しうる教育選択をする、という仮説である。 

 しかし、日本においては RRA仮説に否定的な研究もあり、いくつかの研究では日本の場

合には適合しないと結論づけている（近藤・古田,2009；藤原,2011）。例えば、藤原（2011）

の研究では、父親の教育期待（子どもに期待する学歴）と父職業との連関がないことから、

日本の場合には父職業と子の学歴獲得の関連を説明できないとし、RRA 仮説は棄却される

ことを示している。  
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親職業よりも学歴が重要な意味を持ちうる日本においては、吉川(2006)が提唱する「学

歴下降回避仮説」が一定の支持を得ている（近藤・古田,2009；藤原,2012）。合理的選択理

論に基づけば、人びとは学歴の世代間下降を回避しようとするため、親が高卒の場合あえ

て大卒を目指す必要性が低く、親が大卒の場合は大学進学の必要性が高くなる。すなわち、

親が高卒の場合は自分も高卒であれば学歴下降を回避できるため、大学を目指す動機づけ

は弱く、親が大卒の場合は大学に行かないと親学歴より下降するため、大学進学の動機づ

けが強くなるのである。こうした動機づけは進路選択行動に強く影響するため、結果とし

て、親が「高卒層の大学進学率は低くなり、大卒層の進学率は高くなる」（吉川,2006：150）。

このように学歴下降回避のメカニズムは、子どもが自分たちの意思で進路を選んだとして

も、見えざる手により親学歴が子に継承される「学歴再生産のメカニズム」も同時に生じ

させているといえる。  

また吉川（2009）は、学歴の親子間継承について、親子関係を四つの類型に分けて説明

している。一つ目は、親も子も大卒の「大卒再生産家族」、二つ目は、親が大卒で本人は非

大卒である「学歴下降家族」、三つ目は、親も子も非大卒の「高卒再生産家族」、四つ目は、

親は非大卒で本人は大卒という「学歴上昇家族」である（148）。そして四つの家族類型の

うち、大卒再生産家族の割合が26.4％、高卒再生産家族の割合が37.5％を占め、計 63.9％

の家庭で親子の学歴が再生産されていることを指摘している（203-204）。 

 以上のことから、本論文では「教育選択の階層差」の生成プロセスとして、吉川の学歴

下降回避仮説と学歴再生産メカニズムを前提として考察を進めたい。 

しかしながら、個々の選択行動の傾向を明らかにするには、社会全体のメカニズムのみ

に焦点を当てた考察・検証では不十分である。そこで本論文では、Coleman（1986）のミク

ロ―マクロ・リンクをもとに豊永（2023）が概念化した「学歴獲得の不平等のミクロ―マ

クロ・リンク」（図 3-3）を適用し、学歴再生産に影響を与える個人の経験に着目して検討

を行いたい。ミクロ―マクロ・リンクとは、ミクロとマクロのダイナミックな関係を体系

化した理論である。ミクロとマクロは相互に影響し合う循環的な関係であるとし、ミクロ

の行動が集まってマクロな現象を作り（ミクロ→マクロ）、そのマクロな現象や構造が、再

び個人の行動に影響を与える（マクロ→ミクロ）ことを説明している。 

学歴再生産メカニズムについて論じるにあたっても、このミクロ―マクロ・リンクの概

念が適用されると考える。すなわち、社会（マクロ）の状況や背景をもとに個人（ミクロ）

が進路選択を行い、個人（ミクロ）の選択が集合することによって社会（マクロ）で学歴

再生産メカニズムが生じる。そして社会（マクロ）の教育機会の不平等が、また個人（ミ

クロ）の進路選択に影響を与えると考えられる。 

豊永（2023）も、「学歴獲得の不平等というマクロレベルの現象は、構造的な制約を受け

た個人のミクロレベルの行為の集積によって発生しているはず」とし（6）、学歴獲得への

階層効果を説明するには、マクロな現象とミクロな行為との関連を明確にして議論すべき
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だとしている（7）。そして豊永は、「教育選択の階層差」の生成過程として、親が進路選択

に与える効果を手がかりに、ミクロとマクロの構造を包括的に明らかにした5（343）。 

 

＜図 3-3 ミクロ―マクロ・リンクに基づいた教育選択の階層差の生成過程＞ 

 

豊永（2023：6,8,44）をもとに筆者作成 

 

本論文は、ミクロレベルの個人の中でも、とりわけ学歴再生産メカニズムの制約を受け

ずに親学歴を超える進路選択をした学歴上昇者に焦点を当てて調査を行う。社会構造上の

制約（マクロ）がある中で、個人が親学歴を超える進路選択行動をするにあたっては、個

人（ミクロ）レベルでの内発的動機づけや自律的な動機づけ6があると考えられる。なお、

内発的動機づけとは、個人の内発的な興味・関心に基づいて行動を選択し、その行動を持

続させる心理的な過程・機能を指す。また自律的動機づけとは、内発的動機づけを包含し

た概念で、個人の内発的な興味・関心や目的意識に基づいて行動を選択し、その行動を持

続させる心理的な過程・機能を指す。 

また、こうした内発的・自律的な動機づけは、個人が高校卒業時までに経たさまざまな

経験から影響を受けていると考えられる。そこで本研究では、学歴再生産メカニズムに帰

 
5 豊永（2023）は、社会背景（マクロの原因）が個人の親の教育期待に影響することで

「その後の進路選択の機会と範囲が限定され」（ミクロの原因）、そうした親の認知が子の

教育選択に影響を与え、すなわち大卒家庭の高校生よりも高卒家庭の高校生の方が大学受

験の成功見込みが低くなり、費用負担を懸念する結果、同じ学力でも教育選択の階層差が

生じる（ミクロの結果）と結論づけている（347）。 
6 Deci & Ryan（1985）の自己決定理論では、自律性の程度によって外発的動機づけから

内発的動機づけを段階づけている。動機づけの下位分類のうち、「同一化的調整スタイ

ル」、「統合的調整スタイル」、「内発的調整スタイル」を合わせて「自律的動機づけ」とし

ている（Ryan & Deci,2000）。 
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親職業よりも学歴が重要な意味を持ちうる日本においては、吉川(2006)が提唱する「学

歴下降回避仮説」が一定の支持を得ている（近藤・古田,2009；藤原,2012）。合理的選択理

論に基づけば、人びとは学歴の世代間下降を回避しようとするため、親が高卒の場合あえ

て大卒を目指す必要性が低く、親が大卒の場合は大学進学の必要性が高くなる。すなわち、

親が高卒の場合は自分も高卒であれば学歴下降を回避できるため、大学を目指す動機づけ

は弱く、親が大卒の場合は大学に行かないと親学歴より下降するため、大学進学の動機づ

けが強くなるのである。こうした動機づけは進路選択行動に強く影響するため、結果とし

て、親が「高卒層の大学進学率は低くなり、大卒層の進学率は高くなる」（吉川,2006：150）。

このように学歴下降回避のメカニズムは、子どもが自分たちの意思で進路を選んだとして

も、見えざる手により親学歴が子に継承される「学歴再生産のメカニズム」も同時に生じ

させているといえる。  

また吉川（2009）は、学歴の親子間継承について、親子関係を四つの類型に分けて説明

している。一つ目は、親も子も大卒の「大卒再生産家族」、二つ目は、親が大卒で本人は非

大卒である「学歴下降家族」、三つ目は、親も子も非大卒の「高卒再生産家族」、四つ目は、

親は非大卒で本人は大卒という「学歴上昇家族」である（148）。そして四つの家族類型の

うち、大卒再生産家族の割合が26.4％、高卒再生産家族の割合が37.5％を占め、計 63.9％

の家庭で親子の学歴が再生産されていることを指摘している（203-204）。 

 以上のことから、本論文では「教育選択の階層差」の生成プロセスとして、吉川の学歴

下降回避仮説と学歴再生産メカニズムを前提として考察を進めたい。 

しかしながら、個々の選択行動の傾向を明らかにするには、社会全体のメカニズムのみ

に焦点を当てた考察・検証では不十分である。そこで本論文では、Coleman（1986）のミク

ロ―マクロ・リンクをもとに豊永（2023）が概念化した「学歴獲得の不平等のミクロ―マ

クロ・リンク」（図 3-3）を適用し、学歴再生産に影響を与える個人の経験に着目して検討

を行いたい。ミクロ―マクロ・リンクとは、ミクロとマクロのダイナミックな関係を体系

化した理論である。ミクロとマクロは相互に影響し合う循環的な関係であるとし、ミクロ

の行動が集まってマクロな現象を作り（ミクロ→マクロ）、そのマクロな現象や構造が、再

び個人の行動に影響を与える（マクロ→ミクロ）ことを説明している。 

学歴再生産メカニズムについて論じるにあたっても、このミクロ―マクロ・リンクの概

念が適用されると考える。すなわち、社会（マクロ）の状況や背景をもとに個人（ミクロ）

が進路選択を行い、個人（ミクロ）の選択が集合することによって社会（マクロ）で学歴

再生産メカニズムが生じる。そして社会（マクロ）の教育機会の不平等が、また個人（ミ

クロ）の進路選択に影響を与えると考えられる。 

豊永（2023）も、「学歴獲得の不平等というマクロレベルの現象は、構造的な制約を受け

た個人のミクロレベルの行為の集積によって発生しているはず」とし（6）、学歴獲得への

階層効果を説明するには、マクロな現象とミクロな行為との関連を明確にして議論すべき
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だとしている（7）。そして豊永は、「教育選択の階層差」の生成過程として、親が進路選択

に与える効果を手がかりに、ミクロとマクロの構造を包括的に明らかにした5（343）。 

 

＜図 3-3 ミクロ―マクロ・リンクに基づいた教育選択の階層差の生成過程＞ 

 

豊永（2023：6,8,44）をもとに筆者作成 

 

本論文は、ミクロレベルの個人の中でも、とりわけ学歴再生産メカニズムの制約を受け

ずに親学歴を超える進路選択をした学歴上昇者に焦点を当てて調査を行う。社会構造上の

制約（マクロ）がある中で、個人が親学歴を超える進路選択行動をするにあたっては、個

人（ミクロ）レベルでの内発的動機づけや自律的な動機づけ6があると考えられる。なお、

内発的動機づけとは、個人の内発的な興味・関心に基づいて行動を選択し、その行動を持

続させる心理的な過程・機能を指す。また自律的動機づけとは、内発的動機づけを包含し

た概念で、個人の内発的な興味・関心や目的意識に基づいて行動を選択し、その行動を持

続させる心理的な過程・機能を指す。 

また、こうした内発的・自律的な動機づけは、個人が高校卒業時までに経たさまざまな

経験から影響を受けていると考えられる。そこで本研究では、学歴再生産メカニズムに帰

 
5 豊永（2023）は、社会背景（マクロの原因）が個人の親の教育期待に影響することで

「その後の進路選択の機会と範囲が限定され」（ミクロの原因）、そうした親の認知が子の

教育選択に影響を与え、すなわち大卒家庭の高校生よりも高卒家庭の高校生の方が大学受

験の成功見込みが低くなり、費用負担を懸念する結果、同じ学力でも教育選択の階層差が

生じる（ミクロの結果）と結論づけている（347）。 
6 Deci & Ryan（1985）の自己決定理論では、自律性の程度によって外発的動機づけから

内発的動機づけを段階づけている。動機づけの下位分類のうち、「同一化的調整スタイ

ル」、「統合的調整スタイル」、「内発的調整スタイル」を合わせて「自律的動機づけ」とし

ている（Ryan & Deci,2000）。 
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結するミクロレベルの個人として、親学歴を超える進路選択をした学歴上昇者に焦点を当

て、学歴上昇者の行動選択の動機づけに影響をもたらしたであろう、高校卒業時までの個

人の経験について調査を行いたい。学歴上昇群と非大卒再生産群の経験の違いを明らかに

することによって、個人レベルでの内発的・自律的な動機づけを促進しうる具体的な教育

的介入についても検討できると考える。 

    

33--33  進進路路選選択択にに影影響響をを与与ええるる要要因因  

前節での議論を受け、学歴上昇群の進路選択に影響を与えた要因の一つとして、高校卒

業時までの経験に着目し、学歴上昇者がどのような経験を経てきたのかを分析した上で、

それらが進路選択に与える影響について考察を行いたい。 

調査にあたり、Bandura（1986）の提唱する社会的認知理論と、Deci ＆ Ryan（1985）の

提唱する自己決定理論という二つの理論をもとに理論的枠組みを構築する。 

  

33--33--11  社社会会的的認認知知理理論論――自自己己効効力力感感とと四四つつのの情情報報源源  

 自己効力（Self-Efficacy）とは、心理学研究において Bandura（1986）が提唱した社会

的認知理論（Social Cognitive Theory：SCT）の中心的な概念で、望む結果を生み出すた

めに必要な行動を自分が成功裡に実行できる、という確信である（Bandura,1977：193）。

Bandura は、自己効力は行動選択に直接的な影響を及ぼし、自分が対処可能だと判断でき

る状況では積極的に関与し自信をもって行動する一方で、自分で対処不可能だと判断でき

る脅威的な状況下では、行動を恐れ回避する傾向があるとしている（Bandura,1977：193-

194）。また自己効力は、困難な状況に直面した時にどれだけ努力し、それをどれくらいの

期間続けるかにも影響を与える（Bandura,1977：194）。つまり、認知される自己効力感が

強いほど積極的に自信を持って行動し、より多くの努力が持続し、困難な状況への耐性も

高まるのである。 

 その後 Taylor ＆ Betz（1983）が、Banduraの自己効力の概念を進路研究領域に適用し、

進路選択・決定の過程に要する行動への達成可能感として、進路選択自己効力（Career 

Decision Making Self Efficacy：CDMSE）という概念を提唱している。進路選択自己効力

が強ければ、進路選択活動を活発に行い、その遂行に向けて努力し、困難な状況にも対処

しうるとされる。 

本研究で焦点を当てている学歴上昇群は、親の学歴を超える進路選択を自己決定的に

行い、大学受験という困難なプロセスを経て、親と異なる教育達成を実現している。先

に述べたとおり、Bandura（1977）と Taylor ＆ Betz（1983）によると、自己効力感が

強いほど積極的に行動し、困難に直面しても努力する傾向があることから、学歴上昇群

の行動には、自己効力が影響を与えている可能性が高いと考えられる。そのため、学歴

上昇群がどのような経験から自己効力を形成してきたのかを検討することは、彼らの内
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発的・自律的動機づけの背景を解明する上で有効であろう。 

さらに、自己効力感は操作可能な変数であることから（Bandura,1977）、自己効力感

に寄与する要素を明らかにすることは、教育的介入への応用可能性を高めると考えられ

る。浦上（1995）の研究においても、進路選択自己効力は自分の進路を自己決定するた

めの援助的介入に有用な概念であるとされている。これらのことから、学歴上昇群の自

己効力に影響を与える要素を調査することで、進路選択の幅を拡大する教育的介入への

示唆も得られる可能性があると考える。 

 では、自己効力感に影響を与える要素とは何なのだろうか。Bandura によると、行動変

容のためには学習経験によって自己効力感を高める必要があり、その学習経験の手法とし

て、四つの経験的な情報源(Experiential Sources)―遂行行動の達成、代理的体験、言語

的説得、情緒的喚起―を挙げている。 

 「遂行行動の達成（Performance Accomplishments）」とは、自ら行動して成功体験を得

ることである。遂行行動の達成は、自らの達成経験に基づく情報源であるため、自己効力

を形成する最も効果的な情報源とされている。Bandura（1977）によれば、成功体験は強固

な自己効力を形成する一方で、失敗体験は自己効力を低下させ、特に失敗が早期に起こる

と自己効力は低下しやすいとされる。しかし、Bandura（1977）は、繰り返し成功体験を積

むことで偶発的な失敗の影響は軽減される可能性も示唆しており、失敗が自己効力感に与

える影響は、失敗経験の発生タイミングや内容に依存するとしている。 

 「代理的体験（Vicarious Experience）」は、他者のモデリングによる代理学習を指す。

Bandura（1977）は、自己効力感は自ら経験する達成感のみでなく、代理体験からも多く影

響を受けているとしている。また、Bandura & Barabによると、他者の努力と成功を観察

することで、「他者ができるなら自分にもできる可能性がある」と自己を説得するとされる

（Bandura & Barab,1973）。 しかしながら、自らの達成経験よりは自己効力への影響は弱

いとされている(Bandura,1977)。 

 「言語的説得（Verbal Persuasion）」は他者からの助言であり、励ましや推奨により自

己効力が高まるとされる。Bandura（1977）は、言語による説得は容易かつ即時に取り入れ

られるため、行動変容には言語的説得が広く使われていると示している。一方で、代理的

体験と同様に自らの達成経験に基づくものではないため、自己効力感への強度は弱まる可

能性も指摘している。 

 「情緒的喚起（Emotional Arousal）」とは、「生理的反応の変化を自ら体験すること」で

ある（佐藤,2017）。ストレスや負荷のかかる状況に対処する際、感情的な喚起は自己効力

感に影響を与えるとされる。Bandura は、緊張や恐怖は自己効力感を低下させ、リラック

スした状態だと自己効力が高まるとしている(Bandura,1977)。 

 以上のことから、経験からの学習は自己効力感を経由し、個人の行動変容に影響を与え

ているといえる（図 3-4）。したがって、学歴上昇群の四つの情報源となる経験を調査する
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結するミクロレベルの個人として、親学歴を超える進路選択をした学歴上昇者に焦点を当

て、学歴上昇者の行動選択の動機づけに影響をもたらしたであろう、高校卒業時までの個

人の経験について調査を行いたい。学歴上昇群と非大卒再生産群の経験の違いを明らかに

することによって、個人レベルでの内発的・自律的な動機づけを促進しうる具体的な教育

的介入についても検討できると考える。 

    

33--33  進進路路選選択択にに影影響響をを与与ええるる要要因因  

前節での議論を受け、学歴上昇群の進路選択に影響を与えた要因の一つとして、高校卒

業時までの経験に着目し、学歴上昇者がどのような経験を経てきたのかを分析した上で、

それらが進路選択に与える影響について考察を行いたい。 

調査にあたり、Bandura（1986）の提唱する社会的認知理論と、Deci ＆ Ryan（1985）の

提唱する自己決定理論という二つの理論をもとに理論的枠組みを構築する。 

  

33--33--11  社社会会的的認認知知理理論論――自自己己効効力力感感とと四四つつのの情情報報源源  

 自己効力（Self-Efficacy）とは、心理学研究において Bandura（1986）が提唱した社会

的認知理論（Social Cognitive Theory：SCT）の中心的な概念で、望む結果を生み出すた

めに必要な行動を自分が成功裡に実行できる、という確信である（Bandura,1977：193）。

Bandura は、自己効力は行動選択に直接的な影響を及ぼし、自分が対処可能だと判断でき

る状況では積極的に関与し自信をもって行動する一方で、自分で対処不可能だと判断でき

る脅威的な状況下では、行動を恐れ回避する傾向があるとしている（Bandura,1977：193-

194）。また自己効力は、困難な状況に直面した時にどれだけ努力し、それをどれくらいの

期間続けるかにも影響を与える（Bandura,1977：194）。つまり、認知される自己効力感が

強いほど積極的に自信を持って行動し、より多くの努力が持続し、困難な状況への耐性も

高まるのである。 

 その後 Taylor ＆ Betz（1983）が、Banduraの自己効力の概念を進路研究領域に適用し、
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発的・自律的動機づけの背景を解明する上で有効であろう。 
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 以上のことから、経験からの学習は自己効力感を経由し、個人の行動変容に影響を与え

ているといえる（図 3-4）。したがって、学歴上昇群の四つの情報源となる経験を調査する
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ことは、学歴上昇群の進路選択に影響を与えた要素を明らかにするために有効であると考

えられる。しかしながら、進路選択分野において、自己効力に影響を与える四つの情報源

について扱う研究は奥田・松嵜・山口ら（2015）や佐藤（2013,2017）に一部見られるもの

の限られており、さらに教育選択の階層差の研究において、四つの情報源に着目した研究

は、管見の限り見当たらない。 

 そこで本論では、自己効力に影響を及ぼすとされる情報源に着目し、「学歴上昇群は、進

路選択に影響を与えうる要因としてどのような経験―社会的認知理論の四つの情報源とな

る経験―を経てきたのか」を明らかにしたい。ここでは特に、自らの行動による達成感と

他者との関係性に焦点を当てて、三つの要素―遂行行動の達成・代理的体験・言語的説得

―を取り上げる。 

 

＜図 3-4 Banduraの四つの情報源＞ 

 

出典：Bandura（1977）をもとに筆者作成 

 

33--33--22  自自己己決決定定理理論論――自自律律性性とと基基本本的的心心理理欲欲求求  

 学歴上昇群の進路選択に向けた内発的動機の要因を探るため、社会的認知理論に加え、

自己決定理論（Self-Determination Theory：SDT)からも検討を行いたい。 

 Deci & Ryan（1985）によって提唱された自己決定理論は、自己決定性の概念に基づき、

動機づけを体系的に整理した理論的枠組みである。この理論では、自己決定的・自律的で

あることが、精神的健康や幸福感、パフォーマンスの向上に寄与するとしており、動機づ

けを自己決定性（自律性）の視点から区分して、外発的動機づけから内発的動機づけを連

 18 

続的なものとして捉えることを提唱している。 

 自己決定理論には六つの下位理論がある。その一つである「基本的欲求理論（Basic 

Psychological Needs Theory：BPNT）」では、内発的動機に加えて、広範な心理的成長や幸

福感を説明する包括的な枠組みを提唱している。Ryan & Deciは、人間が有する基本的心

理欲求として、「有能さ（Competence：自分の行動やスキルが有効であると感じること）」、

「自律性（Autonomy：自分の選択や意志で行動していると感じること）」、「関係性

（Relatedness：他者とつながり、親密な関係を築けていると感じること）」の三つを仮定

し、この三つの心理欲求が充足されるほど、内発的動機づけが促進され、充実感や幸福感

が高まるとしている（Ryan & Deci,2000：68；櫻井,2017：81,86-88）。 

以上のことから、有能感・自律性・関係性への欲求が充足される経験が、学歴上昇群の

内発的動機づけに影響を与えている可能性があると考える。よって本研究では、社会的認

知理論に自己決定理論の視点を加え、「学歴上昇群は、進路選択に影響を与えうる要因とし

てどのような経験―自己決定理論の基本的心理欲求を満たす経験―を経てきたのか」にも

焦点を当てて調査したい。 

 

33--44  概概念念フフレレーームムワワーーククのの構構築築  

 本研究は、世代間学歴上昇に影響を与える要素を明らかにし、進路選択の幅を拡大しう

る教育的介入を検討することを目的としている。そこで第 2 章と第 3 章では、日本にお

ける学歴社会の特徴を述べた上で、社会階層研究、進路研究、心理学研究の領域における

先行研究レビューを行った。 

 学歴下降回避仮説によれば、親大卒家庭では大卒が、親高卒家庭では高卒が再生産され

る傾向が強くなるとされる。翻って、こうした学歴再生産傾向に反して親学歴を超える進

路選択をする学歴上昇者には、内発的・自律的動機づけを形成する「経験」があるのでは

ないかと考えられる。そこで、Banduraの提唱する社会的認知理論と、Deci & Ryanの提唱

する自己決定理論をもとに、本研究における概念フレームワークを形成したい。 

 まず、Banduraの自己効力に影響を与える四つの情報源について整理する。Banduraは、

自己効力に影響を与える情報源として、遂行行動の達成が自己効力に最も影響を与えるこ

とを示しつつ、達成経験だけでなく、代理的体験や言語的説得を得ることも自己効力に影

響を与えることを述べている（Bandura,1977）。よって本研究では、遂行行動の達成に加え、

代理的体験と言語的説得についても調査を行いたい。 

 次に、自己決定理論について、その下位理論である「基本的欲求理論」の三つの基本的

心理欲求に着目し、それらの心理欲求の充足経験について調査を行う。 

 さらに、四つの情報源と三つの基本的心理欲求には重複する要素があるため、二つの概

念を整理し、内発的・自律的動機に寄与しうる経験を「自律経験」「達成経験」「代理経験」

「被受容経験」の四つの要素に分解した（図 3-5）。「自律経験」とは、自分で主体的に意思
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決定をした自己決定的な経験である。「達成経験」は、自らが体験した成功経験を指し、「代

理経験」は、他者の成功経験を見聞きした経験を指す。最後に、「被受容経験」とは、四つ

の情報源の言語的説得と、自己決定理論の関係性の概念を合わせたもので、他者から励ま

された経験を表す。 

     

＜図 3-5:概念フレームワーク＞ 

 

出典：Bandura（1977）, Deci & Ryan（2000）の研究をもとに筆者作成 
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第第 44 章章  イインンタタビビュューー調調査査  

  

44--11  調調査査概概要要  

 親学歴を超える進路選択をした人びと―学歴上昇群―はどのような経験を経てきたのか

について、まず半構造化インタビューから探索を試みた。分析方法として質的研究の主題

分析を採用し、インタビューの逐語録をもとにコーディングを行い、コードを概念的カテ

ゴリに分類した。 

 

44--11--11  学学歴歴のの区区分分とと大大卒卒・・非非大大卒卒のの定定義義  

 本調査では学歴を大卒・非大卒に区分する。大卒・非大卒の定義は研究によってやや異

なり、吉川（2009）の研究では、本人・親の学歴ともに、大学・短大・高専へ通った人を

大卒としている。一方、松岡（2016）の研究では、本人学歴について、男性は四年制大学・

大学院を大卒、女性は短大・高専・四年制大学・大学院を大卒とし、親学歴は四年制大学

に加え「短大や旧制高等学校など同等のものを相対的に有利な条件として含んでいる」と

している（33-36,335）。これは、若年層の進学率は高く、その親の進学率はあまり高くな

いという社会的背景を考慮したものであるとされる（松岡,2019）。 

 以上を踏まえ、本調査では、親学歴については大卒を「最終学歴7が短大・高等専門学校・

四年制大学・大学院（それらの中退含む）」、非大卒を「最終学歴が高等学校・専門学校」

と定義し、本人学歴については、近年の女子の大学進学率の向上も踏まえ、男女ともに大

卒は「最終学歴が四年制大学・大学院（それらの中退含む）」、非大卒は「最終学歴が高等

学校・専門学校・短大・高等専門学校」と定義する。 

 

44--11--22  親親学学歴歴のの定定義義  

本研究では、親学歴は父親の学歴（以下、父学歴）を採用し、父親大卒・本人大卒のグ

ループを「大卒再生産群」、父親非大卒・本人非大卒のグループを「非大卒再生産群」、父

親非大卒・本人大卒のグループを「学歴上昇群」、父親大卒・本人非大卒グループを「学歴

下降群」として分類する。 

  なお、吉川（2006）の学歴世代間移動の分析では、母親学歴を用いた場合でも、父親学

歴の場合とほぼ同様の関連性や時系列変容が見られたこと、また既婚男女の学歴には高い

同質性があることを指摘している。また、松岡（2019）の研究でも、同等の学歴同士で結

婚する学歴同類婚の傾向により父母どちらの学歴を用いても同じパターンとなるとして、

 
7SSM学歴分類に基づき、教育機関を複数卒業している場合は最高学歴を採用する。例えば、

大学院卒業後に再度専門学校を卒業した場合は、大卒とする。 
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決定をした自己決定的な経験である。「達成経験」は、自らが体験した成功経験を指し、「代

理経験」は、他者の成功経験を見聞きした経験を指す。最後に、「被受容経験」とは、四つ

の情報源の言語的説得と、自己決定理論の関係性の概念を合わせたもので、他者から励ま

された経験を表す。 

     

＜図 3-5:概念フレームワーク＞ 

 

出典：Bandura（1977）, Deci & Ryan（2000）の研究をもとに筆者作成 
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第第 44 章章  イインンタタビビュューー調調査査  

  

44--11  調調査査概概要要  

 親学歴を超える進路選択をした人びと―学歴上昇群―はどのような経験を経てきたのか

について、まず半構造化インタビューから探索を試みた。分析方法として質的研究の主題

分析を採用し、インタビューの逐語録をもとにコーディングを行い、コードを概念的カテ

ゴリに分類した。 

 

44--11--11  学学歴歴のの区区分分とと大大卒卒・・非非大大卒卒のの定定義義  

 本調査では学歴を大卒・非大卒に区分する。大卒・非大卒の定義は研究によってやや異

なり、吉川（2009）の研究では、本人・親の学歴ともに、大学・短大・高専へ通った人を

大卒としている。一方、松岡（2016）の研究では、本人学歴について、男性は四年制大学・

大学院を大卒、女性は短大・高専・四年制大学・大学院を大卒とし、親学歴は四年制大学

に加え「短大や旧制高等学校など同等のものを相対的に有利な条件として含んでいる」と

している（33-36,335）。これは、若年層の進学率は高く、その親の進学率はあまり高くな

いという社会的背景を考慮したものであるとされる（松岡,2019）。 

 以上を踏まえ、本調査では、親学歴については大卒を「最終学歴7が短大・高等専門学校・

四年制大学・大学院（それらの中退含む）」、非大卒を「最終学歴が高等学校・専門学校」

と定義し、本人学歴については、近年の女子の大学進学率の向上も踏まえ、男女ともに大

卒は「最終学歴が四年制大学・大学院（それらの中退含む）」、非大卒は「最終学歴が高等

学校・専門学校・短大・高等専門学校」と定義する。 

 

44--11--22  親親学学歴歴のの定定義義  

本研究では、親学歴は父親の学歴（以下、父学歴）を採用し、父親大卒・本人大卒のグ

ループを「大卒再生産群」、父親非大卒・本人非大卒のグループを「非大卒再生産群」、父

親非大卒・本人大卒のグループを「学歴上昇群」、父親大卒・本人非大卒グループを「学歴

下降群」として分類する。 

  なお、吉川（2006）の学歴世代間移動の分析では、母親学歴を用いた場合でも、父親学

歴の場合とほぼ同様の関連性や時系列変容が見られたこと、また既婚男女の学歴には高い

同質性があることを指摘している。また、松岡（2019）の研究でも、同等の学歴同士で結

婚する学歴同類婚の傾向により父母どちらの学歴を用いても同じパターンとなるとして、

 
7SSM学歴分類に基づき、教育機関を複数卒業している場合は最高学歴を採用する。例えば、

大学院卒業後に再度専門学校を卒業した場合は、大卒とする。 
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親学歴を父学歴で捉えている。本研究はこれらの先行研究も踏まえた上で考察を行うため、

親学歴は多くの研究で採用されている父親学歴を用いることとする。 

 

44--22  調調査査内内容容  

（1）調査対象者および実施形態  

     1989年 4月 2日〜2001年 4月 1日生まれで、父学歴が非大卒かつ本人が大卒の人 

     ※2024年度に24歳となる代（2000年 4月 2日〜2001年 4月 1日生まれ）〜 

2024年度に35歳となる代（1989年 4月 2日〜1990年 4月 1日生まれ） 

（2）調査時期 

2024年 10月 

（3）参加者 

     女性4名 

A氏：1989年生まれ（インタビュー当時 34歳）、父高卒・本人大卒 

B氏：1990年生まれ（インタビュー当時 34歳）、父中卒・本人大卒 

C氏：1991年生まれ（インタビュー当時 33歳）、父高卒・本人大学院卒 

D氏：1993年生まれ（インタビュー当時 31歳）、父専門学校卒・本人大卒 

（4）参加者抽出方法 

     筆者の知人へ参加者を募集した。 

（5）調査方法 

オンライン会議システムを用いてオンラインインタビューを行った。（約 1時間） 

実施中は逐語録音を行い、質的データ分析に活用した。インタビュー協力者からは 

調査に関する合意書を取っている。同意書は巻末資料に添付する（巻末資料1)。 

（6）主なインタビュー質問項目 

高校卒業時の進路選択に関わる調査のため、冒頭に進路選択に対する態度や考え方 

を聞き取った上で、概念フレームワークに整理した「自律経験」「達成経験」「代理経 

験」「被受容経験」に関連する質問をした。詳細については巻末資料に添付する（巻 

末資料2)。 

① 進路選択に対する考え方 

高校卒業時の進路選択への考え方についての質問 

② 自律経験（自己決定） 

 小学校、中学校、高校時代における自分で選択した経験の有無に関する質問 

③ 達成経験（成功） 

小学校、中学校、高校時代における、成功体験や努力して達成感を得た経験 

の有無に関する質問 
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④ 代理体験（モデリング） 

他者から大学受験の成功経験について見聞きした経験の有無に関する質問 

⑤ 被受容経験（励まし） 

親・教師・友人など周囲の人から励まされた経験の有無に関する質問 

 

44--33  調調査査結結果果  

インタビュー調査での逐語録を元に主題分析を行い、コードと概念カテゴリを抽出し、

概念フレームワークとの関連を整理した（図 4-1）。なお、主題分析結果は巻末資料に添付

する（巻末資料3）。 

 インタビュー調査から考察できたことは以下のとおりである。 

① 進路選択に対する考え方 

 高校卒業時の進路選択への本人の考え方について質問した。その結果、進学先の学校を

自分で決定する、親へ進学希望を伝える、情報を自分で収集するなどの行動を取ったとい

う回答が複数得られた。これらの回答は、進路選択に対して自律的に行動選択をしている

と解釈できる。よって「主体的に進路選択をした経験」という概念カテゴリに分類し、概

念フレームワークの「自律経験」に整理した。 

② 自律経験（自己決定） 

小学校、中学校、高校時代における自分で選択した経験の有無について質問したところ、

調査対象者は多様な自己決定の経験を経ていることがわかった。「学校や家庭の中で主体

的に選択をした経験」「経済的な面での自己決定の経験」「親と離れて外出した経験」とい

う概念カテゴリに区分し、概念フレームワークの「自律経験」に整理した。 

なお、自律経験については、高校時代から自律的な行動選択をしている人はおらず、む

しろ小学生など早期の段階から自己決定の経験を経ていることがわかった。高校卒業時の

進路選択はライフステージの中でも大きな意味を持つ選択機会であり、そこで自律的（自

己決定的）な進路選択をする人は、それ以前にもさまざまな場面において自分で意思決定

を積み重ねてきている可能性が考えられる。このことから、アンケート調査では、学歴上

昇群の自律（自己決定）経験の種類や時期についても検討が必要であると考えられる。 

③ 達成経験（成功） 

小学校、中学校、高校時代における、成功体験や努力して達成感を得た経験の有無に関

して質問をした。その結果、調査対象者は、大別して学校生活とそれ以外での達成経験を

経ていることがわかった。したがって、それらを「学業を通して得た達成経験」「学業以外

の課外活動を通して得た達成経験」というカテゴリに分け、概念フレームワークの「達成

経験」に整理した。 

なお、自律経験と同様に、達成経験についても小学校時代からの成功体験の話が多く出

現した。成功体験は自己効力を強化する（Bandura,1977）ことから、学歴上昇者の早期か
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親学歴を父学歴で捉えている。本研究はこれらの先行研究も踏まえた上で考察を行うため、

親学歴は多くの研究で採用されている父親学歴を用いることとする。 

 

44--22  調調査査内内容容  

（1）調査対象者および実施形態  

     1989年 4月 2日〜2001年 4月 1日生まれで、父学歴が非大卒かつ本人が大卒の人 

     ※2024年度に24歳となる代（2000年 4月 2日〜2001年 4月 1日生まれ）〜 

2024年度に35歳となる代（1989年 4月 2日〜1990年 4月 1日生まれ） 

（2）調査時期 

2024年 10月 

（3）参加者 

     女性4名 

A氏：1989年生まれ（インタビュー当時 34歳）、父高卒・本人大卒 

B氏：1990年生まれ（インタビュー当時 34歳）、父中卒・本人大卒 

C氏：1991年生まれ（インタビュー当時 33歳）、父高卒・本人大学院卒 

D氏：1993年生まれ（インタビュー当時 31歳）、父専門学校卒・本人大卒 

（4）参加者抽出方法 

     筆者の知人へ参加者を募集した。 

（5）調査方法 

オンライン会議システムを用いてオンラインインタビューを行った。（約 1時間） 

実施中は逐語録音を行い、質的データ分析に活用した。インタビュー協力者からは 

調査に関する合意書を取っている。同意書は巻末資料に添付する（巻末資料1)。 

（6）主なインタビュー質問項目 

高校卒業時の進路選択に関わる調査のため、冒頭に進路選択に対する態度や考え方 

を聞き取った上で、概念フレームワークに整理した「自律経験」「達成経験」「代理経 

験」「被受容経験」に関連する質問をした。詳細については巻末資料に添付する（巻 

末資料2)。 

① 進路選択に対する考え方 

高校卒業時の進路選択への考え方についての質問 

② 自律経験（自己決定） 

 小学校、中学校、高校時代における自分で選択した経験の有無に関する質問 

③ 達成経験（成功） 

小学校、中学校、高校時代における、成功体験や努力して達成感を得た経験 

の有無に関する質問 
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④ 代理体験（モデリング） 

他者から大学受験の成功経験について見聞きした経験の有無に関する質問 

⑤ 被受容経験（励まし） 

親・教師・友人など周囲の人から励まされた経験の有無に関する質問 

 

44--33  調調査査結結果果  

インタビュー調査での逐語録を元に主題分析を行い、コードと概念カテゴリを抽出し、

概念フレームワークとの関連を整理した（図 4-1）。なお、主題分析結果は巻末資料に添付

する（巻末資料3）。 

 インタビュー調査から考察できたことは以下のとおりである。 

① 進路選択に対する考え方 

 高校卒業時の進路選択への本人の考え方について質問した。その結果、進学先の学校を

自分で決定する、親へ進学希望を伝える、情報を自分で収集するなどの行動を取ったとい

う回答が複数得られた。これらの回答は、進路選択に対して自律的に行動選択をしている

と解釈できる。よって「主体的に進路選択をした経験」という概念カテゴリに分類し、概

念フレームワークの「自律経験」に整理した。 

② 自律経験（自己決定） 

小学校、中学校、高校時代における自分で選択した経験の有無について質問したところ、

調査対象者は多様な自己決定の経験を経ていることがわかった。「学校や家庭の中で主体

的に選択をした経験」「経済的な面での自己決定の経験」「親と離れて外出した経験」とい

う概念カテゴリに区分し、概念フレームワークの「自律経験」に整理した。 

なお、自律経験については、高校時代から自律的な行動選択をしている人はおらず、む

しろ小学生など早期の段階から自己決定の経験を経ていることがわかった。高校卒業時の

進路選択はライフステージの中でも大きな意味を持つ選択機会であり、そこで自律的（自

己決定的）な進路選択をする人は、それ以前にもさまざまな場面において自分で意思決定

を積み重ねてきている可能性が考えられる。このことから、アンケート調査では、学歴上

昇群の自律（自己決定）経験の種類や時期についても検討が必要であると考えられる。 

③ 達成経験（成功） 

小学校、中学校、高校時代における、成功体験や努力して達成感を得た経験の有無に関

して質問をした。その結果、調査対象者は、大別して学校生活とそれ以外での達成経験を

経ていることがわかった。したがって、それらを「学業を通して得た達成経験」「学業以外

の課外活動を通して得た達成経験」というカテゴリに分け、概念フレームワークの「達成

経験」に整理した。 

なお、自律経験と同様に、達成経験についても小学校時代からの成功体験の話が多く出

現した。成功体験は自己効力を強化する（Bandura,1977）ことから、学歴上昇者の早期か
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らの達成経験が自己効力を高め、その後の行動選択にも影響を与えた可能性が考えられる。 

④ 代理体験（モデリング） 

他者から大学受験の成功経験について見聞きした経験の有無について質問をしたが、該

当する回答は得られなかった。このことから、学歴上昇群の特徴として、他者の成功例か

らの影響よりも、自らの自律・達成経験や、後述する身近な人間から受ける励ましの影響

の方が強い可能性が示唆される。 

⑤ 被受容経験（励まし） 

親・教師・友人など周囲の人から励まされた経験の有無について質問をした。その結果、

励まされた経験だけでなく、周囲の人から支援を受けた経験や尊重的な態度で接してもら

った経験についての話が多く出現した。よって、親・教師・友人からの「励まし」「支援的

関わり」「尊重的態度」のカテゴリに分類し、概念フレームワークとの関連は「被受容経験」

に整理した。 
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＜表 4-1：コード・概念カテゴリ・概念フレームワークとの関連＞ 
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らの達成経験が自己効力を高め、その後の行動選択にも影響を与えた可能性が考えられる。 

④ 代理体験（モデリング） 

他者から大学受験の成功経験について見聞きした経験の有無について質問をしたが、該

当する回答は得られなかった。このことから、学歴上昇群の特徴として、他者の成功例か

らの影響よりも、自らの自律・達成経験や、後述する身近な人間から受ける励ましの影響

の方が強い可能性が示唆される。 

⑤ 被受容経験（励まし） 

親・教師・友人など周囲の人から励まされた経験の有無について質問をした。その結果、

励まされた経験だけでなく、周囲の人から支援を受けた経験や尊重的な態度で接してもら

った経験についての話が多く出現した。よって、親・教師・友人からの「励まし」「支援的

関わり」「尊重的態度」のカテゴリに分類し、概念フレームワークとの関連は「被受容経験」

に整理した。 
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＜表 4-1：コード・概念カテゴリ・概念フレームワークとの関連＞ 
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44--44  概概念念フフレレーームムワワーーククのの精精緻緻化化とと分分析析モモデデルルのの作作成成  

  ここまでのインタビュー分析結果を受け、概念フレームワークの精緻化を行った。 

 まず、「自律経験」「達成経験」「代理経験」「被受容経験」の四つの要素のうち、回答が

得られなかった「代理体験」を除き、「自律経験」「達成経験」「被受容経験」の三つの要素

で概念フレームワークを再構成した（図 4-2）。 

 

＜図 4-2：概念フレームワークの精緻化＞ 

 

出典：筆者作成 

 

その後、アンケート調査にあたり、インタビュー調査で明らかになった「自律経験」「達成

経験」「被受容経験」の要素をもとに以下の分析モデルを作成した（図 4-3）。 

 

（a）自律経験 

高校卒業時の自律的な進路選択、学校や習い事など生活面での自律経験、自律的な外出

の経験、自律的な金銭管理の経験について調査する。なお、インタビュー調査から示唆さ

れた経験時期の影響も考慮し、学校や習い事での自律経験、自律的な外出の経験、自律的

な金銭管理の経験については時期ごとに尋ねる。 

（b）達成経験 

学業と学業以外の課外活動について、小学生から高校生までの達成経験について調査す

る。達成経験についても、インタビュー調査において成功経験の時期の影響が示唆された

ため、学業と学業以外の課外活動での達成経験を、それぞれどの時期に経たかを尋ねる。 

（c）被受容経験 

被受容経験とは、先に述べたとおり、Bandura の四つの情報源における言語的説得と、

 26 

Deciらの自己決定理論における人間関係の概念を合わせたもので、他者から励まされた経

験を指す。インタビュー調査から、他者から励ましの言葉をかけられるだけでなく、他者

からの受容的・尊重的態度を本人が認知することも重要な要素になりうることが示唆され

たため、それを踏まえて調査を行う。 

なお、Bandura は、言語的説得が自己効力に与える影響は、説得者の信頼性・専門知識

などの度合いに大きく依存するとしている。安達の四つの情報源に関する研究では、言語

的説得をする対象を具体的に特定することで、より正確な調査ができる可能性が示唆され

ており（安達,2006）、また、奥田らの研究によれば、信頼し尊敬できる教師・友人との出

会いも進路決定に影響を与えているとされる（奥田・松嵜・山口 2015：115）。これらの先

行研究やインタビュー調査の回答を踏まえ、ここでの「他者」とは、「保護者・教師・友人」

であると定義する。また、保護者・教師・友人それぞれからの受容経験について、中学生

までと高校生以降に分けて尋ねる。 

 

＜図 4-3：分析モデル＞ 

 

出典：筆者作成 
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44--44  概概念念フフレレーームムワワーーククのの精精緻緻化化とと分分析析モモデデルルのの作作成成  
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＜図 4-2：概念フレームワークの精緻化＞ 

 

出典：筆者作成 

 

その後、アンケート調査にあたり、インタビュー調査で明らかになった「自律経験」「達成

経験」「被受容経験」の要素をもとに以下の分析モデルを作成した（図 4-3）。 

 

（a）自律経験 

高校卒業時の自律的な進路選択、学校や習い事など生活面での自律経験、自律的な外出

の経験、自律的な金銭管理の経験について調査する。なお、インタビュー調査から示唆さ

れた経験時期の影響も考慮し、学校や習い事での自律経験、自律的な外出の経験、自律的

な金銭管理の経験については時期ごとに尋ねる。 

（b）達成経験 

学業と学業以外の課外活動について、小学生から高校生までの達成経験について調査す

る。達成経験についても、インタビュー調査において成功経験の時期の影響が示唆された

ため、学業と学業以外の課外活動での達成経験を、それぞれどの時期に経たかを尋ねる。 

（c）被受容経験 

被受容経験とは、先に述べたとおり、Bandura の四つの情報源における言語的説得と、

 26 

Deciらの自己決定理論における人間関係の概念を合わせたもので、他者から励まされた経

験を指す。インタビュー調査から、他者から励ましの言葉をかけられるだけでなく、他者

からの受容的・尊重的態度を本人が認知することも重要な要素になりうることが示唆され

たため、それを踏まえて調査を行う。 

なお、Bandura は、言語的説得が自己効力に与える影響は、説得者の信頼性・専門知識

などの度合いに大きく依存するとしている。安達の四つの情報源に関する研究では、言語

的説得をする対象を具体的に特定することで、より正確な調査ができる可能性が示唆され

ており（安達,2006）、また、奥田らの研究によれば、信頼し尊敬できる教師・友人との出

会いも進路決定に影響を与えているとされる（奥田・松嵜・山口 2015：115）。これらの先

行研究やインタビュー調査の回答を踏まえ、ここでの「他者」とは、「保護者・教師・友人」

であると定義する。また、保護者・教師・友人それぞれからの受容経験について、中学生

までと高校生以降に分けて尋ねる。 

 

＜図 4-3：分析モデル＞ 

 

出典：筆者作成 

 

 

 

 

― 199 ―



 27 

第第  55  章章  アアンンケケーートト調調査査  

  

55--11  調調査査概概要要  

 図 4-3の分析モデルに基づきアンケート項目を生成し、アンケート調査を実施した。ア

ンケート調査で収集した情報から回答者属性を整理し、SPSS を用いて統計分析を行った。 

今回は特に学歴上昇群と高卒再生産群の差違について明らかにしたいため、統計分析の

対象は親学歴（今回は父親学歴）が非大卒の人に限定している。本人学歴をダミー変数に

変換し、それぞれの項目について主成分分析をした上で平均値の比較と T検定を行った。 

なお、父学歴が非大卒の回答者に絞って比較分析を行うことから、対象となるサンプル

数が限られる。そのため、今回の分析では有意確率 10％水準未満を有意とする。 

 

55--22  調調査査内内容容  

（1）調査対象者および実施形態 

    1989年 4月 2日〜2001年 4月 1日生まれの人 

     ※2024年度に24歳となる代（2000年 4月 2日〜2001年 4月 1日生まれ）〜 

2024年度に35歳となる代（1989年 4月 2日〜1990年 4月 1日生まれ） 

     なお、今回の研究では父学歴を親学歴とみなすため、全回答259件のうち、父親の 

学歴不明（14件）、両親の学歴不明（9件）の計 23件を除外し、236件を有効回答と 

した。また、統計分析時には父親非大卒（学歴上昇群および非大卒再生産群）の回答 

に限定したため、90件を分析対象とする。 

（2）調査時期 

    2024年 10月 23日〜11月 2日 

（3）回答者抽出方法 

スノーボールサンプリング方式 

（4）調査方法 

   無記名の個別記入形式の質問紙を、WEBアンケートフォームの形式でオンライン上に 

て回収した。尚、アンケート協力者には、アンケート調査の意義や倫理上の配慮に合 

意を得た上で回答を得た(巻末資料4)。 

（5）質問紙の構成 

フェイスシート（年代、本人学歴、父学歴、母学歴）と、以下に示す四つの尺度から 

構成される。学歴については、4-1-1,4-1-2の定義に準ずる。 

    「進路選択の自律性」、「達成経験」、「被受容経験」の三つの尺度は、回答の中心化傾 

向を避けるため、4件法にて回答を求めた。「自律経験の体験時期」の尺度について 

は、未就学児〜高校生、または小学生〜高校生の四つの選択肢にて回答を得た。なお、 

アンケート設問は巻末資料に添付する（巻末資料5）。 
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（a）自律経験 

（a-1）進路選択の自律性 

高校生の進路選択の自律性を問う尺度である。進路選択自律尺度については、高 

校生の進路決定に対する自己効力測定尺度の研究をもとに、富永（2006）の「高校 

生のための進路選択自己効力（HCDMSE）尺度」に基づき作成した。今回は、HCDMSE 

尺度 16項目のうち 5項目を元に作成した。回答形式は、「まったく当てはまらな 

い」（1点）〜「かなり当てはまる」（4点）の4件法である。なお、信頼度、併存 

的妥当性、内的妥当性については、富永（2006）の研究ですでに検証されているた 

め、尺度妥当性についてはここでは検討しない。 

（a-2）自律経験の体験時期 

自律経験の体験時期について、「未就学児〜」〜「高校生〜」で回答を求めた。 

明確な時期がわからないことも想定し、「わからない」の選択肢を追加した。また、 

習い事や塾などの学校外での活動についての設問には「習い事や通塾をしたこと 

がない」の選択肢を追加した。以上二つの回答は分析時に欠損値として扱った。 

（b）達成経験 

小学生・中学生・高校生の自信に繋がった経験について、学業とそれ以外の課外 

活動に区分した。回答形式は、「まったくそう思わない」（1点）〜「かなりそう思 

う」（4点）の4件法である。 

（c）被受容経験 

高校入学前と後に分けて、保護者・教師・友人の励ましや尊重的態度の有無につ 

いて質問した。回答形式は、「まったくそう思わない」（1点）〜「かなりそう思う」 

（4点）の4件法である。 

 

55--33  調調査査結結果果  

5-2 のアンケートの結果をもとに、アンケート回答者の属性について確認した上で、図

4-3の分析モデルを検証する。 

統計分析では、分析モデルの各項目の信頼性分析を行い、その後主成分分析の上、平均

値の比較と T検定を行った。 

  

55--33--11  回回答答者者のの属属性性  

  有効回答数は 259 件だが、4-1-2 のとおり、今回の分析では父学歴を親学歴として用い

る。よって父学歴不明と回答した14件、両親学歴不明と回答した9件の合計 23件を除き、

236件をもとに回答者の属性を確認する（表 5-1）。 

 吉川（2009）の研究では、大卒再生産家庭の割合は 26.4％、高卒再生産家庭の割合は

37.5％と、計 63.9％の家庭で親子の学歴が継承されていることが示されている（203-204）。 
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それに対し、今回の調査結果では大卒再生産家庭が58.1％、高卒再生産家庭が14.4％と、

計 72.5％の家庭で学歴再生産の傾向が見られた。したがって、内訳は異なるものの、吉川

の指摘する学歴再生産の傾向が認められた。なお、本人大卒の割合が高いことについては、

筆者の知人を中心にスノーボール形式で調査を行ったために、筆者の学習歴に近しい属性

の回答が多くなったことが理由であると考えられる。 

  

 

55--33--22    分分析析モモデデルルのの検検証証  

「自律経験」「達成経験」「被受容経験」の三つの要素について、それぞれ信頼性分析を

行い、その後主成分分析の上、平均値の比較と T検定を行った。 

 

（a）自律経験（Q.2〜6,Q.19〜25） 

（a-1）高校卒業時の進路選択の自律性（Q.2〜6） 

  進路選択自律尺度の内的整合性を確認するために、Cronbachのα係数を算出した結果、

0.77だった。よって十分な内的整合性があると判断できる。その後主成分分析を行った結

果、一つの成分にまとまった。これを「進路選択自律性成分」と名付ける（表 5-2）。 
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 次に、進路選択自律性成分の平均値を学歴上昇群と非大卒再生産群の間で比較したとこ

ろ、10％水準で有意差はなかった（表 5-3）。よって、高校卒業時の進路選択の自律性は大

学進学に影響を与えてないと解釈できる。 

 

（a-2）自律経験の時期（Q.19〜25） 

内的整合性を確認するために、Cronbach のα係数を算出した結果は 0.574 であった。

0.7を切っているため、本尺度については内的一貫性があるとは言えない。しかしながら、

これは異なる自律経験を開始した時期ごとに尋ねたためと考えられる。その後主成分分析

（バリマックス回転）を行った結果、三つの成分にまとまった。 

第1主成分は「衣服・荷物の準備を自分でする」「学校の宿題管理を自分でする」「習い

事や塾を自分の意思で選択する」の負荷量が高く、身の回りや普段の生活の中での自己管

理・自己決定を表すと捉えられるため、「生活自律性」と命名した。第2主成分は「保護者

と離れて一人で電車やバスに乗る」「保護者と離れて宿泊する」の負荷量が高いため、「外

出自律性」と名付けた。第3主成分は「小遣いの管理を自分でする」という項目の負荷量

が高いため、「経済自律性」とした（表 5-4）。 
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55--33--22    分分析析モモデデルルのの検検証証  

「自律経験」「達成経験」「被受容経験」の三つの要素について、それぞれ信頼性分析を

行い、その後主成分分析の上、平均値の比較と T検定を行った。 

 

（a）自律経験（Q.2〜6,Q.19〜25） 

（a-1）高校卒業時の進路選択の自律性（Q.2〜6） 

  進路選択自律尺度の内的整合性を確認するために、Cronbachのα係数を算出した結果、
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果、一つの成分にまとまった。これを「進路選択自律性成分」と名付ける（表 5-2）。 

 30 

 

 次に、進路選択自律性成分の平均値を学歴上昇群と非大卒再生産群の間で比較したとこ

ろ、10％水準で有意差はなかった（表 5-3）。よって、高校卒業時の進路選択の自律性は大

学進学に影響を与えてないと解釈できる。 

 

（a-2）自律経験の時期（Q.19〜25） 

内的整合性を確認するために、Cronbach のα係数を算出した結果は 0.574 であった。

0.7を切っているため、本尺度については内的一貫性があるとは言えない。しかしながら、

これは異なる自律経験を開始した時期ごとに尋ねたためと考えられる。その後主成分分析

（バリマックス回転）を行った結果、三つの成分にまとまった。 

第1主成分は「衣服・荷物の準備を自分でする」「学校の宿題管理を自分でする」「習い

事や塾を自分の意思で選択する」の負荷量が高く、身の回りや普段の生活の中での自己管

理・自己決定を表すと捉えられるため、「生活自律性」と命名した。第2主成分は「保護者

と離れて一人で電車やバスに乗る」「保護者と離れて宿泊する」の負荷量が高いため、「外

出自律性」と名付けた。第3主成分は「小遣いの管理を自分でする」という項目の負荷量

が高いため、「経済自律性」とした（表 5-4）。 
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生活自律性と外出自律性について、学歴上昇群と非大卒再生産群の平均値に有意差はな

かった（表 5-5,5-6）。一方、経済自律性は非大卒群の方が大卒群よりも10％水準で有意で

高かった（表 5-7）。これは、学歴上昇群は、小遣いを管理し自分で資源配分をすること、

すなわち自己管理と自己決定の経験を早い段階から積んできたことを示し、早期からの自

己決定経験が、高校卒業時の進路選択に影響を与えうると解釈できる。 

 

 32 

 

（b）達成経験（Q.7〜12） 

達成経験尺度についても Cronbach のα係数を算出した結果、0.8 であったため、十分

な内的整合性があると判断できる。その後主成分分析（バリマックス回転）を行った結果、

「学業の達成経験による自信」と、「課外活動での達成経験による自信」の二つの成分に分

かれた（表 5-8）。 

 

課外活動での達成経験は大卒群と非大卒群の間の平均値に有意差はなかった（表 5-9）。

一方、学業での達成経験による自信の平均値は大卒群の方が非大卒群よりも 5％水準で有

意に高かった（表 5-10）。よって、大卒群の方が非大卒群に比べ、小学校から高校までの

学業での達成経験から自信を得ていると解釈できる。 
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（c）被受容経験（Q.13〜18） 

   Cronbachのα係数を算出した結果、0.779であった。よって十分な内的整合性がある

と判断できる。主成分分析（バリマックス回転）を行った結果、「友人・教師からの受容経

験」と「保護者からの受容経験」の二つの成分に分かれた（表 5-11）。 

 

 34 

しかし、「友人・教師からの受容経験」「保護者からの受容経験」ともに大卒群と非大卒

群の間の平均値に有意差はなかった（表 5-12、表 5-13）。 

 

 

 

55--44  ままととめめ    

学歴上昇群と非大卒再生産群の経験の違いを明らかにするためにアンケート調査を実

施した結果、以下のような知見が得られた。 

まず、自律経験について、学歴上昇群は早期に経済的自律経験を経ていた傾向が認めら

れた。この結果は、早期から収支の管理や資源配分をする経験を通じて自律性への欲求を

満たすことが、内発的・自律的動機づけに影響を与えうることを示唆する。また、早期か

ら自己決定の機会を多く持つことが、自律的な態度に影響をもたらした可能性も考えられ

る。一方、進路選択自律性、生活自律性、外出自律性に関しては有意差が認められなかっ

たため、自律性の種類や経験する時期によって、進路選択への影響が異なることが示唆さ

れた。 

次に、達成経験について、学歴上昇群は非大卒再生産群よりも、小学校から高校までの

学業による達成経験を通して自信を得てきたことが確認された。この結果は、学業での成

功体験に伴う自己効力感の向上が、進路選択における内発的・自律的動機づけに影響を与

えうる可能性を示している。一方で、課外活動での達成経験については両群間で有意差が
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 35 

認められなかった。学校生活における学業と部活や習い事のような課外活動では、活動の

内容や費やす時間、そこで関わる対象者や人数などの条件が異なるため、それらの条件の

違いによって、課外活動では達成感や自信を認知しにくくなっている可能性が考えられる。

しかし、その具体的なメカニズムについては明らかになっておらず、学業と課外活動の達

成経験の影響の差については、今後の研究が必要である。 

最後に、被受容経験については、保護者・教師・友人からの受容的な態度や励ましが、

進路選択へ影響を与えたという結果は得られなかった。これらの経験が進路選択行動に寄

与する可能性は否定できないものの、今回調査した学歴上昇群の進路決定においては、他

者からの関わりかけよりも、本人による主体的な経験が重要であることが示唆された。 
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第第  66  章章  結結論論  

 

66--11  世世代代間間学学歴歴上上昇昇にに影影響響をを与与ええるる要要素素  

 本研究の目的は、親学歴が子に継承される学歴再生産メカニズムの影響を受けなかった

人びと―学歴上昇群―に着目し、親学歴に規定されない進路選択（世代間学歴上昇）に影

響を与える要素は何かを明らかにすることであった。そこで本研究では、学歴上昇群の経

験に焦点を当て、どのような経験をすることが進路選択の幅を拡大する要素となりうるの

かを調査するため、Bandura（1986）の社会的認知理論およびDeci & Ryan（1985）の自己

決定理論という二つの理論的枠組みを活用した分析モデルを作成した。このモデルに基づ

き、インタビュー調査とアンケート調査を実施した結果、分析モデルのうち「学業達成経

験」と「経済的自律性」の要素が、進路選択に影響を与えている可能性が部分的に支持さ

れた。一方で、他の要因については分析モデルの仮説は検証されなかった。 

 

66--11--11  学学業業達達成成経経験験  

分析モデルの「達成経験」のうち、小学校から高校までの「学業達成経験」の平均値を

学歴上昇群と非大卒再生産群とで比較した結果、学歴上昇群の方が非大卒再生産群よりも

5％水準で有意に高かった。これにより、「学業達成経験」は親非大卒家庭の子どもの大学

進学に影響を及ぼす蓋然性が高いことが示唆された。 

Bandura（1977）は、社会的認知理論における四つの情報源のうちの「遂行行動の達成」

（本研究では「達成経験」）について、成功体験が自己効力を強化し、一度形成された自己

効力は、他の場面にも一般化できることを示している。このことから、小学生の段階から

達成経験を経ること、すなわち早期からの達成経験によって自己効力感が形成されたこと

が、その後の学習への態度や成果、高校卒業時の進路選択における自律的な動機づけに貢

献しているのではないかと考えられる。 

また、学習内容の習得は後続の内容の理解・応用を促進するため、特定の学習内容を習

得していると、関連する学習においても達成経験を経やすい。そのような達成経験の繰り

返しが、さらなる自己効力感の強化に寄与していると考えられる。 

加えて、第3章で述べたとおり、自己効力に寄与する情報源のうち自らの経験に基づく

「達成経験」は、自己効力の形成に最も効果的な情報源とされている。このことからも、

学歴上昇群の学業における継続的な達成経験は、自己効力感に強く影響を与えた可能性が

高いと解釈できる。 

 

66--11--22  経経済済的的自自律律性性  

分析モデルの「自律経験」における「経済的自律性」の早さも、10％水準ではあるが有

意な影響が認められた。この結果から、早期から裁量権を持って金銭的な資源配分をした
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第第  66  章章  結結論論  
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り、主体的に選択をしたりする自律経験が、自己決定理論の基本的心理欲求における「自

律性への欲求」を満たし、それにより内発的動機づけが促進された可能性があると解釈で

きる。 

また、小遣い管理という過程において、限られた資源を管理し、意思決定するという経

験を積み重ねたことが、その後の自己決定的な態度の形成に寄与した可能性も考えられる

だろう。 

  

66--22    選選択択肢肢拡拡大大にに向向けけたた教教育育的的介介入入へへのの示示唆唆  

 これまでの調査結果を受け、進路選択の幅を広げるための教育的介入として、達成経験

を認知する機会と自己決定的な学習機会の拡充が効果的であると考える。 

アンケート調査によれば、学歴上昇群は小学校から高校までの学業において達成経験を

得ている傾向がある。このことから、早期から学習に対して「できる」「自信がある」と認

知し自己効力感が高まることで、自信をもって以降の学習や進路選択活動に臨めた可能性

が想定される。そこで、個人への教育的な介入として、学習場面で「達成経験をつくる」

「達成経験を認知し自信を得る」という二つのプロセスが必要であり、そのためには、児

童・生徒が小さな成功体験を積み、また自分の努力や成果をより効果的に認知できるよう

な「目標設定・行動計画作成」と「振り返り」の機会をつくることが有効だと考える。 

また一方で、学歴上昇群は早期から経済的自律経験を経ていることも認められた。これ

は、一定の範囲の中で、自分で裁量権をもって資源配分を取捨選択することとも言い換え

られる。このことから、児童・生徒に決められた範囲内で裁量権を付与し、自己決定の機

会を多く設ける学習機会の創出が効果的であると考察される。 

自己決定を伴う学習機会創出へのアプローチとして、奈須の提唱する自己決定的学習8が

ある（奈須,2021）。自己決定的学習とは、全員が同じ内容を同じ順序で学ぶ従来の学習に

対し、「学びの内容を子どもたち自身に委ね、一人ひとりの興味・関心を最大限引き出す」

学習であるとされる。こうした自己決定的な経験を意図的に創出することにより、より内

発的・自律的な動機づけが強化されると考えられる。 

以上のような教育的介入を実施する際には、児童・生徒一人ひとりの発達段階や興味・

関心に応じて、適切なタイミングで目標設定や振り返りを行うことや、段階的に自己決定

の範囲を広げていくことが効果的であると考える。しかしながら、そのような個に寄り添

った対応や細やかなフィードバックを学校教育で行うことは、地域によっては人的・物的

資源の制限から実現が難しい場合もある。そこで、これらの教育的介入を効果的に実施す

るためには、地域のボランティアや NPO法人、民間企業との連携が不可欠であると考える。

 
8主要なアプローチとして、順序選択学習（生徒が学習内容の順序を選択できる）、課題選

択学習（生徒が学習課題を選択できる）、課題設定学習（生徒の興味・関心などによって

自由に学習内容を選択できる）がある（奈須,2021）。 
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例えば、外部から学校へ教師以外の人的資源を投入することや、あるいは NPO法人や民間

企業で、学校外教育としてこうした指導を行う機関を運営し、それに対して国や自治体で

教育バウチャー（行政が支給する引換券）制度を導入することも有効であろう。 

 

66--33  本本研研究究のの限限界界とと今今後後のの課課題題  

 本研究は、学歴再生産メカニズムの影響を受けなかった学歴上昇群の経験に焦点を当て、

どの時期にどのような経験をすることが、進路の選択肢を拡大する要素となりうるかを明

らかにした。一方で、本研究にはいくつかの限界がある。 

 第一に、教育選択に影響を与える要因は単一ではないことから、進路選択行動には、本

研究で明らかになった要素の他にも、さまざまな要因が複合的に影響しあっていると考え

るのが妥当である。したがって、本研究で議論してきた経験は、あくまで学歴上昇に影響

を与える一要因である可能性の示唆に留まる。また、経験から進路選択へのプロセスにつ

いては、十分な検討ができていない。個人の経験がどのように進路選択に影響するのかと

いうメカニズムの解明は、今後の重要な研究課題となる。 

 第二に、性差や地域差については十分に検討されていない。男女に分けて父親学歴や母

親学歴の影響をみた調査や地域別の調査において、その影響力が示されることがある。今

回の研究テーマでは焦点を当てていないジェンダー間の差や地域間の差についても、今後

より詳細な検討が求められる。 

 第三に、サンプルの抽出方法と数量に限定性がある。今回のインタビューおよびアンケ

ート調査は筆者の知人を起点に実施しているため、筆者の教育選択経験と近しい者とその

知り合いから多く回答を得ている。その結果、本研究と吉川が SSM調査から示した家族類

型の親子学歴ごとの割合にはやや差が生じている。サンプリング方法の改善とサンプル数

の拡大をした上で、さらなる実証的研究が必要であると考える。 

 

66--44  結結語語  

 本研究では、学歴再生産メカニズムに注目し、親の学歴を超える進路選択をした人びと

―学歴上昇群―の経験に焦点を当て、彼らの高校卒業時の進路選択に影響を与えた要因を

明らかにし、教育的介入の示唆を得ることを試みた。 

 そこで、Bandura（1986）の社会的認知理論と Deci & Ryan(1985)の自己決定理論に基づ

き、インタビュー調査とアンケート調査を実施した。その結果、早期からの学業における

達成経験と経済的な自律経験が、進路選択の幅を広げる可能性があることが示唆された。 

学歴上昇群は小学校から高校までの学業において達成体験を得ており、達成経験による

自己効力感向上が、積極的な進路選択に影響を及ぼした可能性が示された。また、学歴上

昇群は経済的自律経験を経ており、主体的な意思決定の機会を得ることで自律性への欲求

が満たされたことが、自律的進路選択に影響を与えたと解釈できる。以上を踏まえ、進路
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り、主体的に選択をしたりする自律経験が、自己決定理論の基本的心理欲求における「自

律性への欲求」を満たし、それにより内発的動機づけが促進された可能性があると解釈で

きる。 

また、小遣い管理という過程において、限られた資源を管理し、意思決定するという経

験を積み重ねたことが、その後の自己決定的な態度の形成に寄与した可能性も考えられる

だろう。 
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知し自己効力感が高まることで、自信をもって以降の学習や進路選択活動に臨めた可能性

が想定される。そこで、個人への教育的な介入として、学習場面で「達成経験をつくる」

「達成経験を認知し自信を得る」という二つのプロセスが必要であり、そのためには、児

童・生徒が小さな成功体験を積み、また自分の努力や成果をより効果的に認知できるよう

な「目標設定・行動計画作成」と「振り返り」の機会をつくることが有効だと考える。 

また一方で、学歴上昇群は早期から経済的自律経験を経ていることも認められた。これ

は、一定の範囲の中で、自分で裁量権をもって資源配分を取捨選択することとも言い換え

られる。このことから、児童・生徒に決められた範囲内で裁量権を付与し、自己決定の機

会を多く設ける学習機会の創出が効果的であると考察される。 

自己決定を伴う学習機会創出へのアプローチとして、奈須の提唱する自己決定的学習8が

ある（奈須,2021）。自己決定的学習とは、全員が同じ内容を同じ順序で学ぶ従来の学習に

対し、「学びの内容を子どもたち自身に委ね、一人ひとりの興味・関心を最大限引き出す」

学習であるとされる。こうした自己決定的な経験を意図的に創出することにより、より内

発的・自律的な動機づけが強化されると考えられる。 

以上のような教育的介入を実施する際には、児童・生徒一人ひとりの発達段階や興味・

関心に応じて、適切なタイミングで目標設定や振り返りを行うことや、段階的に自己決定

の範囲を広げていくことが効果的であると考える。しかしながら、そのような個に寄り添

った対応や細やかなフィードバックを学校教育で行うことは、地域によっては人的・物的

資源の制限から実現が難しい場合もある。そこで、これらの教育的介入を効果的に実施す

るためには、地域のボランティアや NPO法人、民間企業との連携が不可欠であると考える。

 
8主要なアプローチとして、順序選択学習（生徒が学習内容の順序を選択できる）、課題選

択学習（生徒が学習課題を選択できる）、課題設定学習（生徒の興味・関心などによって

自由に学習内容を選択できる）がある（奈須,2021）。 
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例えば、外部から学校へ教師以外の人的資源を投入することや、あるいは NPO法人や民間
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いては、十分な検討ができていない。個人の経験がどのように進路選択に影響するのかと

いうメカニズムの解明は、今後の重要な研究課題となる。 

 第二に、性差や地域差については十分に検討されていない。男女に分けて父親学歴や母

親学歴の影響をみた調査や地域別の調査において、その影響力が示されることがある。今

回の研究テーマでは焦点を当てていないジェンダー間の差や地域間の差についても、今後

より詳細な検討が求められる。 

 第三に、サンプルの抽出方法と数量に限定性がある。今回のインタビューおよびアンケ

ート調査は筆者の知人を起点に実施しているため、筆者の教育選択経験と近しい者とその

知り合いから多く回答を得ている。その結果、本研究と吉川が SSM調査から示した家族類

型の親子学歴ごとの割合にはやや差が生じている。サンプリング方法の改善とサンプル数

の拡大をした上で、さらなる実証的研究が必要であると考える。 

 

66--44  結結語語  

 本研究では、学歴再生産メカニズムに注目し、親の学歴を超える進路選択をした人びと

―学歴上昇群―の経験に焦点を当て、彼らの高校卒業時の進路選択に影響を与えた要因を

明らかにし、教育的介入の示唆を得ることを試みた。 

 そこで、Bandura（1986）の社会的認知理論と Deci & Ryan(1985)の自己決定理論に基づ

き、インタビュー調査とアンケート調査を実施した。その結果、早期からの学業における

達成経験と経済的な自律経験が、進路選択の幅を広げる可能性があることが示唆された。 

学歴上昇群は小学校から高校までの学業において達成体験を得ており、達成経験による

自己効力感向上が、積極的な進路選択に影響を及ぼした可能性が示された。また、学歴上

昇群は経済的自律経験を経ており、主体的な意思決定の機会を得ることで自律性への欲求

が満たされたことが、自律的進路選択に影響を与えたと解釈できる。以上を踏まえ、進路
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選択の幅を広げるためには、早期からの達成経験や自律経験を促す教育的介入が有効であ

ると考えられる。 

本研究で明らかとなった知見は、学歴上昇者の進路選択に影響を及ぼす具体的経験を明

らかにした点において、新たな示唆を提供するものであり、今後の教育政策や支援のあり

方を考える上で重要な視座となりうると考える。 
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巻巻末末資資料料 11  イインンタタビビュューー調調査査同同意意書書  

     

  本日は、インタビュー調査に協力いただきましてありがとうございます。 

  このインタビュー調査は、高校卒業時の進路選択に影響を及ぼす要素について調査する

もので、明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 2年の今井が実施します。 

  インタビュー時間は30分〜1時間程度を予定しています。 

 

  今回のインタビュー調査の内容は論文・書籍などを通じて公開することがありますが、

名前や固有名詞などを匿名扱いとし、本人が特定できないように処理されます。 

  今回の調査で我々が得た個人情報は研究以外の目的には使用いたしません。加えて、公

表前には内容をご確認いただきます。 

 

  また、インタビューは補助データとして録音させていただく予定です。得られたデータ

は研究目的以外の用途で使用することは全くありません。調査データは個人情報保護の処

置をした上で保管し、5年で破棄します。ご了承の上、同意をお願いいたします。 

 

【調査者連絡先】 

所属：明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 2年源ゼミ 

氏名：今井麻未 

電話番号：090-4099-4418 
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巻巻末末資資料料 22  イインンタタビビュューー調調査査設設問問  

     

■進路選択に対する考え方 

  MQ1 大学進学はいつ頃決めましたか。 

  SQ1-1 なぜ高校卒業時に大学へ進学しようと思ったのですか？ 

  SQ1-2 大学進学以外の選択肢はありましたか？ 

 

■自己決定経験 

  MQ2 大学受験より以前に、自分で決めて行動した経験を教えてください。 

  SQ2 どのタイミングでの経験が、最も自己決定力に繋がったと考えますか。 

 

■達成経験（成功） 

  MQ3 大学受験より以前にあった達成経験を教えてください。 

  SQ3 どのタイミングでの達成経験が、最も自信に繋がったと考えますか。 

 

■達成経験（成功）逆質問 

  MQ4 大学受験より以前にあった失敗の経験を教えてください。 

  SQ4 どのタイミングでの失敗経験が、最も自信喪失に繋がったと考えますか。 

 

■モデルケースの存在（憧れ） 

  MQ5 大学受験をした人のプロセスや成果について見聞きする機会はありましたか。 

  SQ5 どのタイミングでの誰の存在が、最も影響力があったと考えますか。 

 

■周囲の大人から励まし（励まし） 

  MQ6 保護者や教師などから大学受験を勧められたり、できると励まされたりした経験 

があれば教えてください。 

  SQ6 どのタイミングでの、誰の言葉が、最も影響力があったと考えますか。 
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巻巻末末資資料料  44  アアンンケケーートト調調査査同同意意書書  

  

  明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 2年の今井麻未と申します。 

  本アンケート調査は、修士論文執筆にあたり、高校卒業時の進路選択に影響を及ぼす要

素について調査するものです。本研究は、平成時代の学歴再生産のメカニズムに焦点を当

て、各人の進学・キャリアの選択肢を増やすために必要な政策や事業を検討することを目

的としています。 

  以下対象となる方は、何卒ご協力いただけますよう宜しくお願い申し上げます。また、

対象となりうる方へ本アンケートをご紹介いただけますと大変幸甚に存じます。 

     

【所要時間】 

約 3分 

【対象】 

1989年 4月 2日〜2001年 4月 1日生まれの方 

※2024 年度に 24歳となる代（2000 年 4月 2 日〜2001 年 4月 1 日生まれ）〜2024 年度に

35歳となる代（1989年 4月 2日〜1990年 4月 1日生まれ）の方 

【アンケート実施期間】 

2024年 10月 23日〜10月 31日 

【調査担当者】 

氏名：今井麻未 

所属：明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 

連絡先：cn230104@meiji.ac.jp 

【指導教員】 

氏名：源由理子 

所属：明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科・源研究室 

連絡先：minamoto@meiji.ac.jp 

 

【個人情報保護について】 

調査データは個人のプライバシーの保護に十分配慮し厳重に保管します。データは統計

的に処理され、個人が特定されることはありません。また、本アンケートで収集した情報

は、研究目的以外には使用いたしません。 

  記入にあたり、恐れ入りますが全質問にご回答いただきますようお願いいたします。な

お、本アンケート調査への回答をもって、本研究への協力に同意くださったこととさせて

いただきます。ご不明な点がありましたら、調査担当者宛にご連絡くださいませ。 

 

 48 

巻巻末末資資料料  55  アアンンケケーートト調調査査設設問問  

  

（1）本調査は、1989年 4月 2日〜2001年 4月 1日生まれの方（2024年度に24歳となる 

代〜2024年度に35歳となる代の方）を対象としております。あなたの年齢について 

当てはまる項目を選択してください。 

 ①20代前半 ②20代後半 ③30代前半 ④30代後半 

 

■高校時代の進路選択について伺います。当てはまる項目を選択してください。 

（2）高校生時代、自分の理想の職業や興味のある職業に向けて進路を考えていた 

①かなり当てはまる②やや当てはまる③あまり当てはまらない 

④まったく当てはまらない 

（3）高校生時代、高校卒業時の進路（大学、短大、専門学校、就職など）に関する情報を 

自分で集めていた 

①かなり当てはまる②やや当てはまる③あまり当てはまらない 

④まったく当てはまらない 

（4）高校生時代、将来の仕事に役立つと思われる免許・資格を取得する計画を立てていた 

①かなり当てはまる②やや当てはまる③あまり当てはまらない 

④まったく当てはまらない 

（5）高校生時代、自分の希望する進路について家族に伝えていた 

①かなり当てはまる②やや当てはまる③あまり当てはまらない 

④まったく当てはまらない 

（6）保護者や教師が勧める進路よりも、自分のやりたいことを優先した 

①かなり当てはまる②やや当てはまる③あまり当てはまらない 

④まったく当てはまらない 

 

■小学校、中学校、高校の時の経験について伺います。当てはまる項目を選択してくださ 

い。 

（7）小学生時代に勉強を頑張った経験が、自分の自信につながった 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（8）小学生時代の課外活動（習い事、クラブ活動、委員会等のうちいずれか）の経験が、 

自分の自信につながった 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（9）中学生時代に勉強を頑張った経験が、自分の自信につながった 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 
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①かなり当てはまる②やや当てはまる③あまり当てはまらない 

④まったく当てはまらない 

（3）高校生時代、高校卒業時の進路（大学、短大、専門学校、就職など）に関する情報を 

自分で集めていた 

①かなり当てはまる②やや当てはまる③あまり当てはまらない 

④まったく当てはまらない 

（4）高校生時代、将来の仕事に役立つと思われる免許・資格を取得する計画を立てていた 

①かなり当てはまる②やや当てはまる③あまり当てはまらない 

④まったく当てはまらない 

（5）高校生時代、自分の希望する進路について家族に伝えていた 

①かなり当てはまる②やや当てはまる③あまり当てはまらない 

④まったく当てはまらない 

（6）保護者や教師が勧める進路よりも、自分のやりたいことを優先した 

①かなり当てはまる②やや当てはまる③あまり当てはまらない 

④まったく当てはまらない 

 

■小学校、中学校、高校の時の経験について伺います。当てはまる項目を選択してくださ 

い。 

（7）小学生時代に勉強を頑張った経験が、自分の自信につながった 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（8）小学生時代の課外活動（習い事、クラブ活動、委員会等のうちいずれか）の経験が、 

自分の自信につながった 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（9）中学生時代に勉強を頑張った経験が、自分の自信につながった 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 
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（10）中学生時代の課外活動（習い事、クラブ活動、委員会等のうちいずれか）の経験が

自分の自信につながった 

（11）高校生時代に勉強を頑張った経験が、自分の自信につながった 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（12）高校生時代の課外活動（習い事、クラブ活動、委員会等のうちいずれか）の経験が

自分の自信につながった 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

 

■高校入学前までの周囲の人間関係について伺います。当てはまる項目を選択してくださ 

い。 

（13）保護者は、自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりしていた 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（14）自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりする教師がいた 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（15）自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりする友人がいた 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

 

■高校入学後の周囲の人間関係について伺います。当てはまる項目を選択してください。 

（16）保護者は、自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりしていた 

 ①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（17）自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりする教師がいた 

 ①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（18）自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりする友人がいた 

 ①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

 

■いつの時期から以下の経験をしていましたか。当てはまる項目を選択してください。 

（19）登校や外出時の衣服・荷物の準備を自分でする 

    ①未就学児〜②小学生〜③中学生〜④高校生〜⑤わからない 

（20）学校の宿題管理を自分でする 

      ①小学生〜②中学生〜③高校生〜④わからない 

（21）小遣いの管理を自分でする 

      ①未就学児〜②小学生〜③中学生〜④高校生〜⑤わからない 

（22）クラブ活動／部活や委員会を自分の意思で選択する 

 ①小学生〜②中学生〜③高校生〜④わからない 
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（23）習い事や塾を自分の意思で選択する 

      ①未就学児〜②小学生〜③中学生〜④高校生〜⑤わからない 

⑥習い事や通塾をしたことがない 

（24）保護者と離れて自分一人でバスや電車にのる 

    ①未就学児〜②小学生〜③中学生〜④高校生〜⑤わからない 

（25）保護者と離れて宿泊する 

    ①未就学児〜②小学生〜③中学生〜④高校生〜⑤わからない 

 

■あなたの高校卒業後の進路についてお伺いします。当てはまる項目を選択してください。 

（26）あなたの最終学歴を教えてください。大卒とは、高校卒業直後の進路として「四年 

制大学」を選択した場合を指します（中退含む）。 非大卒とは、高校卒業直後の進

路として「専門学校・短大・高等専門学校・就職」を選択した場合を指します。 

※教育機関を複数卒業している場合は、最高学歴を選択してください。例えば、 

大学院卒業後に再度短期大学を卒業した場合は、大卒を最高学歴とします。 

①大卒②非大卒 

 

■保護者の方の高校卒業後の進路選択についてお伺いします。当てはまる項目を選択して 

ください。※時代背景を鑑み、先ほどの設問とは大卒・非大卒の定義が異なります。ご

留意ください。 

（27）父親の最終学歴を教えてください。大卒とは、高校卒業直後の進路として「短大・ 

高等専門学校・四年制大学」を選択した場合を指します（中退含む）。 非大卒とは、

高校卒業直後の進路として「専門学校・就職」を選択した場合を指します。 

①大卒②非大卒 

（28）母親の最終学歴を教えてください。大卒とは、高校卒業直後の進路として「短大・ 

高等専門学校・四年制大学」を選択した場合を指します（中退含む）。 非大卒とは、

高校卒業直後の進路として「専門学校・就職」を選択した場合を指します。 

①大卒②非大卒 

 

こちらでアンケートは終了です。ご協力いただき、誠にありがとうございます。 
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（10）中学生時代の課外活動（習い事、クラブ活動、委員会等のうちいずれか）の経験が

自分の自信につながった 

（11）高校生時代に勉強を頑張った経験が、自分の自信につながった 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（12）高校生時代の課外活動（習い事、クラブ活動、委員会等のうちいずれか）の経験が

自分の自信につながった 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

 

■高校入学前までの周囲の人間関係について伺います。当てはまる項目を選択してくださ 

い。 

（13）保護者は、自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりしていた 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（14）自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりする教師がいた 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（15）自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりする友人がいた 

①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

 

■高校入学後の周囲の人間関係について伺います。当てはまる項目を選択してください。 

（16）保護者は、自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりしていた 

 ①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（17）自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりする教師がいた 

 ①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

（18）自分の意見を尊重したり、励ましてくれたりする友人がいた 

 ①かなりそう思う②ややそう思う③あまりそう思わない④まったくそう思わない 

 

■いつの時期から以下の経験をしていましたか。当てはまる項目を選択してください。 

（19）登校や外出時の衣服・荷物の準備を自分でする 

    ①未就学児〜②小学生〜③中学生〜④高校生〜⑤わからない 

（20）学校の宿題管理を自分でする 

      ①小学生〜②中学生〜③高校生〜④わからない 

（21）小遣いの管理を自分でする 

      ①未就学児〜②小学生〜③中学生〜④高校生〜⑤わからない 

（22）クラブ活動／部活や委員会を自分の意思で選択する 

 ①小学生〜②中学生〜③高校生〜④わからない 
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（23）習い事や塾を自分の意思で選択する 

      ①未就学児〜②小学生〜③中学生〜④高校生〜⑤わからない 

⑥習い事や通塾をしたことがない 

（24）保護者と離れて自分一人でバスや電車にのる 

    ①未就学児〜②小学生〜③中学生〜④高校生〜⑤わからない 

（25）保護者と離れて宿泊する 

    ①未就学児〜②小学生〜③中学生〜④高校生〜⑤わからない 

 

■あなたの高校卒業後の進路についてお伺いします。当てはまる項目を選択してください。 

（26）あなたの最終学歴を教えてください。大卒とは、高校卒業直後の進路として「四年 

制大学」を選択した場合を指します（中退含む）。 非大卒とは、高校卒業直後の進

路として「専門学校・短大・高等専門学校・就職」を選択した場合を指します。 

※教育機関を複数卒業している場合は、最高学歴を選択してください。例えば、 

大学院卒業後に再度短期大学を卒業した場合は、大卒を最高学歴とします。 

①大卒②非大卒 

 

■保護者の方の高校卒業後の進路選択についてお伺いします。当てはまる項目を選択して 

ください。※時代背景を鑑み、先ほどの設問とは大卒・非大卒の定義が異なります。ご

留意ください。 

（27）父親の最終学歴を教えてください。大卒とは、高校卒業直後の進路として「短大・ 

高等専門学校・四年制大学」を選択した場合を指します（中退含む）。 非大卒とは、

高校卒業直後の進路として「専門学校・就職」を選択した場合を指します。 

①大卒②非大卒 

（28）母親の最終学歴を教えてください。大卒とは、高校卒業直後の進路として「短大・ 

高等専門学校・四年制大学」を選択した場合を指します（中退含む）。 非大卒とは、

高校卒業直後の進路として「専門学校・就職」を選択した場合を指します。 

①大卒②非大卒 

 

こちらでアンケートは終了です。ご協力いただき、誠にありがとうございます。 
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